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第１章 健康推進計画の策定にあたって 

（１）計画策定の趣旨・背景 

平成 30（2018）年３月に「武蔵野市第４期健康推進計画・食育推進計画」（以下「前計画」という。）

を策定してからこれまでの主な社会状況を振り返ると、新型コロナウイルス感染症の発生により、

市民生活や地域経済に大きな影響をもたらし、こうした感染症に対応した新しい生活様式の定着が

求められ、健康危機管理としての感染症対策の重要性が増すとともに、デジタル技術を活用した取

組み等が進められてきました。 

国の動きを見ると、健康日本 21（第二次）の最終評価等を踏まえ、令和６（2024）年度から開始

される次なる国民健康づくり運動である「健康日本 21（第三次）」を推進するため、令和５（2023）

年５月に「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針」が改正及び告示され、全て

の国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現をビジョンとし、「誰一人取り残さない

健康づくりの展開（Inclusion）」、「より実効性をもつ取組の推進（Implementation）」に取り組んで

いくこととなっています。 

また、平成 30（2018）年には成育基本法が成立し、成育過程にある者等に対し必要な成育医療等

を切れ目なく提供するための施策を総合的に推進することを目的とした「成育医療等の提供に関す

る施策の総合的な推進に関する基本的な方針」が令和３（2021）年２月に閣議決定されました（令和

５（2023）年３月全面改定）。「武蔵野市健康推進計画」（以下「本計画」という。）における母子保健

に関する施策については、この成育医療基本方針を踏まえ策定しています。 

また、今後の健康づくりの新たな動きを考えるうえでは、国が検討を進めている医療ＤＸなどの

動向も注視して新しい取組みを検討していく必要も生じています。加えて、健康づくりは市民一人

ひとりの主体的な取組みとともに、健康づくりを地域と一体となって推進するため、市と市民と協

働で行う健康づくりの視点も重要となります。 

このような視点に立ち、市民にとってより実効性のある計画を策定することで、今後６年間の新

たな施策展開を図ることとします。 
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（２）健康施策を取り巻く国や東京都の動向 

①健康日本 21（第三次） 

国は、国民の生活習慣病やその原因となる生活習慣の改善等に関する課題の解決に向けて、平

成 12（2000）年から「21 世紀における国民健康づくり運動（健康日本 21）」を開始しました。 

令和６（2024）年度から開始される「健康日本 21（第三次）」では、全ての国民が健やかで心豊

かに生活できる持続可能な社会の実現をビジョンとし、「誰一人取り残さない健康づくりの展開

（Inclusion）」、「より実効性をもつ取組の推進（Implementation）」に取り組んでいくこととなっ

ています。 

そのビジョンの実現のために、①健康寿命の延伸と健康格差の縮小、②個人の行動と健康状態

の改善、③社会環境の質の向上、④ライフコースアプローチを踏まえた健康づくりを４つの方向

性として掲げています。 

 

②東京都健康推進プラン 21（第三次） 

東京都は、都民の健康長寿を実現するために、平成 13（2001）年に「東京都健康推進プラン２

１」を策定しました。 

令和６（2024）年度から開始される「東京都健康推進プラン２１（第三次）（案）」では、「健康

寿命の延伸」、「健康格差の縮小」を総合目標としています。これらを達成するため、健康づくりを

①個人の行動と健康状態の改善、②社会環境の質の向上、③ライフコースアプローチを踏まえた

健康づくりの３つの「領域」に分け、領域ごとに、都民の健康への関わりが特に大きく、対策が必

要な項目を「分野」として設定しています。また、これまでの経緯やプラン２１（第二次）の最終

評価を踏まえ、各領域から「こころの健康」、「多様な主体による健康づくりの推進」、「女性の健康」

の３分野を、重点分野として設定しています。 

 

（３）武蔵野市の健康施策を取り巻く状況 

①新型コロナウイルス感染症の影響 

平成 30（2018）年３月に前計画を策定してからこれまでの間、新型コロナウイルス感染症が令

和２（2020）年２月１日に指定感染症として政令で指定され、感染拡大に対して様々な制限や自粛

による感染対策が行われ、健康診査や検診、健康づくり事業や相談事業等の中止や延期等、保健衛

生分野の施策においても大きな影響が生じました。 

このような状況の中、市民の生命と健康を守り、安全に暮らしつづけられる環境を確保するた

め、令和２（2020）年３月に市医師会、武蔵野赤十字病院の医師などで構成する「新型コロナウイ

ルス感染症対策専門家会議」を設置し、新型コロナウイルス感染症対策に関する専門的な意見や

助言を得ながら、感染対策に配慮した健康診査や検診、ＰＣＲ検査体制の整備、医療提供体制の充

実、医療機関へのマスクや防護服等の配布・貸与等、様々な支援策を進めてきました。 

令和５（2023）年５月８日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが２類相当

から５類へと移行したことに伴い、感染症拡大前の日常への回復が期待されています。しかし、５

類へ移行した後においても、流行を繰り返すウイルス自体がなくなったわけではなく、新しい生
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活様式における感染症予防対策が求められる中で、こころの健康づくり、身体活動や運動に関す

る事業、デジタル技術を活用した取組みの実施がこれまで以上に求められています。市民が健康

で安心して暮らしつづけられるよう、今後も発生し得る感染症に対して、今回の経験を活かした

備えが必要となっています。 

 

②デジタル技術の発展 

デジタル技術の急速な発展や、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として実施したオンライ

ンによるサービス提供、テレワーク等の働き方の導入などにより、社会全体が急激に変化してい

ます。医療分野においても、ＤＸを通じたサービスの効率化、質の向上を実現することにより、国

民の保健医療の向上を図るとともに、最適な医療を実現するための基盤整備を推進するため、国

において「医療ＤＸ推進本部」が設置され、議論が進められています。 

このような状況の中、市民の健康増進や質の高い支援、施策の提供に向け、健康・食育分野のデ

ジタル化を進め、市民による健康づくりやその支援、市民の健康を守る環境づくりを途切れなく

行うとともに、健康情報の利活用を積極的に推進していくことが重要となっています。 

 

 

 

 

 

③保健センター増築及び複合施設整備 

開設から 35年が経過した保健センターにおいて、健康増進・母子保健事業、各種検診、感染症

対策等の保健サービスを持続的に提供するとともに、新型感染症や災害時医療への対応など機能

強化を図るため、保健センターの増築及び大規模改修を行い、保健衛生機能を充実させ、かつ、子

どもと子育て家庭への支援施設を含む複合施設として整備する計画となっています。 
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平成28

（2016）

年

平成29

（2017）

年

平成30

（2018）

年

令和元

（2019）

年

令和２

（2020）

年

令和３

（2021）

年

【武蔵野市】男性 【武蔵野市】女性

【東京都】男性 【東京都】女性（歳）

 

 

コラム 
65 歳健康寿命（東京保健所長会方式） 

「65歳健康寿命（東京保健所長会方式）」

とは、健康な状態（要介護認定を受けて

いない状態）のまま 65歳に達した人が、

健康で日常生活を支障なく送ることがで

きる年齢を平均的に表すものを言いま

す。 

 

武蔵野市は、令和３（2021）年では男性が

83.87 歳、女性が 86.04 歳となっていま

す。東京都と比較すると、男性はやや長

く、女性はほぼ同水準となっています。 

 

▼【65 歳健康寿命※（東京都・武蔵野市）】 

※要介護２以上の認定を受けるまでの平均自立期間で算出した場合 

出典：東京都保健医療局「都内各区市町村の 65 歳健康寿命」 

【ＤＸとは】 

デジタルトランスフォーメーション（Digital Transformation）の略。「デジタル技術の浸透が人々

の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること」であり、一般的に「ＤＸ」と略される。 
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（４）計画の位置づけ 

本計画は、健康増進法第８条第２項に規定される市町村健康増進計画として位置づけるものであ

り、市の上位計画にあたる「武蔵野市第六期長期計画・調整計画（令和２（2020）年度～令和 11（2029）

年度）」、「武蔵野市健康福祉総合計画」の基本的な考え方及び健康に関する施策に基づき策定してい

ます。また、平成 29（2017）年５月策定の「武蔵野市地域医療構想（ビジョン）2017」とその後の

変化を踏まえ、必要な事項を盛り込んでいるほか、市の関連個別計画との調和を図っています。 

 

【図表１ 武蔵野市第４期健康福祉総合計画・個別計画の位置づけ】 

  

長期計画・調整計画

高齢者福祉計画

介護保険事業計画
他
分
野
の
各
計
画

健康福祉総合計画

地域福祉活動計画（社会福祉法人武蔵野市民社会福祉協議会）

健康推進計画

食育推進計画

自殺総合対策計画
障害者計画

障害福祉計画

障害児福祉計画

地域福祉計画

成年後見制度利用促進基本計画

再犯防止推進計画

国民健康保険データヘルス計画

特定健康診査等実施計画
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（５）計画の期間 

本計画は、令和６（2024）年度から令和 11（2029）年度までの６年を計画期間とします。令和９

（2027）年度を目途に中間評価を行い、社会情勢の変化等も考慮しながら、必要に応じて取組みの見

直しを検討します。 

なお、介護保険事業計画と障害福祉計画・障害児福祉計画については、３年で見直しをすることが

法令で規定されているため、令和８（2026）年度に改定を行います。その際、関連する計画で見直し

が必要になった場合は、あわせて見直しを行います。 

【図表２ 計画の期間】 

令和３ 
(2021) 
年度 

令和４ 
(2022) 
年度 

令和５ 
(2023) 
年度 

令和６ 
(2024) 
年度 

令和７ 
(2025) 
年度 

令和８ 
(2026) 
年度 

令和９ 
(2027) 
年度 

令和 10 
(2028) 
年度 

令和 11 
(2029) 
年度 

         

第六期長期計画 
（令和２～11 年度） 

         

 
第六期長期計画・調整計画 

（令和６～10年度） 
 

         

 
第七期長期計画 

（令和 10～19年度） 

         

第３期健康福祉総合計画 
第５期地域福祉計画 

第４期健康福祉総合計画 
第６期地域福祉計画 

第２期成年後見制度利用促進基本計画 
再犯防止推進計画 

成年後見制度 
利用促進基本計画 

         

高齢者福祉計画 
第８期介護保険事業計画 

高齢者福祉計画 
第９期介護保険事業計画 

高齢者福祉計画 
第 10期介護保険事業計画 

         
障害者計画・ 

第６期障害福祉計画・ 
第２期障害児福祉計画 

障害者計画・ 
第７期障害福祉計画・ 
第３期障害児福祉計画 

障害者計画・ 
第８期障害福祉計画・ 
第４期障害児福祉計画 

         
第４期健康推進計画・ 

食育推進計画 第５期健康推進計画・食育推進計画・自殺総合対策計画 
※令和９年度に中間評価 

自殺総合対策計画 

  ▲ 
一体的に

改定 

  ▲ 
見直し 

  ▲ 
一体的に
改定 

         
国民健康保険データヘルス 

計画・第３期武蔵野市特定 

健康診査等実施計画 

第２期国民健康保険データヘルス計画・ 
第４期特定健康診査等実施計画 

  ▲ 
改定 

  ▲ 
中間評価 

  ▲ 
改定 
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第２章 武蔵野市における健康づくりの実績 

（１）前計画期間中の取組み状況 

前計画では、市民の健康な暮らしの実現につながる次のような取組みを進めてきました（食育・自

殺対策分野の取組み状況に関しては、それぞれの計画で記載しています）。 

基本施策１ 予防を重視した健康診査等の推進 

（１）健康診査・保健指導等の充実 

事業 内容 取組み状況(平成 30(2018)年度～令和４(2022)年度) 

健康診査の実施

と受診勧奨 

【妊産婦・乳幼児対象】 

・健康診査・受診勧奨の実施 

 妊婦健康診査、産後健康診査、乳幼児健

康診査（３～４か月児、６～７か月児、

９～10 か月児、１歳６か月児、３歳児）、

精密健康診査（乳児、１歳６か月児、３

歳児） 

・健康診査結果を活用した支援の検討 

 

【成人・高齢者対象】 

・健康診査の実施 

 若年層健康診査、特定健康診査、後期高

齢者健康診査、生活保護受給者の健康

診査、集合契約に基づく特定健康診査、

眼科健康診査、人間ドック 

・検診の実施 

 肝炎ウイルス検診、若年層胸部検診、骨

粗しょう症予防教室 

・受診勧奨の推進 

 特定健康診査受診勧奨 

 若年層健康診査受診勧奨 

【妊産婦・乳幼児対象】 

・妊婦健康診査について、ゆりかごむさしの面接等で

必要性を伝え適切な受診を勧めました。 

・乳幼児健康診査の結果から必要性が認められる乳幼

児については、精密健康診査や経過観察健康診査等

につなぎました。 

・保健センターで実施している乳幼児健康診査の未受

診者には受診勧奨通知を送付し、受診期間を過ぎた

対象者には家庭訪問等を行い健康状況を確認してい

ます。 

 

【成人・高齢者対象】 

・若年層健康診査は、令和２（2020）年度から対象年

齢を拡大し実施しています。 

・特定健康診査の受診勧奨は、令和３（2021）年度か

らは、受診行動の分析を行い対象者の特性にあわせ

た勧奨を実施しています。 

・眼科健康診査は 40 歳以上の市民を対象に、血管硬化

症・高血圧・糖尿病等の生活習慣病により発症する

眼底病変や緑内障等自覚症状に乏しい眼疾患の有無

や程度を調べるものです。 

保健指導等の 

充実 

【妊産婦・乳幼児対象】 

・保健指導等の充実 

 こうのとり学級、妊産婦訪問、こんにち

は赤ちゃん訪問、乳幼児健康診査、離乳

食教室、赤ちゃん相談室、１歳６か月児

保育相談、乳幼児発達相談、乳幼児発達

健康診査等 

 

【成人・高齢者対象】 

・特定保健指導の実施 

・保健指導の充実 

 生活習慣病重症化予防事業の実施の検

討 

 非肥満者に対する生活習慣病予防事業

の実施の検討 

 若年層に対する保健指導の実施の検討 

 健康診査結果情報提供の充実 

 

 

【妊産婦・乳幼児対象】 

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大により集団健

診等の母子保健事業を休止・延期した時期もありま

したが、妊産婦訪問やこんにちは赤ちゃん訪問など

個別訪問は、支援の必要な方に対して継続して実施

しました。 

・コロナ禍での事業実施においては、集団指導から個

別指導、対面から動画による指導などの工夫を行い、

保健指導の充実に向け取り組みました。 

 

【成人・高齢者対象】 

・特定保健指導は、令和２（2020）年度から、対象者

への案内を結果票と同時に医療機関に送付し、医師

による健康診査結果説明時に保健指導の利用勧奨を

行っています。利用受付も結果説明の日から対応し

ています。 

・若年層健康診査受診者に対する保健指導は令和２

（2020）年度から実施し、食生活改善や運動習慣を

つけるような資料を送付しています。 
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事業 内容 取組み状況(平成 30(2018)年度～令和４(2022)年度) 

保健指導等の 

充実 

・医師・保健師等による健康相談（予約制） 

 の実施 

・電話による健康なんでも相談（随時）の

実施 

・健康なんでも相談は、保健センター開庁時間は、電

話・来所によりいつでも対応しています。医師・保

健師・管理栄養士による予約制の健康相談も、月 1

回以上実施しています。 

・生活習慣病予防と健康増進に関する正しい知識の普

及を図るため、健康講座を実施しています。 

・生活習慣病重症化予防事業は、データヘルス計画に

基づき市国民健康保険の主管課である保険年金課が

実施しています。令和元（2019）年度から糖尿病性

腎症重症化予防事業と生活習慣病予防講座、それに

加えて令和２（2020）年度から健康診査異常値放置

者受診勧奨事業を実施しています。 

 

（２）がん検診の実施と精度管理の推進 

事業 内容 取組み状況(平成 30(2018)年度～令和４(2022)年度) 

がん検診の実施

と受診勧奨 

・がん検診の実施 

 胃がん、肺がん、大腸がん、子宮がん、

乳がん 

・がん検診の受診勧奨 

・肝炎ウイルス検診（再掲） 

・胃がんエックス線検査のみ、国の指針外の年齢にも

実施していますが、その他については国の指針に基

づくがん検診を実施しています。 

・令和元（2019）年度から肺がん個別検診、乳がん集

団検診、令和２（2020）年度から胃がん内視鏡検診

を開始しました。 

・胃がん内視鏡検診を開始したことで、胃がん検診全

体の定員が倍増しました。 

・令和２（2020）年度から、胃がん・肺がんセット検

診として勧奨ハガキを送付しています。 

がん検診に関す

る普及啓発と精

度管理の推進 

・がん検診に関する情報発信 

 がん検診の有効性、定期的な検診の重

要性、精密検査受診の重要性の啓発 

・がん検診追跡調査 

 精密検査未受診者の特定及び精密検査

受診勧奨 

 精密検査結果の把握 

・検診概要、検診の有効性、定期的な受診と精密検査

受診の重要性について記載した「がん検診ガイド」

を作成し市内関連施設で配布しています。 

・毎年９月の「がん征圧月間」にあわせて市報で特集

記事を掲載し、普及啓発を行っています。 

・令和４（2022）年度から、子宮頸がん検診以外は東

京都の統一様式「精密検査依頼書兼結果報告書」を

活用し、精密検査受診状況の把握に努めています。

二次医療機関から直接情報を収集することができる

ため、今後、精密検査未把握率が下がることが期待

できます。 
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基本施策２ 市民の主体的な健康づくりと生活習慣改善の支援 

（１）健康な食生活の推進 

事業 内容 取組み状況(平成 30(2018)年度～令和４(2022)年度) 

食習慣の形成・維

持・向上に向けた

取組み 

・こうのとり学級、こうのとりベジタブ

ル事業、離乳食教室、乳幼児健康診査、

おいしく元気アップ教室 

・母子健康手帳交付時には、全ての方に食事に関する

リーフレットを配布し、こうのとり学級では妊娠期

に必要な食についての話をしています。 

・離乳食教室は初期～完了期まで４教室を実施し、離

乳食の話と口腔ケアの話をしています。 

・乳幼児健康診査では、３～４か月児健康診査におけ

る離乳食集団講話や個別相談、１歳６か月児保育相

談や３歳児健康診査において個別相談を実施してい

ます。１歳６か月児保育相談来所者に対しては、食

事のバランスの整え方に関する独自のチラシを配布

しています。 

個々の栄養課題

の解決に向けた

支援 

・マタニティ安心コール、離乳食教室、乳  

幼児健康診査、赤ちゃん相談室、乳幼児

発達相談、健康相談、健康なんでも相談 

・健診結果を活用した情報提供と保健指  

導（生活習慣病対策、低栄養対策） 

・低栄養対策としての介護予防事業 

 おいしく元気アップ教室 

・特定保健指導 

・非肥満で生活習慣病の疑いのある人に

対する保健指導の検討 

・食事♡診断 

・親子食育ウォーキング教室、チャレン

ジキッズ教室、食べ力のびのび教室 

・健康づくり出前講座、インボディ測定

会、血圧科学セミナー 

・乳幼児期の支援として、離乳食教室、乳幼児健康診

査、ベビーサロン、発達相談・発達健診で個別相談

に対応しています。 

・全ての年代に向けた相談事業として、予約制の健康

相談、随時行う健康なんでも相談で栄養相談に対応

しています。 

・健康診査結果を活用した情報提供と保健指導とし

て、令和３（2021）年度から若年層健康診査受診者

のうちメタボリックシンドローム基準該当者にリー

フレットと動画で情報提供を行っています。 

・特定健康診査受診者には結果説明時に医師から健康

情報冊子を配布しています。健診結果をもとに、介

護予防事業（おいしく元気アップ教室、歯つらつ健

康教室）への参加を勧奨しています。 

・低栄養対策の介護予防事業として、おいしく元気ア

ップ教室、歯つらつ健康教室を実施しています。 

・生活習慣病予防のための栄養をテーマにした健康講

座、食事♡診断、親子食育ウォーキング教室、チャレ

ンジキッズ教室、食べ力のびのび教室、健康づくり

出前講座、知って得するカラダのセミナー（旧イン

ボディ測定会）、血圧セミナー（令和３（2021）年度

まで実施。旧血圧科学セミナー）を実施しています。 

・非肥満で生活習慣病疑いの方への保健指導は実施し

ませんでした。 

食に関する情報

発信の充実 

・市内農産物直売所マップの普及 

・クックパッドを活用した情報発信 

 レシピ、野菜・栄養情報、食のイベント

情報の掲載 

 むさしのＦＭでのレシピ紹介 

 レシピを再現する機会の提供 

・食育月間（６月）にあわせた情報発信 

 食育のしおり、ポスター、チラシ 

・食育の日（毎月 19 日）にあわせた情報 

発信 

・インターネットの料理レシピサービス「クックパッ

ド」に公式キッチンを開設し、学校給食や健康をテ

ーマにしたレシピを発信しています。レシピ更新の

際には、野菜摂取を呼びかける文言とともにＳＮＳ

で周知しています。 

・食育の特設サイトを開設して市の取組みを発信して

います。 

・むさしの食育フェスタなどの事業では、給食の試食

や各種体験を通して市の食の取組みを発信していま

す。 
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事業 内容 取組み状況(平成 30(2018)年度～令和４(2022)年度) 

食に関する情報

発信の充実 

 クックパッドへのレシピ掲載 

 ＳＮＳでの発信 

・イベントにおける情報発信 

 Musashino ごちそうフェスタ 

・市報、ホームページ、むさしのすくすく

ナビ、メールマガジン 

・武蔵野健康づくり事業団のメールマガジン等でもレ

シピなどの健康情報を発信しています。 

・令和３（2021）年度までは食育のポスターを作成し

て市内に掲示していました。 

 

（２）身体活動や運動を習慣づけるための支援 

事業 内容 取組み状況(平成 30(2018)年度～令和４(2022)年度) 

身体活動・運動に

関する事業の実

施 

・介護予防事業 

 健康やわら体操、健康体操教室 

 健康づくり応援教室「ころばぬコー

ス」、高齢者筋力向上プログラム 

・健康づくりに関する事業 

 生活習慣改善教室、腰痛予防に関する

教室、親子でチャレンジ生活習慣改善

教室、健康体操教室、ウォーキングに関

する教室、健康づくり共催事業、健康づ

くり出前講座、インボディ測定会、イン

ボディミニ測定会、日本縦断ＫＫＣ（健

康健脚チャレンジャー）、健康づくりは

つらつメンバーの集い、初心者向けス

ポーツプログラム、オリンピック・パラ

リンピックを契機とした健康増進事業 

・介護予防事業「健康やわら体操」は、コロナ禍にお

いても継続して開催しました。 

・武蔵野健康づくり事業団に委託し、成人期～壮年期

向け、高齢期向け、親子向け、全世代対象など幅広

い世代に対応した身体活動・運動に関する事業を行

っています。 

・高齢者（65 歳以上）については、健康増進を目的と

した「健康体操教室」（ストレッチ、脳トレ、イス体

操）、転倒予防を目的とした「まるごと元気力向上教

室（旧ころばぬコース）」（下半身の筋力アップ、バ

ランス向上運動）を実施しています。 

・親子向けの運動と栄養を組み合わせたプログラム

は、コロナ禍以降ほとんど再開していません。 

運動習慣の定着

に向けての支援 

・健康づくりの仲間づくり・グループ活動

への支援 

・健康づくりの継続を支援する情報提供 

・市民公募による健康づくり推進員が、健康づくり情

報の発信・地域ニーズの集約・健康づくり講座の企

画運営等を地域で行っています。 

・平成 30（2018）年度まで、コミュニティ協議会等と

協力し、健康づくり自主活動グループの立上げ支援

を行っていました。 

・健康づくりはつらつメンバーは市民の登録制度で、

登録すると郵送やメールで健康づくり情報が届き、

オリジナル体操ＤＶＤなどの特典があります。 

・自宅でできる体操やウォーキングの動画をホームペ

ージやメールマガジンで発信しています。 

・健康づくり人材バンクを講師として、市民グループ

や市内企業等からの依頼により運動等のプログラム

を実施しています。（健康づくり協力事業・健康づく

り出前講座） 

身近な地域の資

源の活用 

・地域と連携した健康づくりの推進 

・様々な主体との連携による健康づくり

の支援 

・健康づくりの担い手の確保 

・多職種・専門職の活用促進 

・スポーツクラブと連携して高齢者向けの筋力維持・

向上プログラムを実施しています。 

・市内事業者・団体と、事業のポスター掲示や物品協

賛などで協力する連携体制を整備しています。（健康

づくり応援パートナー） 

・健康づくり人材バンクは保健師等の健康づくりの専

門知識を有する人材の登録制度で、健康づくりプロ

グラムの作成や実施などを行っています。（保健師、

健康運動指導士、管理栄養士等） 
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事業 内容 取組み状況(平成 30(2018)年度～令和４(2022)年度) 

身近な地域の資

源の活用 

 ・健康づくり人材バンクを講師として、市民グループ

や市内企業等からの依頼により運動等のプログラム

を実施しています。（健康づくり協力事業・健康づく

り出前講座）。 

・健康づくり推進員の企画により、地域団体と共催で

健康づくり講座を実施しています。 

効果的な情報発

信の充実 

・若年層への情報発信の充実 

・ＳＮＳの有効活用による情報発信の充

実 

・市関連部署・団体等と連携した情報提供 

・健康づくり支援センターホームページやＳＮＳ、チ

ラシやメールマガジンにより、健康づくり情報や健

康的なレシピを発信しています。 

・武蔵野健康づくり事業団を紹介するパンフレットを

作成・全戸配布し、幅広く取組みを紹介しています。 

・市内イベント等で健康づくり情報を発信していま

す。 

 

（３）歯と口腔の健康維持に向けた取組み 

事業 内容 取組み状況(平成 30(2018)年度～令和４(2022)年度) 

むし歯予防と歯

周疾患検診の実

施 

【妊産婦・乳幼児対象】 

 妊婦歯科健康診査、１歳６か月児歯科

健康診査、１歳６か月児母親歯科健康

診査、３歳児歯科健康診査 

 

【成人・高齢者対象】 

 歯科健康診査 

 

【全世代対象】 

 口腔健康診査 

【妊産婦・乳幼児対象】 

・妊婦対象に歯科健康診査を実施しています。 

・１歳６か月児歯科健康診査を１歳６か月児保育相談

時に、３歳児歯科健康診査を３歳児健康診査時に実

施しています。 

・１歳６か月児歯科健康診査と同時実施の母親向け歯

科健康診査は、令和４（2022）年度途中から父親で

も受診できるように変更しました。 

 

【成人・高齢者対象】 

・40 歳以上の市民を対象に歯科健康診査を実施してい

ます。 

・全世代を対象とした口腔健康診査（無料の歯科健康

診査）については、令和２（2020）～４（2022）年度

は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止し

ました。 

歯・口腔機能の発

達と維持・向上に

関する啓発 

【乳幼児対象】 

 ３～４か月児健康診査、離乳食教室等 

での健康教育、乳幼児歯科相談（むし歯

予防教室・卒業教室・むし歯予防処置）、

保育所歯科健康教育、５歳児歯科教室 

 

【65 歳以上対象】 

 歯つらつ健康教室（介護予防事業） 

 

【全世代対象】 

 歯科健康相談 

【乳幼児対象】 

・３～４か月児健康診査、離乳食教室等での健康教育

として、歯科医師又は歯科衛生士による口の発達や

口腔ケアについての講話を実施しています。 

・１歳６か月から４歳前後の幼児を対象に、乳幼児歯

科相談として、むし歯予防教室、歯科健康診査及び

保健指導、むし歯予防処置、歯科健康教育（卒業教

室）を、５歳から６歳の未就学児を対象に５歳児歯

科教室を実施しています。 

・保育所歯科健康教育として、市内認可保育所で歯科

衛生士が歯科健康教育を実施しています。 
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事業 内容 取組み状況(平成 30(2018)年度～令和４(2022)年度) 

歯・口腔機能の発

達と維持・向上に

関する啓発 

 【65 歳以上対象】 

・介護予防事業・歯つらつ健康教室では、65 歳以上で

あれば参加可能なプログラムに加え、令和４（2022）

年度からは、74 歳までを対象とした「元気な高齢者

向けオーラルフレイル講習」を実施しています。74

歳までとした理由は、フレイル（虚弱）状態になる

前の健康な市民に対し、継続した運動の大切さや適

切な栄養摂取、社会性がオーラルフレイルへの進行

を食い止めるのに重要で、フレイルは口だけでなく

全身フレイルと大きく関係していることを知っても

らうためです。 

 

【全年代対象】 

・全世代対象の歯科健康相談を実施しています。 

 

（４）たばこによる健康への影響の周知と対策 

事業 内容 取組み状況(平成 30(2018)年度～令和４(2022)年度) 

たばこの影響に

関する啓発 

・たばこによる健康への影響の啓発 

・禁煙治療のできる医療機関の紹介 

・肺がん検診受診券シール同封のチラシ及び結果票に

おいて、喫煙が肺がんのり患リスクを高めること、

受動喫煙も肺がんリスクを高めていることを周知し

ています。令和５（2023）年度は、年度末年齢 40 歳

の方に肺がん検診受診券シールを一斉送付しまし

た。 

・禁煙治療のできる医療機関を紹介する禁煙治療マッ

プを作成しました。 

受動喫煙防止対

策の推進 

・喫煙リスクの周知・啓発等の受動喫煙

防止対策 

・妊娠届出時や乳幼児健康診査時の個別

指導 

・肺がん検診受診券シール同封のチラシ及び結果票に

おいて、喫煙が肺がんのり患リスクを高めること、

受動喫煙も肺がんリスクを高めていることを周知し

ています。 

・国や東京都から提供されるポスターやリーフレット

を保健センターに設置し、受動喫煙の影響に関する

周知・啓発を行っています。 

・市民からの受動喫煙に関する問い合わせ及び苦情対

応を行い、店舗等へ訪問するなどの現状確認やポス

ター掲示の協力依頼を行っています。 

・ゆりかごむさしの面接（妊婦面接）では妊婦の喫煙

状況、乳幼児健康診査では父母の喫煙状況について

確認し、必要に応じた指導を行っています。 

 

（５）アルコールによる健康への栄養の周知と対策  

事業 内容 取組み状況(平成 30(2018)年度～令和４(2022)年度) 

アルコールの影

響に関する啓発 

・個別相談 

・アルコールによる健康への影響の啓発 

・保健センター来館者に向け、過度なアルコール摂取

によるリスクに関するポスター掲示や適度な飲酒量

に関するサンプル展示による啓発を行っています。 

・ゆりかごむさしの面接（妊婦面接）にてアルコール

摂取状況について確認し、必要な指導を行っていま

す。 
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（６）休養・こころの健康づくりの推進 

事業 内容 取組み状況(平成 30(2018)年度～令和４(2022)年度) 

メンタルヘルス

に関する知識の

普及 

・アルコール、薬物、ギャンブル等依存対

策の検討 

・庁内ゲートキーパー研修の実施 

・自殺対策強化月間でのパネル等の展示 

・啓発資料の作成・配布、精神保健福祉講

演会の実施 

・アルコール、薬物、ギャンブル等への依存等で悩み

を抱えた方に向けた相談窓口（東京都立多摩総合精

神保健福祉センター)をホームページで案内してい

ます。 

・ゆりかごむさしの面接（妊婦面接）等において、マ

タニティ安心コールなどの相談窓口を案内していま

す。また、こんにちは赤ちゃん訪問時にエジンバラ

産後うつ病質問票（ＥＰＤＳ）を活用した個別フォ

ローを実施し、産後うつの早期発見と予防に努めて

います。 

※ゲートキーパー研修など自殺防止に関する取組み

は、『自殺総合対策計画』を参照。 

相談窓口・関係機

関の連携強化 

・相談窓口との連携 

・こころの健康づくり庁内連携会議の開

催 

ＮＰＯ法人ミューが市からの受託事業として「市民こ

ころの健康相談室」による相談支援や講座などを実施

しています。市の健康相談や基幹相談支援センター、

福祉総合相談窓口などの様々な相談窓口でも、それぞ

れの悩みを抱えた市民からの相談に対応しています。 

庁内の相談支援部署による連携会議（総合支援調整会

議）を開催し、困難事例などの共有を図っています。 

こころの健康づくり庁内連携会議は、年に１回程度開

催し、自殺総合対策計画の実施状況の点検などを行っ

ています。 

自殺対策計画（仮

称）の策定 

・自殺対策計画（仮称）の策定 平成 30（2018）年度に「武蔵野市自殺総合対策計画～

こころ・いのち支え合うまちむさしの～」を策定しま

した。 
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基本施策３ 市民の生命と健康を守る環境づくりと連携の強化 

（１）医療ネットワークの充実  

事業 内容 取組み状況(平成 30(2018)年度～令和４(2022)年度) 

医療機関の連携

体制の維持・推進 

・吉祥寺地区の病院機能を維持するため

の取組み 

・武蔵野赤十字病院への必要な支援実施 

・市内の医療体制の維持・整備に向けた取

組み 

・かかりつけ（医師・歯科医師・薬局（薬

剤師））制度の推進 

・地域包括ケアシステム推進に向けた関

係機関への働きかけ 

・救急医療体制を維持するための連携 

・吉祥寺地区の吉祥寺南病院と森本病院は新病院建設

を計画しており、庁内関係部署及び関係機関と協議

を進めていますが、新型コロナウイルス感染症の影

響や建築費用の高騰等により当初の予定どおりには

進んでいません。なお、医療法人啓仁会（吉祥寺南

病院）と医療法人社団大隅会（森本病院）は、医療

法人啓仁会を存続医療法人として合併をしました。 

・武蔵野赤十字病院は高度急性期医療、三次救急医療

機関であるほか、災害拠点病院の役割を担っている

ことから、病棟の建替えに伴うがん医療対策や周産

期医療の更なる充実等に対して補助支援を行ってい

ます。増改築・改修・解体等工事は、令和４（2022）

年３月に着工しました。 

・『地域医療連携フォーラム』を開催し、関係機関の連

携の強化や市民周知・啓発を図っています。 

・休日の診療体制については、当番により１日当たり

３機関（１病院・２診療所）の体制にて実施してい

ますが、市医師会と調整を図り、３機関のうち１機

関は小児科を配置できるように変更しました。 

・コロナ禍においては、ＰＣＲ検査等が可能な医療機

関が限られ、休日の診療体制がさらに課題となって

いたため、年末年始については、当番期間のうち、

１機関はＰＣＲ検査等が可能な診療機関を配置しま

した。 

在宅療養生活を

支える仕組みづ

くり 

・市民の病状の急変時等に受け入れられ

る医療機関の整備と活用ルールの協議 

・在宅医療・介護連携推進協議会を中心と

した、多職種が連携して市民の在宅医療

を支える仕組みづくりの推進 

介護保険法に基づく在宅医療・介護連携推進事業の８

事業の充実について、在宅医療・介護連携推進協議会

と５つの部会で進めています。在宅療養者の生活の場

において医療と介護の連携した対応が求められる４つ

の場面（①日常の生活支援、②入退院支援、③急変時

の対応、④看取り）への取組みを実施しています。 

 

【入退院時支援部会】 

 入院時に必要な情報が正確かつ迅速に、在宅でのケ

アチームから医療機関へ伝えられるよう「入院時情

報連携シート」を作成し、活用しています。 

【ＩＣＴ支援部会】 

 メディカルケアステーションという完全非公開型の

医療・介護専用ＳＮＳを活用した連携、在宅医療介

護連携支援室のホームページ、在宅医療介護支援ウ

ェブマップの作成、更新を行っています。 

【多職種連携推進・研修部会】 

 多職種が参加する研修を開催しています。 

【普及・啓発部会】 

 武蔵野市における医療介護連携に関するパンフレッ

トを作成、配布しています。65 歳に到達した市民に

保険証を発送する際、パンフレットを同封しました。 

【認知症連携部会】 

 認知症の事例研究を行いました。 
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（２）災害時対応の充実 

事業 内容 取組み状況(平成 30(2018)年度～令和４(2022)年度) 

災害時医療体制

の充実 

・災害時医療体制の維持・整備 

・災害医療行動マニュアル作成に向けた

協議 

・医療連携訓練の実施 

・令和４（2022）年度に『武蔵野市緊急医療救護所活動

マニュアル』を関係機関と連携して作成しました。 

・総合防災訓練医療連携訓練については、令和２

（2020）、３（2021）年度は新型コロナウイルス感染

症拡大防止のため実施を見合わせましたが、令和４

（2022）年度に再開し、300 名を超える関係機関の参

加がありました。また、訓練は、感染症流行時を想

定した内容で実施しました。 

災害時保健衛生

活動体制の整備

の検討 

・巡回医療体制や医療依存度の高い在宅

療養者への支援体制の整備検討 

・こころのケアチーム体制整備検討 

・保健活動班の編成 

・在宅で常時人工呼吸器を使用している難病患者及び

重症心身障害児者については、「在宅人工呼吸器使用

者 支援対象者リスト」を作成し支援対象者の把握に

努めるとともに、訪問看護ステーション等と連携し

ながら「災害時個別支援計画」の作成・定期見直し

を行っています。 

・透析患者への支援対応については、発災時に円滑に

透析医療機関の被災状況や医療の可否を確認できる

よう、災害時透析医療ネットワークが開催している

「災害時透析医療研修・連絡会」に参加し、医療機

関等との連携強化を図っています。 

・東京都災害時精神保健医療体制研修を受講し東京Ｄ

ＰＡＴと災害時こころのケア体制整備等を確認しま

した。 
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（３）健康危機管理対策の推進 

事業 内容 取組み状況(平成 30(2018)年度～令和４(2022)年度) 

健康危機への予

防対策の推進 

 

・新型インフルエンザ対策のマニュアル

等作成 

・熱中症対策としての、いっとき避暑地設

置・周知 

・アレルギー対策・食中毒・薬物乱用・放

射線対策に関する情報提供 

【新たな感染症への対策】 

・感染症対策衛生用品を十分に保管する環境やワクチン

接種を実施する環境が保健センターになく、市庁舎や

他公共施設、市外の東京都所有の倉庫を暫定的に利用

しました。 

・市の全部署における新型コロナウイルス感染症版ＢＣ

Ｐを令和２（2020）年度に策定し、毎年度、見直しを

実施しています。 

 

【新型コロナウイルスワクチン接種】 

・予防接種法に基づく臨時接種として令和３（2021）年

２月 17 日から新型コロナウイルスワクチン接種事業

を開始しました。 

・本市では、令和３（2021）年１月にワクチン接種推進

本部を設置し全庁横断的な体制を構築のうえ、令和３

（2021）年５月から集団・個別接種によるワクチン接

種を開始しました。 

・令和５（2023）年５月末までに、接種対象市民に対し

て追加接種を含め、約 45 万回（市外接種分を含む。）

の接種を実施しました。 

 

【熱中症対策】 

・市関連施設約 50 か所に「むさしのいっとき避暑地」

を設置しました。また、熱中症予防対策について、市

報特集ページ、ホームページなどによる周知を行いま

した。 

 

【アレルギー対策／食中毒／薬物乱用】 

・食物アレルギーについて、パンフレット「離乳食ごっ

くん教室 -初期５・６か月頃-」に記載し、ごっくん

教室時に配布しました。アレルギー全般について、東

京都開設の特設サイト「東京都アレルギー情報 navi.」

を市報にて周知しました。 

・食中毒について、多摩府中保健所発行の「食べもの暦」

を、保健センター内に配架・周知しました。 

・麻薬、覚せい剤、危険ドラッグ等に関する相談窓口に

ついて、ホームページで周知を行いました。また薬物

乱用防止の啓発活動として、市薬剤師会主催の「薬と

健康展」と連携して啓発品の街頭配布を実施するとと

もに、市内小中学生を対象に、薬物乱用防止に関する

ポスター、標語の募集及び表彰を行いました。 

感染症拡大防止

対策の推進 

・災害時の感染症対策、平常時の感染症対

策 

災害時の感染症対策は、緊急医療救護所における医療連

携訓練や避難所における初動訓練にて、感染症トリアー

ジや隔離スペースなどの感染症対策を加えた訓練内容

を実施しています。 
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事業 内容 取組み状況(平成 30(2018)年度～令和４(2022)年度) 

予防接種による

疾病予防の推進 

・法定外の予防接種の助成については、メ

リット、デメリットを勘案したうえで検

討 

・市外で予防接種を行う市民への償還払

い制度の導入検討 

【定期接種】 

 子ども（14 種類）と大人（３種類）の定期接種を実施

しました。 

 

【任意接種への助成制度】 

 国の審議会で早急に定期化されるべきと提言されて

いるワクチン、感染力が強く集団予防を図る必要があ

るもの、国や都からの財源が確保できるものについ

て、任意接種への一部助成を実施しました。 

 

【その他】 

・市外で予防接種を行う市民への隣接自治体での相互乗

入れ及び償還払い制度を実施しました。（定期接種の

み） 

・骨髄移植等により接種済の定期接種の免疫が失われた

方に対する、再接種費用の助成を実施しました。 
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基本施策４ 妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援の推進 

（１）妊娠期からの母子保健（ゆりかごむさしの）事業の推進 

事業 内容 取組み状況(平成 30(2018)年度～令和４(2022)年度) 

個別支援の充実 ・専門職による家庭訪問・個別相談（電

話・面接） 

・早期から継続的な支援を実施するため、事業担当や地

区担当保健師等専門職が家庭訪問や個別相談を実施

しました。 

妊娠期からの切

れ目ない支援の

拡充 

・子どもの発達の見通しを丁寧に伝え

る支援 

・第二子を希望・妊娠中の家族への支援

の充実 

・スマートフォンなど電子機器の活用

の仕方の啓発 

 

【妊娠期の支援の充実】 

 母子健康手帳の交付時の面接 

 こうのとり学級 

 妊婦健康診査、妊婦歯科健康診査 

 マタニティ安心コール（妊婦専用電話

相談） 

 妊婦訪問 

 ゆりかごむさしのフェスティバルの

実施 

 

【産後の支援の充実】 

 産後ケアのあり方の検討 

 産後早期の電話による状況把握と支

援 

 こんにちは赤ちゃん訪問、産婦訪問 

 未熟児養育医療給付事業 

 

【乳幼児期の支援の充実】 

 乳幼児健康診査（３～４か月児、６～

７か月児、９～10 か月児、１歳６か月

児、３歳児）、乳幼児精密健康診査、乳

幼児発達相談、乳幼児発達健康診査 

 離乳食教室 

・第二子を希望、又は妊娠中の家族への支援の充実とし

て、二人目育児講座を開催しました。 

 

【妊娠期の支援の充実】 

・母子健康手帳の交付時の面接（ゆりかごむさしの面

接）については、全ての妊婦と面接することを目指し

実施しました。 

・こうのとり学級（土曜日クラス）は父親支援と早期に

子育てひろばにつながることを目指し、令和４（2022）

年 11 月から２日制とし拡充しました。 

・多胎妊婦の妊婦健康診査費用助成(15 回目以降)を令

和４（2022）年度から開始しました。 

・ゆりかごむさしのフェスティバルを平成 30（2018）年

度から開催しました。（新型コロナウイルス感染症拡

大防止のため令和２（2020）年度は中止、令和３（2021）

年度はオンライン開催）。 

 

【産後の支援の充実】 

・産後ケア事業（宿泊型・日帰り型）を令和元（2019）

年７月から開始しました。訪問型を令和４（2022）年

７月から開始しました。 

・産後早期の家庭状況の把握のため、お誕生連絡票が未

提出の家庭に対し産後電話を実施しました。 

 

【乳幼児期の支援の充実】 

・こんにちは赤ちゃん訪問や、乳幼児健康診査などで家

庭の状況を把握し寄り添う支援を実施しました。 

・３歳児健康診査の視覚検査においてスポットビジョ

ンスクリーナーを令和４（2022）年度より導入し、全

数検査を実施しました。 

子どもに育てに

くさを感じる親

への支援の拡充 

・集団への働きかけの拡充 

 こうのとり学級（再掲）、乳幼児健康診

査（３～４か月児、１歳６か月児、３

歳児）（再掲）、離乳食教室（再掲）、親

支援グループミーティング、１歳６か

月児・３歳児フォロークラス 

・親同士で子育て力を高め合う事業の

展開 

・乳幼児健康診査は令和２（2020）年度新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止のため集団健康診査を一時中止

し、赤ちゃんのお世話動画の作成や個別支援を実施し

ていましたが、感染対策をとりながら集団指導を再開

しました。 
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事業 内容 取組み状況(平成 30(2018)年度～令和４(2022)年度) 

虐待予防への対

応強化 

・虐待予防に係る連携体制などの強化

の検討 

 専門職による家庭訪問・個別相談（電

話・面接） 

 母子健康手帳の交付時の面接 

 乳幼児健康診査（３～４か月児、１歳

６か月児、３歳児） 

・子どもとの関わり方を伝える支援 

・ゆりかごむさしの面接や乳幼児健康診査等で支援を

要する方を把握し、保健師等専門職による家庭訪問・

個別相談を実施しています。 

・子どもとの関わり方を伝える講座「１歳児の世界」を

ゆりかごむさしのフェスティバルで実施しました。 

関係機関との連

携強化 

・子育て支援施設の周知 

・医療機関等との連携会議の実施 

・関係機関と定期的な情報交換を実施しました。 

・母子保健従事者との会議を開催し事業内容の改善と

充実を図りました。 

 

（２）子どもの成長を見守る連携の推進 

事業 内容 取組み状況(平成 30(2018)年度～令和４(2022)年度) 

子どもに関係す

る様々な機関と

の連携強化 

・医療機関との情報交換と連携会議の

実施 

・乳幼児発達健康診査、療育機関との連

携会議の実施 

・個別のケースを通した関係機関との

連携 

・医療的ケア児の支援体制の検討 

・地域の助産師と連携した事業展開の

検討 

・子育て支援に係る会議への参加と連

携強化 

 子育てひろばネットワーク会議 

 利用者支援担当者会議 

 子育て支援ネットワーク会議 

・出産病院との情報交換会を年２回実施しました。 

・市医師会小児科医会との会議を年１回実施しました。 

・児童発達支援センターハビットとの連携会議を月１

回実施しました。 

・医療的ケア児コーディネーターを令和５（2023）年度

から健康課に配置しました。 

・市助産師会を委託先として、産後ケア事業（訪問型）

を令和４（2022）年度に開始しました。 

・子育てひろばとの連携のため、各種会議に参加し情報

を共有しました。 

子どもの成長に

包括的・継続的に

寄り添う仕組み

の検討 

・子育て世代包括支援センター等の検

討 

・人材の質向上に資する研修や事例検

討会の継続的実施 

 地区診断、地域コーディネート力の研

鑽に関する研修等 

・令和３（2021）年４月から、武蔵野市子育て世代包括

支援センターを、健康課、子ども家庭支援センター、

０１２３吉祥寺、０１２３はらっぱ、桜堤児童館の５

か所による連携型として設置しました。 

・東京都や恩賜財団母子愛育会などが開催する専門研

修への参加や母子保健事業従事者を対象にした事例

検討会を開催しました。 
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（２）前計画の目標値に対する実績の評価 
 

健康に関する目標について、前計画の目標値に対する実績の評価は以下のとおりです。 

 

＜ 令和４（2022）年度の実績値についての評価基準 ＞ 

  ◎ ： 目標値を達成している場合 
  ○ ： 目標値を達成していないが、平成 28(2016)年度の実績値と比較して改善している場合 

  △ ： 目標値を達成しておらず、平成 28(2016)年度の実績値と比較して変動がない、又は、悪化している場合 

  － ： 評価できない場合（事業を実施していないなど） 

 

 

基本施策１ 予防を重視した健康診査等の推進 

項目 
実績値 目標値 目標値に対する 

実績の評価 平成 28（2016）年度 令和４（2022）年度 令和５（2023）年度 

３～４か月児 
健康診査受診率 

98.1％ 97.8％ 維持する △ 

１歳６か月児 
健康診査受診率 

93.5％ 91.6％ 97.0％ △ 

３歳児 
健康診査受診率 

96.8％ 101.7％ 維持する ◎ 

若年層健康診査 
受診率 ※１ 

1.7％ 3.5％ 5.0％ 〇 

特定健康診査 
受診率 

52.4％     47.3％ 60.0％ △ 

後期高齢者 
健康診査受診率 

57.5％ 51.9％ 60.0％ △ 

特定保健指導 
実施率 

13.4％     14.3％ 30.0％ 〇 

※１ 対象年齢人口 30 歳～39歳に対する同年齢層の受診者数の割合。 

 
 

項目 指標 

実績値 目標値 
目標値に対する 
実績の評価 

平成 28（2016）年度 令和４（2022）年度 
令和５（2023）年度 男性 女性 

男性 女性 男性 女性 

血圧 
収縮期血圧
130mmHg 以上の
人の割合 

54.1％ 48.4％ 45.0％ 37.2％ 減らす ◎ ◎ 

コレス
テロー
ル 

ＬＤＬコレステ
ロール 160mg/dL
以上の人の割合 

7.4％ 12.0％ 10.5％ 15.0％ 減らす △ △ 

血糖 
HbA1c が NGSP 値
8.4％以上の人の
割合 

1.0％ 0.5％ 1.1％ 0.4％ 減らす △ ◎ 

肥満 
（30 歳～74 歳） 
ＢＭＩが 25 以上
の人の割合 

29.1％ 14.8％ 29.9％ 14.9％ 減らす △ △ 

低栄養 
（75 歳以上） 
ＢＭＩが 20 以下
の人の割合 

16.7％ 30.8％ 15.9％ 31.4％ 減らす ◎ △ 

メタボ
リック
シンド
ローム 

メタボ該当者の
割合 16.4％ 3.5％ 28.3％ 8.0％ 減らす △ △ 

メタボ予備群の
割合 21.2％ 6.0％ 19.3％ 5.7％ 減らす ◎ ◎ 
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項目 
実績値    目標値 ※３ 目標値に対する 

実績の評価 平成 28（2016）年度 令和４（2022）年度※２ 令和５（2023）年度 

検
診
受
診
率 

胃がん 
40 歳 
以上 

1.2％ 
（7.4％※４） 7.9％ 50％ 〇 

肺がん 
40 歳 
以上 

0.6％ 
（28.7％※４） 2.8％ 50％ 〇 

大腸がん 
40 歳 
以上 

43.0％ 35.8％ 50％ △ 

乳がん 
40 歳 
以上 

13.7％ 26.2％ 50％ 〇 

子宮がん 
20 歳 
以上 

30.9％ 37.8％ 50％ 〇 

・がん検診受診率の算定には、対象人口率を用いているため、職域等で受診機会がある人等を対象者から除いている。 
※２ がん検診受診率は、東京都に報告する値とする。胃がん検診は 50歳以上の受診率。 

※３ 国の目標値を参考に設定。国の「第３期がん対策推進基本計画」の目標値は、被用者保険加入者も含めた国民全体に対する数
値。 

※４ 健康診査と同時実施している上部消化管Ｘ線検査分と胸部Ｘ線検査分を含む値として、前計画に記載している数値。 

 

項目 
実績値※５ 目標値 目標値に対する 

実績の評価 平成 27（2015）年度 令和３（2021）年度 令和５（2023）年度 

精
密
検
査
受
診
率 

胃がん 78.1％ 

エックス線検査 
61.1％ 

内視鏡検査 
95.8％ 

90％ 

エックス線検査 
△ 

内視鏡検査 
◎ 

肺がん 81.8％ 86.0％ 90％ 〇 

大腸がん 37.3％ 33.8％ 90％ △ 

乳がん 68.8％ 71.5％ 90％ 〇 

子宮がん 47.6％ 77.2％ 90％ 〇 

・東京都がん検診精度管理評価事業の数値を記載。 
※５ 精密検査受診率の把握には追跡調査期間が必要であるため、前計画策定時に直近の数値として把握していた平成 27（2015）年度

の実績値と、直近で把握している令和３（2021）年度の実績値を記載し、評価を実施する。 

 

基本施策２ 市民の主体的な健康づくりと生活習慣改善の支援 

項目 
実績値 目標値 目標値に対する 

実績の評価 平成 28（2016）年度 令和４（2022）年度 令和５（2023）年度 

◆健康な食生活の推進◆ 

食生活・栄養に配慮してい
る人の割合 58.4％ 62.3％ 65％ 〇 

朝食を毎日食べている人の
割合 80.8％ 76.2％ 85％以上 △ 

◆身体活動や運動を習慣づけるための支援◆ 

日常生活で歩行または同等
の身体活動を 1 日 1 時間以
上実施している人の割合 

55.3％ 59.7％ 60％以上 〇 

運動習慣のある人の割合 45.8％ 50.5％ 50％以上 ◎ 

◆歯と口腔の健康維持に向けた取組み◆ 

定期的に歯科の健康診査を
受けている人の割合 60.1％ 63.2％ 70％以上 〇 

むし歯のある１歳６か月児
の割合 0.5％ 0.2％ 減らす ◎ 

むし歯のある３歳児の割合 7.0％ 3.8％ 減らす ◎ 

妊婦歯科健康診査受診率 39.7％ 44.4％ 45％以上 〇 
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項目 
実績値 目標値 目標値に対する 

実績の評価 平成 28（2016）年度 令和４（2022）年度 令和５（2023）年度 

歯
周
病 

進行した歯周炎にり患
している人の割合 
40 歳 

29.3％ 30.2％ 25％以下 △ 

進行した歯周炎にり患
している人の割合 
50 歳 

24.5％ 29.5％ 35％以下 ◎ 

進行した歯周炎にり患
している人の割合 
60 歳 

26.4％ 35.6％ 45％以下 ◎ 

歯科健康診査受診率 7.2％ 7.9％ 10％ 〇 

80 歳で 20 歯以上の自分の歯
を有する人の割合 69.7％ 79.4％ 50％以上 ◎ 

◆たばこによる健康への影響の周知と対策◆ 

現在タバコを吸っている人
の割合 12.5％ 10.0％ 12％以下 ◎ 

妊娠中に喫煙をする人の割
合 0.5％ 0.2％ 0％ 〇 

◆アルコールによる健康への影響の周知と対策◆ 

適正量を守って飲酒してい
る人の割合 66.6％ 61.5％ 70％以上 △ 

妊娠中に飲酒する人の割合 1.5％ 0.5％ 0％ 〇 

◆休養・心の健康づくりの推進◆ 

常に又は時々ストレスを感
じている人の割合 67.9％ 66.7％ 60％以下 〇 

 

基本施策３ 市民の生命と健康を守る環境づくりと連携の強化 

項目 
実績値 目標値 目標値に対する 

実績の評価 平成 28（2016）年度 令和４（2022）年度 令和５（2023）年度 

吉祥寺地区（吉祥寺南病院、
森本病院）の救急病院機能と
病床の維持 

吉祥寺南病院 
127 床 

森本病院 
78 床 

吉祥寺南病院 127 床 
森本病院 74 床 

（森本病院は一時的に
休止） 

維持する 

吉祥寺南病院 
◎ 

森本病院 
△ 

かかりつけ（医・歯科・薬局）
をもつ人の割合 

かかりつけ医 
64.1％ 

かかりつけ歯科 
67.7％ 

かかりつけ薬局 
41.0％ 

かかりつけ医 
60.8％ 

かかりつけ歯科 
70.2％ 

かかりつけ薬局 
37.8％ 

増やす 

かかりつけ医 
△ 

かかりつけ歯科 
◎ 

かかりつけ薬局 
△ 

災害時医療体制の充実 
医療連携訓練 
実施回数 1 回 

医療連携訓練 
実施回数 1 回 

充実する △ 

新型インフルエンザ等対策 

対策訓練 
実施回数 １回 
意見交換会 

実施回数 １回 

新型コロナウイルス感
染症のため実施中止 

充実する － 

感染症対策を行っている人
の割合 

91.4％ 93.8％ 増やす ◎ 
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基本施策４ 妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援の推進 

３～４か月児健康診査…①、１歳６か月児健康診査…②、３歳児健康診査…③ 

項目 
実績値 目標値 目標値に対する 

実績の評価 平成 28（2016）年度 令和４（2022）年度 令和５（2023）年度 

妊婦との面接率 55.3％ 98.0％ 100％ 〇 

こんにちは赤ちゃん訪問実
施率 

97.7％ 95.7％ 100％ △ 

専門職活動による、電話・訪
問・面接等の個別支援 

実施 実施 継続 ◎ 

産後 30 日以内に状況が把握
できた家庭の割合 

- 98.8％ 100％ △ 

乳幼児健康診査の未受診率 
① 1.9％ 
② 6.5％ 
③ 3.2％ 

① 2.2％ 
② 8.4％ 
③ 0.0％ 

維持する 
① △ 
② △ 
③ ◎ 

（子が歯を磨いたあと）保護
者が毎日仕上げ磨きしてい
る割合 

  ② 63.3％ 
【参考】保護者だけが磨

く割合 29.1％ 

  ② 67.9％ 
【参考】保護者だけが磨

く割合 27.9％ 
80.0％ 〇 

転落・やけど・誤飲などの事
故があった割合 

 ① 7.0％   ① 5.0％ 減らす ◎ 

育てにくさを感じる人のう
ち、その解決策を知ってい
る人の割合 

   ① 86.4％ 
   ② 83.1％ 
   ③ 89.3％ 

  ① 82.3％ 
  ② 86.3％   
  ③ 90.5％ 

95.0％ 
① △ 
② 〇 
③ 〇 

ゆったりとした気分で子ど
もと過ごせる時間がある母
親の割合 

   ① 89.9％ 
   ② 80.6％ 
   ③ 73.7％ 

  ① 90.8％ 
  ② 84.9％  
  ③ 78.2％ 

増やす 
① ◎ 
② ◎ 
③ ◎ 

仲間づくりができた人の割
合 

72.1％ 
新型コロナウイルス 
感染症のため中止 

75.0％以上 － 

妊娠中、飲酒・喫煙してい
る人の割合 

喫煙 0.5％ 
飲酒 1.5％ 

喫煙 0.2％ 
飲酒 0.5％ 

喫煙 0％ 
飲酒 0％ 

喫煙 〇 
飲酒 〇 

子どもとの関わり方を学ぶ
講習会の実施 

実施 実施 継続 ◎ 

この地域での子育てを希望
する人の割合 

   ① 65.5％ 
   ② 62.8％ 
   ③ 63.4％ 

  ① 97.3％ 
  ② 97.6％  
  ③ 96.5％ 

95.0％ 
① ◎ 
② ◎ 
③ ◎ 

街中や電車等で、妊婦や子
連れの人が困っている場面
で、声をかける人の割合 

69.7％ 69.6％ 75.0％ △ 

医療・福祉に関する機関と
の連携会議の実施 

実施 実施 継続 ◎ 

職員の専門性向上に資する
研修の参加 

参加 参加 継続 ◎ 

子育て世代包括支援センタ
ーのあり方の検討 

- 実施 継続 ◎ 
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第３章 計画の基本的な考え方 

本計画では、第４期健康福祉総合計画及び健康福祉分野の各個別計画共通の基本理念である「武

蔵野市ならではの地域共生社会の実現」を踏まえ、基本目標、基本的視点を次のように掲げます。 

 

「地域共生社会」とは 

 

 

 

 

 

 

 

（１）基本目標 

本計画は「誰もがいきいきと安心して暮らしつづけられるまち」を基本目標として掲げます。 

市民を主役とし、多様な主体が協力しあうことによって、健康づくりに取り組むとともに、安心し

て暮らしつづけられるまちを目指して、本計画の基本目標としました。 

 

～武蔵野市が目指す健康づくり（基本目標）～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

国では「制度・分野や、支え手・受け手といった関係を超えて、地域住民や多様な主体がつ

ながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会」である

地域共生社会を目標に掲げている。本市においては「武蔵野市ならではの地域共生社会」と

して、全ての市民が、その年齢、状態、国籍にかかわらず、住み慣れた地域で、本人の意思

に基づいて安心して生活が続けられるよう、保健・医療・福祉・教育など地域生活に関わる

あらゆる組織及び人が連携した継続的かつ体系的な支援を行っていく。このことによって、

高齢者、障害者をはじめ、全ての人が包摂され、一人ひとりの多様性が認められる、支え合

いのまちづくりを推進する。 

誰もがいきいきと安心して暮らしつづけられるまち 



 

26 

（２）基本視点 

誰もがいきいきと安心して暮らしつづけられるように、本計画における基本視点として、次の３

点を掲げます。 

 

 

（１）オールライフステージにわたる健康づくりへの取組み 

乳児期から高齢期まで、全てのライフステージにおける生活の質の維持・向上のため、

予防に重点をおいた取組みを推進します。 

 

（２）市民自らの健康づくりへの支援 

市民一人ひとりが自分のからだとこころの健康に関心を持ち、正しい知識を身に付け、

健康づくりを実践できるよう周知・啓発を行うとともに、地域資源・デジタル技術の活

用を含めた環境整備を推進します。 

 

（３）市民の生命と健康を守る環境づくり 

誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、切れ目のない保健医療サービスの提

供や地域の連携を推進します。 
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（３）基本施策 

３つの基本視点を踏まえ、以下の４つを基本施策として掲げ、「誰もがいきいきと安心して暮らし

つづけられるまち」を目指します。 

 

 

基本施策１ 予防を重視した健康診査等の推進 

基本施策２ 市民の主体的な健康づくりと生活習慣改善の支援 

基本施策３ 市民の生命と健康を守る環境づくりと連携の強化 

基本施策４ 妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援の推進 

 

 

【図表３ 健康推進計画の基本的な方向性のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標 

誰もがいきいきと安心して暮らしつづけられるまち 
 

基本視点 1 
オールライフステージにわたる

健康づくりへの取組み 
 

基本視点２ 
市民自らの健康 
づくりへの支援 

基本視点３ 
市民の生命と健康を守る 

環境づくり 

 

基本施策３ 

市民の生命と健康を守る 

環境づくりと連携の強化 

基本施策４ 

妊娠期から子育て期までの

切れ目ない支援の推進 

基本施策１ 

予防を重視した 

健康診査等の推進 

基本施策２ 

市民の主体的な健康づくりと

生活習慣改善の支援 
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第４章 施策の体系 

基本目標「誰もがいきいきと安心して暮らしつづけられるまち」実現のための施策の体系を示し

ています。 

  
第六期長期計画・
調整計画基本施策

主な事業

基本施策１　予防を重視した健康診査等の推進

健康診査の実施と受診勧奨

受診率向上のための取組み

保健指導等の充実

がん検診の実施と受診勧奨

がんに関する普及啓発とがん患者の方への支援

基本施策２　市民の主体的な健康づくりと生活習慣改善の支援

食習慣の形成・維持・向上に向けた取組み

個々の栄養課題の解決に向けた支援

食に関する情報発信の充実

身体活動・運動に関する事業の実施

運動習慣の定着に向けての支援

身近な地域の資源の活用

効果的な情報発信の充実

口腔衛生指導と歯周疾患検診の実施

歯・口腔機能の発達と維持・向上に関する啓発

耳や聴こえに関する啓発や支援

たばこの影響に関する啓発

受動喫煙防止対策の推進

アルコールの影響に関する啓発

休養・メンタルヘルスに関する知識の普及

相談窓口・関係機関の連携強化

基本施策３　市民の生命と健康を守る環境づくりと連携の強化

医療機関の連携体制の維持・推進

在宅生活を支えるための医療と介護の連携の推進

災害時医療体制の充実

災害時保健衛生活動体制の整備の検討

新たな感染症等に備えた健康危機対策の推進

様々な健康被害の発生予防及び対応に関する情報提供

予防接種による疾病予防の推進

妊娠期からの切れ目ない支援の拡充

個別支援の充実

子どもに育てにくさを感じる親への支援の拡充

虐待予防への対応強化

関係機関との連携強化

子どもに関係する様々な機関との連携強化

子育て世帯に対する包括的な支援のための体制強化

安心して暮らし続けら
れるための相談支援体
制の充実

生命と健康を守る地域
医療充実への取組みと
連携の強化

まちぐるみの支え合い
を実現するための取組
み

子どもたちが希望を持
ち健やかに過ごせるま
ちづくり

※[子ども・教育]分野の基本施策

基本施策４　妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援の推進

(1)妊娠期からの母子保健（ゆりかごむさしの）
   事業の推進

(2)子どもの成長を見守る連携の推進

(1)医療ネットワークの充実

(2)災害時対応の充実

(3)歯と口腔等の健康維持に向けた取組み

施　策

(3)健康危機管理対策等の推進

(2)がん検診の実施とがんとの共生

(1)健康な食生活の推進

(2)身体活動や運動を習慣づけるための支援

(5)休養・こころの健康づくりの推進

(1)健康診査・保健指導等の充実

(4)たばこ・アルコールによる健康への影響の周
   知と対策
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第５章 施策の展開 
基本施策１ 予防を重視した健康診査等の推進 

（１）健康診査・保健指導等の充実 

 

 

（ア）妊産婦・乳幼児 

●令和４（2022）年度、乳幼児健康診査での健診受診率はコロナ禍以前と同様に高い受診率とな

っています。 

●乳幼児健康診査の未受診対応については、受診勧奨の通知を送付し対応するとともに、受診期

間が過ぎた対象者に対しては必ず子どもの状況を確認し、必要に応じて家庭訪問や別の相談

事業につなげる等、個別に対応しています。このことにより全ての子どもについて状況把握を

行っています。 

●令和４（2022）年度から３歳児健診の視覚検査にスポットビジョンスクリーナー（屈折検査機

器）を導入し、より精度を高めて実施しています。 

【図表４ 乳幼児健康診査受診率】 

 

 

 

 

 

 

                                         出典：武蔵野の福祉（令和５（2023）年版） 

 

（イ）成人・高齢者 

●特定健康診査（武蔵野市国民健康保険加入者で 40 歳から 74 歳を対象に実施）の受診率は、

新型コロナウイルス感染症の影響により令和２（2020）年度に落ち込みましたが、その後少し

ずつ増加傾向にあります。 

【図表５ 特定健康診査の受診者数及び受診率】 
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●過去１年間に健康診断や人間ドックを「職場や学校で受けている」は 41.7％、「市が行う健康

診査を受けている」は 29.0％、「受けていない」は 15.8％となっています。そのうち、健康診

査や人間ドックを受診していない理由は、「定期的に通院し、かかりつけ医などで検査をして

いるから」が 23.7％、「今のところ健康だから」が 20.0％、「時間がとれないから」が 20.0％

です。 

【図表６ 過去１年間の健康診査や人間ドックの受診状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：武蔵野市市民の健康づくりに関するアンケート調査報告書（令和４（2022）年度） 

 

【図表７ 健康診査や人間ドックを受けていない理由】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：武蔵野市市民の健康づくりに関するアンケート調査報告書（令和４（2022）年度） 
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●令和４（2022）年度特定保健指導対象者のうち、「動機付け支援」の対象者 618 人の内訳は、

男性 382 人・女性 236 人となっています。「積極的支援」の対象者 201 人の内訳は、男性 158

人・女性 43人。性・年齢別でみると、「積極的支援」の対象者は男性 50～54歳が 41人と最も

多く、男性 60～64 歳が 38 人と続いています。男女とも、65 歳以上の方の「積極的支援」は

「動機付け支援」になります。 

 

【図表８ 令和４（2022）年度特定保健指導対象者】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：法定報告 

 

 

●特定保健指導は、健康診査結果説明の際に医師から利用勧奨を行ったうえで、受注者（武蔵野

健康づくり事業団）から利用勧奨を行っています。令和４（2022）年度に特定健康診査を受診

した者の初回面談実施率は、「動機付け支援」が 16.2％、「積極的支援」が 17.4％となってい

ます。 

 

【図表９ 特定保健指導の初回面談実施率】 
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●健康づくりのために何かしら実践している人（全体から「特に何もしていない」と「無回答」

を除いた数値）は、全体で 92.3％であり、前回調査時（88.0％）よりも増加傾向にあります。 

●後期高齢者に対して、健康診査などの保健事業と介護予防事業を一体的に行う制度「高齢者の

保健事業と介護予防の一体的実施」を令和６（2024）年度から本市も開始します。 

●メタボリックシンドロームの出現率は、年齢が上がるにつれておおむね増加しています。 

 

【図表 10 メタボリックシンドローム出現率の比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和４（2022）年度健康診査結果 

 

 

 

【図表 11 性別メタボリックシンドローム基準該当の比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和４（2022）年度健康診査結果 
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【図表 12 性別メタボリックシンドローム予備群該当の比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和４（2022）年度健康診査結果 
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市の外国人住民が増加している現状を受け、国際交流や外国人住民の方への支援を実施してい

る武蔵野市国際交流協会（ＭＩＡ）に、外国人住民が持つ健康等に関する悩みなどについてヒ

アリングを行いました。 

 
 
外国人住民の方からの健康に関する悩

みの相談内容 

〇市から届く書類や、市へ申請する書類
の内容が分からないので、例えば健
診･検診の予診票を入れた封筒にイラ
ストがあるなどどのような書類か分
かるようになっていると嬉しい。 

〇日本語が話せないと、医療機関を受診
しづらい。 

 

多言語病状シート 

（ＭＩＡボランティア作成） 

 
 
健康上の悩みを持つ方へ武蔵野市国際交

流協会（ＭＩＡ）が行っている支援内容 

〇市への申請手続きのサポート（ワクチン接
種予約、貸付金申請など）。 

〇多言語病状シートを利用してもらう。 
〇多言語対応可能な医療機関をホームペー

ジなどで探すサポート。 
〇ボランティアの通訳を派遣できる場合も

ある。 
 

ヒアリング 外国人住民の方への配慮 ヒアリング 
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健康診査の実施と受診勧奨 

（ア）妊産婦・乳幼児 

●妊婦健康診査や乳幼児健康診査の受診率の維持・向上に努め、必要に応じて関係機関とも連携

し支援します。 

新保健センター増築及び複合施設整備にあたり、受診者が円滑に同一フロア内で乳幼児健診が

でき、さらに子育て情報の提供や子育てひろばでの交流ができる環境の整備を進めます。 

●３歳児健診においてスポットビジョンスクリーナー（屈折検査機器）による視覚スクリーニン

グ検査を引き続き実施し弱視等の早期発見に努めていきます。 

●乳幼児健康診査未受診者等への受診勧奨を継続するとともに、受診期間が過ぎた対象者に対

しては必ず子どもの状況を確認し、必要に応じて家庭訪問や別の相談事業につなげる等、全て

の子どもについて状況把握を引き続き行っていきます。 

（イ）成人・高齢者 

●市民が自らの健康状態を理解し、生活習慣を振り返り、生活習慣病を予防するための機会とし

て、健康診査を実施します。 

●40 歳以上の健康診査受診率を上げるだけでなく、40歳前から健康診査受診の習慣づけや生活

習慣病発症のリスク軽減を図ることも重要であるため、若年層健康診査を継続します。 

新健康診査の実施にあたっては、性的マイノリティの方や外国人住民の方も受診しやすいよう

な工夫や支援を行います。 

 

受診率向上のための取組み 

拡「今のところ健康だから」という方、健康への関心が低い方は健康につながる行動の実践割合

の低さが顕著です。短時間で済む血管年齢測定や骨密度測定、血液検査など気軽に体験して自

身の体の状態をチェックできる場を設ける、身近な人からのアドバイスや情報が届けられる

ように広報を工夫する、健康づくり推進員による対面の活動を進めるなど、健康診査受診につ

ながるような取組みを検討します。 

●武蔵野健康づくり事業団において、「病気にならないための」という一次予防の取組みと、「病

気の早期発見・早期治療につなげる」という二次予防の取組みの相互連携を図ります。世代に

応じた健康教育の場で健診受診を促すなど、市民の健康意識の醸成や健診受診につながるよ

うな事業を実施します。 

 

保健指導等の充実 

（ア）妊産婦・乳幼児 

●各健康診査を通して、健康課などの子育て支援機関をより身近な相談先として活用してもら

えるよう周知し、子育て家庭の不安の軽減、孤立化の予防ができるよう進めていきます。 

今後の方向性 

新は「新規」の事業、拡は「拡充」する事業を表します。 
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●多くの乳幼児とその保護者が来所する乳幼児健康診査などを活用して、予防を重視した取組

みを実施します。 

（イ）成人・高齢者 

●特定健康診査の結果から生活習慣の改善が必要と判定された方に、特定保健指導を実施しま

す。健診受診者が、自らの健康課題に気づき、生活習慣（食事、運動、喫煙、飲酒等）を改善・

維持するための自主的な取組みができるよう支援します。具体的な実施内容や指導による改

善事例などを周知することで、実施率の向上につなげます。 

●生活習慣病が重症化することで、腎不全や循環器疾患の発症の可能性が高まります。特定健康

診査受診者については、武蔵野市国民健康保険データヘルス計画に基づいて、健康診査の結果

から糖尿病や高血圧症等の生活習慣病の該当者及び予備群を抽出し、生活習慣病の発症や重

症化の予防を目的とした事業を実施します。 

新高齢者に対しては、メタボリックシンドローム対策に重点を置いた生活習慣病対策から、ロ

コモティブシンドロームやフレイル（虚弱）等の予防に着目した対策に徐々に転換していきま

す。「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施」の取組みとして、低栄養の方への個別支援

や集団に対する支援、健康診査を受診していないなどの理由により市が健康状態を把握でき

ていない方に対する支援を行います。 

拡健診受診者が健診結果を理解し自らの健康状態を認識するとともに、生活習慣の重要性に対

する関心と理解を深めるために必要な情報を、健診結果通知時にリーフレットを用いて配付

していますが、さらに栄養・運動などの情報を充実させ、健康な生活習慣への意識啓発を図り

ます。また、オンライン、アプリケーション、ウェアラブル端末などＩＣＴ機器を活用した保

健指導や健康づくりなどにつながる取組みを検討します。 
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コラム 

40 歳を過ぎたら眼科健康診査を受けよう！ 

◆目の健康を意識していますか？ 

加齢や目の病気によって、「はっきり」「明るく」「鮮やかに」「広い視界」で見えていたもの

が、「ぼんやり」「暗く」「かすんで」「狭い視界」で見えてきてしまうこともあります。 

目の変化は、自覚のないままゆっくり進むこともあれば、突然起きることもあります。 

視力は、日常生活に欠かせない大切なものですが、目の健康は視力の良しあしだけでは判断

できません。 

 

◆市の眼科健康診査を受けてみませんか？ 

武蔵野市の眼科健康診査は、視力検査や眼底検査だけでなく、屈折検査、眼圧検査、細隙灯

顕微鏡検査も行います。 

眼底検査では目の奥の血管や網膜、視神経を調べます。眼底は、全身の中で直接血管を観察

できる唯一の場所であり、病気の早期発見につながる大事な情報がたくさん詰まっています。

網膜剥離、糖尿病などによる眼底出血、緑内障など目の奥の病気の有無がわかるだけではな

く、血管の動脈硬化の程度を調べることで、循環器疾患や脳血管疾患のリスク管理にも役立

ちます。 

眼圧検査は目の硬さを調べるもので、緑内障の診断や治療の目安になります。緑内障は自覚

症状がないまま視野が欠けていくことが多く、日本人の失明原因の第１位になっています。 

細隙灯顕微鏡検査では、白内障や緑内障、角膜（くろめ）、結膜（しろめ）の病気を調べます。 

 

 

 

 

 

 

目の病気を早期に発見し、目の健康を守るために、ぜひ眼科健康診査を受けましょう。 

 

武蔵野市では 

１年に１回、40 歳以上の市民であれば 

誰でも、500 円で受診することができます。 
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（２）がん検診の実施とがんとの共生 

 

 

●国の「がん対策推進基本計画」は「がん予防」「がん医療」「がんとの共生」を３本の柱として

います。「がん予防」では、「がんを知り、がんを予防すること、がん検診による早期発見・早

期治療を促すことで、がん罹患率・がん死亡率の減少を目指す」としています。「がんとの共

生」については、「がんになっても安心して生活し、尊厳を持って生きることのできる地域共

生社会を実現することで、全てのがん患者及びその家族等の療養生活の質の向上を目指す」と

しています。 

●令和５（2023）年３月に改定された国の計画では、各がん検診の受診率の目標値を 60％、精

密検査受診率の目標値を 90％としています。 

●がん検診の目的は、科学的根拠に基づいた方法で実施することにより、がんの死亡率を減少さ

せることです。国は、受診のメリットがデメリットを上回る検診を指針として定めており、市

はその指針に基づき、がんの早期発見・早期治療につながるよう、検診を実施しています。検

診の有効性等を啓発することで多くの市民に受診してもらう必要があります。 

●平成 28（2016）年度からの受診率の推移は、胃がん、肺がん、乳がん検診は上昇し、子宮頸

がん検診は上昇したのち横ばい、大腸がん検診は減少しています。 

●乳がん検診は申込方法の変更（令和元（2019）年度）、肺がん検診は個別検診の実施（令和元

（2019）年度から）、胃がん検診は内視鏡検診の実施（令和２（2020）年度から）により受診

率が上がっています。 

 

 

【図表 13 市がん検診受診率の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）胃がん検診は、令和２（2020）年度から、エックス線検診に加えて、内視鏡検診も実施している。     

                                       出典：武蔵野の福祉（令和５（2023）年版） 
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●令和３（2021）年度の受診率は、胃：都全体 11.4％・武蔵野市 5.9％、肺：都全体 12.5％・

武蔵野市 3.2％、大腸：都全体 22.2％・武蔵野市 37.5％、子宮頸：都平均 20.9％・武蔵野市

37.9％、乳：都平均 20.9％・武蔵野市 25.5％であり、大腸・子宮頸・乳は東京都の値を上回

っています。 

【図表 14 東京都全体と武蔵野市のがん検診（一次検診）受診率の比較（令和３（2021）年度）】 
 
 
 
 
 
 

※すべてのがん種において受診率の目標は 50％です。 

出典：令和４（2022）年度東京都がん検診精度管理評価事業 

 

●精密検査受診率は、胃がん、肺がん、子宮頸がんの精密検査受診率は東京都平均よりも高くな

っています。胃がん検診は目標値に達しています。 

【図表 15 東京都平均と武蔵野市のがん検診精密検査受診率の比較（令和２（2020）年度）】 

 

 

 

 

 

       ※追跡調査を実施するため、令和２（2020）年度検診受診者の精密検査受診状況の報告となります。 

  ※すべてのがん種において精密検査受診率の目標は 90％以上です。 

出典：令和４（2022）年度東京都がん検診精度管理評価事業 

 

●対象年齢の人が市のがん検診を受けない理由としては、胃がん・肺がん・大腸がんは「人間ド

ックを受けているから」「職場の検診をうけているから」「今のところ健康だから」が上位３項

目ですが、子宮頸がん検診は「今のところ健康だから」と「検査が嫌だから」が１位となって

います。 

【図表 16 各種がん検診を受診しない理由／（上位３項目）】 

 １位 ２位 ３位 

①胃がんｴｯｸｽ線検診 
人間ドックを受けているから

（24.6％） 
職場の検診を受けているから 

（20.9％） 
今のところ健康だから 

（18.2％） 

②胃がん内視鏡検診 
人間ドックを受けているから 

（21.0％） 

今のところ健康だから 

（19.0％） 
対象年齢でないから 

（17.4％） 

③肺がん検診 
人間ドックを受けているから 

（23.4％） 
職場の検診を受けているから 

（20.7％） 
今のところ健康だから 

（20.4％） 

④大腸がん検診 
人間ドックを受けているから 

（24.2％） 

今のところ健康だから 

（19.7％） 
職場の検診を受けているから 

（18.1％） 

⑤子宮頸がん検診 
今のところ健康だから 

（23.1％） 

検査が嫌だから 

（23.1％） 
職場の検診 

（16.8％） 

人間ドック

（16.8％） 

⑥乳がん検診 
対象年齢でないから 

（20.6％） 
今のところ健康だから 

（15.7％） 
人間ドックを受けているから 

（15.7％） 

出典：武蔵野市市民の健康づくりに関するアンケート調査報告書（令和４（2022）年度） 

東京都 武蔵野市
胃がん 11.4% 5.9%
肺がん 12.5% 3.2%
大腸がん 22.2% 37.5%
子宮頸がん 20.9% 37.9%
乳がん 20.9% 25.5%

東京都 武蔵野市
胃がん（胃部エックス線） 71.8% 100.0%

胃がん（胃内視鏡） 83.7% 98.3%
肺がん 69.3% 82.1%
大腸がん 57.5% 36.2%
子宮頸がん 76.6% 78.1%
乳がん 87.1% 80.4%
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●武蔵野健康づくり事業団において、胃がん検診（エックス線検査）、肺がん検診、乳がん検診、

大腸がん検診を実施しています。複数のがん検診を同日に受診できるセット検診も実施して

います。 

 

  

 

 

コラム 

たとえば乳がんは、女性に一番多いがんで、かかる人が 30 歳代から増加し、40 歳～50 歳代の

働く世代に多いがんです。仕事や子育て、介護など、人生の中でも社会で活躍する世代であり、

忙しい時期にかかりやすい病気と言えます。 

乳がんの早期発見・早期治療による５年後の生存率は 90％以上です。 

「乳がん＝しこり」と思われがちですが、小さながんはしこりとして触れられず、 

早期の乳がんは自覚症状がないことも多いのです。がんは小さく見つかるほど治り 

やすく、治療による体への負担も軽くできる可能性があります。 

 

 

働く世代こそ、定期的にがん検診を受診しましょう 

武蔵野市では、対象となる方（40歳以上の前年度未受診の女性市民）全員に、「受診券シール」

を送付しています。シールが届いた方は市への申し込みは不要で、ご自身の希望するタイミン

グで医療機関を受診することができます。 

このようにナッジ理論を活用するなど、多くの皆さんに受診していただけるような工夫も取り

入れています。 

また、精密検査が必要となった方に対しては、医療機関受診の案内やその後の精密検査の受診

状況の確認などのフォローも行っています。 

 

市では、胃がん・肺がん・大腸がん・子宮頸がんについても、検診を実施しています。 

自覚症状がなくても、定期的にがん検診を受診しましょう。 
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がん検診の実施と受診勧奨 

●がんの早期発見・早期治療につなげるため、国の指針に基づきその改定に対応しつつ、市民の

利便性に配慮したがん検診を実施します。また、がん検診の結果から精密検査が必要と判定さ

れた方について追跡調査を行い、精密検査未受診者に対しては精密検査の受診勧奨を行いま

す。 

●「今のところ健康だから」という方にがん検診を受けてもらうために、家族など身近な人から

検診受診を勧めてもらえるような取組みを行います。がんは初期段階ではほとんど症状がな

いため、元気なうちから継続して受診することで経年変化によりがんの早期発見につながる

というがん検診の意義などについて周知を図ります。 

拡胃がん及び肺がん検診の受診率を上げ早期発見・早期治療につなげるため、特定健康診査と

同時実施している上部消化管及び胸部エックス線検査の扱いの変更や実施医療機関数を増や

すことを検討します。また、胃がん検診については、保健センターの増築及び複合施設整備に

あわせ、検査方法の変更について検討します。 

新がん検診の実施にあたっては、性的マイノリティの方や外国人住民の方も受診しやすいよう

な工夫や支援を行います。 

がんに関する普及啓発とがん患者の方への支援 

●がんのリスクを減らす健康習慣（禁煙、節酒、食生活、身体活動、適正体重の維持）について、

普及啓発を行います。 

●子どもや若い世代にもがんについて知ってもらい、検診の大切さについての認識が若年期か

ら根付くような取組みを検討します。 

新がん患者の方が、治療を受けながら安心して社会生活を送れるような支援を検討します。 

●がん患者の方やそのご家族の方などが、がんに関する質問や悩みの相談ができる窓口などに

ついて周知を行います。

今後の方向性 

新は「新規」の事業、拡は「拡充」する事業を表します。 
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基本施策２ 市民の主体的な健康づくりと生活習慣改善の支援 
 

（１）健康な食生活の推進 

 

 

●主食、主菜、副菜が揃った食事をしている割合は夕食で 78.6％ですが、朝食では 40.4％と低

くなっています。朝食で「ほぼ揃っている」割合を年代別にみると、年代が上がるほど割合が

高くなっています。 

【図表 17 主食、主菜、副菜が揃った食事をしているか(朝食)】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：武蔵野市市民の健康づくりに関するアンケート調査報告書（令和４（2022）年度） 
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●朝食を「ほぼ毎日食べている」は全体で 76.2％と多くなっていますが、平成 28（2016）年か

らは 4.6ポイント減少しています。一方、「ほとんど食べない」は 11.7％であり、年代が若い

ほど朝食の欠食割合が高く、20～29歳では 21.9％と多くなっています。朝食を食べない理由

として「食べる習慣がない」が 60.0％で最も多く、平成 28（2016）年から 17.5 ポイント増加

しています。 

 

【図表 18 朝食の摂取状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●中食の頻度は「週４～５日」が前回よりも 4.8ポイント増加しており、単身世帯で頻度が高く

なっています。外食の頻度は、年代が若いほど割合が高く、週１日以上外食している割合は 30

歳代で 64.4％となっています。 
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【図表 19 外食の頻度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：武蔵野市市民の健康づくりに関するアンケート調査報告書（令和４（2022）年度） 

 

●国民健康保険の疾病別医療費は、循環器系疾患(13.6％)、新生物（13.8％）、内分泌系（8.2％）

など、食習慣の改善等により抑制が可能な疾患が多いです。保健センターでの健康相談のう

ち、食事に関するものは年間 186件となっています。 

 

●乳幼児歯科健康診査の結果から、むし歯のある者（有病率）の割合は、１歳６か月児 0.2％、

３歳児 3.8％と都平均より低くなっています。しかし、甘味食品をほぼ毎日食べる者の割合は

１歳６か月児で 22.5％であり、３歳児になると 47.2％に増えています。 

 

【図表 20 令和３（2021）年度乳幼児歯科健康診査の結果】 
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●メタボリックシンドローム基準該当者の出現率は、年齢が上がるにつれて増加しています。 

【図表 21 メタボリックシンドローム出現率の比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和４（2022）年度健康診査結果 

 

●令和４（2022）年度健康診査の結果から、高齢者では、低栄養の指標となる血清アルブミン、

血清総蛋白、ＢＭＩの基準値を下回っている人の割合は、年齢とともに増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和４（2022）年度健康診査結果  

【図表 22 性・年代別 

血清アルブミン 3.6g/dL以下の割合】 

【図表 23 性・年代別 血清総蛋白 

6.1g/dL以下の割合】 

【図表 24 性年代別ＢＭＩ18.5未満の割合】 
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食習慣の形成・維持・向上に向けた取組み 

●健康な食生活を送るために必要な、自ら健康を管理する力を身に付けてもらうために、妊娠

期・乳幼児期からの食の正しい知識を伝える取組みを行います。 

●栄養バランスや朝食の重要性について、特に若い世代への啓発を実施します。 

拡中食の利用は前回調査よりも増えており、外食の利用は 30歳代で特に多くなっています。野

菜不足、エネルギー・食塩過多になりがちな中食や外食の「かしこい選び方」の啓発を実施し

ます。 

 

 

 

 

●市内で行っている共食の取組みや食を通した地域での交流を進め、望まない孤食の解消につ

ながるような事業を検討します。 

 

個々の栄養課題の解決に向けた支援 

●ライフステージや個々の生活・身体機能の状況によって栄養課題は異なることから、一人ひと

りに合った正しい食事のとり方を伝える取組みを行います。 

●健康診査を行い、その結果を活用して、一人ひとりに合った保健事業・健康増進事業の実施と

利用勧奨をします。 

●生活習慣病予防に関して、保健センターは市民からの相談に随時対応するための拠点である

ため、相談窓口のさらなる周知を進めます。また、相談者に的確に助言できるよう専門職の資

質向上に取り組んでいきます。 

 

食に関する情報発信の充実 

●乳幼児期の口腔機能を育てるための食事、壮年期の生活習慣病予防のための食事など、全ての

人が、その年代で必要な正しい食の情報を得られるように、様々な手段で情報を発信してい

きます。また、食品に含まれる栄養素など、かしこい食品選択に役立つ情報を発信します。 

●若い世代や健康に関心の低い方へは市からの情報が届きにくいため、スポーツ栄養や美容な

ど興味を持ってもらえそうな視点でのアプローチ方法を検討します。発信の際には、動画な

ど様々な媒体や手法を活用します。 

●健康な食生活を実践するためのツールとして、「クックパッド『武蔵野市の公式キッチン』」

でレシピを発信します。 

 

  

今後の方向性 

【中食とは】 

惣菜や弁当等を買って帰り、家でする食事のことです。職場で食べる仕出し弁当、市販弁当、宅食デ

リバリーも含みます。 

新は「新規」の事業、拡は「拡充」する事業を表します。 



 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  手作りしなくても健康的な食生活ができる！ 

～外食・中食の「かしこい選び方」～ 
 

コンビニやスーパーにはすぐに食べられるものがたくさんあります。選び方ひとつで、エネル

ギーやとれる栄養素が大きく変わります。 

健康的に選ぶコツを身に付けて、上手に利用しましょう。 

 

◆主食＋主菜＋副菜 をそろえることを意識しましょう 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆選び方を変えると中身が良くなる！  
宅食デリバリーや外食の時にも、同じように選ぶことができます。 

バランスの良い献立を手軽に作ることができるミールキットもあります。まずは何か一つ取り入れ

てみませんか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラム 

（ごはん、パン、麺） （肉、魚、卵、大豆製品） （野菜、きのこ、海藻類） 

特に、野菜や海藻など食物せんいが 

しっかりとれる副菜は忘れずに！ 

 

ハム野菜サンド   

240kcal 

野菜の惣菜 

100kcal 

バナナ 80kcal 
200mL 牛乳 

130kcal 

計 550kcal 

デニッシュ 

270kcal 

クリームパン  

280kcal 

同じエネルギーでも… 

計 570kcal 

ペペロンチーノスパゲティ 

500kcal 
ボンゴレスパゲティ 

540kcal 

アイスコーヒー(甘） 

70kcal 

野菜たっぷり 

フリーズドライスープ 

（レトルトでも） 

30kcal 

同じエネルギーでも… 

主食 主食 

主食 主食 

主菜 

主菜 

副菜 

副菜 
計 550kcal 

計 570kcal 
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（２）身体活動や運動を習慣づけるための支援 

 

 

●運動習慣のある人、日常生活で歩行または同等の身体活動を 1 日 1 時間以上実施している人

の割合は増加したものの、目標値には達していません。 

●連続して 30 分以上の運動を週１回以上している人は、「現在している」が 50.5％で前回より

も 4.7ポイント増加しました。75歳以上男性と、60～74歳女性は６割台で全体平均よりも高

くなっています。また、若い年代ほど「現在している」割合が低く、20・30 歳代では３割台、

40 歳代では４割台となっています。職業別では「正社員、正職員」で現在している人は 41.8％

と他の職業に比べて低くなっています。 

【図表 25 連続して 30分以上の運動を週１回以上しているか】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：武蔵野市市民の健康づくりに関するアンケート調査報告書（令和４（2022）年度） 
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●運動に取り組むためには、半数以上が「時間に余裕があれば」と回答しています。「体の動か

し方が分かれば」「場所や施設が近くにあれば」「仲間がいれば」は平成 28（2016）年から大

きく増加しています。また、健康づくりに関心がない人は、運動に「取り組むつもりはない」

が 18.9％と多くなっています。 

 

【図表 26 どうすれば運動に取り組むことができるか】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※令和４（2022）年度調査から「託児があれば」「健康のデジタルツールがあれば（健康アプリ、動画サイト、オンライン講座等）」

を新規で追加した。 

                   出典：武蔵野市市民の健康づくりに関するアンケート調査報告書（令和４（2022）年度） 

 

 

●市や武蔵野健康づくり事業団では、様々な運動のプログラムを提供しています。 

●健康づくり推進員（市民ボランティア）が、健康づくり支援センターと協働で地域での健康づ

くりを広めています。健康づくり人材バンクの専門職が地域で運動等の講座を実施していま

す。また、インターネット等で健康づくりの情報発信も行っています。 
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身体活動・運動に関する事業の実施 

●高齢化等、社会環境の変化に対応しながら、健康寿命の延伸に向けて生活習慣病予防、ロコモ

ティブシンドロームやフレイル（虚弱）の予防・改善のため、市民の主体的な健康づくりを支

援するさまざまな事業を関係機関と連携して展開します。 

●身体の活動量が低下すると、糖尿病や高血圧等の生活習慣病のリスクが高まります。また、メ

ンタルヘルスの低下にもつながると言われています。生活習慣病の予防やメンタルヘルスの

向上のため、定期的な身体活動や運動を行うための支援として、運動の機会の提供を進めてい

きます。 

拡子育て世代、働き世代といわれる年代の運動実施割合が低いので、運動習慣を身に付けても

らうための年代に応じた啓発や参加しやすい事業をＩＣＴ機器の活用も含め実施します。 

 

運動習慣の定着に向けての支援 

●関係機関と連携しながら健康づくりのきっかけとなる機会を提供し、市民自ら継続的に運動

できる環境を整備します。また、一緒に運動する仲間づくりを進めるための取組みを検討しま

す。 

●ウォーキング等、気軽に取り組むことができる事業を進めるとともに、各自が自分に合った健

康づくりの具体的な目標や取組みに役立つ情報提供を行います。 

●若年期からの生活習慣改善に向けて、広く市民に向けた知識の普及啓発と取組みのきっかけ

となる事業を実施します。 

 

身近な地域の資源の活用 

●地域の活動団体等との連携により、地域のつながりを豊かにしていく中で、健康づくりの機運

の醸成、機会や場所の確保を図り、主体的な健康づくりの活動を広げていきます。 

●民間企業、ＮＰＯ法人、市内大学との連携、健康づくり応援パートナーの効果的な活用等、地

域資源を有効に活用しながら、地域社会全体で支え合う環境づくりを進めていきます。 

●地域の健康づくりの担い手である健康づくり推進員の確保とさらなる活動の活性化を図りま

す。健康づくり推進員を中心とした地域のネットワークを深め、地域における様々な健康づく

りに関する情報を集約して発信しやすい環境を整えるなど、市民の健康づくり推進の基盤を

さらに強化します。 

●講師・指導者として健康づくりを専門的に支援する健康づくり人材バンクについて、市民のニ

ーズに対応した人材の確保を図ります。あわせて、健康づくり支援センターのコーディネート

機能の向上を目指します。 

 

効果的な情報発信の充実 

●健康づくりの関心を高め、主体的な健康づくりへの取組みを促すために、情報発信を充実させ

ます。健康や運動への関心が低い層に対する啓発・働きかけを研究します。 

今後の方向性 

新は「新規」の事業、拡は「拡充」する事業を表します。 
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（３）歯と口腔等の健康維持に向けた取組み 

 

 

●妊婦歯科健康診査受診率は、目標の 45％に達してきていますが、受診者のうち異常なしの者

は 11.2％であり、妊娠期からの口腔衛生の重要性を鑑みるとさらなる受診促進が必要と考え

られます。 

●乳幼児対象の歯科健診については、受診率も高く、むし歯のある児も少ない状況を保っていま

す。 

●乳幼児歯科相談について、事業の入り口となる「むし歯予防教室」の参加者が年々減少してい

ます。 

●親の口腔内環境は児の口腔内環境に影響を与えることから、１歳６か月児保育相談時に実施

している母親歯科健康診査の対象を「母親」から「父親又は母親」に拡大し、より多くの親が

受診する機会を作っています。 

●歯科健康診査受診率は 7.9％であり、目標の 10％に達していません。 

●国が令和７（2025）年度を目安に「国民皆歯科健診」制度の導入を検討しており、市の対応も

検討する必要があります。 

●かかりつけ歯科医師を持っている人は 70.2％でした。 

【図表 27 かかりつけ歯科医師の有無】 

 

 

 

 

 

 

出典：武蔵野市市民の健康づくりに関するアンケート調査報告書（令和４（2022）年度） 

 

●定期的に「自分で歯の健診を受けている」は全体で 52.5％、「受けていない」は 31.4％となっ

ています。歯の健診を受けない理由は「歯や口に問題はない」「時間がない」「どの歯科医院が

いいかわからない」「面倒」が多くなっています。 

【図表 28 歯科健診の受診状況】 
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出典：武蔵野市市民の健康づくりに関するアンケート調査報告書（令和４（2022）年度） 
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●歯科衛生に興味を持つためにあるとよい市の取組として、半数以上が「市から案内や受診票が

送られてきたら」と回答しています。 

【図表 29 歯科衛生に興味を持つためにあるとよい市の取組】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：武蔵野市市民の健康づくりに関するアンケート調査報告書（令和４（2022）年度） 

 

 

●３歳から小学１年生までの間にむし歯被患者率が上昇しています。 

【図表 30 令和３（2021）年度むし歯（う歯）被患者率の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             出典：東京都保健医療局「東京の歯科保健」          

                                 令和３年度定期健康診断状況報告書           

                                東京都教育委員会「令和３年度東京都の学校保健統計書」 
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●平均現在歯数は、年齢とともに減少しています。 

【図表 31 年齢別一人平均現在歯数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和４年度歯科健康診査結果報告書 
 

●摂食機能に関する問診項目では、「半年前より固いものが食べにくい」「お茶などでむせる」

「口の渇きが気になる」などの症状がある者は、加齢とともに増加傾向にあります。 

●ＲＳＳＴ（反復唾液嚥下テスト）は、嚥下障害が疑われる３回未満の人の割合も加齢とともに

増加しています。 

【図表 32 摂食機能に関する問診項目で「はい」と回答した者の割合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表 33 反復唾液嚥下テスト】 

 

 

 

 

 

出典：令和４年度歯科健康診査結果報告書 

●ヘッドホンやイヤホンで大きな音を聞き続けること等によって起こる音響性難聴は、近年、特

に問題視されています。ＷＨＯ（世界保健機関）では、約 11億人の世界の若者が、スマート

フォン等による音響性難聴のリスクにさらされているとして注意喚起しています。 

●加齢による聴力の低下により周囲とのコミュニケーションがうまくいかないことから、家族

や地域等との交流や社会参加の機会が減少し、フレイル（虚弱）の進行や認知症のリスクが高

まる懸念が指摘されています。 
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口腔衛生指導と歯周疾患検診の実施 

●妊婦歯科健康診査、1 歳６か月児保育相談時の保護者及び子どもを対象とした歯科健康診査、

３歳児健康診査時に子どもの歯科健康診査を実施し、口腔疾患の早期発見・早期治療を図ると

ともに、口腔衛生の正しい知識の普及を推進します。 

新国民皆歯科健診の動向を注視し、歯周疾患の早期発見・早期治療により高齢期においても健

康を維持し、食べる楽しみを享受できるよう、歯の喪失を予防することを目的として歯科健康

診査を実施し、健康診査をきっかけとしたかかりつけ歯科医の推進を図ります。 

 

歯・口腔機能の発達と維持・向上に関する啓発 

●子どもの頃からのむし歯予防の習慣は、生涯にわたる口腔の健康を保っていくうえで大切で

あることから、生活の中でできる、歯磨きや食べ方を具体的に指導していくとともに、フッ素

塗布などの予防処置を実施するほか、子育て支援施設等と連携し、歯磨き指導等を行う事業を

推進します。 

●歯の健康は、生涯を通じて食べるためだけでなく、会話を楽しむこと等により生活の質を向上

させるためにも重要です。いつまでも自分の歯で過ごせるよう、歯・口腔機能の維持・向上の

ための取組みを推進します。 

●乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期に応じた口腔衛生と食生活などの生活習慣につい

て、関心を持ってもらえるよう健康教育などに取り組み、定期的な健診の受診や口腔疾患予防

の重要性についての意識啓発を図ります。 

 

耳や聴こえに関する啓発や支援 

●乳幼児健康診査において、聴力検査を引き続き行います。 

新ヘッドホンやイヤホンを使い、大きな音量で音楽などを聞き続けることによるリスクや予防

法、耳の違和感に気づいたときには早期受診をすることなどについて啓発していきます。 

新加齢とともに聴力が低下しても、その人らしい日常生活の継続を支援するため、聴こえの問

題への支援を検討します。また、聴こえの問題は、認知症の要因となることがあるため、認知

症の普及・啓発事業等との連携を検討します。 

 

 

今後の方向性 

新は「新規」の事業、拡は「拡充」する事業を表します。 
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（４）たばこ・アルコールによる健康への影響の周知と対策 

 

 

（ア）たばこ 

●喫煙する人の割合は全体で 10.0％となっており、40～69歳の喫煙割合は１割を超えています。

一方、「吸ったことがない」人の割合は全体で 57.8％であり、20～29 歳で「吸ったことがな

い」は 79.7％と多くなっています。 

【図表 34 現在の喫煙状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：武蔵野市市民の健康づくりに関するアンケート調査報告書（令和４（2022）年度） 

 

●乳幼児のいる家庭では、全体的に喫煙者の割合は減ってきています。 

●受動喫煙に関する対策について、直接指導などの効果的な対応ができていない状況です。 

●令和４（2022）年度特定健康診査受診者 9,348人のうち、喫煙経験のある者は 33.0％です。 
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（イ）アルコール 

●飲酒の割合（全体から「飲まない・飲めない」「無回答」を除いた割合）は 61.5％となってい

ます。「飲まない・飲めない」は 36.0％で、平成 28（2016）年から 12.4 ポイント増加してい

ます。 

【図表 35 現在の飲酒状況】 

 

 

 

 

 

 

出典：武蔵野市市民の健康づくりに関するアンケート調査報告書（令和４（2022）年度） 

 

●適量を意識し、守って飲酒している割合は 61.5％で、平成 28（2016）年から 5.1 ポイント減

少しています。一方、適量を意識せずに飲酒している割合は 11.8％で平成 28（2016）年から

6.6 ポイント増加しています。年齢が若いほど適量を意識していない割合が高くなっていま

す。 

【図表 36 自分にとっての適量を意識しているか】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
出典：武蔵野市市民の健康づくりに関するアンケート調査報告書（令和４（2022）年度） 
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●母子保健集計報告書（乳幼児健診票）では、妊娠中の飲酒率は 1.0％となっています。 

【図表 37 妊娠中の飲酒状況】 

 

 

 

 

 

 

 

             ※３～４か月児健診票にて回答 

出典：武蔵野市 妊娠届出書、乳幼児健診票等集計報告書（令和４（2022）年度） 
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（ア）たばこ 

たばこの影響に関する啓発 

●たばこ（電子たばこを含む）は、様々な疾患と関連があるため、健康診査の結果を活用した保

健指導の中で、禁煙のアドバイスや受動喫煙に関する情報提供を行います。 

●喫煙率は全体的に減少傾向にあるものの、40～60 歳代の喫煙率は１割を超えているため、た

ばこによる健康への影響について、引き続き啓発を実施します。 

 

受動喫煙防止対策の推進 

●たばこや受動喫煙による健康への影響やリスクについて、正しい知識の普及を行います。 

●妊娠中の喫煙の影響について、妊娠届出時の妊婦との面接等の機会を通して周知します。 

 

 

（イ）アルコール 

アルコールの影響に関する啓発 

●アルコールは、様々な健康障害との関連が指摘されており、アルコール性肝障害、膵炎等の

臓器障害、高血圧、心血管障害、がん等に深く関連します。加えて、不安やうつ、自殺、事

故といったリスクとも関連します。アルコールがもたらす健康への悪影響について周知を図

ります。必要に応じて保健所など関係機関と連携した支援を行います。 

●国が実施するアルコール関連問題啓発週間にあわせて、アルコール問題に関する普及啓発活

動を行います。普及啓発活動の内容や方法についてもより効果的なものを研究します。 

●妊娠中の母親の飲酒は、胎児に対して、低出生体重児など様々な障害を引き起こす可能性が

ありますが、妊娠中も飲酒を継続している妊婦がいるため、妊娠中の飲酒割合をゼロにする

ための啓発や支援を実施していきます。 

 

  

今後の方向性 

新は「新規」の事業、拡は「拡充」する事業を表します。 
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（５）休養・こころの健康づくりの推進 

 

 

●アルコール、薬物、ギャンブル等の依存等で悩みを抱えた方に向けた東京都立多摩総合精神福

祉センターの相談窓口をホームページで案内しています。 

●令和３（2021）年４月、福祉総合相談窓口を健康福祉部生活福祉課に設置しました。 

●様々な相談窓口と連携して、メンタルヘルスの問題を抱えた市民からの相談に対応していま

すが、精神保健福祉法の改正を受けた、総合相談支援窓口のあり方が課題となっています。 

●平成 30（2018）年度に「武蔵野市自殺総合対策計画～こころ・いのち支え合うまちむさしの

～」を策定しましたが、新型コロナウイルス感染症の影響など自殺の最新の特徴を踏まえた計

画に改定する必要があります。 

●休養がとれている人の割合は 66.8％となっており、年齢が若いほどおおむねその割合が低く

なっています。 

 

【図表 38 休養が充分とれているか】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   出典：武蔵野市市民の健康づくりに関するアンケート調査報告書（令和４（2022）年度） 
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●常に又は時々ストレスを感じている人の割合は 66.7％となっており、平成 28（2016）年と大

きく変わっていません。ストレスの原因は「仕事に関すること」の割合が最も多く、平成 28

（2016）年から大きく増加しています。一方、「自由な時間がない」は大きく減少しました。

また、ストレスを感じている人の割合は 30・40・50歳代で７割を超えています。 

【図表 39 悩みやストレスを感じることがあるか】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：武蔵野市市民の健康づくりに関するアンケート調査報告書（令和４（2022）年度） 

 

●悩みやストレスの相談先は「家族・親族」「友人・知人」が多くなっています。一方、「相談で

きる相手はいない」は全体で 13.0％となっており、性別にみると女性よりも男性のほうが相

談相手がいない割合が高くなっています。 
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休養・メンタルヘルスに関する知識の普及 

●ストレスへの対処法、人や地域とのつながりの重要性、自分のこころの不調に早めに気付く方

法などについて普及・啓発を行うとともに、身近な相談窓口、専門機関の情報や受診への不安

を軽減するような情報提供を行います。 

拡「仕事が原因でストレスを感じている人が多い」「30～50歳代でストレスを感じている人が多

い」という調査結果から、個人だけではなく企業や職場等への啓発も必要となるため、市内の

事業所が利用できるメンタルヘルスに関する出前講座の案内やストレスチェックの活用方法、

産業保健サービスなどの周知を図ります。 

新睡眠は心身の健康と安全に大きく関係しています。生活リズムを整え良質な睡眠をとること

は、疲れにくくストレスのたまりにくい体づくりにつながります。睡眠の重要性など睡眠に関

する啓発を行います。 

 

相談窓口・関係機関の連携強化 

●ストレスや悩みの要因は様々であるため、庁内の各分野の相談窓口や関係機関との連携によ

り、総合的に支援していきます。 

拡関係機関と連携し、相談体制の強化を推進します。特に、「市民こころの健康相談室」と市の

相談窓口との連携強化を検討します。 

●庁内外の相談支援部署等による連携会議（総合支援調整会議）を開催し、複合的な課題を抱え

た困難事例・他機関連携事例などの調整・共有を図っていきます。 

【図表 40 相談体制窓口】 

 

 

 

 

 

 

今後の方向性 

新は「新規」の事業、拡は「拡充」する事業を表します。 
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出典：東京都「北多摩南部二次保健医療圏における医療機能ごとの病床の状況（許可病床）(令和３年（2021 年）７月１日時点)」 

出典：関東信越厚生局「保険医療機関・保険薬局の指定一覧（コード内容別医療機関一覧表）令和５（2023）年９月１日現在」、 

   「町丁別世帯数と人口（外国人住民を含む）令和５（2023）年９月１日現在」 

基本施策３ 市民の生命と健康を守る環境づくりと連携の強化 

（１）医療ネットワークの充実 

 

 

●武蔵野市の病院・診療所（以下、医科）、歯科医院（以下、歯科）、薬局は令和５（2023）年９

月現在、医科 211 か所、歯科 149か所、薬局 89か所となっており、平成 27（2015）年９月現

在と比較すると、医科は 13か所増加、薬局は６か所増加しており、歯科は５か所減少してい

ます。 

●人口 10万人当たりの医療機関数（医科）を町別に比較すると、下表のとおりです。武蔵野市

全体でみると、医療機関数（医科）は人口 10 万人当たり 142.49か所、市内で一番医療機関の

多い吉祥寺本町では、人口 10万人当たり 464.92か所となっています。 

【図表 41 町別人口 10万人当たりの医療機関数（医科）】 

 吉祥寺東町 吉祥寺南町 御殿山 吉祥寺本町 吉祥寺北町 中町 西久保 

医科（か所） 7 23 1 55 11 32 11 

全人口（人） 12,920 13,195 4,239 11,830 16,335 14,725 12,009 

人口 10 万人対（か所） 54.18 174.31 23.59 464.92 67.34 217.32 91.60 

 緑町 八幡町 関前 境 境南町 桜堤 合計 

医科（か所） 4 2 5 30 27 3 211 

全人口（人） 8,331 4,442 9,511 16,305 15,194 9,048 148,084 

人口 10 万人対（か所） 48.01 45.02 52.57 183.99 177.70 33.16 142.49 

 

 

●平成 26（2014）年から病床機能報告制度が始まり、医療機関は病床（一般病床及び療養病床）

機能について、都道府県に報告する仕組みができました。市内８病院における病床の状況は次

のとおりです。 

【図表 42 市内８病院における病床の状況】 

医療機関名 全体 
一般 
病床 

療養 
病床 

 医療機能別病床数の内訳 

うち 
医療療養 

高度 
急性期 急性期 回復期 慢性期 

吉祥寺あさひ病院 46 46 0 0 0 0 0 46 

吉祥寺南病院 127 127 0 0 0 98 29 0 

小森病院 57 0 57 57 0 0 0 57 

武蔵境病院 44 0 44 44 0 0 0 44 

武蔵野赤十字病院*1 591 591 0 0 591 0 0 0 

武蔵野陽和会病院 103 103 0 0 0 53 50 0 

森本病院*2 74 47 27 5 0 47 0 27 

吉方病院 59 59 0 0 0 59 0 0 

合計 1,101 973 128 106 591 257 79 174 

 

 

現状と課題 

*1 他に感染症病床が 20 床あります（令和５（2023）年９月１日現在）。    

*2 全病床休棟中 
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出典：東京都「東京都医療政策部医療安全課 資料」 

●病院の病床数については、都道府県の策定する医療計画によって二次保健医療圏ごとに定められ

ています。東京都保健医療計画上の既存病床数によると、本市が属する北多摩南部二次保健医療

圏については、下表のとおり既存病床数が基準病床数を 235 床上回っています。 

 

【図表 43 北多摩南部二次保健医療圏における東京都保健医療計画上の既存病床数の状況】 

 （令和５（2023）年４月 1日現在）  

区 

分 

二次保健 

医療圏 
構成区市町村 

基準病床数

（Ａ） 

既存病床数

（Ｂ） 

過不足 

(Ｃ＝Ｂ－Ａ) 

療
養
病
床
及
び
一
般
病
床 

 

区中央部 千代田、中央、港、文京、台東 5,576 13,263 7,687 

区南部 品川、大田 8,257 8,141 △ 116 

区西南部 目黒、世田谷、渋谷 9,749 9,684 △ 65 

区西部 新宿、中野、杉並 8,390   10,031 1,641 

区西北部 豊島、北、板橋、練馬 14,880  14,767 △ 113 

区東北部 荒川、足立、葛飾 10,978   10,996 18 

区東部 墨田、江東、江戸川 9,446   9,354 △ 92 

西多摩 
青梅、福生、あきる野、羽村、瑞穂、日の出、 

檜原、奥多摩 
3,342 4,096 754 

南多摩 八王子、町田、日野、多摩、稲城 11,381 10,665 △ 716 

北多摩西部 立川、昭島、国分寺、国立、東大和、武蔵村山 4,322 4,340 18 

北多摩南部 武蔵野、三鷹、府中、調布、小金井、狛江 7,067 7,302 235 

北多摩北部 小平、東村山、西東京、清瀬、東久留米 5,810 5,770 △ 40 

島しょ 
大島、利島、新島、神津島、三宅、御蔵島、 

八丈、青ヶ島、小笠原 
248 80 △ 168 

総計  99,446 108,489 9,043 

精神病床 都内全域 18,576 20,649 2,073 

結核病床 都内全域 254 363 109 

感染症病症 都内全域 132 124 △ 8 

 

 

●三次救急及び二次救急医療機関は、次の３病院です。初期救急については平成 27（2015）年度か

ら輪番により１日当たり３機関（病院１・診療所２）の診療体制を整備しています。 

 

【図表 44 市内の救急医療体制】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（輪番により１日当たり３機関
（病院１・診療所２）の体制） 

市医師会所属 

診療所による休日診療 
 

二次救急  

 武蔵野赤十字病院 三次救急 

初期救急 

吉祥寺南病院 

武蔵野陽和会病院 

（武蔵野赤十字病院） 
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  ●武蔵野赤十字病院は高度急性期医療、三次救急医療機関であるほか、災害拠点病院の役割を

担っていることから、病棟の建替えに伴うがん医療対策や周産期医療のさらなる充実等に対

して補助支援を行っています。増改築・改修・解体等工事は、令和４（2022）年３月に着工

しました。 

●吉祥寺南病院と森本病院は新病院の建設を検討していましたが、昨今の急激な物価高騰に伴

う建設費用の値上がり等により、現在、新病院計画は中断しています。また、森本病院につい

ては、令和６年３月 31日をもって、廃止（閉院）されることとなりました。 

●保健医療や公衆衛生等に関する専門家により構成された「武蔵野市立保健センター機能充実

検討有識者会議」の報告書（令和４（2022）年７月）において、『保健センター（武蔵野健康

づくり事業団）では、地域の医療機関からの依頼によるＣＴやＸ線等の検査を実施し、迅速か

つ的確な検査及び検査結果のフィードバックを行うことにより「かかりつけ医」をサポート

し、市民の健康の維持と利便性を確保するための重要な役割を担っている』『全世代型の健康

づくりに取り組んでいくためには、人間ドック検査などの機能をもった保健センターが必要

である』という意見が示されました。 

●武蔵野赤十字病院・市医師会・武蔵野市の共催により、「地域医療連携フォーラム」を実施し、

関係機関の連携強化や市民周知・啓発を図っています。 

●在宅医療・介護連携推進事業の８事業の充実について、在宅医療・介護連携推進協議会と５つ

の部会で進めています。 

●かかりつけ医については、国の財政制度等審議会等で、「かかりつけ医の制度化」が議論され

ているため、それを踏まえ定義や意義等について、市民へ周知していく必要があります。 

●アンケート調査の結果から、かかりつけの医師、歯科医師、薬剤師がいる割合は、それぞれ

60.8％、70.2％、37.8％となっています。平成 28（2016）年から大きな変化はみられません

でしたが、かかりつけの医師、薬剤師をもつ人の割合はわずかに減少し、かかりつけ歯科医師

をもつ割合はわずかに増加しました。なお、日本医師会総合政策研究機構による調査（令和４

（2022）年）では、かかりつけ医をもつ国民の割合は 55.7％となっています。 

【図表 45 かかりつけ医等の有無】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       出典：武蔵野市市民の健康づくりに関するアンケート調査報告書（令和４（2022）年度） 
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医療機関の連携体制の維持・推進 

●診療所や病院等の関係機関と引き続き連携及び情報共有を図りながら支援し、まちぐるみの

支え合いの仕組みづくりの理念を踏まえ、市民が安心して医療を受けることや継続して在宅

医療生活を続けることができるよう地域医療体制の整備に関する取組みを進めます。 

●市内における地域包括ケアシステムを医療から支える仕組みとして、市内の医療機関や関係

団体が役割分担を踏まえて連携する体制の維持、整備に努めます。 

新国が検討を進めている医療ＤＸの動向を注視しつつ、オンライン診療や情報伝達のデジタル

化等、医療ＤＸの推進について必要な支援をするとともに、保健・医療情報（介護含む）の活

用を検討します。 

●市内の医療連携体制を推進するためにも、高度急性期病院や災害拠点病院としての機能を有

する武蔵野赤十字病院に対して今後も必要な支援を行います。 

●現在の社会状況等の変化を注視しつつ、吉祥寺地区の病床・病院機能や災害医療機能の確保に

向け、東京都や関係機関等と調整を図りながら必要な取組みを継続します。 

●地域のかかりつけ医をサポートし、市民の健康の維持と利便性を確保するため、医療機関から

の依頼による検査等を引き続き保健センター内で実施し、迅速かつ的確な検査及び検査結果

のフィードバックを行うことにより、市民が地域で安心して医療にかかることができる地域

の医療体制を市、市医師会、武蔵野健康づくり事業団等の密接な連携により確保していきま

す。 

●救急医療体制や休日診療体制については、市医師会、市歯科医師会、市薬剤師会や各医療機関

等の協力を得ながら、引き続き、初期救急、二次救急、三次救急医療機関の確保や機能分担に

ついて協議し、円滑な連携を図るとともに、市民周知していきます。 

新身近で気軽に病気や健康全般について相談できるかかりつけ医の普及に向けて、国の「かか

りつけ医の制度化」の議論を踏まえながら市医師会、市歯科医師会、市薬剤師会、関係機関

等と連携を図るとともに、かかりつけ医の制度や必要性を市民に丁寧に周知していきます。 

 

在宅生活を支えるための医療と介護の連携の推進 

●医療と介護の両方を必要とする高齢者や障害のある方等が、住み慣れた地域で安心して暮ら

し続けることができるよう、引き続き、在宅医療・介護連携推進事業を進めていきます。 

●これまでの在宅医療・介護連携推進事業を踏まえつつ、ライフサイクルの中で起こりうる、医

療と介護の連携が特に重要とされる場面「①日常の療養支援」「②入退院支援」「③急変時の対

応」「④看取り」を意識しながら、在宅医療・介護連携推進協議会と５つの部会等にて、切れ

目のない医療と介護の連携体制の構築をさらに進めます。 

●在宅医療の体制の強化に向け、市医師会等と協議を図りながら、夜間休日等における訪問診療

体制の充実等を検討します。 

  

今後の方向性 

新は「新規」の事業、拡は「拡充」する事業を表します。 
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（２）災害時対応の充実 

 

 

●本市では、大規模災害の発生時には、五師会の診療所等は閉院し、緊急医療救護所の３病院に参

集し、医療活動を展開する災害時医療体制となっています。毎年、災害医療連携訓練を実施して

います。 

●防災ハンドブックの各戸配布で周知を行っていますが、さらなる周知が課題です。 

●妊婦や乳幼児のいる家庭は特別な備えが必要であり、災害時の分娩対応も把握しておく必要があるた

め、防災フェスタ等で啓発を行っています。 

●武蔵野市立保健センター増築及び複合施設整備基本計画（令和４（2022）年 10月）にて、専門職に

よる応援チームや物資の受入れ（受援）ができるよう、災害時に転用できる多目的スペース等を設置

することが定められています。 

●医療資源（人、医療資器材、薬剤、栄養食）などを他市・他県から受援する体制や災害時の食（栄

養）の管理体制を整理する必要があります。 

●妊婦や乳幼児は、要配慮者に該当し、災害時には備えの状況によって命に関わる危険な状況となりや

すく、避難生活も心身に大きな負担となり、災害時には流産や早産での緊急搬送の事例が発生してい

ます。 

【図表 46 武蔵野市の災害時医療救護体制】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：武蔵野市地域防災計画（令和４年度修正） 
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災害時医療体制の充実 

●災害時でも誰もが安心して医療を受けられるよう、市医師会等、関係機関と協議しながら災害

時医療体制づくりを進めます。また、平常時からの継続的な医療連携訓練等を通して、災害時

医療体制をさらに充実させます。 

●災害時の医療連携体制を維持するため、災害拠点連携病院の維持に努めるとともに、周産期

医療体制について検討します。 

新保健センター増築及び複合施設整備にあわせて、市災害時医療救護本部や災害拠点病院など

を支援する災害対策施設として、保健センターの防災機能の拡充を図ります。 

 円滑な災害活動及び優先継続業務が行えるよう非常用発電関連設備の機能強化や情報連絡設

備の強化、備蓄倉庫の拡充などを行います。また、震災時には応援チームや物資の受援等も含

め様々な用途のスペースが必要となるため、会議室やオープンスペースを最優先で防災対策

に転用できる仕組みを事前に確立します。 

●災害時は平時と医療体制が異なるため、災害時医療体制について市民に対する周知が必要で

す。また、妊婦や乳幼児のいる家庭は、非常用持ち出し袋の準備や災害時の分娩対応につい

ての認識が不可欠です。このことを踏まえ、防災フェスタや妊婦面接等の際に、妊産婦・乳

幼児のための災害の備えに関するチラシを配布するなど、より一層の周知を図ります。 

新災害時の食（栄養）に関して、避難所、在宅避難者を対象に、衛生管理、栄養管理を行う方法

を検討します。 

 

災害時保健衛生活動体制の整備の検討 

●避難者の二次健康被害や災害関連死を最小限にするため、保健師、助産師、看護師、栄養士、

その他必要な職種によって編成する保健活動班の体制の整備について検討します。 

新保健活動班の編成や指揮・マネジメントを担う体制の検討や、「災害時保健活動マニュアル」

の策定を検討します。 

●精神科医、臨床心理士、保健師等で編成されたこころのケアチームの体制の整備について検討

します。 

●在宅で常時人工呼吸器を使用している難病患者及び重症心身障害児者については、「在宅人工

呼吸器使用者 支援対象者リスト」を作成し支援対象者の把握に努めるとともに、訪問看護ス

テーション等と連携しながら「災害時個別支援計画」の作成・定期見直しを実施します。 

●透析患者への支援対応については、発災時に円滑に透析医療機関の被災状況や医療の可否を

確認できるよう、災害時透析医療ネットワークが開催している「災害時透析医療研修・連絡会

に参加し、災害時活動内容の共有・協議や医療機関等との連携強化を図ります。 

拡避難所において、妊産婦が相談や授乳室等に活用できる環境づくりを検討します。 

  

今後の方向性 

新は「新規」の事業、拡は「拡充」する事業を表します。 
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（３）健康危機管理対策等の推進 

 

 

●新型コロナウイルス感染症が令和２（2020）年２月１日に指定感染症として政令で指定され、感

染拡大に対して様々な制限や自粛による感染対策が行われ、保健衛生分野の施策においても大き

な影響が生じました。 

●令和２（2020）年３月に市医師会、武蔵野赤十字病院の医師などで構成する「新型コロナウイル

ス感染症対策専門家会議」を設置し、専門的な意見や助言を得ながら、感染対策に配慮した健康

診査や検診、ＰＣＲ検査体制の整備、医療提供体制の充実など、様々な支援策を進めてきまし

た。 

●保健センターには新型コロナウイルス感染症対策衛生用品を保管する環境がなく、市庁舎や他の

公共機関、市外の倉庫を暫定的に利用しました。感染症対策衛生用品の備蓄環境やワクチン接種

を実施する環境が不十分でした。 

●急激な新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴う保健所の体制逼迫により、令和３（2021）年２

月に市から多摩府中保健所へ応援職員を派遣しましたが、自治体や住民からの問い合わせ等への

対応や感染者情報等の整理分析が困難な状況でした。そのため、保健所では、人員確保等の所内

体制の強化、本庁（東京都）との役割分担、業務のＤＸ推進等により、市区町村や医療関係機関

等との連携強化や情報共有に努めてきました。 

●令和４（2022）年度に設置された「感染症対応を踏まえた都保健所のあり方検討会」にて実施さ

れた市町村アンケートの結果では、「市町村からの問い合わせ・相談等への対応」「保健所と市町

村間の情報共有」等で課題があったことが示されました。 

●改正感染症法の令和６（2024）年４月１日施行に向けて、厚生労働省は令和５（2023）年５月 26

日「感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針」の改正告示等により、保健所の体

制整備の数値目標について、「流行開始から１カ月間において想定される業務量に対応できる人

員確保」等を示しました。 

●令和５（2023）年５月８日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが２類相当

から５類へと移行したことに伴い、感染症拡大前の日常への回復が期待されています。しかし、

５類へ移行した後においても、流行を繰り返すウイルス自体がなくなったわけではなく、新しい

生活様式における感染症予防対策が求められる中で、こころの健康づくり、身体活動や運動に関

する事業、デジタル技術を活用した取組みの実施がこれまで以上に求められています。 

●市民が健康で安心して暮らし続けられるよう、今後も発生し得る感染症に対して、今回の経験を

活かした備えが必要となっています。 

●新たな感染症等については、感染状況やワクチン開発・流通状況等の情勢により、接種体制を大

きく変動させる必要があります。これらに迅速かつ的確に対応するため、接種会場や事務スペー

ス、人員（医療従事者、事務職員など）の確保、予約システムの調達、コールセンターの設置等

が必要です。また、接種方針が急遽変更する事態が繰り返されたことから、正しい情報をより分

かりやすく、効果的に伝える広報のあり方の検討が必要です。 

 

現状と課題 
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●アンケート調査の結果から、感染対策を行っている人の割合は、新型コロナウイルス感染症の影

響により若干増えています。 

【図表 47 社会的影響の大きい感染症について、気をつけていること】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    出典：武蔵野市市民の健康づくりに関するアンケート調査報告書（令和４（2022）年度） 

 

●熱中症対策として、外出時に一時的に涼を取る「むさしのいっとき避暑地」を市関連施設約 50

か所に設置しています。また、市報やホームページ等で、熱中症予防の呼びかけを実施していま

す。 

●子どもの定期接種の接種率は概ね高いですが、学齢期の定期接種について、接種率が低い傾向に

あります。また、麻しん・風しん予防接種の接種率が国の目標の 95％を下回る年があります。 
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新たな感染症等に備えた健康危機対策の推進 

●新型コロナウイルス感染症の経験を踏まえながら、市民の生命・健康を脅かす健康被害の発生

を防止し、被害を拡大させないよう引き続き市民に対し適時適切な情報発信に取り組みます。 

拡健康危機発生時に備え、平時から訓練等により医療関係機関等との連携体制の強化に努め、

危機発生時の行動計画・ＢＣＰ等について、適宜見直し更新します。 

新現在計画されている保健センター増築及び複合施設整備において、感染症対策衛生用品の備

蓄環境やワクチン接種を実施する環境整備を進めます。また、新型コロナウイルス感染症の発

生時に医療機関等へ支援した実績を踏まえた感染症対策衛生用品の備蓄計画を作成します。 

●新たな感染症等が発生した際に迅速かつ的確にワクチン接種体制を構築するため、平時から

市医師会等関係機関との十分な連携・情報共有を行います。 

●新型コロナウイルスワクチン接種の経験を踏まえ、急遽変動する情勢において、正しい情報を

より分かりやすく伝える効果的な広報のあり方や手法を検討します。 

●今後の広域的な健康危機対策の強化として、現在の東京都多摩府中保健所武蔵野三鷹地域セ

ンターを感染症対策の機能を有する支所として拡充することを引き続き東京都に要望してい

きます。 

 

様々な健康被害の発生予防及び対応に関する情報提供 

●熱中症への対策として、市報やホームページ等で、時期に適した熱中症予防の呼びかけを実施

するとともに、外出時に一時的に涼を取ることができる「むさしのいっとき避暑地」の設置及

び普及啓発を実施します。 

●アレルギー、食中毒、薬物乱用、放射線への対策に関する情報提供を行います。 

 

予防接種による疾病予防の推進 

●市医師会等の関係団体との連携の下に、適正かつ効率的な法定予防接種の実施、健康被害の救

済及び住民への情報提供等を行います。 

●任意接種の公費負担については、メリット、デメリットを勘案したうえで実施を検討します。 

 

今後の方向性 

新は「新規」の事業、拡は「拡充」する事業を表します。 
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基本施策４ 妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援の推進 
 

（１）妊娠期からの母子保健（ゆりかごむさしの）事業の推進 

 

 

●母子保健集計報告書（妊娠届出書）の結果から、妊娠中に就労している割合は 77.0％であり、

平成 28（2016）年の 67.0％よりも就労する母親が増加しています。 

●母子保健集計報告書（妊娠届出書）の結果から、妊娠を知った時の気持ちは、「うれしかった」

「予想外で驚いたがうれしかった」を足した割合は 93.8％であり、平成 28（2016）年よりも

妊娠を喜ぶ人が増加していると考えられます。しかし、「予想外で驚き戸惑った」「困った」を

足した割合は 4.3％であり、予期せぬ妊娠等による妊婦等への支援が必要です。 

●妊婦の困りごとや不安なことは、「出産」「育児」「体調」が平成 28（2016）年から大きく増加

しています（妊娠届出書）。妊娠中の不安内容としては「出産自体に関しての不安」が 58.1％、

「産後の育児に関する不安」が 47.7％となっています（こんにちは赤ちゃん訪問アンケート）。 

●母子保健集計報告書（ゆりかごむさしの面接アンケート）によると、妊娠中から産後４か月ご

ろにやりたいこととして、出産経験のない人からは「両親・母親学級」、出産経験のある人か

らは「産後ケア」のニーズが高くなっています。 

●妊産婦のこころとからだの負担軽減と新生児の健やかな発育のために、助産師又は保健師が、

妊産婦訪問・こんにちは赤ちゃん訪問を実施しています。こんにちは赤ちゃん訪問時には、

「エジンバラ産後うつ病質問票（ＥＰＤＳ）」を実施し、産後うつの予防・早期発見・重症化

予防に努め、「赤ちゃんへの気持ち質問票」や「育児支援チェックリスト」を使って産婦の気

持ちや状況を丁寧にみています。産後早期の不安を軽減するために今後さらなる支援が必要

です。 

●母子保健集計報告書（乳幼児健診票）では、日常の育児の相談相手については、「夫婦で相談」

が 57.0％で最も多く、次いで「祖父母」が 24.2％となっています。また、父親の育児参加頻

度が多いほど「ゆったりとした気分で過ごせる」・「心身の調子が良好である」母親が多く、「育

てにくさを感じる」割合が低くなっています。 

【図表 48 父親の育児参加と母親の気持ち】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      出典：武蔵野市 妊娠届出書、乳幼児健診票等 集計報告書（令和４（2022）年度） 
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【図表 49 武蔵野市における出産時の母親の年齢】 

 

 

 

 
 
 
 
 

出典：東京都人口動態統計 

 

 

 

妊娠期からの切れ目ない支援の拡充 

●全ての子どもが心身ともに健やかに成長することを支援します。 

●妊娠・出産・子育てする人が、安心して地域で生活できるよう支援します。既に実施している

各乳幼児健康診査や育児学級等を活用するなど、適切な情報を適切な時期に提供し、子育ての

見通しを伝えていきます。第二子以降の子どものいる家庭向けの講座等を実施し、第一子でも

第二子以降でも子育てに対する不安の軽減を目指します。 

●こんにちは赤ちゃん訪問、乳幼児健康診査などの機会を通して、それぞれの家庭の状況を把握

し、寄り添う支援を充実させます。 

 

＜妊娠期の支援の充実＞ 

●母子健康手帳交付時に全ての妊婦と面接することを目指して、ゆりかごむさしの面接を実施

し、妊娠期から子育て期までの相談先として、地域の専門職の役割を積極的に周知します。ま

た、必要に応じて子育て支援に関する事業につないでいきます。 

拡全ての妊婦・子育て家庭が安心して妊娠・出産・子育てができるよう、妊娠期から出産・子育

てまで一貫して身近で相談に応じ、必要な支援につなぐ伴走型の相談支援を充実させ、経済的

支援を一体的に実施していきます。 

●父親の積極的な育児参加を促すために、妊娠期から父親が育児意識をもてるような情報提供

や、専門職等が妊娠期間中に必要なことを直接話すことができる事業の充実を図ります。 

 

＜産後の支援の充実＞ 

新産後の初期段階における支援を強化するために、出産後間もない時期の産婦に対する健康診

査（母子の身体的機能の回復や授乳状況及び精神状態の把握）の費用助成を検討します。 

拡産後の母子に対して、心身のケアや育児サポート等きめ細かい支援を実施するため、産後ケ

ア事業を充実させます。 

●産後早期に家庭の状況を把握し、こんにちは赤ちゃん訪問を実施することで、産後うつの予防

や早期発見に取り組みます。さらに支援の必要な家庭には、専門職による個別訪問等を実施す

るなど、継続して支援できる体制を強化します。 

●こんにちは赤ちゃん訪問や産後ケア事業利用登録のＷＥＢ申請など、デジタル技術の活用を

引き続き推進します。 

今後の方向性 
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新は「新規」の事業、拡は「拡充」する事業を表します。 
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個別支援の充実 

新予期せぬ妊娠等により不安を抱える妊婦への支援について、妊娠相談窓口の周知を行うとと

もに、病院と市とがより一層連携をとり、早期の個別支援を進めます。また、予期せぬ妊娠に

ならないよう様々な機会を通じて周知・啓発を行っていきます。 

●妊娠期から、事業担当や地区担当の保健師等専門職が関わり、妊婦やその家族の状況を把握

し、支援プランを作成するなど、個々にあわせた支援を充実させます。 

●妊娠期からの家庭訪問や電話連絡等を充実させ、市民が安心して相談できるよう努めていき

ます。 

 

子どもに育てにくさを感じる親への支援の拡充 

●従来の個別支援とあわせて、こうのとり学級、乳幼児健康診査、離乳食教室など集団を対象に

実施する事業では、そのスケールメリットを活かして子どもの発達の見通しを伝えるなど、集

団への働きかけを拡充します。また、一方通行の講義だけではなく、親同士が地域で子育ての

不安や悩みを語り合い解決する力をつけられるよう、子育ての仲間づくりを促すような事業

を展開します。 

●生活する身近な地域での見守りも重要です。子育て支援施設においても、育児不安等について

の個別相談や同じような悩みを抱えている親同士の座談会を実施しているため、利用につい

て周知を行います。 

 

虐待予防への対応強化 

●母子保健法に母子保健施策が児童虐待の発生予防・早期発見に資するものであることに留意しな

ければならないと明記されたことからも、母子健康手帳交付時から、支援が必要な人が適切な支

援を受けられるよう、関係機関との連携を強化します。 

●産後うつの予防・早期発見・重症化予防に努め、産後早期の不安を軽減するための取組みを進

めます。 

●子どもに愛着を持って子育てできるよう、不安を取り除き、子どもとの関わり方や子どもの発

達の見通しを丁寧に伝える支援をします。 

●妊娠期から全ての妊婦に丁寧に寄り添い、乳幼児健康診査や専門職による個別支援などから

状況を把握し、医療機関などの関係機関と連携しながら虐待予防を強化します。 

●乳幼児健康診査未受診者等への受診勧奨を継続するとともに、受診期間が過ぎた対象者に対

しては必ず子どもの状況を確認し、必要に応じて家庭訪問や別の相談事業につなげる等、全て

の子どもについて状況把握を引き続き行っていきます。 

 

関係機関との連携強化 

●出産・子育てを安心して迎えられるよう、産科・小児科医療機関との連携強化を図ります。 

●子育て関係部署や子育て支援施設等との連携会議の中で、妊婦や子どものいる家庭が地域で

利用しやすい場所やサービスを共有し、子育てに関係する各事業を通して市民へ周知します。 

●母子保健事業従事者間の意見交換会を定期的に実施し、事業内容の改善と充実を図ります。  
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  最近のママ、パパたちは 

・核家族世帯が多い 

・出産年齢の高齢化 

・新型コロナウイルス感染症の影響 

等により、親族のサポートも十分ないまま手探りの育児が始まります。 

 

 マタニティブルー、産後うつ等でメンタルの変調をきたす方もいることから、心のサポートや

出産後の体を休めることはとても大切です。 

 

 産後ケア事業には、宿泊型、日帰り型、訪問型があり、産後１年未満のママと赤ちゃんが利用

でき、助産師に育児や授乳の相談をしたり、休息をとることができます。 

 

～利用した方からは、大変満足した声をいただいています～ 

 

 

 

 

 

 

 心配ごとや不安なことも多い子育てのスタート時期を、 

 産後ケア事業を通じてサポートしていきます 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラム 
「産後ケア事業」で 

安心した子育てのスタートを！ 

安心してゆっくり休むこと

ができました！ 

自宅に助産師さんが来て、もく浴

の方法を教えてもらった！ 

宿泊型 
（１泊２日～） 

医療機関等に宿泊して実施 
 
・授乳相談 
・育児相談 
・乳房ケア 
・食事の提供 
・産後の休息 

日帰り型 
（５～８時間/回） 

医療機関や助産院で日帰りで
実施 
 
・授乳・育児相談 
・乳房ケア 
・食事の提供 
・産後の休息 
・施設により入浴やベビーマッサ
ージ等 

訪問型 
（９０分/回 多胎１２０分） 

武蔵野市でも妊娠された方のうち 

90％以上が核家族です 
 

 
母乳が足りているか心配だったけれど、 

赤ちゃんの体重を測ってもらったり、授

乳の方法についてアドバイスをもらっ

たりして安心できました！ 

 

ご自宅に助産師が訪問して実施 
 
・授乳・育児相談 
・乳房ケア 
・もく浴指導 
・家族への育児指導 
・離乳食・卒乳の相談 
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（２）子どもの成長を見守る連携の推進 

 

 

●武蔵野市子育て世代包括支援センターは、健康課母子保健係、子ども家庭支援センター、０１

２３吉祥寺、０１２３はらっぱ、桜堤児童館の５か所と位置付け、令和３（2021）年度から連

携型として設置しています。また、子育て世代包括支援センター、教育支援センター、児童発

達支援センター（３センター）の連携を進めてきました。 

●令和６（2024）年４月以降に、主に妊産婦や乳幼児の保護者からの相談を受ける「子育て世代

包括支援センター」と、全ての子どもとその家庭及び妊産婦等を対象とし、必要な支援を実施

する「子ども家庭総合支援拠点」を一体化した「こども家庭センター」の設置を求められてい

ます。 

●母子保健集計報告書（乳幼児健診票）では、「日常の育児の相談相手が誰もいない」では、地

域の子育てサークルや支援機関の認知度が低くなっています（認知度「いいえ（知らない）」

は全体で 12.4％ですが、「相談相手が誰もいない」では 37.5％となっています）。 

●医療的ケア児の健やかな成長を図るため、家族からの相談支援や各ライフステージにつなぐ

役割などを担う医療的ケア児コーディネーターを令和５（2023）年度に配置しました。 

 

 

 

 

子どもに関係する様々な機関との連携強化 

●全ての子どもとその家族が、適切な支援に結びつき、地域で安心して暮らし続けられるよう、

一人ひとりの状況を的確に把握します。また、医療機関、療育機関、子育て支援施設等の専門

性や強みを活かし、役割分担をして連携を強化します。 

●妊娠期から子育て期における助産師の役割は重要です。今後も地域の助産師と連携しながら、

子育ての不安や負担の軽減を図ります。 

●医療的ケア児への支援については、関係機関と連携しながら、相談支援体制を充実させてい

きます。 

 

子育て世帯に対する包括的な支援のための体制強化 

新児童福祉法の改正を受け、子育て世代包括支援センター（母子保健）と子ども家庭総合支援拠

点（児童福祉）の組織を見直し、全ての妊産婦、子育て世帯、子どもへ一体的に相談支援を行

う「こども家庭センター」を設置し、相談支援等の取組みに加え、サポートプランの作成や、

地域資源の開拓を担うなどさらなる支援の充実を図ります。 

新児童発達支援センター、教育支援センターとの連携を進めるとともに、今後、保健センター増

築及び複合施設整備により、児童福祉、母子保健、療育、教育等に係る相談支援機能を設置し、

多機関の連携による包括的な相談支援体制を構築します。

現状と課題 

今後の方向性 
新は「新規」の事業、拡は「拡充」する事業を表します。 
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第６章 目標値の設定 
基本施策１ 予防を重視した健康診査等の推進 

項目 
現状値 

（令和４（2022）年度） 

目標値 
（令和 11（2029）年度） 

備考 

３～４か月児 

健康診査受診率 

 
97.8％ 

 
98％ 

【参考】 

健やか親子 21（第２次）  

目標値 未受診率２％ 

１歳６か月児 

健康診査受診率 

 
91.6％ 97％ 

【参考】 

健やか親子 21（第２次）  

目標値 未受診率 ３％ 

１歳６か月児 

保育相談相談率 

 
99.0％ 97％以上維持 

【参考】 

健やか親子 21（第２次）  

目標値 未受診率 ３％ 

３歳児 

健康診査受診率 

 
101.7％ 95％以上維持 

【参考】 

健やか親子 21（第２次） 

目標値 未受診率 ５％ 

特定健康診査 

受診率 
47.3％ 51.5％ 

【参考】 

武蔵野市第４期特定健康診査等実施計

画目標値 51.5％ 

後期高齢者 

健康診査受診率 
51.9％ 60％ 

【参考】 

令和５年度東京都後期高齢者医療広域

連合健康診査・歯科健康診査推進計画

目標値 56％を参考に設定 

特定保健指導 

実施率 
14.3％ 21.0％ 

【参考】 

武蔵野市第４期特定健康診査等実施計

画目標値 21.0％ 

 

項目 指標 
現状値 

（令和４（2022）年度） 
目標値 

（令和 11（2029）年度） 
備考 

男性 女性 

血圧 

収縮期血圧

130mmHg 以上の

人の割合 

45.0％ 37.2％ 減らす 

【参考】 

健康日本 21（第三次） 

目標 高血圧の改善（収縮期血圧の平

均値の低下） 

コレス

テロー

ル 

ＬＤＬコレス

テロール

160mg/dL 以上

の人の割合 

10.5％ 15.0％ 減らす 

【参考】 

健康日本 21（第三次） 

目 標  Ｌ Ｄ Ｌ コ レ ス テ ロ ー ル

160mg/dL 以上の者の割合の減少 

血糖 

HbA１c が NGSP

値 8.0％以上の

人の割合 

1.6％ 0.5％ 減らす 

【参考】 

健康日本 21（第三次） 

目標 HbA1c が NGSP 値 8.0％以上の

人の割合の者の割合の減少 

肥満 

(30 歳～74 歳) 

ＢＭＩが 25 以

上の人の割合 

29.9％ 14.9％ 減らす 

【参考】 

健康日本 21（第三次） 

目標 適正体重を維持している者の

増加（肥満、若年女性のやせ、低栄養

傾向の高齢者の減少） 

低栄養 

(75 歳以上) 

ＢＭＩが 20 以

下の人の割合 

15.9％ 31.4％ 減らす 

【参考】 

健康日本 21（第三次） 

目標 低栄養傾向（ＢＭＩ20以下）の

高齢者の割合の減少 
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項目 指標 
現状値 

（令和４（2022）年度） 
目標値 

（令和 11（2029）年度） 
備考 

男性 女性 

メタボ

リック

シンド

ローム 

メタボ該当者

の割合 
28.3％ 8.0％ 減らす 

【参考】 

健康日本 21（第三次） 

目標 メタボリックシンドローム該

当者の減少 

メタボ予備群

の割合 
19.3％ 5.7％ 減らす 

【参考】 

健康日本 21（第三次） 

目標 メタボリックシンドローム予

備群の減少 

 

項目 
現状値※１ 

（令和４（2022）年度） 

目標値 
（令和 11（2029）年度） 

備考 

検
診
受
診
率 

胃がん 
50歳
以上 

7.9％ 12％ 

東京都全体の値(令和３(2021)

年度 11.4％)を目安に設定 

【参考】 

第４期がん対策推進基本計画 

目標値 60％ 

肺がん 
40歳

以上 
2.8％ 12％  

東京都全体の値(令和３(2021)

年度 12.5％)を目安に設定 

【参考】 

第４期がん対策推進基本計画 

目標値 60％ 

大腸 

がん 

40歳

以上 
35.8％ 43％ 

現状値の２割増を目安に設定 

【参考】 

第４期がん対策推進基本計画 

目標値 60％ 

乳がん 
40歳

以上 
26.2％ 32％ 

現状値の２割増を目安に設定 

【参考】 

第４期がん対策推進基本計画 

目標値 60％ 

子宮 

がん 

20歳

以上 
37.8％ 46％ 

現状値の２割増を目安に設定 

【参考】 

第４期がん対策推進基本計画 

目標値 60％ 

・がん検診受診率の算定には、対象人口率を用いているため、職域等で受診機会がある人等を対象者から除いている。 

※１ がん検診受診率は、東京都に報告する値とする。 

 

 

項目 
現状値※２ 

（令和３（2021）年度） 

目標値 
（令和 11（2029）年度） 

備考 

精
密
検
査
受
診
率 

胃がん 

エックス線検査
61.1％ 

内視鏡検査 
95.8％ 

95％以上を維持 
【参考】 

第４期がん対策推進基本計画 

目標値 90％ 

肺がん 86.0％ 90％ 
【参考】 

第４期がん対策推進基本計画 

目標値 90％ 

大腸がん 33.8％ 40％ 

現状値の２割増を目安に設定 

【参考】 

第４期がん対策推進基本計画 

目標値 90％ 



 

77 

・東京都がん検診精度管理評価事業の数値を記載。 

※２ 精密検査受診率の把握には、追跡調査期間が必要であるため、直近で把握している令和３（2021）年度の数値を記載 

項目 
現状値※２ 

（令和３（2021）年度） 

目標値 
（令和 11（2029）年度） 

備考 

精
密
検
査
受
診
率 

乳がん 71.5％ 90％ 
【参考】 

第４期がん対策推進基本計画 

目標値 90％ 

子宮がん 77.2％ 90％ 
【参考】 

第４期がん対策推進基本計画 

目標値 90％ 

 

 

 

 

基本施策２ 市民の主体的な健康づくりと生活習慣改善の支援 

項目 
現状値 

（令和４（2022）年度） 

目標値 
（令和 11（2029）年度） 

備考 

◆健康な食生活の推進◆ 

食生活・栄養に配慮してい

る人の割合 
62.3％ 70％ 

現状値の１割増を目安に設

定 

【参考】 

第４次食育推進基本計画  

目標値 

生活習慣病の予防や改善の

ために、ふだんから適正体

重の維持や減塩等に気をつ

けた食生活を実践する国民

の割合 75％以上 

朝食を毎日食べている人の

割合 
76.2％ 85％以上 

【参考】 

第４次食育推進基本計画 

目標値 朝食を欠食する若

い世代の割合 15％以下 

◆身体活動や運動を習慣づけるための支援◆ 

運動習慣のある人の割合 50.5％ 60％以上 

現状値の１割増を目安に設

定 

【参考】 

健康日本 21（第三次） 

目標値 

運動習慣者の割合の増加 
20～64 歳 
男性 30％ 女性 30％ 
65 歳以上 
男性 50％ 女性 50％ 

◆歯と口腔等の健康維持に向けた取組み◆ 

定期的に歯科の健康診査を

受けている人の割合 
63.2％ 70％以上 

現状値の１割増を目安に設

定 

【参考】 

東京都歯科保健目標「いい

歯東京」目標値 

かかりつけ歯科医で定期健

診又は予防処置をしている

者の割合 70％以上 

むし歯のある１歳６か月児

の割合 
0.2％ 減らす  
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項目 
現状値 

（令和４（2022）年度） 

目標値 
（令和 11（2029）年度） 

備考 

むし歯のある３歳児の割合 3.8％ 5％以下 

【参考】 

成育医療等基本方針に基づ

く評価指標 

むし歯のない３歳児の割合 

令和 14 年度の目標値 95％ 

妊婦歯科健康診査受診率 44.4％ 50％以上 
現状値の１割増を目安に設

定 

歯周病 

歯周炎を有する人

の割合 40 歳以

上 

39.5％ 40％以下 

【参考】 

健康日本 21（第三次） 

目標値 

40 歳以上における歯周炎を

有する者の割合の減少 40％ 

歯科健康診査受診率 7.9％ 10％ 現在の受診率を参考に設定 

◆たばこによる健康への影響の周知と対策◆ 

現在たばこを吸っている

人の割合 
10.0％ 12％以下 

【参考】 

健康日本 21（第三次） 

目標値 20 歳以上の喫煙率

の減少 12％ 

妊娠中に喫煙をする人の

割合 
0.2％ 0％ 

【参考】 

健康日本 21（第三次） 

目標値 妊娠中の喫煙をな

くす 0％ 

◆アルコールによる健康への影響の周知と対策◆ 

生活習慣病のリスクを高

める量※を飲酒している

人の割合 

【参考】38.5％ 

「１日当たりの適量

（純アルコール 20g）

を意識しており適量が

ほぼ守られている」を

除いた割合  

10％ 

※生活習慣病のリスクを高

める量：1 日当たりの純アル

コール接種量が男性 40g 以

上、女性 20g 以上 

【参考】 

健康日本 21（第三次） 

目標値 10％ 

妊娠中に飲酒する人の割

合 
0.5％ 0％  

◆休養・こころの健康づくりの推進◆ 

常に又は時々ストレスを

感じている人の割合 
66.7％ 60％以下 

現状値の１割減を目安に設

定 

睡眠で休養がとれている人

の割合 
66.8％ 80％ 

【参考】 

健康日本 21（第三次） 

目標値 

睡眠で休養がとれている者

の割合 80％ 
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基本施策３ 市民の生命と健康を守る環境づくりと連携の強化 

項目 
現状値 

（令和４（2022）年度） 

目標値 
（令和 11（2029）年度） 

備考 

吉祥寺地区の救急病院
病床の維持 

201床（休止中を含む） 
（森本病院の 74 床は休止中。令和６年３

月 31 日閉院予定。） 

維持する 

【参考】 

病床機能報告 

東京都における医療機

能ごとの病床の状況 

かかりつけ（医・歯科・
薬局）をもつ人の割合 

かかりつけ医  60.8％ 
かかりつけ歯科 70.2％ 
かかりつけ薬局 37.8％ 

増やす 

【参考】 

アンケート調査 

かかりつけ医師・歯科

医師・薬剤師の有無 

新型インフルエンザ等
対策 

新型コロナウイルス感染症
のため訓練などは中止 

充実する 

【参考】 

北多摩南部地域保健医

療推進プラン 

重点プラン 指標 

 

基本施策４ 妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援の推進 
３～４か月児健康診査…①、１歳６か月児健康診査…②、３歳児健康診査…③ 

項目 
現状値 

（令和４（2022）年度） 

目標値 
（令和 11（2029）年度） 

備考 

妊婦との面接率 98.0％ 100％ 
全ての妊婦のうち、専門職と面接

ができた人の割合 

こんにちは赤ちゃん訪問実施
率 95.7％ 100％  

産後 30 日以内に状況が把握
できた家庭の割合 98.8％ 100％  

（子が歯を磨いたあと）保護
者が毎日仕上げ磨きしている
割合 

② 67.9％ 
【参考】保護者だけが  

 磨く割合 27.9％ 

80％ 

【参考】 

成育医療等基本方針に基づく評

価指標 

健やか親子 21（第２次） 

目標値 80％ 

転落・やけど・誤飲などの事故
があった割合 ① 5.0％ 減らす  

育てにくさを感じる人のう
ち、その解決策を知っている
人の割合 

① 82.3％ 
② 86.3％ 
③ 90.5％ 

90％ 

【参考】 

成育医療等基本方針に基づく評

価指標 

目標値 90％ 

ゆったりとした気分で子ども
と過ごせる時間がある母親の
割合 

① 90.8％ 
② 84.9％ 
③ 78.2％ 

① 92％ 
② 85％ 
③ 75％以上維持 

【参考】 

成育医療等基本方針に基づく評

価指標 

目標値 ①92％、②85％、③

75％ 

この地域での子育てを希望す
る人の割合 

① 97.3％ 
② 97.6％ 
③ 96.5％ 

95％以上維持 
【参考】 

成育医療等基本方針に基づく評

価指標目標値 95％ 

乳幼児健康診査未受診者の状
況把握率 

100％ 100％  

産後ケア事業の実利用者数 

宿泊型  58人 
日帰り型 31人 
訪問型  72人 

増やす 

【参考】 

成育医療等基本方針に基づく評

価指標 

産後ケア事業の利用率 

目標値 増加 
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第７章 計画の推進に向けて 

（１）計画の推進のために 

①わかりやすい情報提供 

市民の健康づくりの意識を高め、健康づくりへの取組みを活発にしていくために、市民が健康

づくりに関する情報を手軽に得ることができるよう、様々なメディアを活用した情報提供を進め

ていきます。 

 

②市民・関係機関と連携した取組みの推進 

行政機関をはじめ、市民、医療関係者、企業（職域）、健康関連団体等、健康に関わる多くの関

係者が、それぞれの特性を活かしつつ、かつ連携し、個々の市民の健康づくりを支援する環境を整

備するための取組みを推進します。 

 

（２）計画の点検と評価 

本計画においては、施策の推進と同時に数値目標と各施策の項目の「評価」を実施します。評価に

あたっては、「目標がどの程度達成されたか」という結果だけでなく、「そのためにどのようなことに

取り組んだのか」という過程を重視します。 

関連する個別計画の施策の項目の見直しとあわせて、「武蔵野市健康福祉施策推進審議会」に施策

の成果の報告を行うことなどにより、施策の点検・評価を実施します。 

①令和９（2027）年度を目途に中間評価 

本計画は、基本施策に連なる施策の方向性ごとに展開する事業を設定しています。これらの事

業の進捗状況や指標の達成状況を踏まえ、本計画の中間年度である令和９（2027）年度を目途に、

中間評価を実施します。 

指標には、健康診査や検診のデータのように実績データにより明らかとなるものだけでなく、

これまで実施したアンケート調査などをもとに設定している指標があります。 

そこで、中間評価の際には、市民の意識や事業取組み状況等に関する現状の把握に努めます。 

 

②継続的なデータの蓄積と事業の見直し 

本計画を評価するにあたっては、数値的な評価のみならず、定期に「目標達成をめざして何を行

ったのか」及び「事業の進捗状況はどうか」を把握し、それを評価することが必要です。このよう

な視点から、必要に応じて事業に対する取組みの見直しを検討します。 
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武蔵野市 食育推進計画 

＜令和６（2024）年度～令和 11（2029）年度＞ 
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第１章 食育推進計画の策定にあたって 
（１）計画策定の趣旨・背景 

近年、食生活が多様化し、豊かになった一方で、食生活の乱れや栄養の偏りに起因するやせや肥

満、生活習慣病の増加、朝食欠食率の増加、高齢者の低栄養、児童の欠食や個食など、食を取り巻く

様々な問題が生じています。 

国は、平成 17（2005）年に「食育基本法」を施行し、令和３（2021）年３月には「第４次食育推

進基本計画」を策定しました。 

「第４次食育推進基本計画」では、計画期間中に特に取り組むべき重点事項として「生涯を通じた

心身の健康を支える食育の推進」、「持続可能な食を支える食育の推進」、「「新たな日常」やデジタル

化に対応した食育の推進」を定め、これらをＳＤＧｓの観点から相互に連携して総合的に推進する

こととしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、東京都においても令和３（2021）年に「東京都食育推進計画」が改定されました。「健康長

寿を実現するライフスタイルに応じた食育の推進」、「「生産」から「流通」「消費」まで体験を通じた

食育の推進」、「ＳＤＧｓの達成に貢献する食育の推進」を３つの方向性として食育を推進していま

す。 

武蔵野市では、武蔵野市食育推進計画（平成 30（2018）～令和５（2023）年度）において、「ライ

フステージの特性に応じた食育の推進」、「地域と連携した食育の推進」、「市民が地域の中で継続し

て食育を実践するための情報発信と環境づくり」を基本施策として位置付け、食育を推進してきま

した。この間に行ったアンケート調査や各種健康診査の結果から、市民の食をめぐる状況を把握・分

析し、市特有の課題を明確にして体系的に整理しました。また、それにあわせて市の食育事業も整理

しました。これに基づいて「武蔵野市食育推進計画」を改定し、今後６年間の施策を推進していくこ

ととします。 

 

  

【食育の総合的な促進に関する事項】 

（１）家庭における食育の推進 

（２）学校、保育所等における食育の推進 

（３）地域における食育の推進 

（４）食育推進運動の展開 

（５）生産者と消費者との交流促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等 

（６）食文化の継承のための活動への支援等 

（７）食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び国際交流の推進 
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（２）計画の位置づけ 

本計画は、食育基本法第 18条に規定される市町村食育推進計画として位置づけるものです。市の

上位計画等との関係については、図表１のとおりです。 

 

 

【図表１ 武蔵野市第４期健康福祉総合計画・個別計画の位置づけ】 

  

長期計画・調整計画

高齢者福祉計画

介護保険事業計画
他
分
野
の
各
計
画

健康福祉総合計画

地域福祉活動計画（社会福祉法人武蔵野市民社会福祉協議会）

健康推進計画

食育推進計画

自殺総合対策計画
障害者計画

障害福祉計画

障害児福祉計画

地域福祉計画

成年後見制度利用促進基本計画

再犯防止推進計画

国民健康保険データヘルス計画

特定健康診査等実施計画
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食
育

 

【図表２ 食育と市個別計画との関係】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 食育は幅広い分野に関係しています。食の知識を身に付けるだけでなく、「食を通して学

ぶ、感じる、楽しむ」ことを広い意味での食育ととらえ、「生涯をかけて、自らの食を豊か

に育む」ための様々な事業を行います。 

  

循環型社会の構築 

食品ロスの削減 

 ・エコクッキング 

 ・廃棄物資源化優良企業表彰 

地球温暖化対策の推進、 

むさしのエコ reゾートを 

拠点とした環境啓発 

望ましい食習慣の獲得 

保育所を通じた食育 

都市農業振興 

農地の保全 

地産地消の推進 

・摂食嚥下支援 

・在宅生活支援 

・食事サービス 

・高齢者食事学事業 

健康寿命の延伸 

生活習慣病予防 

疾病予防 

・生活困窮者対策 
・ボランティアの活用 

生活習慣病予防 

食育の全体計画及び年間指導計画作成 

食育リーダー研修会 

学校給食を通じた食育 

様々な市の個別計画の中で、 
食育に関係する事業が実施されています。 

産業振興計画 

農業振興基本 

計画 
 

国民健康保険 

データヘルス 

計画 

 

障害者計画・ 

障害福祉計画 

・障害児福祉 

計画 高齢者福祉 

計画・介護 

保険事業計画 

子どもプラン 

武蔵野 

地域福祉計画 

一般廃棄物 

処理基本計画 

健康推進計画 

学校教育計画 

環境基本計画 
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（３）計画の期間 

本計画は、令和６（2024）年度から令和 11（2029）年度までの６年を計画期間とします。令和９

（2027）年度を目途に中間評価を行い、社会情勢の変化等も考慮しながら、必要に応じて取組みの見

直しを検討します。 

なお、介護保険事業計画と障害福祉計画・障害児福祉計画については、３年で見直しをすることが

法令で規定されているため、令和８（2026）年度に改定を行います。その際、関連する計画で見直し

が必要になった場合は、あわせて見直しを行います。 

【図表３ 計画の期間】 

令和３ 
(2021) 
年度 

令和４ 
(2022) 
年度 

令和５ 
(2023) 
年度 

令和６ 
(2024) 
年度 

令和７ 
(2025) 
年度 

令和８ 
(2026) 
年度 

令和９ 
(2027) 
年度 

令和 10 
(2028) 
年度 

令和 11 
(2029) 
年度 

         

第六期長期計画 
（令和２～11 年度） 

         

 
第六期長期計画・調整計画 

（令和６～10年度） 
 

         

 
第七期長期計画 

（令和 10～19 年度） 

         

第３期健康福祉総合計画 
第５期地域福祉計画 

第４期健康福祉総合計画 
第６期地域福祉計画 

第２期成年後見制度利用促進基本計画 
再犯防止推進計画 

成年後見制度 
利用促進基本計画 

         

高齢者福祉計画 
第８期介護保険事業計画 

高齢者福祉計画 
第９期介護保険事業計画 

高齢者福祉計画 
第 10期介護保険事業計画 

         
障害者計画・ 

第６期障害福祉計画・ 
第２期障害児福祉計画 

障害者計画・ 
第７期障害福祉計画・ 
第３期障害児福祉計画 

障害者計画・ 
第８期障害福祉計画・ 
第４期障害児福祉計画 

         
第４期健康推進計画・ 

食育推進計画 第５期健康推進計画・食育推進計画・自殺総合対策計画 
※令和９年度に中間評価 

自殺総合対策計画 

  ▲ 
一体的に

改定 

  ▲ 
見直し 

  ▲ 
一体的に
改定 

         
国民健康保険データヘルス 

計画・第３期武蔵野市特定 

健康診査等実施計画 

第２期国民健康保険データヘルス計画・ 
第４期特定健康診査等実施計画 

  ▲ 
改定 

  ▲ 
中間評価 

  ▲ 
改定 
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第２章 武蔵野市における食育推進の実績 

（１）前計画期間中の取組み状況 

前計画では、「食」についての市民の意識をより一層高め、家庭・学校・地域が一体となり、市民

の健全な食生活の実践につながるような食育の取組みを進めてきました。 

基本施策１ ライフステージの特性に応じた食育の推進 

（１）妊娠期から子育て期への食育 

事業 内容 取組み状況(平成 30(2018)年度～令和４(2022)年度) 

望ましい食習慣

の形成と口腔機

能発達のための

支援 

・こうのとり学級 

・離乳食教室 

「ごっくん教室」「もぐもぐ教室」「かみかみ

教室」「１歳ごはん教室」（健康課） 

 離乳食講習会（子育て支援施設） 

・保育所のひろば事業における、離乳食や幼

児向けおやつの試食 

・食事講座、食事レシピの掲示 

・乳幼児健康診査・発達相談、妊婦歯科健康

診査 

・乳幼児歯科相談、電話や面接による個別相

談 

・食事相談、食・なんでも相談 

・母子健康手帳交付時には、必要な場合に食事に関す

るリーフレットを配布し、こうのとり学級では妊娠

期に必要な食について話をしています。 

・離乳食教室は初期～完了期まで４教室を実施し、離

乳食の話と口腔ケアの話をしています。 

・乳幼児健康診査では、３～４か月児健康診査におけ

る離乳食集団講話や個別相談、１歳６か月児保育相

談や３歳児健康診査において個別相談を実施してい

ます。１歳６か月児保育相談来所者に対しては、食

事のバランスの整え方に関する独自のチラシを配布

しています。 

・幼児歯科健康診査と同日に実施している「むし歯予

防教室」では、むし歯予防の観点で望ましい食事に

ついて啓発しています。 

・妊婦健康診査の一環で歯科健康診査を実施し、口腔

の健康状態向上に努めています。 

・保育園や０１２３施設などの子育て支援施設でも、

食に関する講演会や相談会を実施しています。 

体験を通して、食

への関心を高め

る食育 

・２歳・３歳児向け親子でおやつ作り 

・野菜収穫体験 

・３歳児向け事業「りんご組」 

・乳幼児・保護者対象の料理教室 

・小学校給食体験講座（３～５歳児の保護

者） 

・親子食育ウォーキング教室、チャレンジキ

ッズ教室、食べ力のびのび教室 

・地域の幼児に向けて、こども園給食の試食（３歳児

向け事業）、小学校給食体験講座（小学校入学前の保

護者に対し、調理場見学や給食試食）など、体験型

の食育事業を様々に実施しています。 

・０１２３施設の２歳・３歳ひろばで平成 30（2018）

年度は簡単なおやつ作りを実施していましたが、コ

ロナ禍で中止しました。 

保育園給食を活

用した食育 

・給食の提供、野菜の皮むき・さやだし 

・食事指導、出前料理、野菜の栽培・収穫 

・食材の話、料理保育、保護者試食会 

・給食献立表・給食だより・給食レシピ配布 

・保育園において、野菜の栽培・収穫や野菜の皮むき

などの体験活動、食事指導、食材の話、出前料理、

料理保育を行っています。 

・献立表・給食だよりに加え、給食レシピも保護者向

けに配布しています。 
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（２）学齢期への食育 

事業 内容 取組み状況(平成 30(2018)年度～令和４(2022)年度) 

学習指導要領に

基づいた、教育課

程に位置付けら

れた食育 

・「食に関する指導の全体計画」に基づいた

食育の実践（食事の重要性・心身の健康・

自ら判断できる能力・感謝の心・社会性の

向上・食文化の理解等） 

・食育推進モデル校の指定 

・食育リーダー研修会 

・地域人材の活用 

・指定食育推進モデル校の取組みを、食育リーダーを

中心として全校に展開して実施しています。 

・家庭科・社会科・学級活動などの単元において、給

食主任・学級担任が武蔵野市給食・食育振興財団の

栄養士と共にティームティーチングで授業を行うな

どしています。 

学校給食の充実

と給食を通した

食育 

・学校給食の提供、栄養指導、調理員のクラ

ス訪問 

・食育授業、調理クラブ指導、バイキング給

食 

・交流給食、調理実習と調理場見学 

・給食時間の校内放送、保護者試食会 

・給食だより・調理場だよりの発行 

・ホームページ・ＳＮＳによる情報発信 

・安全に配慮した食材の選定、食材本来の味を大切に

する手作り調理、食文化を伝える和食献立などを特

色とした学校給食を提供しています。 

・栄養士の栄養指導や調理員のクラス訪問等により、

食に関する知識や作り手側の思いを子どもに伝えて

います。 

・全ての小中学校で週１回程度、産地や生産者、栄養

の話を取り上げたおたよりを発行し、保護者に向け

ての情報発信も実施しています。 

・保護者向け試食会を調理場で実施し、給食への理解

を深めてもらう場としています。 

・教諭と栄養士のティームティーチングによる食育授

業や、中学校の調理クラブで武蔵野市給食・食育振

興財団職員による指導を行っています。 

・武蔵野市給食・食育振興財団では Facebook による情

報発信を週１回程度実施しています。 

地域における食

育 

・遊びのミニ学校「料理教室」、夏休み親子

教室 

・食育出前型教室 チャレンジキッズ教室  

・夏休み期間中にコミュニティセンター等で食事を提

供する機会を設けています。（夏休みコミュニティ食

堂） 

・市民会館では、子ども向け料理教室「子どもワーク

ショップ」や親子向け料理教室「遊びのミニ学校」

を実施しています。 

 

（３）若年層への食育 

事業 内容 取組み状況(平成 30(2018)年度～令和４(2022)年度) 

自ら健康管理す

る力を高めるた

めの支援 

・若年層健康診査結果を活用した情報提供 

・歯科健康診査 

・健康相談・健康なんでも相談、インボディ

測定会 

・血圧科学セミナー、食事♡診断、消費生活

講座 

・消費者スクール、料理講座、食文化講座 

・令和３（2021）年度から若年層保健指導としてメタ

ボリックシンドローム基準該当者にリーフレットと

動画で情報提供を実施しています。 

・全ての年代に向けた相談事業として、予約制の健康

相談、随時行う健康なんでも相談で栄養相談に対応

しています。 

・食事内容を基にした栄養価計算と個別のアドバイス

を行う「食事♡診断」を全ての年代に実施しています。

「知って得するカラダのセミナー」では、体脂肪測

定と栄養講座を実施しています。 

・武蔵野プレイスや市民会館などの生涯学習施設にお

いて、成人に向けた食関係の講座を実施しています。 
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効果的な食情報

の発信 

・「クックパッド 『武蔵野市の公式キッチ

ン』」の活用 

・様々な手段を用いた、イベントや食情報の

発信（ホームページ、ＳＮＳ、むさしのＦ

Ｍ、チラシ等） 

・インターネットの料理レシピサービス「クックパッ

ド」に公式キッチンを開設し、学校給食や健康をテ

ーマにしたレシピを発信しています。レシピ更新の

際には、野菜摂取を呼びかける文言とともにＳＮＳ

で周知しています。 

・食育の特設サイトを開設して市の取組みを発信して

います。 

・むさしの食育フェスタなどの事業では、給食の試食

や各種体験を通して市の食の取組みを発信していま

す。 

・武蔵野健康づくり事業団のメールマガジン等でもレ

シピなどの健康情報を発信しています。 

・令和３（2021）年度までは食育のポスターを作成し

て市内に掲示していました。 

 

（４）壮年期への食育  

事業 内容 取組み状況(平成 30(2018)年度～令和４(2022)年度) 

生活習慣病を予

防し豊かな食生

活を送るための

支援 

・歯科健康診査 

・健康診査結果を活用した栄養教育 

・健康相談・健康なんでも相談（再掲） 

・インボディ測定会（再掲）、血圧科学セミ

ナー（再掲） 

・食事♡診断（再掲）、消費生活講座（再掲） 

・消費者スクール（再掲）、料理講座（再掲）、

食文化講座（再掲） 

・全ての年代に向けた相談事業としての、予約制の健

康相談、随時行う健康なんでも相談で栄養相談に対

応しています。 

・食事内容を基にした栄養価計算と個別のアドバイス

を行う「食事♡診断」、体脂肪測定と栄養講座を行う

「知って得するカラダのセミナー」を実施していま

す。 

・武蔵野プレイスや市民会館などの生涯学習施設にお

いて、成人に向けた食関係の講座を実施しています。 

・健康診査結果を活用した情報提供と保健指導とし

て、令和３（2021）年度から若年層健康診査受診者

のうちメタボリックシンドローム基準該当者にリー

フレットと動画で情報提供を行っています。 

・特定健康診査受診者には結果説明時に医師から健康

情報冊子を配布しています。 

効果的な食情報

の発信 

・「クックパッド 『武蔵野市の公式キッチ

ン』」の活用（再掲） 

・様々な手段を用いた、イベントや食情報の

発信（ホームページ、ＳＮＳ、むさしのＦ

Ｍ、チラシ等）（再掲） 

・インターネットの料理レシピサービス「クックパッ

ド」に公式キッチンを開設し、学校給食や健康をテ

ーマにしたレシピを発信しています。レシピ更新の

際には、野菜摂取を呼びかける文言とともにＳＮＳ

で周知しています。 

・食育の特設サイトを開設して市の取組みを発信して

います。 

・むさしの食育フェスタなどの事業では、給食の試食

や各種体験を通して市の食の取組みを発信していま

す。 

・武蔵野健康づくり事業団のメールマガジン等でもレ

シピなどの健康情報を発信しています。 

・令和３（2021）年度までは食育のポスターを作成し

て市内に掲示していました。 
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（５）高齢期への食育 

事業 内容 取組み状況(平成 30(2018)年度～令和４(2022)年度) 

一人ひとりの身

体状況や生活習

慣にあわせた食

事のとり方に関

する支援 

・健康診査（再掲）、おいしく元気アップ教

室 

・男性のための料理講習会 

・生活習慣病予防料理講習会 

・介護者のための料理講習会 

・地域会食会指導、配食サービス 

・消費生活講座（再掲）、料理講座（再掲） 

・食文化講座（再掲） 

・介護予防事業「おいしく元気アップ教室」を実施し、

健康診査結果をもとに参加勧奨しています。 

・高齢者食事学研究会による各種料理講習会や、会食

の場を利用した栄養教育はコロナ禍で中止していま

すが、研究会が作成した「シニアのためのレシピ」

を発行し健康的なレシピや食情報を発信しているほ

か同会作成のレシピ動画をホームページで発信して

います。 

・テンミリオンハウス・いきいきサロンで、高齢者食

事学研究会による栄養講話を令和４（2022）年度か

ら行っています。 

口腔機能の維持・

向上のための支

援 

・歯つらつ健康教室（再掲） 

・摂食嚥下支援事業 

・在宅高齢者訪問歯科健診 

・高齢者福祉施設訪問歯科健診 

・口腔ケア教室 

・口腔機能の維持・向上のために集団教室や高齢者施

設と連携した事業を実施しています。 

・集団教室として「歯つらつ健康教室」を実施し、健

康診査結果をもとに参加勧奨しています。個別支援

として「摂食嚥下支援事業」や「在宅高齢者訪問歯

科健診」を実施しています。「高齢者福祉施設訪問歯

科健診」、「口腔ケア教室」を施設と連携して実施し

ています。 
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基本施策２ 地域と連携した食育の推進 

（１）食の循環に関する連携 

事業 内容 取組み状況(平成 30(2018)年度～令和４(2022)年度) 

食への関心を高

め、理解と感謝の

気持ちを育むた

めの生産体験の

推進 

・市民農園、農業ふれあい公園での農体験プ

ログラム 

・保育園・子育て支援施設での農業体験 

・セカンドスクール（友好都市）、棚田体験

（友好都市） 

・市内８か所の農地を市民に貸し出しています。 

・農業ふれあい公園で子ども向けや全世代向けに農業

体験教室を実施しています。 

・保育園での野菜の栽培・収穫体験を公立４園で実施

しています。 

・子育て支援施設での農業体験として０１２３はらっ

ぱで平成 30（2018）年度に収穫体験を実施していま

すが、生産縮小のため実施継続が困難な状況です。 

・セカンドスクールで小中学生が友好都市で稲刈り・

そば打ち等を体験しています。 

・友好都市での親子稲作体験事業を実施しています。 

生産者との交流

と地産地消の推

進 

・こうのとりベジタブル事業 

・農産物直売所マップの配布、学校給食での

利用 

・ＪＡ東京むさし新鮮館、農産物直売所 

・アンテナショップ麦わら帽子、農家見学会 

・家族で体験大根づくり 

・市内生産者と協力し、生産者と市民をつなぐ取組み

を行っています。 

・出産した家庭に農産物直売所のチケットを配布する

「こうのとりベジタブル事業」を実施しています。 

・農家の庭先販売やアンテナショップ「麦わら帽子」

を活用して地産地消を推進しています。農産物直売

所マップにまとめて市内各所で配布しています。 

・ＪＡ東京むさし新鮮館では市内産農産物を通年で販

売するほか、イベント等での直売会を実施していま

す。 

・農家見学会を実施しています。 

食品ロス低減と

食品リサイクル

の推進 

・廃食用油の回収、食品ロス低減の啓発 

・３Ｒ環境講座、フードバンク 

・規格外野菜の利用促進 

・Eco パートナー認定事業（食品関連事業者

による食品残渣抑制・生ごみ資源化） 

・廃食用油の回収は、令和２（2020）年度をもって廃

止しました。 

・食品ロス低減の啓発として、むさしの食育フェスタ

にて講座を実施しています。吉祥寺駅でポスター掲

示、レシピカード配布を行っています。主に、クリ

ーンむさしのを推進する会の会員を対象に出前講座

を実施しています。 

・３Ｒ推進事業として、連携協定を締結しているフー

ドシェアリングサービスの周知活動を実施していま

す。また、フードバンク事業者向けにエコ re ゾート

内に冷蔵庫を貸し出しています。 

・規格外野菜を学校給食で積極的に使用しています。 

・Eco パートナー認定事業は、事業活動においてごみ

の発生を可能な限り抑制し、生ごみ・雑紙の全量資

源化を実現した事業者に対してその功績を認定する

制度です。 
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（２）食を通じたコミュニケーションに関する機能 

事業 内容 取組み状況(平成 30(2018)年度～令和４(2022)年度) 

地域の力を活用

した食のコミュ

ニケーションの

推進 

・夏休みコミュニティ食堂 

・ふれあい給食、だんらん給食（学校と地域

の交流） 

・地域会食会指導（再掲） 

・テンミリオンハウス 

・いきいきサロン 

・会食型食事サービス（地域開放型レストラ

ン） 

・市関連団体や高齢者施設と連携して、共食の場を提

供しています。 

・武蔵野市給食・食育振興財団の「夏休みコミュニテ

ィ食堂」をコミュニティセンターで実施しています。 

・境南小学校で実施していた、ふれあい給食、だんら

ん給食は地域の方と給食を介して交流する事業でし

たが、新型コロナウイルス感染症の影響により中止

になり再開は未定です。 

・市民の集いの場で食事メニューの提供と栄養講話を

行う会食会指導は、令和２（2020）年度以降新型コ

ロナウイルス感染症の影響により中止しています。 

・テンミリオンハウス利用者には 500 円程度で食事を

提供しています。いきいきサロンでは以前１か所で

提供していたが現在は実施していません。 

・特別養護老人ホームやデイサービスセンターで主に

高齢者に食事を提供している会食型食事サービス

は、特別養護老人ホームゆとりえ・特別養護老人ホ

ーム親の家以外の２か所は新型コロナウイルス感染

症の影響により中止しています。 

 

（３）栄養ケアを必要とする人への支援に関する連携 

事業 内容 取組み状況(平成 30(2018)年度～令和４(2022)年度) 

栄養ケアに関す

る多職種連携の

充実 

・在宅医療・介護連携推進協議会 

 （管理栄養士、医師、歯科医師、薬剤師、

歯科衛生士、ケアマネジャー、看護師、保

健師、言語聴覚士、ヘルパー等との連携） 

・在宅医療・介護連携推進協議会について、平成 29

（2017）年度に摂食嚥下をテーマにした研修会を開

催しましたが、平成 30（2018）年度以降は栄養に関

するテーマでの協議会はありません。 

多職種連携した

栄養ケアの支援

の検討 

・摂食嚥下支援事業 

・在宅ケアの必要な人への訪問支援の検討 

・認定栄養ケア・ステーションの設置の勧奨

等、地域で相談できる窓口の設置の研究 

・摂食嚥下支援事業を高齢者施設や市歯科医師会と連

携して実施しています。 

・在宅ケアの必要な人への支援として、高齢者の保健

事業と介護予防の一体的実施における、低栄養予防

のためのハイリスク・ポピュレーションアプローチ

について関係課で検討しています。 

・認定栄養ケア・ステーションは現在市内に２か所あ

ります。 
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基本施策３ 市民が地域の中で継続して食育を実践するための情報発信と環境づくり 

（１）食に対する理解を深め、食育を実践するための情報発信  

事業 内容 取組み状況(平成 30(2018)年度～令和４(2022)年度) 

すべての年代に

向けた、多様な手

法による情報発

信 

・クックパッドを活用した情報発信 

 レシピ、野菜・栄養情報、食のイベント情

報の掲載 

 むさしのＦＭでのレシピ紹介 

 レシピを再現する機会の提供 

・食育月間（６月）にあわせた情報発信 

 食育のしおり、ポスター、チラシ 

・食育の日（毎月 19 日）にあわせた情報発

信 

 クックパッドへのレシピの掲載 

 ＳＮＳでの発信 

・イベントにおける情報発信 

 Musashino ごちそうフェスタ 

 むさしの給食・食育フェスタ 

 子育てフェスティバル 

・市報、ホームページ、むさしのすくすくナ

ビ、メールマガジン 

・インターネットの料理レシピサービス「クックパッ

ド」に公式キッチンを開設し、学校給食や健康をテ

ーマにしたレシピを発信しています。レシピ更新の

際には、野菜摂取を呼びかける文言とともにＳＮＳ

で周知しています。 

・食育の特設サイトを開設して市の取組みを発信して

います。 

・むさしの食育フェスタなどの事業では、給食の試食

や各種体験を通して市の食の取組みを発信していま

す。 

・武蔵野健康づくり事業団のメールマガジン等でもレ

シピなどの健康情報を発信しています。 

・令和３（2021）年度までは食育のポスターを作成し

て市内に掲示していました。 

 

（２）多様な関係者の連携による食育の推進 

事業 内容 取組み状況(平成 30(2018)年度～令和４(2022)年度) 

多分野にまたが

る庁内食育担当

課・庁外関係機関

の連携と、計画の

適正な進行管理・

評価 

庁内食育担当課連絡会議 

庁外関係機関との連携 

・庁内食育担当課連絡会議：令和元（2019）年度から

武蔵野市子ども協会が、令和３（2021）年度からご

み総合対策課が新たに参加しています。 

・庁外関係機関との連携：むさしの食育フェスタにお

いて市内の外部団体と連携しています。（栄養専門学

校、料理教室） 

専門職の活用と、

質の維持・向上に

向けた取組み 

研修会や意見交換会の開催の検討 ・平成 30（2018）年度に、先進的に食育に取り組んで

いる自治体から事例を聞く機会を設け、その話を受

けて、武蔵野市の食育のあり方や研修会等の開催に

ついて継続的に検討してきました。 
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（２）前計画の目標値に対する実績の評価 
 

食育に関する目標について、前計画目標値に対する実績の評価は以下のとおりです。 

 

＜ 令和４（2022）年度の実績値についての評価基準 ＞ 

  ◎ ： 目標値を達成している場合 
  ○ ： 目標値を達成していないが、平成 28(2016)年度の実績値と比較して改善している場合 

  △ ： 目標値を達成しておらず、平成 28(2016)年度の実績値と比較して変動がない、又は、悪化している場合 

  － ： 評価できない場合（事業を実施していないなど） 

 

 

項目 
実績値 目標値 目標値に対する 

実績の評価 平成 28（2016）年度 令和４（2022）年度 令和５（2023）年度 

食生活・栄養に配慮してい
る人の割合 

58.4％ 62.3％ 65％ 〇 

朝食を毎日食べている人の
割合 

全体 
80.8％ 

30 歳代以下 
65.1％ 

全体 
76.2％ 

30 歳代以下 
58.9％ 

全体 
85％以上 

30 歳代以下 
75％以上 

全体 
△ 

30 歳代以下 
△ 

主食、主菜、副菜が揃った
食事をしている人の割合 

朝食 45.9％ 
昼食 51.0％ 
夕食 79.8％ 

朝食 40.4％ 
昼食 49.3％ 
夕食 78.6％ 

朝食 60％以上 
昼食 70％以上 
夕食 80％以上 

朝食 △ 
昼食 △ 
夕食 △ 

野菜をほぼ毎食食べている
人の割合 

― 51.9％ 
３年後の中間評価

で、６年後の目標値
を設定 

－ 

野菜摂取量の増加 ― ― 350g 以上※ － 

適正体重を知っている人の
割合 

82.8％ 
60.7％ 

【参考】適正ＢＭＩを 
知っている人の割合 

90％ △ 

適正体重を認識し体重コン
トロールを実践する人の割
合 

28.2％ 
【参考】健康づくりの
ために体重管理をし
ている人 

35.4％ 
【参考】健康づくりの
ために体重管理をし
ている人 

40％ 〇 

食事をよく噛んで食べてい
る人の割合 

32.5％ 44.8％ 40％ ◎ 

市内産野菜を購入している
人の割合 

32.8％ 32.8％ 40％ △ 

学校給食における、市内産
野菜を使用する割合 

25.4％ 
（重量ベース） 

22.3％ 
（重量ベース） 

30％ 
（重量ベース） 

△ 

食料廃棄を少なくする工夫
をしている人の割合 

90.9％ 

91.3％ 
【参考】「特に何もし
ていない」と「無回
答」を除いた割合 

95％ 〇 

和食を１日１食以上食べて
いる人の割合 

40.3％ 34.7％ 50％ △ 

市がクックパッドにレシ
ピ・食育情報を公開してい
ることを知っている人の割
合 

3.7％ 5.5％ 10％ 〇 

※ 令和元（2019）年国民栄養調査結果によると、国の平均値が 280.5g、東京都の平均値が 299.9gとなっている。 
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第３章 計画の基本的な考え方 

本計画では、第４期健康福祉総合計画及び健康福祉分野の各個別計画共通の基本理念である「武

蔵野市ならではの地域共生社会の実現」を踏まえ、『食を通じていきいきと暮らすまち』を実現して

いくため、基本方針と基本施策を掲げます。 

 

（１）基本目標 
一人ひとりが、その人らしくいきいきと暮らすためには、充実した食生活を日々送ることが基本

と考えます。そのようなまちであることを目指して、以下を本計画の基本目標として掲げました。 

 

 

 

 

 

（２）基本方針 

基本目標を達成するために、市民一人ひとりが「食」についての意識を高め、自己管理力を向上さ

せることで、生活の質の向上につながることを目指し、次のように基本方針を定めています。 

 

 

 

 

（３）基本施策 
基本目標を達成するために、基本方針に基づき、以下の３つを基本施策として掲げ、推進していき

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食を通じていきいきと暮らすまち 

 

食に関するセルフマネジメント（自己管理）力の推進 

 

基本施策１ ライフステージの特性に応じた食育の推進 

基本施策２ 地域と連携した食育の推進 

基本施策３ 市民が地域の中で継続して食育を実践するための 

情報発信と環境づくり 
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第４章 施策の体系 

基本目標「食を通じていきいきと暮らすまち」実現のための施策の体系を示しています。 

   

 
第六期長期計画・
調整計画基本施策

主な事業

基本施策１　ライフステージの特性に応じた食育の推進
望ましい食習慣の形成と口腔機能発達のための支援

体験を通して、食への関心を高める食育

保育園給食を活用した食育

学習指導要領に基づいた、教育課程に位置付けられた食育

学校給食の充実と給食を通した食育

地域における食育

自ら健康管理する力を高めるための支援

効果的な食情報の発信

生活習慣病を予防し豊かな食生活を送るための支援と食情
報の発信

一人ひとりの身体状況や生活習慣にあわせた食事のとり方
に関する支援

口腔機能の維持・向上のための支援

基本施策２　地域と連携した食育の推進

食への関心を高め、理解と感謝の気持ちを育むための生産
体験の推進

生産者との交流と地産地消の推進

食品ロス削減と食品リサイクルの推進

地域の力を活用した食のコミュニケーションの推進

栄養ケアに関する多職種連携の充実

多職種連携した栄養ケアの支援の検討

基本施策３　市民が地域の中で継続して食育を実践するための情報発信と環境づくり

全ての年代に向けた、多様な手法による情報発信

多分野にまたがる庁内食育担当課・庁外関係機関の連携と
計画の適正な進行管理・評価

専門職の活用と質の維持・向上に向けた取組み

まちぐるみの支え合い
を実現するための取組

み

施　策

(2)多様な関係者の連携による食育の推進

(1)妊娠期から子育て期への食育

(2)学齢期への食育

(3)若年層への食育

(4)壮年期への食育

(5)高齢期への食育

(1)食の循環に関する連携

(2)食を通じたコミュニケーションに関する連携

(3)栄養ケアを必要とする人への支援に関する
 　連携

(1)食に対する理解を深め、食育を実践するため
　 の情報発信
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学齢期 若年層

発達に応じた健康生活の
基礎レベルを引き上げる対策

乳幼児期

・身体機能の発達
・口腔機能の発達
・食習慣の形成
・生活リズムの獲得 など

壮年期

・生活習慣病発症
・身体機能の低下
・口腔機能の低下
・低栄養、虚弱 など

底上げ
支援 維持支援

自
己
管
理
力
軸

ライフステージ軸

自ら健康管理する力を高める
ための食情報を発信

水準を維持し、低下を緩
やかにさせる対策

一人ひとりの自己管理力の向上
が生活の質ＱＯＬの向上に

基本施策１：ライフステージの特性に応じた効果的なアプローチ

高齢期

第５章 施策の展開 
基本施策１ ライフステージの特性に応じた食育の推進 

 

【図表４ 基本施策１のイメージ図】 

 

 

 

 

 

  

基本施策１：ライフステージの特性に応じた効果的なアプローチ イメージ図 
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（１）妊娠期から子育て期への食育 

 

 

●乳幼児期は、身体・口腔機能が著しく発達し、食習慣の基礎が作られる時期です。 

●母子保健集計報告書（妊娠届出書）では、妊娠期の困りごと、不安なこととして「食事（栄養）」

と回答した割合は 18.9％を占めています。 

●母子保健集計報告書（乳幼児健診票）では、３歳児では偏食や小食を心配している割合が

45.5％と前回調査とほぼ変わらない状況です。また、「心配がない」と回答している人は前回

より 7.6ポイント減少しています。 

●母子保健集計報告書（乳幼児健診票）では、１歳６か月児の「自分で歯を磨かず保護者だけで

磨いている」割合は 29.6％でした。 

●母子保健集計報告書（乳幼児健診票）では、甘い飲み物をよく飲む割合は、１歳６か月児で

12.3％、３歳児で 32.0％となっており、平成 28（2016）年から大きく減少しているものの、

３歳児は１歳６か月児の２倍以上となっています。 

【図表５ 困りごとや不安なこと】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      出典：武蔵野市 妊娠届出書、乳幼児健診票等 集計報告書（令和４（2022）年度）  

出産について

育児について

体調

食事（栄養）について

上の子との関係

精神的なこと

夫・パートナーとの関係

性格的なこと

親との関係（父・母・義父・義母）

その他

無回答

46.3

45.0

34.6

18.9

11.9

11.0

3.8

2.4

-

7.4

17.5

36.4

39.4

23.2
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10.4

6.4

1.8

1.7

1.9

5.5

30.3
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(%)

現状と課題 
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【図表６ 甘い飲み物をよく飲む（１歳６か月児、３歳児）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：武蔵野市 妊娠届出書、乳幼児健診票等 集計報告書（令和４（2022）年度） 

 

●３歳から小学１年生までの間にむし歯被患者率が上昇しています。 

【図表７ 令和３（2021）年度むし歯（う歯）被患率の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：東京都保健医療局「東京の歯科保健」 

 

●乳幼児歯科健康診査の結果から、むし歯のある者の割合（有病者率）は、１歳６か月児 0.2％、

３歳児 3.8％と東京都平均より低くなっています。しかし、甘味食品をほぼ毎日食べる者の割

合は１歳６か月児で 22.5％であり、３歳児になると 47.2％に増えています。 

【図表８ 令和３（2021）年度乳幼児歯科健康診査の結果】 

 

 

 

 

 

 
出典：東京都保健医療局「東京の歯科保健」 
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望ましい食習慣の形成と口腔機能発達のための支援 

●この時期に、望ましい習慣を子どもに身に付けさせることは、将来の健康な食生活の基礎とな

るため重要です。子どもの食に関して悩みを抱える原因の一つには、「子どもの食」に関する

イメージを持てていないことがあると考えられます。そのため、不安を払拭できるような啓発

や個別相談を継続して実施します。 

●親の生活習慣や働きかけが子どもの健康や食習慣に大きな影響を与えるため、母子健康手帳

交付時の面接やこうのとり学級の機会を使って、妊娠期からの働きかけを行います。 

●３～４か月児健康診査、１歳６か月児保育相談、３歳児健康診査は、市が９割以上の乳幼児と

その保護者に接することのできる機会です。この機会を逸することなく、それぞれの時期に応

じた働きかけを行います。 

●離乳食教室などにおいて、口腔機能の発達を踏まえた離乳食の作り方や食べさせ方、歯の磨き

方を伝えるなど、歯科と連携した、実践につながるような取組みを行います。 

 

体験を通して、食への関心を高める食育 

●幼児期に豊かな食体験を積み重ねていくことで、食への関心や、食を通じた人との関わり・感

謝、いのちを大切に思う気持ちが育ちます。豊かな食体験ができるような取組みを行います。 

 

保育園給食を活用した食育 

●保育園生活を通じた体験の積み重ねにより、望ましい食習慣が身に付くよう働きかけます。 

●保育園給食を通じて、子どもの健康を支援し、子どもが食べることを楽しみそれを分かち合え

るように、衛生管理・食材の選定や必要な栄養量を確保するための献立作成、素材の味を生か

した調理、料理保育、保護者への情報発信などを行います。 

  

今後の方向性 

新は「新規」の事業、拡は「拡充」する事業を表します。 
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（２）学齢期への食育 

 

 

●学齢期は、からだが大きく成長し、世界が広がることでこころも大きく成長する時期です。親

の目が行き届きにくくなり、朝食の欠食・偏食・夜更かしなどの生活習慣の乱れや、むし歯の

増加、やせ志向による過度のダイエットなどの課題が出てきやすい時期でもあります。 

●令和４（2022）年度全国学力・学習状況調査によると、朝食を毎日食べているのは、小学校６

年生が 95.9％、中学校３年生は 93.5％です。しかし、これは「どちらかといえば食べている」

という数も含んだものです。 

●平成 30（2018）年度武蔵野市子ども生活実態調査では、平日、朝食を一人で食べるのは、小

学校４年生で 21.1％、小学校６年生で 24.2％、中学校２年生で 32.5％となっています。 

●中学校学習指導要領において、家庭科で学ぶべき内容が増えています。総授業時数が変わらな

いため、相対的に食に関する指導時間が減ってしまいます。 

 

 

 

学習指導要領に基づいた、教育課程に位置付けられた食育 

●子どもたちが生涯にわたって健康に生活するための基盤を作るため、学校では食育を教育課

程に適切に位置付け、「食に関する指導の全体計画」に基づき、「食育リーダー」を中心とした

食育推進チームにおいて、様々な食に関する授業や取組みを実践します。 

●また、食に関する授業研究会である「食育リーダー研修会」を実施し、各校の食育に関する取

組みや年間計画をもとにした情報共有、食育に係る実践授業を行い、授業についての協議会を

行います。 

●朝食摂取も含めた望ましい生活習慣について、児童生徒に啓発します。 

 

学校給食の充実と給食を通した食育 

●子どもたちのからだの成長につながるよう、栄養バランスがとれ安全でおいしい学校給食を

提供します。本市の学校給食は、安全に配慮した食材の厳選、食材本来の味を大切にする手作

り調理、食文化を伝える和食献立などを特色としており、その良さをさらに充実させます。 

●栄養士や調理員による栄養指導や食育指導だけでなく、授業補助や講演の他に食育充実のた

め、学校給食桜堤調理場の地域食育ステーションの活用を進めます。 

●学校教育における食育推進のため全小学校に自校調理施設の設置を進めるとともに、調理施

設の効率的運営と給食調理を通じた地域での食育振興を図るため、地域人材の活用を進めま

す。 

 

地域における食育 

●親子や、私立小中学校に通う子どもも参加できる、地域での食育の取組みを行います。 

現状と課題 

今後の方向性 
新は「新規」の事業、拡は「拡充」する事業を表します。 
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（３）若年層への食育 

 

 

●16 歳～39 歳の若年層は、社会に進出するなど行動範囲が広がり始め、親の目が届きにくくな

る時期です。自ら必要な情報を入手することができる一方、行政との接点は少なくなります。

学業や仕事、子育てなどに忙しく、自らの健康に配慮できないことが多くなる時期です。 

●健康づくりアンケートでは、普段朝食を摂取している割合は、若年層ほど低く、20 歳代では

56.3％です。朝食で主食、主菜、副菜が揃っている割合は、30歳代が最も低く、16.8％です。

また、若年層ほど外食の頻度が高く、週１日以上外食している割合は 30～39 歳で 64.4％とな

っています。さらに、20 歳代は野菜の適正摂取量の認知度が半数に満たず、市内産野菜の購

入割合も低くなっています。これらのことからも、若年層の食生活に関する意識の低さがうか

がえます。 

●食生活の問題点について、「食事の時間帯が不規則」の割合は 30 歳代で 32.8％、20 歳代で

22.2％と他の年代より多くなっています。また、30 歳代女性では「野菜不足」が多くなって

います。 

   【図表９ 普段朝食を食べている人の割合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：武蔵野市市民の健康づくりに関するアンケート調査報告書（令和４（2022）年度） 

 

   【図表 10 朝食で主食・主菜・副菜が揃っている人の割合】 

 

 

 

 

 

 

 

出典：武蔵野市市民の健康づくりに関するアンケート調査報告書（令和４（2022）年度） 
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自ら健康管理する力を高めるための支援 

●若年層健康診査の結果を活用して、生活習慣病の疑いのある方に対して保健指導を実施しま

す。 

拡若年期から食習慣を整えることは、壮年期・高齢期の健康につながります。特に若い世代の女

性は、食事への関心の低さや、標準体重を下回ってしまうほどのやせ願望から、生理不順・妊

娠期のやせ等様々な不調を起こすことがあり、ひいては骨粗しょう症等につながっていくこ

ともあります。 

 健康な食生活を送る必要性についての気付きを与え、将来を見据えて自ら健康管理できるよ

うに様々な保健事業・健康増進事業を実施します。 

拡朝食摂取は睡眠リズムと深く関わっているため、生活全体を整える大切さも含めて食生活に

関する啓発を行います。 

新外食や中食でも健康的な食の選択ができるように、かしこい選び方の啓発を行います。 

新飲食店・食品店と連携した取組みとして、「スマートミール®」の認証取得を促し、その情報を

かしこい選び方の選択肢の 1 つとして市民に周知をする等、健康的な食事をとりやすい環境

を整える取組みを行います。 

 

 

 

 

 

効果的な食情報の発信 

●若い世代が健康な食生活に関心を持ち、自ら改善に取り組んでいけるよう、インターネットや

ＳＮＳ等のデジタル媒体を活用して効果的に情報を提供するとともに、地域等での共食によ

るコミュニケーションを通じて、食に関する理解や関心を深められるようにします。 

●インターネットを使ったサービスである「クックパッド 武蔵野市の公式キッチン」を活用

し、健康な食生活を送るためのレシピをさらに充実させて発信します。 

 

 

  

今後の方向性 

【スマートミール®とは】 

一食の中で主食・主菜・副菜が揃い、野菜が多く使われ食塩のとり過ぎにも配慮していることが認証

された食事のこと。この認証制度は一般社団法人「健康な食事・食環境コンソーシアム」により運営

されており、日本栄養改善学会や日本肥満学会等 12 の学会・研究会からの派遣委員で構成される認

証審査委員会が認証を行う。 

新は「新規」の事業、拡は「拡充」する事業を表します。 



 

104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

朝食で気持ちの良い 1 日を！ 

 

朝食を食べると良いことがたくさん  

◇ 生活リズムが整う 

朝食を食べると、体内時計がリセットされて、眠っていた脳や 

体が目覚め、生活リズムが整います。 

◇ 栄養バランスが良くなる 

朝食を毎日食べる人は、そうでない人と比べると、栄養バランス 

のよい食事をしている人が多いことがわかっています。 

◇ 集中力がアップする 

朝食を食べると、脳にエネルギーが供給されて集中力が高まります。反対に朝食を食べない

と、脳がエネルギー不足となり、イライラしたり、集中力が続かなくなったりします。 

◇ 便秘予防になる 

朝食を食べると、腸が刺激されて排便リズムが整いやすくなります。 

（参考：農林水産省「朝食を毎日食べるとどんないいことがあるの？」） 

 

まずは簡単なものから食べるようにしましょう 

◇ ステップ１ 

何も食べていない人は、野菜ジュースや飲むヨーグルトなど、 

喉を通りやすいものを口に入れる習慣をつけましょう。 

◇ ステップ２ 

シリアル、おにぎり、パンなど炭水化物の多いものをプラス 

しましょう。炭水化物でエネルギーを補給することで朝食の 

メリットを実感できます。 

◇ ステップ３ 

卵、チーズなどたんぱく質の多いものをプラスすると、体温が 

上がりやすくなり、より元気に過ごすことができます。 

 

 

 

 

 

 

コラム 
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（４）壮年期への食育 

 

 

●40 歳～64 歳代は、仕事や子育てなど社会で活躍する世代のため、自らの健康に配慮できな

いことが多くなっている時期です。その一方で、生活習慣病が増え始め、からだの変化を感じ

ることで食への関心は若年層よりも高くなる時期です。 

●健康づくりアンケートでは、食生活で問題と感じることとして、男性 40歳代で「カロリーを

とり過ぎる」が多くなっています。また、男女とも 50歳代以降は年齢が高くなるほど「むせ

る・飲み込みづらい」が多くなります。 

●メタボリックシンドロームの出現率は、男性は 40～44歳 23.68％、45～49歳 38.85％、50 歳

代以上は 40％を超えています。 

●健康づくりアンケートでは、市内産野菜の購入意向は 40歳代で 71.6％と他の年代に比べて高

くなっています。市に期待することとして、女性 40 歳代で「農産物直売所等の充実」が多く

なっています。 

 

【図表 11 メタボリックシンドローム出現率の比較（総数）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和４（2022）年度健康診査結果 

【図表 12 メタボリックシンドローム出現率の比較（性別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和４（2022）年度健康診査結果 
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生活習慣病を予防し豊かな食生活を送るための支援と食情報の発信 

●歯周疾患が増える時期であるため、いつまでも自分の歯でおいしく安全に食べるために、歯と

口腔の健康維持・向上のための取組みを行います。 

●自らの体を知り、将来の自分の姿を想像し、いつまでもいきいきと暮らすための気付きを与え

ることが必要です。そのために様々な保健事業・健康増進事業を実施し、健康診査の結果を活

用して個々に合った事業の利用勧奨をします。 

●自ら健康管理をするために、インターネットやＳＮＳなど様々な媒体や食に関するイベント

等の機会を活用し、生活習慣病の予防や食の正しい情報を発信していきます。 

●市内産野菜直売所マップの配布や市民と生産者をつなぐ取組みについてさらに周知していき

ます。 

  

今後の方向性 

新は「新規」の事業、拡は「拡充」する事業を表します。 
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（５）高齢期への食育 

 

 

●65 歳を超えると、身体・口腔機能が少しずつ低下していきます。また、疾病を抱える人が増

えることから、自らのからだや健康への意識が高くなる時期です。一人ひとりの状況に合った

望ましい食事のとり方などの情報や支援が重要です。摂食嚥下機能の維持・向上等の支援や、

口腔機能の低下による誤嚥・窒息の防止をはじめとした支援も必要です。 

●健康づくりアンケートでは、主食、主菜、副菜が揃った食事をしている人は、年齢が高くなる

ほど増え、朝食については 75歳以上で 70.9％、夕食については 65～69歳で 89.7％と他の年

代より多いです。朝食を毎日食べている人は、60歳代を超えると 50 歳代までに比べて多くな

り、65～69 歳が最も多いです。また、夕食を家族等と食べる割合は、高齢期ほど割合が高く

なっています。 

●健康づくりアンケートでは、野菜の適正摂取量に関する認知度は、65 歳以上では７割近くに

なり、女性 75歳以上では 77.9％と多くなっています。健康づくりのために行っていることと

して、「食事・栄養に配慮」は他の年代に比べて高齢期で高くなっています。65～69歳女性で

は８割以上が該当します。これらのことからも、年代が高くなると、食への意識も高くなる傾

向にあります。 

●市に期待することとして、「正しい食の健康情報の提供」、「食品の安全、安心に関する情報提

供」の割合が多くなっています。特に、「食品の安全、安心に関する情報提供」は女性 70～74

歳で多くなっています。 

●令和４（2022）年度健康診査の結果から、高齢者では、低栄養の指標となる血清アルブミン、

血清総蛋白、ＢＭＩの基準値を下回っている人の割合は、年齢とともに増加しています。 

●平均現在歯数は、年齢とともに減少しています。しかし 80 歳以上でも平均現在歯数は 20 本

を超えており、いつまでもおいしく安全に食べるために歯周疾患予防のためのケアは必須で

す。 

【図表 13 年齢別一人平均現在歯数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       出典：令和４年度歯科健康診査結果報告書  

現状と課題 
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出典：令和４年度健康診査結果 

 

 

●摂食機能に関する問診項目では、「半年前より固いものが食べにくい」「お茶などでむせる」

「口の渇きが気になる」などの症状がある者は、年齢とともに増加しています。 

●ＲＳＳＴ（反復唾液嚥下テスト）は、嚥下障害が疑われる３回未満の人の割合も年齢とともに

増加しています。 

【図表 17 摂食機能に関する問診項目で「はい」と回答した者の割合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       出典：令和４年度歯科健康診査結果報告書 

【図表 14 性・年代別 

血清アルブミン 3.6g/dL以下の割合】 

【図表 15 性・年代別 血清総蛋白 

6.1g/dL以下の割合】 

【図表 16 性年代別ＢＭＩ18.5未満の割合】 
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年齢別
半年前に比べて
固いものが食べ
にくくなった

お茶や汁物等で
むせることがあ
る

口の渇きが気に
なる

40～49歳 2.4% 4.0% 7.1%
50～59歳 3.4% 6.2% 10.7%
60～69歳 5.1% 7.7% 13.6%
70～79歳 7.6% 12.8% 16.3%
80～89歳 11.2% 16.8% 19.3%
90歳～ 12.8% 18.2% 18.2%
全体 6.2% 9.9% 13.9%
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【図表 18 反復唾液嚥下テスト】 

 

 

 

 

 

出典：令和４年度歯科健康診査結果報告書 

 

●後期高齢者に対して、健康診査などの保健事業と介護予防事業を一体的に行う制度「高齢者の

保健事業と介護予防の一体的実施」を令和６（2024）年度から本市も開始します。 

 

 

 

 

一人ひとりの身体状況や生活習慣にあわせた食事のとり方に関する支援 

●高齢期になると、生活習慣病予防から低栄養予防に考え方を転換する必要があります。アンケ

ート結果では、健全で豊かな食生活を送るために市や地域に期待することとして、正しい食の

情報の提供が求められていますが、ＩＣＴ機器を使いこなすことが難しい方もいる年代のた

め、紙媒体や健康づくり推進員による情報提供など効果的な方法を検討します。 

●フレイル（虚弱）の原因の一つである低栄養予防のために、おいしく元気アップ教室などの介

護予防事業を継続して行い、事業を必要としている人により参加してもらえるための方法を

検討していきます。 

●また、自分で食事を用意することが困難な高齢者にとって配食サービスは重要ですが、その利

用にあたっては、「地域高齢者等の健康支援を推進する配食事業の栄養管理に関するガイドラ

イン」に基づき、自身に合ったものを選べるように支援します。 

新後期高齢者に対する「保健事業と介護予防事業の一体的実施」の取組みとして、低栄養の方へ

の個別支援や集団に対する支援を行います。 

 

口腔機能の維持・向上のための支援 

●高齢期に望ましい食事のとり方を伝えるための支援や、摂食嚥下機能の維持向上支援、口腔機

能の低下による誤嚥・窒息を防止するための支援を関係する多職種と連携し実施する方法に

ついて検討を進めます。 

 

今後の方向性 

年代 ３回未満の割合
40歳代 1.8%
50歳代 2.2%
60歳代 2.2%
70歳代 3.6%
80歳代 8.0%
90歳代以上 10.1%

新は「新規」の事業、拡は「拡充」する事業を表します。 
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基本施策２ 地域と連携した食育の推進 
 

（１）食の循環に関する連携 

 

 

●健康づくりアンケートでは、健全で豊かな食生活のために市に期待することとして、「農産物

直売所等の充実」が 47.5％と、平成 28（2016）年同様に最も多くなっています。また、「外食

や宅食デリバリー等で市内産野菜を使った料理を購入したい（食べたい）」人は 60.9％と、半

数以上となっています。 

【図表 19 健全で豊かな食生活のために市に期待すること】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：武蔵野市市民の健康づくりに関するアンケート調査報告書（令和４（2022）年度） 

 

●市では、農家の庭先販売や、ＪＡ東京むさし武蔵野地区の共同直売所「武蔵野新鮮館」、アン

テナショップ「麦わら帽子」等を通じた地産地消を推進しています。また、生産者と市民をつ

なぐ取組みとして直売会や農家見学会を行っています。 

●市内の農家戸数は平成 27（2015）年度の 74 戸から令和２（2020）年度は 65 戸に減少してい

ます。 

●市では、農業ふれあい公園及び吉祥寺東町農業公園での農業体験教室や野菜栽培・収穫体験、

友好都市での稲作体験など、市内外の農地を活用して生産体験の機会を提供しています。 

●市では、食品ロスに関して、イベントでの啓発やフードシェアリングサービス・フードバンク

等民間事業者と連携して削減に取り組んでいます。 

●学校給食における市内産野菜の使用割合（重量ベース）は、令和２（2020）年度 18.9％、令

和３（2021）年度 22.9％、令和４（2022）年度 22.3％となっています。  

農産物直売所等の充実

飲食店・食品店等と連携した取組み

食品の安全、安心に関する情報提供

学校、保育園、幼稚園での食育

正しい食の健康情報の提供

食を学び楽しむイベントの充実

若い世代への食育の情報提供や支援

農業体験の機会の提供

食を通した地域での交流（子ども
コミュニティ食堂など）

料理教室の開催

その他

特になし

無回答
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現状と課題 
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食への関心を高め、理解と感謝の気持ちを育むための生産体験の推進 

●食生活が、自然の恩恵や、食に関わる多くの人に支えられて成り立っていることを理解し、そ

れに対する感謝の気持ちを育むため、市内農地での収穫などの農業体験ができる取組みを積

極的に行います。 

●市内農地は減少していますが、市内小・中学校のセカンドスクールや友好都市での交流体験を

通して、都市と地方、生産者と消費者の距離を近づける取組みを推進します。 

 

生産者との交流と地産地消の推進 

●市民に新鮮な市内産農産物などを提供するため、農家の庭先販売やＪＡ東京むさし武蔵野新

鮮館、アンテナショップ「麦わら帽子」などでの販売を通じた地産地消を引き続き推進します。

また、学校給食においても市内産農産物を積極的に使用します。生産者と市民をつなぐ取組み

として、直売会や農家見学会を行います。 

●武蔵野商工会議所や市内飲食店と協力した食育を推進します。 

 

食品ロス削減と食品リサイクルの推進 

●食への理解と感謝の気持ちを育て、食べ物を捨てることを「もったいない」とも感じてもら

えるような啓発や、事業者と連携した取組みなど様々な事業により、食品ロス削減と食品リ

サイクルを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の方向性 

食品ロスを減らすために 
 
食品ロスとは「まだ食べられるのにもかかわらず、捨てられてしまう食品のこと」です。国内の家
庭から出る食品ロスの量は約 244万トンで、１人あたり毎日 114グラム、茶わん１杯分の食品が捨
てられていることになります。 
 

食品ロスを減らすためのアイデア 

１ 買い物リストを作る 
買い物前に冷蔵庫の中を確認しましょう。事前にメモを書いたり、スマホで撮影したり 
すると楽です。 

２ 必要な分だけ買う  
使う分、食べきれる量だけ買いましょう。必要な分だけ買って、食べきりましょう。 

３ 適切に保存する 
食材にあった保存を心がけましょう。下茹でしてから冷凍するなども有効です。 

４ 食べきれる量を作る 
体調や健康、予定などを考え、食べきれる量を作りましょう。 

 

 

コラム 

新は「新規」の事業、拡は「拡充」する事業を表します。 
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（２）食を通じたコミュニケーションに関する連携 

 

 

●国勢調査によると、武蔵野市では、全体の半数以上（50.5％）が単独世帯となっています。29

歳以下では 86.4％、30～39 歳では 51.7％が単独世帯です。60～64 歳までは年齢が上がるに

つれて単独世帯の割合が減少するものの、65 歳以降は年齢が上がるとともに単独世帯の割合

が増加しています。 

 

【図表 20 武蔵野市の世帯家族分類】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          出典：総務省「国勢調査 令和２年」 

 

●健康づくりアンケートでは、朝食や夕食を家族等と一緒に食べている人は、「健康状態が良い」

と感じている人が「良くない」と感じている人より多くなっています（朝食で 14.3ポイント、

夕食で 17.1 ポイント）。また、健全で豊かな食生活のために市に期待することとして、「食を

通した地域での交流（子どもコミュニティ食堂など）」と回答した人は、前回調査よりも 6.0

ポイント増加しました。 

●市で行っている共食の取組み（夏休みコミュニティ食堂、テンミリオンハウスでの食事提供、

高齢者施設での地域開放型レストラン等）は新型コロナウイルス感染症流行時には多くが中

止となりましたが、継続・再開した事業もありました。 

●和食を一日一食以上食べている人の割合は、若年層では 17.8％と高齢者に対して低くなって

います。 

 

 

 

現状と課題 
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【図表 21 和食を一日一食以上食べている人の割合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  出典：武蔵野市市民の健康づくりに関するアンケート調査報告書（令和４（2022）年度） 

 

 

 

 

地域の力を活用した食のコミュニケーションの推進 

●地域で様々な世代の方たちが一緒に食卓を囲み、食事をすることができる場を通して、食べる

ことの楽しさ、食文化、行事、料理技術などを伝え、継承していきます。 

●望ましい食事のとり方や栄養など食育に関する情報を伝える場として、桜堤調理場地域食育

ステーションなど地域の様々な施設を活用していきます。 

●市内で行っている共食の取組みや食を通した地域での交流を進め、望まない孤食の解消につ

ながるような事業を検討します。 

 

  

今後の方向性 
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新は「新規」の事業、拡は「拡充」する事業を表します。 
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（３）栄養ケアを必要とする人への支援に関する連携 

 

 

●市で開催している在宅医療・介護連携推進協議会に、平成 30（2018）年度以降、保健衛生部

署の管理栄養士が参加した回はありませんでした。 

●市内には、認定栄養ケア・ステーションが２か所開設されています。 

 

 

 

 

栄養ケアに関する多職種連携の充実 

●ライフステージや個々の状況に応じて異なる栄養課題に対しては、食事内容だけではなく、運

動など身体機能の面での支援も必要となることから、様々な専門職がそれぞれの強みを生か

しながら情報を共有して支援ができるよう、多職種の連携を充実させます。また、在宅医療・

介護連携推進協議会に管理栄養士が定期的に参加し、連携を図ります。 

 

多職種連携した栄養ケアの支援の検討 

新高齢者、障害や疾病がある方など、在宅ケアが必要な方の個別の栄養ケアについて関係機関

と協議を行います。課題の解決にあたっては、地域住民の生活の場で管理栄養士・栄養士が栄

養ケアを実施提供する拠点である「認定栄養ケア・ステーション」など新たな地域資源との連

携についても検討します。 

●高齢者の生活の質の向上や低栄養の予防等を図るため、特別養護老人ホームで実施している

摂食嚥下支援の取組みを在宅高齢者への支援に拡大していきます。家族介護者等市民への摂

食嚥下支援の必要性に関する普及啓発を行います。 

 

  

現状と課題 

今後の方向性 新は「新規」の事業、拡は「拡充」する事業を表します。 
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コラム 栄養ケア・ステーションの仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栄養ケア・ステーションの仕組み 

 

栄養ケア・ステーションは、栄養・食の専門職である管理栄養士・栄養士が所属する、地域

密着型の拠点です。 

地域住民の方はもちろん、医療機関、自治体、健康保険組合、民間企業、保険薬局などを対

象に管理栄養士・栄養士をご紹介、用途に応じたさまざまなサービスを提供します。 

栄養ケア・ステーションは、都道府県栄養士会が運営する「栄養ケア・ステーション」と、

日本栄養士会より認定を受けた「認定栄養ケア・ステーション」があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：日本栄養士会ホームページ 

出典：日本栄養士会ホームページ 

コラム 

都道府県栄養士会栄養ケア・ステーション 

（都道府県栄養士会 
栄養ケア・ステーションのみ） 

 

居宅療養管理指導 

食・栄養に関する相談 

介護予防教室 
健診後の食事指導 

セミナー・研修会の講師 

医療機関 

紹介 

紹介 

連携 

訪問 

民間企業 

健康保険組合 

自治体(役所) 

健康増進課 高齢介護課 

個人宅 

個人宅 

紹介 

認定栄養ケア・ステーション 
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基本施策３ 市民が地域の中で継続して食育を実践するための情報

発信と環境づくり 

（１）食に対する理解を深め、食育を実践するための情報発信 

 

 

●健康づくりアンケートでは、市がクックパッドにレシピ・食育情報を公開していることの認知

は前回 3.7％から今回 5.5％となり、大きな変化はみられません。ほとんどの年代で９割以上

が「知らない」と回答していますが、若い世代ほど認知度が高くなっています。 

●健康づくりアンケートでは、健全で豊かな食生活のために市に求められていることとして、

「飲食店・食品店等と連携した取組み」が平成 28（2016）年から大きく増加しています。 

●中食の頻度は「週４～５日」が前回よりも 4.8ポイント増加しており、単身世帯で頻度が高く

なっています。外食の頻度は、年代が若いほど割合が高く、週１日以上外食している割合は 30

歳代で 64.4％となっています。 

 

【図表 22 「クックパッド 武蔵野市の公式キッチン」 トップページ】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現状と課題 

・日本最大の料理レシピサービスであ

るクックパッドに、「武蔵野市の公式

キッチン」を開設しています。 

 

・学校給食、保育園の給食・おやつ、離

乳食、地産地消、高齢者、健康、食品

ロスなど、様々なテーマのレシピを

掲載しています。 

 

・「クックパッド武蔵野市」で検索する

か、ホームページからアクセスする

と、利用できます。 

 

  クックパッド「武蔵野市の公式 

  キッチン」の二次元バーコード▶ 
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全ての年代に向けた、多様な手法による情報発信 

●全ての人が、食の正しい情報を適切な時期に得られるように、健康づくり推進員による対面で

の活動やＩＣＴの活用、イベントの開催など様々な手段による情報発信を行います。 

●いつまでもいきいきと暮らせるよう自ら健康管理する力を高めるために、楽しい食のイベン

ト情報や正しい知識、おいしく健康的なレシピなどの情報を発信して、食への関心を高めま

す。 

●クックパッドにおいて発信している食の情報を市民の間にさらに広めるためには、クックパ

ッドのさらなる認知度向上が必要です。そのために、クックパッドにおいて公開しているレシ

ピで実際に料理をする機会を提供します。 

●クックパッドの利用に必要なパソコンやスマートフォンなどのＩＣＴ機器を持たない人に対

しても、広く活用してもらえるように配慮します。 

●様々なライフスタイルへの対応として、外食や中食でも健康的な食の選択ができるよう情報

提供します。 

  

今後の方向性 

新は「新規」の事業、拡は「拡充」する事業を表します。 
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（２）多様な関係者の連携による食育の推進 

 

 

●市では総合的に食育を推進していくために、食育担当課連絡会議を定期的に行い、食を通して

事業を行っている課・団体の情報共有の場としています。むさしの食育フェスタは、会議に参

加している課・団体が中心となって開催しています。 

●庁外関係機関との連携として、むさしの食育フェスタにおいて、市内の栄養専門学校や料理教

室と連携しています。 

●多様な関係者の連携による「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施」事業を令和６（2024）

年度中までに実施することが求められています。 

 

 

 

多分野にまたがる庁内食育担当課・庁外関係機関の連携と計画の適正な進行管理・評価 

●健康、福祉、教育、農政、環境、商工などの分野が連携し、国や東京都の動向や社会情勢、地

域の特性や課題を共有し、引き続き計画的・総合的に取り組みます。 

 

専門職の活用と質の維持・向上に向けた取組み 

●専門職の質を維持・向上させるための研修や、意見交換会などの場を提供します。 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 

今後の方向性 

むさしの食育フェスタ 
 
市民の方に市の食育の取組みを知っていただくことを目的に、令和３（2021）年度から「むさし

の食育フェスタ」を開催しています。 

「五感で感じよう むさしのの食」をテーマに、学校給食の試食や市内の栄養専門学校講師によ

る調理実習、市内産農産物直売会など体験型の企画を多く行い、楽しみながら武蔵野の「食」を

感じることができるイベントとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラム 

ピザ作り バター作り

 

「おいものツリータルト」作り

 

～令和５（2023）年度の様子～ 

新は「新規」の事業、拡は「拡充」する事業を表します。 
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第６章 目標値の設定 
 

項目 
現状値 

（令和４（2022）年度） 

目標値 
（令和 11（2029）年度） 

備考 

食生活・栄養に配慮
している人の割合※１ 

62.3％ 70％ 

現状値の１割増を目安に設定 

【参考】 

第４次食育推進基本計画 目標値 

生活習慣病の予防や改善のために、ふだんから適

正体重の維持や減塩等に気をつけた食生活を実践

する国民の割合：75％以上 

朝食を毎日食べてい
る人の割合※１ 

全体 76.2％ 
 

30歳代以下 
58.9％ 

全体 85％以上 
 

30歳代以下 
65％以上 

現状値の１割増を目安に設定 

【参考】 

第４次食育推進基本計画 目標値 

朝食を欠食する若い世代の割合：15％以下 

主食、主菜、副菜が揃
った食事をしている
人の割合 

【参考】 
朝食 40.4％ 
昼食 49.3％ 
夕食 78.6％ 

１日２回以上ほぼ
毎日食べている人

の割合 
50％以上 

【参考】 

第４次食育推進基本計画 目標値 

主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を１日２回

以上ほぼ毎日食べている国民の割合：50％以上 

野菜をほぼ毎食食べ
ている人の割合 

51.9％ 57％ 
市で実施する健康診査の問診項目として設

定。現状値の１割増を目安に設定。 

野菜を 1日に 350g（小
鉢５皿程度）以上食
べている人の割合 

【参考】 
都民の野菜摂取量の

平均 299.9g※２ 

(小鉢 4.3 皿程度) 

増やす 
【参考】健康日本 21 目標値 

成人の 1日当たりの野菜の平均摂取量：350g 以上 

自身の適正なＢＭＩ
を知っている人の割
合 

60.7％ 67％ 現状値の１割増を目安に設定 

健康づくりのために
体重管理をしている
人の割合 

35.4％ 40％ 現状値の１割増を目安に設定 

食事をよく噛んで食
べている人の割合 

44.8％ 50％ 

現状値の１割増を目安に設定 

【参考】 

第４次食育推進基本計画 目標値 

ゆっくりよく噛んで食べる国民の割合：55％以上 

市内産野菜を購入し
ている人の割合 

32.8％ 35％ アンケート調査の１割増を目安に設定 

食料廃棄を少なくす
る工夫をしている人
の割合 

91.3％ 
【参考】「特に何もして

いない」と「無回答」を

除いた割合 

95％以上 

【参考】 

第４次食育推進基本計画 目標値 

食品ロス削減のために何らかの行動をしている国

民の割合：80％以上 

和食を１日１食以上
食べている人の割合 

34.7％ 38％ 現状値の 1 割増を目安に設定 

市がクックパッドにレ
シピ・食育情報を公開
していることを知って
いる人の割合 

5.5％ 8％ 現状値の５割増を目安に設定 

※１健康推進計画の目標と重複 
※２令和元（2019）年国民健康・栄養調査結果によると、国の平均値が 280.5g、東京都の平均値が 299.9g となっている。 
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第７章 計画の推進に向けて 

（１）計画の推進のために 

武蔵野市の食育の基本方針である「食に関するセルフマネジメント（自己管理）力の推進」に向

けて、市役所内における一層の連携を図るとともに、地域生活に密着している関係機関と、それぞ

れのネットワークを生かしながら相互に連携して推進します。 

 

（２）計画の点検と評価 

計画の適正な進行管理と評価のために施策の進捗状況及び成果を把握します。そのために、検

証の目安となる目標値を設定して数量的な点検をするとともに、施策・事業の内容について定期

的に確認・点検をします。そして、庁内連絡会議において、各施策・事業の点検・評価を経て、健

康づくりや食育に関する課題の共有を図るほか、必要に応じて各施策・事業の見直しや改善に活

かしていきます。 

あわせて、今後の食育の推進について協議する組織づくりの検討を進めていきます。 

 

【図表 23 計画の推進管理 イメージ図】 
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武蔵野市 自殺総合対策計画 

＜令和６（2024）年度～令和 11（2029）年度＞ 
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第１章 自殺総合対策計画の策定にあたって 

（１）計画策定の趣旨・背景 

全国の自殺者数は、平成 10（1998）年に急増した後、３万人台で推移し続けていました。社会全

体で自殺対策を総合的に推進するため、平成 18（2006）年に「自殺対策基本法」（以下「基本法」と

いう。）が制定されました。基本法が施行されて以降、「個人の問題」と認識されがちであった自殺が

広く「社会の問題」と認識されるようになり、国をあげた自殺対策が総合的に推進されてきたことも

あり、年間自殺者数は減少傾向に転じるなど、一定の成果も見られます。しかし、それでもなお、自

殺者数は毎年２万人を超える水準で推移しており、さらに令和２（2020）年には新型コロナウイルス

感染症拡大の影響等で自殺の要因となり得る様々な問題が悪化したことなどにより、総数は 11年ぶ

りに前年を上回りました。特に小中高生の自殺者数は増加傾向の中、令和４（2022）年には過去最多

の水準となっており、決して楽観視できる状況ではありません。 

 

基本法の施行から 10年が経過した平成 28（2016）年、国は、自殺対策をさらに総合的かつ効果的

に推進するため、基本法の改正を行いました。この改正においては、誰も自殺に追い込まれることの

ない社会の実現を目指し、自殺対策は生きることの包括的な支援であることが盛り込まれるととも

に、市区町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画並びに地域の実情を勘案して自殺対

策計画を策定するものとされました。 

さらに、平成 29（2017）年には、自殺対策の指針である「自殺総合対策大綱」が抜本的に見直さ

れました。国では、自殺が個人の問題として捉えられるのではなく、その背景に様々な社会的要因が

あることを踏まえ、「生きることの阻害要因」の低減と「生きることの促進要因」の増加を目指し、

自殺対策を社会全体の取組みとして推進することとしました。 

これらを機に、市においても、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指し、地域と連

携・協働のもとに自殺対策を推進するため、平成 31（2019）年３月に「武蔵野市自殺総合対策計画

～こころ・いのち 支え合うまち むさしの～」を策定しました。 

平成 29（2017）年に行われた自殺総合対策大綱の見直しから５年が経過し、令和４（2022）年 10

月に新たな自殺総合対策大綱が閣議決定されました。見直し後の大綱では、コロナ禍の自殺の動向

も踏まえつつ、これまでの取組みに加えて「子ども・若者の自殺対策の更なる推進・強化」、「女性に

対する支援の強化」「新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対策の推進」などが追加され

ました。東京都においても令和５（2023）年３月に東京都自殺総合対策計画（第二次）を策定しまし

た。 

国における自殺総合対策大綱の見直しや新型コロナウイルス感染症の影響による社会情勢の変化

等の動向を踏まえ、市においても、計画期間（令和元（2019）年度～令和６（2024）年度）の終了よ

り１年早い時期となりますが、「武蔵野市自殺総合対策計画～こころ・いのち 支え合うまち むさし

の～」を改定し、今後６年間の施策を推進していくこととします。  
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【図表１ 全国の自殺者数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省、警察庁「令和４年中における自殺の状況」 

 

【図表２ 主要国における自殺死亡率】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「令和４年版自殺対策白書」  
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国の自殺総合対策大綱は、自殺対策基本法に基づき、政府が推進すべき自殺対策の指針として定めるも

のであり、おおむね５年を目途に見直すこととされています。 

平成 19（2007）年６月に策定された後、平成 24（2012）年８月と平成 29（2017）年７月に見直しが行

われました。平成 29（2017）年に閣議決定された大綱について、令和３（2021）年から見直しに向けた検

討に着手し、我が国の自殺の実態を踏まえ、令和４（2022）年 10 月、「自殺総合対策大綱～誰も自殺に追

い込まれることのない社会の実現を目指して～」が閣議決定されました。 

 

見直し後の大綱では、コロナ禍の自殺の動向も踏まえつつ、これまでの取組みに加え、以下の４点を追

加し、総合的な自殺対策の更なる推進・強化を掲げています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

● 子ども・若者の自殺対策の更なる推進・強化 

● 女性に対する支援の強化 

● 地域自殺対策の取組強化 

● 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対策の推進 
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＜図表３ （国）自殺総合対策大綱の概要（令和４（2022）年 10月閣議決定）＞ 

※下線は旧大綱からの主な変更箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本方針 

１ 生きることの包括的な支援として推進する 

 

 

２ 関連施策との有機的な連携を強化して総合的に取り組む 

 

 

 

 

３ 対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果的に連動させる 

 

 

 

４ 実践と啓発を両輪として推進する 

 

 

 

５ 国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業及び国民の役割を明確化し、その連携・

協働を推進する 

 

 

 

 

 

６ 自殺者等の名誉及び生活の平穏に配慮する 

 

・社会全体の自殺リスクを低下させる 

・生きることの阻害要因を減らし、促進要因を増やす 

・様々な分野の生きる支援との連携を強化する 

・地域共生社会の実現に向けた取組や生活困窮者自立支援などとの連携 

・精神保健医療福祉施策との連携 

・孤独・孤立対策との連携 

・こども家庭庁との連携 

・対人支援、地域連携、社会制度のレベルごとの対策を連動させる 

・事前対応、自殺発生の危機対応、事後対応の段階ごとに効果的な施策を講じる 

・自殺の事前対応の更に前段階での取組を推進する 

・自殺は「誰にでも起こり得る危機」という認識を醸成する 

・自殺や精神疾患に対する偏見をなくす取組を推進する 

・マスメディア等の自主的な取組への期待 

     国     ：基盤の整備・支援、全国を対象に実施することが効果的な施策や事業の実施 

地方公共団体：大綱及び地域の実情等を勘案して「地域自殺対策計画」の策定 

  関係団体  ：重要性を理解し積極的に参画する 

  民間団体  ：他の主体との連携・協働のもと積極的に参画する 

   企  業   ：経済活動を営む社会的存在として積極的に参画する 

   国  民   ：理解と関心を深め主体的に取り組む 

基本理念 誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指す 

基本認識 

・ 自殺は、その多くが追い込まれた末の死である 

・ 年間自殺者数は減少傾向にあるが、非常事態はいまだ続いている 

・ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対策の推進 

・ 地域レベルの実践的な取組をＰＤＣＡサイクルを通じて推進する 

 

数値目標 
令和８（2026）年までに自殺死亡率を平成 27年に比べ 30％以上減少させる 

※平成 27（2015）年自殺死亡率 18.5 ⇒ 令和８（2026）年：13.0 以下  ※令和２（2020）年：16.4 
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＜図表４ （国）自殺総合対策大綱における当面の重点施策の概要＞ 

自殺総合対策の基本方針及び我が国の自殺を巡る現状を踏まえて、更なる取組みが求められる施策 

（※下線は旧大綱からの主な変更箇所（重点施策の内容的な拡充を含む）） 

１.地域レベルの実践的な取

組への支援を強化する 

・地域自殺実態プロファイル、地域自殺対策の政策パッケージの作成 
・地域自殺対策計画の策定・見直し等の支援 
・地域自殺対策推進センターへの支援 
・自殺対策の専任職員の配置・専任部署の設置の促進 

２.国民一人ひとりの気付き

と見守りを促す 

・自殺予防週間と自殺対策強化月間の実施 
・児童生徒の自殺対策に資する教育の実施 
・自殺や自殺関連事象等に関する正しい知識の普及、うつ病等についての普及啓発 

３.自殺総合対策の推進に資

する調査研究等を推進する 

・自殺の実態や自殺対策の実施状況等に関する調査研究・検証・成果活用 
・子ども・若者及び女性等の自殺調査、死因究明制度との連動 
・コロナ禍における自殺等の調査 
・うつ病等の精神疾患の病態解明等につながる学際的研究 

４.自殺対策に係る人材の確

保、養成及び資質の向上を

図る 

・大学や専修学校等と連携した自殺対策教育の推進 
・連携調整を担う人材の養成 
・かかりつけ医、地域保健スタッフ、公的機関職員等の資質向上 
・教職員に対する普及啓発     ・介護支援専門員等への研修 
・ゲートキーパーの養成       ・自殺対策従事者への心のケア 
・家族・知人、ゲートキーパー等を含めた支援者への支援 

５.心の健康を支援する環境

の整備と心の健康づくりを

推進する 

・職場におけるメンタルヘルス対策の推進 
・地域における心の健康づくり推進体制の整備 
・学校における心の健康づくり推進体制の整備 
・大規模災害における被災者の心のケア、生活再建等の推進 

６.適切な精神保健医療福祉

サービスを受けられるよう

にする 

・精神科医療、保健、福祉等の連動性の向上、専門職の配置 
・精神保健医療福祉サービスを担う人材の養成等 
・子どもに対する精神保健医療福祉サービスの提供体制の整備 
・うつ病、依存症等うつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者対策 

７.社会全体の自殺リスクを

低下させる 

・相談体制の充実と相談窓口情報等の分かりやすい発信、アウトリーチ強化 
・ＩＣＴ（インターネット・ＳＮＳ等）の活用 
・インターネット上の誹謗中傷及び自殺関連情報対策の強化 
・ひきこもり､児童虐待､性犯罪・性暴力の被害者、生活困窮者、ひとり親家庭に対
する支援 

・性的マイノリティの方等に対する支援の充実 
・関係機関等の連携に必要な情報共有 
・自殺対策に資する居場所づくりの推進 
・報道機関に対するＷＨＯガイドライン等の周知 
・自殺対策に関する国際協力の推進 

８.自殺未遂者の再度の自殺

企図を防ぐ 

・地域の自殺未遂者支援の拠点機能を担う医療機関の整備 
・救急医療機関における精神科医による診療体制等の充実 
・医療と地域の連携推進による包括的な未遂者支援の強化 
・居場所づくりとの連動による支援   ・家族等の身近な支援者に対する支援 
・学校、職場等での事後対応の促進 

９.遺された人への支援を充

実する 

・遺族の自助グループ等の運営支援    ・学校、職場等での事後対応の促進 
・遺族等の総合的な支援ニーズに対する情報提供の推進等 
・遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上   ・遺児等への支援 

10.民間団体との連携を強化

する 

・民間団体の人材育成に対する支援   ・地域における連携体制の確立 
・民間団体の相談事業に対する支援 
・民間団体の先駆的・試行的取組や自殺多発地域における取組に対する支援 

11.子ども・若者の自殺対策

を更に推進する 

・いじめを苦にした子どもの自殺の予防    ・学生・生徒への支援充実 
・ＳＯＳの出し方に関する教育の推進 
・子ども・若者への支援や若者の特性に応じた支援の充実 
・知人等への支援     ・子ども・若者の自殺対策を推進するための体制整備 

12.勤務問題による自殺対策

を更に推進する 

・長時間労働の是正       ・職場におけるメンタルヘルス対策の推進 
・ハラスメント防止対策 

13.女性の自殺対策を更に推

進する 

・妊産婦への支援の充実   ・コロナ禍で顕在化した課題を踏まえた女性支援 
・困難な問題を抱える女性への支援 
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（２）計画の位置づけ 

本計画は、自殺対策基本法第 13条第２項に規定される市町村自殺対策計画として位置づけていま

す。市の上位計画等との関係については、図表５のとおりです。 

 

【図表５ 武蔵野市第４期健康福祉総合計画・個別計画の位置づけ】 

  

長期計画・調整計画

高齢者福祉計画

介護保険事業計画
他
分
野
の
各
計
画

健康福祉総合計画

地域福祉活動計画（社会福祉法人武蔵野市民社会福祉協議会）

健康推進計画

食育推進計画

自殺総合対策計画
障害者計画

障害福祉計画

障害児福祉計画

地域福祉計画

成年後見制度利用促進基本計画

再犯防止推進計画

国民健康保険データヘルス計画

特定健康診査等実施計画
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（３）計画の期間 

本計画は、令和６（2024）年度から令和 11（2029）年度までの６年を計画期間とします。令和９

（2027）年度を目途に中間評価を行い、社会情勢の変化等も考慮しながら、必要に応じて取組みの見

直しを検討します。 

なお、介護保険事業計画と障害福祉計画・障害児福祉計画については、３年で見直しをすることが

法令で規定されているため、令和８（2026）年度に改定を行います。その際、関連する計画で見直し

が必要になった場合は、あわせて見直しを行います。 

【図表６ 計画の期間】 

令和３ 
(2021) 
年度 

令和４ 
(2022) 
年度 

令和５ 
(2023) 
年度 

令和６ 
(2024) 
年度 

令和７ 
(2025) 
年度 

令和８ 
(2026) 
年度 

令和９ 
(2027) 
年度 

令和 10 
(2028) 
年度 

令和 11 
(2029) 
年度 

         

第六期長期計画 
（令和２～11 年度） 

         

 
第六期長期計画・調整計画 

（令和６～10年度） 
 

         

 
第七期長期計画 

（令和 10～19 年度） 

         

第３期健康福祉総合計画 
第５期地域福祉計画 

第４期健康福祉総合計画 
第６期地域福祉計画 

第２期成年後見制度利用促進基本計画 
再犯防止推進計画 

成年後見制度 
利用促進基本計画 

         

高齢者福祉計画 
第８期介護保険事業計画 

高齢者福祉計画 
第９期介護保険事業計画 

高齢者福祉計画 
第 10期介護保険事業計画 

         
障害者計画・ 

第６期障害福祉計画・ 
第２期障害児福祉計画 

障害者計画・ 
第７期障害福祉計画・ 
第３期障害児福祉計画 

障害者計画・ 
第８期障害福祉計画・ 
第４期障害児福祉計画 

         
第４期健康推進計画・ 

食育推進計画 第５期健康推進計画・食育推進計画・自殺総合対策計画 
※令和９年度に中間評価 

自殺総合対策計画 

  ▲ 
一体的に

改定 

  ▲ 
見直し 

  ▲ 
一体的に
改定 

         
国民健康保険データヘルス 

計画・第３期武蔵野市特定 

健康診査等実施計画 

第２期国民健康保険データヘルス計画・ 
第４期特定健康診査等実施計画 

  ▲ 
改定 

  ▲ 
中間評価 

  ▲ 
改定 
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（４）武蔵野市における自殺の特徴 

 

 

 

 

 

 

①自殺者数の推移 

自殺による死亡者数は、令和４（2022）年には全国で 21,881 人、東京都では 2,396 人となり、

近年は微増傾向が続いています。 

市の自殺者数は、令和２（2020）年に 32人と前年から 20人増えましたが、令和３（2021）年で

17 人、令和４（2022）年で 18人と減少しました。 

 

【図表７ 自殺者数の推移（全国・東京都・武蔵野市）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 
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＜ 統計データの留意点 ＞ 

・ 各年の自殺者数は厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」（確定値）より、「住居地」（自殺者の

住居があった場所）「発見日」（自殺死体が発見された日）の数値。ただし、「地域自殺実態プロファ

イル」、「人口動態統計」を出典として引用しているデータについては算出方法が異なる。 

・ 「自殺死亡率」とは人口 10万人当たりの自殺死亡者数。 

・ 死亡率及び構成比の数値は小数点以下第２位を四捨五入して表示している。このため構成比において

は比率を合計しても 100％にならない場合がある。 
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②自殺死亡率の推移 

市の自殺死亡率は、令和２（2020）年に全国・東京都を上回ったものの、令和３（2021）年以降

は全国・東京都の値を下回っています。 

 

【図表８ 自殺死亡率の推移（全国・東京都・武蔵野市）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 

 

 

③性別・年齢階級別の自殺者数 

東京都の令和４（2022）年の男性の自殺者数は女性の約 1.6 倍であり、自殺者数は男性が女性

よりも多くなっています。市においても、自殺者数は男性が多い傾向が続いています。 

 

【図表９ 令和４（2022）年 男女別の自殺者数の状況（東京都・武蔵野市）】 

 東京都 武蔵野市 

自殺者数 自殺死亡率 自殺者数 自殺死亡率 

合  計 2,396 人 17.4 18 人 12.2 

男  性 1,481 人 21.9 9 人 12.7 

女  性 915 人 13.0 9 人 11.7 

出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 
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【図表 10 男女別の自殺者数の推移（武蔵野市）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 

 

 

 

市の年齢階級別に自殺死亡率をみると、20 歳代及び 40 歳代で高く、30 歳代は増加傾向となっ

ています。 

 

【図表 11 年齢階級別の自殺死亡率の推移（３か年区分、武蔵野市）】 

【合計】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」から作成 

  

16

14

13 13

17 16

7

21

10 9

9

15

11 10 11 12

5

11

7
9

0

5

10

15

20

25

平成25

（2013）

年

平成26

（2014）

年

平成27

（2015）

年

平成28

（2016）

年

平成29

（2017）

年

平成30

（2018）

年

令和元

（2019）

年

令和２

（2020）

年

令和３

（2021）

年

令和４

（2022）

年

（人） 男性 女性

0.9 

3.1 

1.9 

2.6 

3.1 

3.3 

1.9 

0.9 0.2 

0.5 

2.5 
2.3 

3.4 

2.3 

1.1 
1.4 

2.1 

0.0 

0.7 

2.7 2.5 3.2 

1.4 

2.0 

1.4 1.4 

0.0 
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

20歳未満 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～79歳 80歳以上 不詳

平成26～28（2014～2016）年

平成29～令和元（2017～2019）年

令和２～４（2020～2022）年



 

133 

【男性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」から作成 

 

 

【女性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」から作成 
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市の自殺者の年齢構成は、40歳代が 19.6％で最も多くなっています。全国と比べると、市では

20歳代の割合が全体で 17.8％と多くなっています。40歳代以降は年代が上がるにつれて割合がお

おむね減少して 70 歳代では 8.4％と少なくなるものの、80 歳以上で 12.1％と多くなっています。 

 

【図表 12 自殺者の年齢構成（平成 30（2018）年～令和４（2022）年合計、全国・武蔵野市）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：地域自殺実態プロファイル（2023）から作成 

 

東京都の令和３（2021）年の年齢階級別死因をみると、10 歳代から 30 歳代までの死因の第１位

は「自殺」となっており、40歳代以降も「自殺」は上位５位に入っています。 

 

【図表 13 年齢階級別死因（令和３（2021）年、東京都）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：東京都「人口動態統計」から作成  
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全国

武蔵野市

20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上

26.9%

38.4%

人数 割合 80 47.6% 362 66.2% 288 35.2% 697 30.1% 2,044 37.1% 4,357 43.7%

人数 割合 22 13.1% 30 5.5% 152 18.6% 386 16.6% 662 12.0% 1,245 12.5%

人数 割合 11 6.5% 29 5.3% 49 6.0% 229 9.9% 421 7.6% 641 6.4%

人数 割合 6 3.6% 13 2.4% 47 5.7% 206 8.9% 402 7.3% 430 4.3%

人数 割合 5 3.0% 8 1.5% 44 5.4% 173 7.5% 349 6.3% 210 2.1%

自殺肝疾患５位 心疾患 糖尿病 心疾患 肝疾患

脳血管疾患

４位
先天奇形，
変形及び染
色体異常

心疾患 不慮の事故 脳血管疾患 自殺 肝疾患

３位 不慮の事故 不慮の事故 脳血管疾患 心疾患 脳血管疾患

悪性新生物

２位 悪性新生物 悪性新生物 悪性新生物 自殺 心疾患 心疾患

１位 自殺 自殺 自殺 悪性新生物 悪性新生物

10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代
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④職業別の自殺者数 

市の職業別の自殺者数をみると、平成 26（2014）年以降は特に「無職」が最も多くなっていま

したが、令和４（2022）年は「被雇用・勤め人」が最も多くなっています。 

 

【図表 14 職業別の自殺者数の推移（武蔵野市）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 

 

⑤自殺の原因・動機 

自殺の原因・動機（遺書等の自殺を裏付ける資料により明らかに推定できる原因・動機として警

察庁が捉えたもの）は、令和元（2019）年までは「健康問題」が最も多くなっています。 

 

【図表 15 令和４（2022）年 自殺の原因・動機の状況（武蔵野市）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 

  

※1被雇
用・勤め人：
R4から「有
職者」（「自
営業・家族
従業者」、
「被雇用・勤
め人」の計）

※2無職：
「失業者」、
「年金・雇用
保険等の生
活者」、「そ
の他の無職
者」の計
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平成25（2013）年 5 9 6 3 1 0 1 6

平成26（2014）年 6 16 5 4 2 2 1 4

平成27（2015）年 3 19 0 2 2 0 2 4

平成28（2016）年 4 19 1 3 1 0 1 2

平成29（2017）年 3 16 3 3 2 0 0 11

平成30（2018）年 5 16 1 5 1 0 2 8

令和元（2019）年 1 7 0 3 1 0 0 3

令和２（2020）年 1 11 3 2 2 0 1 15

令和３（2021）年 3 5 1 1 0 0 2 7

令和４（2022）年 1 10 2 5 0 1 0 5

（注）この集計は、令和３（2021）年までは原因・動機を３つまで、令和４（2022）からは４つ
まで計上可能としているため、当該年の自殺者数と一致しない 

    ＊各年最も多い動機 
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⑥「地域自殺実態プロファイル」にみる重点施策対象 

 

国では地域における自殺対策の取組みを支援するため、都道府県及び市町村に「地域自殺実態

プロファイル」を提供しています。 

これは、「いのち支える自殺対策推進センター」による、警察庁自殺統計データ等を分析した各

自治体の自殺実態データであり、地域特性の把握と市町村の自殺実態の分析の結果として示され

る地域特性の評価結果に基づく優先度など、地域自殺対策計画策定等の参考資料として提供され

ているものです。 

これに加え、国からは「地域自殺対策政策パッケージ」が提供され、重点パッケージが示されて

います。この重点パッケージは、地域において優先的に取り組むべき施策群で、９つの分野※で構

成されています。基本施策に加え、重点パッケージと「地域自殺実態プロファイル」との組み合わ

せで、地域の実状に合った自殺対策に取り組むことが推奨されています。 

 

※重点パッケージの９つの分野とは、「子ども・若者」、「勤務・経営」、「生活困窮者」、「無職者・失業者」、「高齢者」、

「ハイリスク地」、「震災等被災地」、「自殺手段」、「女性」を指す。 

 

「武蔵野市自殺実態プロファイル 2023」（いのち支える自殺対策推進センター提供）においては、

武蔵野市の自殺実態データの分析の結果として以下の特徴と推奨される重点パッケージが示され

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上位５区分 背景にある主な自殺の危機経路（例） 

１位:男性 20～39歳有職独居 

①【正規雇用】配置転換→過労→職場の人間関係の悩み＋仕事
の失敗→うつ状態→自殺／②【非正規雇用】（被虐待・高校中退）
非正規雇用→生活苦→借金→うつ状態→自殺 

２位:女性 60歳以上無職同居 身体疾患→病苦→うつ状態→自殺 

３位:男性 40～59歳無職独居 失業→生活苦→借金→うつ状態→自殺 

４位:男性 60歳以上無職独居 
失業（退職）＋死別・離別→うつ状態→将来生活への悲観→自
殺 

５位:男性 20～39歳有職同居 
職場の人間関係／仕事の悩み(ブラック企業)→パワハラ＋過労
→うつ状態→自殺 

子ども・若者、勤務・経営、高齢者、生活困窮者、無職者・失業者 

「地域自殺実態プロファイル」にみる武蔵野市の主な自殺の特徴 

※「地域自殺実態プロファイル」に示された市の特徴は、自殺統計の平成 30（2018）年〜令和４（2022）年における自殺者

数合計に基づき、いのち支える自殺対策推進センターが分析したもの。「背景にある主な自殺の危機経路（例）」は、全国的に

見て代表的と考えられる「自殺の危機経路」を示すものであり、提示された経路が唯一のものではない。 

 

推奨される重点パッケージ 



 

137 

第２章 武蔵野市における自殺対策の実績 

（１）前計画期間中の取組み状況 

基本施策１ 地域におけるネットワークの強化 

事業 内容 取組み状況(平成 30(2018)年度～令和４(2022)年度) 

健康福祉総合計

画・地域共生社会

推進会議（令和２

年度「健康福祉総

合計画・地域リハ

ビリテーション

推進会議」より名

称変更） 

健康福祉総合計画や個別計画などの進捗管

理に加えて、保健、医療、福祉、教育など様々

な分野のサービスや地域の活動による支援

が相互に連携して機能するための、検討や調

整を行います。 

毎年２回開催していますが、令和元（2019）年度は、

新型コロナウイルス感染症の影響により、開催を見合

わせました。 

こころの健康づ

くり庁内連携会

議 

こころの健康や自殺対策事業とその状況に

ついて情報共有します。 

毎年１回開催していますが、新型コロナウイルス感染

症の影響により、開催を見合わせ、各課における実施

事業の進捗状況把握や共有のみを実施した年度があり

ました。 

子育て支援ネッ

トワーク 

児童福祉法第 25 条の２の「要保護児童対策

地域協議会」にあたり、守秘義務の課せられ

たネットワークの構築で、各機関から多くの

情報を集め、援助している家庭の状況や問題

点を明確にし、より有効な支援につなげま

す。 

家庭の状況に応じて関係機関と適切に連携をとって支

援しました。 

保幼小中連携事

業 

特別な支援を要する児童生徒等について、

「就学支援シート」や「学校生活支援シート」

を活用し、保育園・幼稚園・小学校・中学校

等で情報共有し、スムーズな移行を図りま

す。 

特別な支援を要する児童生徒等の世帯に「就学支援シ

ート」や「学校生活支援シート」の作成について案内

を実施しました。 

若者サポート推

進連絡会議 

支援を必要とする若者に対して、関係部署が

連携しながら切れ目なく総合的に支援でき

るよう、会議を通じた情報交換や連絡調整を

行います。 

毎年２回開催しています。 

地域自立支援協

議会 

地域における障害者等への支援体制に関す

る課題等について協議し、障害者等の自立し

た地域生活を支えるため、学識経験者、当事

者、福祉サービス事業者、関係行政機関の職

員、公募市民等をメンバーとした委員会を開

催しています。 

親会のほかに個別テーマを定めた専門部会

を設定しています。 

【各専門部会】 

各部会の個別テーマに基づく取組みを、市職員を含め

た部会員で協議し、年度計画に基づく事業を概ね予定

どおり実施しました。 

※部会の名称や活動目的については、時点の地域課題

等を検討して定期的に再編見直しを行っています。 

地域包括ケア推

進協議会 

地域包括ケアを推進するため、介護保険被保

険者、学識経験者、医療関係者、介護保険事

業者、地域福祉関係者等により地域包括ケア

の推進に関する事項、地域包括支援センター

の運営に関する事項、地域密着型サービスに

関する事項の審議等を行います。 

毎年２回開催しています。 
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事業 内容 取組み状況(平成 30(2018)年度～令和４(2022)年度) 

見守り・孤立防止

ネットワーク連

絡協議会 

（「自殺対策に関

する地域連携会

議体」に相当） 

参加団体（住宅供給系、サービス提供事業者

等）による業務のなかでの異変の発見・通報・

相談窓口の周知に加え、独居高齢者の増加や

消費者被害、認知症、生活困窮者等の課題に

も連携して対応します。 

※生活困窮者自立支援庁外ネットワークを

兼ねています。 

毎年２回開催しています。コロナ禍においてもオンラ

インを活用して会議を開催しました。自殺総合対策計

画の進捗報告や生活困窮者支援事業の実施状況、各相

談窓口の周知・啓発用カードの配布の依頼を行いまし

た。 
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基本施策２ 自殺対策を支える人材の育成 

事業 内容 取組み状況(平成 30(2018)年度～令和４(2022)年度) 

ゲートキーパー

養成研修 

 （名称：こころ

といのちの基礎

研修） 

庁内相談窓口の職員や市の関係機関職員等

を対象として精神疾患及び自殺に関する知

識、精神疾患のある方及び自殺念慮のある方

への対応方法について研修を実施すること

で、職員の対応能力の向上を図るとともに、

窓口相談や教育現場での悩み、ＳＯＳに気づ

ける人材養成を行います。 

市職員、民生児童委員、健康づくり推進員、福祉公社

職員などを対象として、毎年１回開催しています。令

和４（2022）年度には、会場開催とオンデマンド配信

を併用して実施しました。 

精神障害者ホー

ムヘルパー等支

援者研修 

精神障害についての知識や支援スキルを学

習し、より適切な支援を行うため、ホームヘ

ルパーや相談支援専門員、ケアマネジャーを

対象に研修会を開催します。 

毎年１回開催しています。令和４（2022）年度から、

精神保健福祉研修の内容に含めて実施しました。 

庁内専門職向け

スキルアップ研

修 

「気づき」にとどまらず自殺ハイリスク者へ

の伴走型のサポートが可能となるような専

門性の高いスキルを身に付ける目的で「自殺

危機初期介入スキル研究会」のワークショッ

プに庁内専門職等２名を派遣します。 

「自殺危機初期介入スキル研究会」のワークショップ

に市職員（専門職）２名を毎年派遣しています。令和

２（2020）年度は、新型コロナウイルス感染症の影響

により、開催を中止しました。 

市民向け人材育

成研修 

市民こころの健康支援事業（テーマ講座）、出

前講座を、「気づき」のための人材育成の場と

して位置付けるなど、市民への人材育成を行

います。 

東京都の自殺対策強化月間に合わせ、毎年２回、市民

向けの講演会を開催しています。令和３（2021）年度

は動画配信を、令和４（2022）年度は会場開催と動画

配信を実施しました。 

また、市内の各種団体、教育機関・組織・グループな

どの要請を受けて開催する出前講座を年数回実施しま

した。令和３（2021）年度は新型コロナウイルス感染

症の影響により、出前講座の実施を見合わせました。 
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基本施策３ 相談支援事業の充実 

事業 内容 取組み状況(平成 30(2018)年度～令和４(2022)年度) 

市民こころの健

康支援事業（相談

支援） 

メンタルヘルスの問題を抱えた市民（本人、

家族、友人等）からの相談を、資格を持った

専門職が来所相談及び電話相談で対応しま

す。 

電話相談と予約制の来所相談を、ＮＰＯ法人に委託し

て実施しました。令和２（2020）年５月からは、電話

相談の曜日を増やしました。 

健康相談・健康な

んでも相談 

【健康相談】 

健康診断の結果票の見方や生活習慣病予

防など、健康状態や相談内容に応じて専門

職が助言等を行います。 

【健康なんでも相談】 

健康に関するさまざまな相談を電話で受

け付けます。 

メンタルヘルスや精神保健福祉分野の相談も含めて、

電話や対面等の相談に専門職が応じています。 

民生児童委員へ

の相談 

地域住民の立場に立って相談に応じ、行政や

専門機関とのつなぎ役として関係機関と連

携・協力します。 

個別の相談に適宜対応しました。コロナ禍においては、

感染予防のために必要最小限の接触としました。 

女性総合相談・女

性法律相談 

女性が暮らしの中で抱える様々な悩みにつ

いて、女性の専門相談員や弁護士が相談を受

けます。 

予約制で、電話と対面による相談を実施しました。女

性総合相談は令和４（2022）年度から実施日を追加し

ました。 

にじいろ相談（性

自認・性的指向に

関する相談） 

性自認・性的指向に関する悩みについて、家

族や友人との関係、職場や学校のことなど、

専門の相談員が相談を受けます。 

電話相談を平成 30（2018）年度から開始しました。令

和２（2020）年度からは、電話に加えて、面談による

相談も予約制で受け付けています。月１回、第２水曜

日に実施しています。 

妊婦面接（ゆりか

ごむさしの面接） 

専任の保健師などが面接をし、妊娠中の疑問

や不安に答えます。子育て中も地域で安心し

て生活していけるよう、妊娠期から一人ひと

りに寄り添い地域とつなぐサポートを行い

ます。転入した妊婦にも市の子育て情報を提

供します。 

妊娠届出時にゆりかごむさしの面接を、健康課と子ど

も家庭支援センターで実施しています。目標の全数面

接には届きませんが、約９割を超える件数を実施して

います。令和元（2019）年度からは、子ども・子育て

応援事業として、面接を受けた方に商品券を配布、令

和４（2022）年度からは出産・子育て応援事業として

面接を受けた方に出産応援ギフトを支給しています。 

育児相談（ベビー

サロン） 

月齢・年齢に応じた育児上の悩みや、健康上

の問題を解決できるよう、保健師をはじめと

する専門職が健康相談及び健康教育を行い

ます。また、孤立しがちな母子に対して、友

達作りや情報交換の場を提供し、育児の仲間

づくり及び自主グループの育成を図り、子育

てを支援します。 

１か月児健康診査後から１歳未満の赤ちゃんと保護者

を対象として、保健センター、市民会館、武蔵野公会

堂（令和３（2021）年度まで）、０１２３吉祥寺（令和

４（2022）年度から）、０１２３はらっぱ（令和４（2022）

年度から）で開催しています。新型コロナウイルス感

染症の影響により、令和２（2020）年３月～５月は実

施を見合わせ、令和２（2020）年度からは自由来所型

から完全予約制へ変更して実施しています。 

妊産婦訪問 

こんにちは赤ち

ゃん訪問 

妊娠届、出生通知票により対象者を把握し、

保健師及び訪問指導員が妊産婦の健康保持

と、新生児の健康な発育のために訪問指導を

行います。 

こんにちは赤ちゃん訪問は全数を目標として実施し、

産後の母の体調やメンタル、赤ちゃんとの生活につい

ての心配事等の相談に専門職が応じました。妊婦訪問、

産婦訪問は、必要とする方に対して適切に実施してい

ます。 

マタニティ安心

コール 

安心して赤ちゃんを迎えられるよう、出産・

育児に関することや市内での子育て支援に

関して、専任の保健師等が専用電話番号を通

して直接相談に応じます。相談直通電話。 

専用電話番号を設け、妊娠中の妊婦やその家族の相談

に専門職が適切に応じました。 
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事業 内容 取組み状況(平成 30(2018)年度～令和４(2022)年度) 

専門職による家

庭訪問・個別相談 

保健師等専門職が地区担当員として配置さ

れており、家庭訪問、面接、電話相談等によ

り継続支援を行います。 

特別に必要と判断した家庭や家族について、専門職が

適切に家庭訪問や個別相談を実施しています。 

乳幼児健康診査 乳幼児の健康保持及び増進のため、疾病等を

もった乳幼児を早期に発見し適切な保健指

導を行います。 

①乳児健康診査（３～４か月児）（６・９か月   

 児） 

②１歳６か月児健康診査 

③３歳児健康診査 

３～４か月児健康診査、６・９か月児健康診査、１歳

６か月児健康診査・保育相談・歯科健康診査、３歳児

健康診査を、対象者に対して実施し、子どもの健康や

発達、育児に関する相談に応じました。６・９か月児

健康診査は、医療機関で実施しました。 

コロナ禍においては、対象期間を延長して実施を延期

したり、３～４か月児健康診査においては保健センタ

ーでの集団健康診査から医療機関での個別健康診査に

方法を一時的に変更しました。集団健康診査の会場で

も密な空間とならないよう配慮して実施を継続してい

ます。 

乳幼児発達相談 乳幼児の健康、発達に関する個別の相談に応

じ、必要な指導、助言を行います。 

心身の発達に心配のある未就学児に対して、月１～２

回予約制で、専門職が発達相談を実施しています。 

子ども家庭支援

センター事業 

子育て総合相談事業、児童虐待防止等の支援

を要する子育て家庭に対してのサポートを

行います。 

多様化し複雑化する家庭の相談について、関係機関と

連携を図りながら相談支援を実施しています。 

ひとり親家庭支

援事業 

母子・父子自立支援員がひとり親家庭の様々

な問題についての相談を受けます。 

各家庭が抱える問題に対して、相談を受けた母子・父

子自立支援員が助言等を行うことで自立に向けた支援

を実施しています。 

教育支援センタ

ーの運営（教育相

談及び学校派遣

相談） 

子どもの教育上の悩みや心配事に関する相

談を、教育相談員（臨床心理士）が電話ある

いは来所形式で対応します。 

また、市立小中学校に週１回、教育相談員を

「学校派遣相談員」として派遣します。 

教育相談員（臨床心理士）が児童生徒や保護者からの

相談に対応しました。また、市立小中学校に週１回、

教育相談員を「学校派遣相談員」として派遣していま

す。 

スクールソーシ

ャルワーカー事

業 

社会福祉等の専門的な知識や技術を有する

スクールソーシャルワーカーが、さまざまな

課題を抱えた児童生徒に対し、当該児童生徒

が置かれた環境へ働きかけたり、関係機関等

とのネットワークを活用するなどして、課題

解決への対応を図ります。 

スクールソーシャルワーカーが市立小中学校を定期的

に訪問し、学校から依頼のあった児童生徒の支援を実

施しています。令和２（2020）年度に増員して各中学

校区に１名ずつ配置したり、活動紹介リーフレットを

作成して周知を行ったりしたことで、学校や保護者か

らの相談も増えました。 

障害者虐待防止

センター事業 

障害者虐待に関する通報・相談窓口を設置し

ています。 

通報・相談先として 365 日 24時間電話対応（土日祝、

17 時 15 分～翌８時 30 分は民間事業者に委託）を行っ

ています。 

基幹相談支援セ

ンター事業 

難病を含む障害のある方の総合的な相談支

援、相談支援事業者への専門的な指導・助言、

人材育成、ネットワーク構築などの事業を行

います。障害者虐待防止センターの機能も兼

ねています。  

身体、知的、精神障害のある方等の相談支援を実施し

ています。 

高齢者なんでも

電話相談 

高齢者の日常生活や介護に関する悩み・不

安・疑問など 24 時間 365 日、専門職の相談員

がお話を伺い、市のサービスや窓口を案内し

ます。 

24 時間 365 日、高齢者やご家族の様々な疑問に対し、

電話で相談に応じています。 

高齢者安心コー

ル事業 

主にひとり暮らし高齢者の孤立防止、安否確

認を目的として、専門職等が週１回、決まっ

た曜日・時間帯に電話での連絡を行います。 

他者との交流機会が減少している独居高齢者に対し定

期的に他者とのコミュニケーションの機会を提供する

ことで、安否確認に留まらず社会的フレイル（虚弱）

防止にも寄与しています。 
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事業 内容 取組み状況(平成 30(2018)年度～令和４(2022)年度) 

在宅介護・地域包

括支援センター 

在宅介護などに関するさまざまな相談を受

け、各種の介護支援サービスの情報提供・総

合調整を行います。市内に６か所開設されて

います。 

多職種がそれぞれの専門性を活かしつつ有機的に連携

して在宅高齢者の支援にあたっているほか、医療など

他機関との連携にも寄与し、地域包括ケアシステムの

構築に貢献しています。 

家族介護支援事

業 

家族を介護している方の負担軽減のため、市

内の在宅介護・地域包括支援センターやデイ

サービスセンターにおいて、家族介護者の交

流の場の提供や、介護についての講座等を行

います。 

家族介護者の負担軽減のため、ニーズに応じて介護に

ついての講座等様々なプログラムを展開しています。

介護者同士の交流機会の創出や精神面と介護の手間軽

減の面から家族介護者を支援しています。 

介護従事者の悩

み相談事業 

介護の仕事に関する悩み・相談の受付。法的

な対処が必要な場合は、専門家につなげま

す。 

※地域包括ケア人材育成センター事業の１

つです。 

介護の仕事に関する悩み・相談に、主に電話で対応し

ており、希望者には対面相談も実施しています。なお、

相談内容に応じて他機関との連携も図っています。 

地域活動支援セ

ンター事業 

障害のある方が生活するうえでの相談を受

け、日常生活の支援や当事者同士が交流でき

る場の提供を行います。市内３か所に開設さ

れています。 

 

社会福祉法人武蔵野「地域生活支援センターびーと」、

特定非営利活動法人ミュー「ライフサポートＭＥＷ」、

株式会社浩仁堂「コット」の３か所を設置し、運営し

ています。 

生活困窮者総合

相談窓口（生活保

護・生活困窮者） 

生活保護に至る前の段階から早期に支援を

行うため、生活保護の対象となる方も含め

た、生活困窮者に対する相談窓口を「生活困

窮者総合相談窓口」として生活福祉課に設置

しています。 

生活困窮に関する相談に対応しています。新型コロナ

ウイルス感染症の影響により、相談件数が令和２

（2020）年度は急増しました。また、生活困窮者に対

する総合相談窓口として、生活困窮者自立支援事業に

限らず、生活保護等も含めて対象者に必要な支援の窓

口へつなげています。 
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基本施策４ 生きやすさを育み寄り添う支援 

事業 内容 取組み状況(平成 30(2018)年度～令和４(2022)年度) 

こうのとり学級 妊婦とパートナーに対し、親となる心構えを

伝え、妊娠中の不安の解消を目的に実施し、

孤立しがちな母親同士の地域での仲間づく

りも援助します。 

妊婦とパートナーに対し、妊娠中の体調や赤ちゃんの

お世話等について講座を実施しています。新型コロナ

ウイルス感染症の影響により、令和２（2020）年は一

時事業を中止しましたが、令和３（2021）年度には事

業の一部を動画配信するなどして実施を継続していま

す。 

妊婦健康診査 妊産婦及び乳児の死亡率の低下を図るとと

もに、流・早産、妊娠高血圧症候群、子宮内

胎児発育遅延の防止等、母・児の障害予防を

目的として実施します。 

妊娠届出時に、妊婦健康診査受診票、妊婦子宮頸がん

検査受診票、妊婦超音波検査受診票、妊婦歯科健康診

査受診票（武蔵野市独自）を交付し、健康診査にかか

る費用の一部を助成しています。 

育児学級 乳児期の離乳食や育児についての基本的な

知識の習得、育児経験や地域での交流の少な

い母親に対し交流の場を設けています。 

・ごっくん教室：離乳初期 

・もぐもぐ教室：離乳中期 

・かみかみ教室：離乳後期 

・１歳ごはん教室：離乳完了期 

赤ちゃんの発達に合わせた離乳食の話、生活リズムや

口の手入れの話について、予約制で教室を開催してい

ます。教室は離乳初期（ごっくん教室）、離乳中期（も

ぐもぐ教室）、離乳後期（かみかみ教室）、離乳完了期

（１歳ごはん教室）があります。新型コロナウイルス

感染症の影響により、令和２（2020）年の一時期は教

室を中止しました。 

プレママのひろ

ば 

妊娠５か月以上の妊婦を対象に、出産後の育

児がイメージできるように実際の赤ちゃん

を見てもらいながら、保育所職員と妊婦同士

で交流するひろばを市内認可保育所等で実

施します。 

プレママに対する情報提供や交流の場として、市内・

子ども協会立園にて実施しています。新型コロナウイ

ルス感染症の影響により、令和２（2020）年は一時期

実施を中止しましたが、オンライン活用や利用人数の

制限を行いながら一部園で実施を再開しました。 

あかちゃんのひ

ろば 

０歳～１歳３か月の赤ちゃんを子育てして

いる方が集えるひろばで、保護者同士の交

流、保育士への相談、育児に役立つ情報提供

の場です。市内各保育所等で実施します。 

情報提供や交流の場として、市内・子ども協会立園に

て実施。新型コロナウイルス感染症の影響により、令

和２（2020）年は一時期実施を中止しましたが、オン

ライン活用や利用人数の制限を行いながら一部園で実

施を再開しました。 

子育てひろば事

業 

公共施設等の地域の身近な場所で、乳幼児の

いる子育て中の親子の交流や育児相談、情報

提供等を実施します。 

令和元（2019）年度は、各地域子育て支援拠点で通年

開催し、コミュニティセンターでは月１～２回程度開

催しました。令和２（2020）年度からは、予約制で実

施したりオンラインひろばを開催し、コロナ禍でも地

域で孤立しない支援を実施しています。 

利用者支援事業

（基本型） 

子ども及びその保護者等、又は妊娠している

方が教育・保育施設や地域の子育て支援事業

等を円滑に利用できるよう、身近な実施場所

で情報収集と提供を行い、必要に応じ相談・

助言等を行うとともに、関係機関との連絡調

整等を実施し、支援する事業です。 

地域子育て支援拠点やコミセン親子ひろば等で親子に

寄り添った支援を実施しています。保健センターでの

３～４か月児健康診査ではひろばの紹介を直接行うこ

とで、ひろばの周知を実施しています。 

一時保育・一時預

かり 

通院や仕事等で一時的に保育ができないと

きや、子育てから離れてリフレッシュしたい

ときなどに保育施設で一時保育を実施しま

す。一時保育のほかに、幼稚園で行っている

在園児対象の預かり保育等があります。 

市内７園で実施することで、子育て支援・保護者の負

担軽減に寄与しています。 
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事業 内容 取組み状況(平成 30(2018)年度～令和４(2022)年度) 

ファミリー・サポ

ート・センター事

業 

子どもの預かり等の援助を受けたい方（ファ

ミリー会員）と、子どもの預かり等の援助を

してくださる方（サポート会員）とが会員と

なり、相互援助活動を行う会員組織です。セ

ンターのアドバイザーが両会員のマッチン

グ・調整等を行い、活動を支援します。 

新型コロナウイルス感染症の影響により、サポート会

員の増加率は小さくなりましたが、感染症対策をしな

がら相互援助活動を実施しています。 

障害児支援サー

ビス 

児童福祉法等に基づき、障害児に以下の支援

を行います。 

・児童発達支援・医療型児童発達支援 

・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援 

・障害児相談支援 

児童発達支援・医療型児童発達支援、放課後等デイサ

ービス、障害児相談支援を実施し、障害児が適切にサ

ービスを受けられるように支援しました。 

みどりのこども

館事業 

療育・相談のほか、各種福祉サービスの提供

の援助、調整を行い、障害児等及びその家族

の福祉の向上を図ります。 

療育を提供するとともに療育相談や保育士向けの講習

会なども実施しています。 

児童生徒のＳＯ

Ｓの出し方に関

する教育 

特別の教科 道徳、学級活動（ホームルーム活

動）、保健（保健体育）等の学習と関連させ、

ＤＶＤ教材等を活用したＳＯＳの出し方に

関する教育を実施します(各学校で年間１単

位時間以上実施します)。 

特別の教科 道徳、学級活動（ホームルーム活動）、保

健（保健体育）等の学習と関連させ、ＤＶＤ教材等を

活用したＳＯＳの出し方に関する教育を実施(各学校

で年間１単位時間以上実施)しています。 

いじめ防止対策

事業 

各校のいじめ防止基本方針の点検と見直し、

及び年３回のアンケートを実施します。 

「武蔵野ガイダンスプログラム」等を活用

し、人間関係形成力を養います。 

各校のいじめ防止基本方針の点検と見直し、及び年３

回のアンケートを実施しています。 

「武蔵野ガイダンスプログラム」等を活用し、人間関

係形成力を養っています。 

適応指導教室（チ

ャレンジルーム） 

不登校児童生徒を対象とした適応指導教室

を設置し、学校復帰や社会的自立に向けて学

習や集団活動などの指導・支援を行います。 

学校や関係機関と連携して、チャレンジルームやむさ

しのクレスコーレ（令和２（2020）年度から）での支

援を実施しています。 

若者サポート事

業 

人とのつながりや「次のステップ」に踏み出

す足がかりを求めている若者に、相談の場と

安心して参加できる活動の場を提供します。 

個別相談をしながら、学習や体験を通して自

分の進路を探していく支援を行います。 

電話やメールによる相談、来所等による窓口相談や、

居場所事業を実施しています。新型コロナウイルス感

染症の影響により、令和２（2020）年の一時期は、居

場所事業及び窓口相談事業の一部を制限して実施しま

した。 

ひきこもりサポ

ート事業 

社会参加に向けて悩みをもつ方とその家族

を対象に、電話相談・来所相談・訪問相談を

行っています。コミュニケーションを目的と

して、フットサルや社会参加体験のワークシ

ョップを開催します。家族セミナーや講演会

等を開催します。 

ひきこもりで悩んでいる方とその家族に対し、社会参

加に向けた相談支援、家族セミナーや懇談会、講演会

を実施しています。コロナ禍において相談件数は増加

しました。 

生活困窮者自立

相談支援事業 

生活保護には至らない生活困窮者に対し、課

題の解決に向けて、本人の意思を尊重した支

援計画を作成し、関係機関と連携しながら定

期的な支援を行います。 

生活保護には至らない各生活困窮者の抱える課題に対

し、本人の意思を尊重した支援計画により伴走型の支

援を実施。コロナ禍においては、相談件数は増加しま

した。 

生活困窮者住居

確保給付金支給

事業 

生活困窮者のうち、離職等により、現に賃借

して居住する住宅の家賃を支払うことが困

難となった方等に対し、求職活動中に住居の

喪失を防止するために、家賃相当額（上限額

あり）の給付金を有期で支給します。支給期

間は原則３か月です。 

制度趣旨に基づき、単なる現金給付ではなく、自立相

談支援機関による相談や公共職業安定所での就労支援

等、適宜必要な支援を実施しています。コロナ禍にお

いては、令和２（2020）年度から令和４（2022）年度ま

で要件を緩和し対象を拡大して実施しました。 
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事業 内容 取組み状況(平成 30(2018)年度～令和４(2022)年度) 

生活困窮者学習

支援事業 

貧困の連鎖を防ぐため、対象児童生徒に対し

無料で学習の機会を提供することにより、基

礎学力の定着と向上及び高校進学・中退防止

を支援します。 

貧困の連鎖を防ぐため、基礎学力の定着と向上及び高

校進学・中退防止を支援しています。不登校等の課題

がある子どもに対しては、より個別的な対応が可能な

サポート型の学習支援を活用する等、子どもの状況に

応じて事業を実施しています。 

生活困窮者就労

準備支援事業 

「社会との関わりに不安がある」等すぐに就

労が困難な生活困窮者に対し、１年以内を支

援期間として、就労に必要な知識及び能力の

向上のために、生活自立支援、社会自立支援

又は就労自立支援の訓練を行います。 

「社会との関わりに不安がある」等すぐに就労が困難

な生活困窮者に対し、就労に必要な知識及び能力の向

上のために、生活自立支援、社会自立支援又は就労自

立支援の訓練を実施しています。 

生活困窮者家計

改善支援事業 

家計収支の均衡が取れていないなど、家計に

問題を抱える生活困窮者からの相談に応じ、

家計の視点から必要な情報提供や専門的な

助言・指導等を行うことにより、相談者自身

の家計を管理する力を高め、早期に生活が再

生されることを支援します。 

収支や債務状況が不透明、支出超過傾向等、利用者の

状況に応じて、家計の視点から必要な情報提供や専門

的な助言・指導等を行うことにより、相談者自身の家

計を管理する力を高め、生活再生の支援を実施してい

ます。 

武蔵野プレイス

Ｂ２青少年活動

支援 

武蔵野プレイス地下２階フロアには、青少年

が利用しやすく、さまざまな過ごし方のでき

る場を設定し、活動を通して社会との関わり

を持つことができるように支援します。 

スタッフによる青少年への働きかけ（ロビーワーク）

を実施し、青少年同士の関係構築等を支援しています。

新型コロナウイルス感染症の影響により、一時休館や

会話等の制限を行ったことで、ロビーワークが実施で

きなくなった期間には、青少年からの一言投書（「つぶ

やきシート」）を募集掲示し、それにスタッフが返信す

ることや、精神的不調・ストレス解消方法等の関連図

書の展示などで、青少年との関係構築を工夫して継続

しました。 

日中一時支援事

業 

障害のある方に、市と協定を結んだ障害福祉

サービス事業所において日中に活動の場を

提供し、社会に適応するための日常的な訓練

や支援を行います。 

身体障害、知的障害、精神障害のある方に対し、市と

協定を結んだ障害福祉サービス事業所等において日中

活動の場を提供し、社会に適応するための日常的な訓

練や支援等のサービスを適切に受けられるよう支援を

実施しています。 

障害者福祉サー

ビス 

障害者総合支援法に基づき、支援施設もしく

はサービス事業所への通所や、居宅を訪問す

ることにより、障害のある方が入浴、排せつ

及び食事等に関する自立した日常生活を営

むために必要な訓練、生活等に関する相談及

び助言、その他の必要な支援を行います。                                                                                    

障害者総合支援法に基づく居宅サービスや施設サービ

スについて、相談、申請受付、支給決定手続き等適切

に実施しています。 

障害者就労支援

事業 

障害のある方の職業相談、就職準備支援、職

場定着支援など社会的、経済的な自立を進め

るために、ハローワーク、福祉施設、市の関

係部署などと連携を図り、企業への就労をサ

ポートします。 

各機関と連携を図り、障害のある方の企業への就労サ

ポートを実施しています。 

障害者福祉セン

ター事業 

障害のある方に対して、研修、相談、教養、

スポーツ・レクリエーション、機能回復訓練

や障害者相互の交流や地域、ボランティアと

のふれあいの場を提供することにより、障害

のある方の自立や社会参加を促進します。 

障害団体・ボランティア団体への施設貸出や、障害者

講習会を実施しています。 

地域活動支援セ

ンター事業 

障害のある方が生活するうえでの相談を受

け、日常生活の支援や当事者同士が交流でき

る場の提供を行います。市内３か所に開設さ

れています。 

社会福祉法人武蔵野「地域生活支援センターびーと」、

特定非営利活動法人ミュー「ライフサポートＭＥＷ」、

株式会社浩仁堂「コット」の３か所を設置し、運営し

ています。 
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事業 内容 取組み状況(平成 30(2018)年度～令和４(2022)年度) 

重度心身障害児

者在宅レスパイ

ト事業 

障害者の健康の保持及び保護者の介護負担

の軽減や休養を図るため、看護師等が自宅を

訪問し、医療ケア等を一定時間代替します。 

一定の条件を満たした登録者のうち、希望する方に対

し、保護者の介護負担の軽減や休養を図るため、訪問

看護師が自宅を訪問し、医療ケア等の一定時間代替を

実施しています。 

障害者ショート

ステイ事業 

障害のある方の保護者が病気等で緊急に介

護ができなくなった時や保護者の介護疲労

等を取り除くため、福祉施設等に一時入所を

依頼します。（保護者又は家族の病気・事故・

冠婚葬祭等で介護が受けられなくなった場

合や、保護者の介護疲労等を取り除くため、

在宅の心身障害者が一時的に施設を利用す

ることにより、家庭生活の安定と、障害者福

祉の増進を図ります。） 

市単独ショートステイ（３か所）では新型コロナウイ

ルス感染症の影響により、受入れを制限した時期もあ

りましたが、継続して適切に実施しています。 

いきいきサロン

事業 

週１回以上、概ね 65 歳以上の高齢者を対象

に、介護予防のための健康体操等を含むプロ

グラム（２時間程度）を行う通いの場で、運

営する地域住民団体やＮＰＯ法人等に市が

補助や支援を行います。 

高齢者の社会的孤立感の解消と健康寿命の

延伸を図り、住み慣れた地域で在宅生活を送

れるようにすることを目的としています。 

介護予防、健康増進、仲間づくりの促進など、高齢者

の地域とのつながりが深まり、生活の質の向上や住み

慣れた地域で在宅生活を送れることに寄与していま

す。 

テンミリオンハ

ウス事業 

地域の実情に応じた共助の取組みを行う市

民団体や特定非営利活動法人などに対して、

年間 1000 万円（テンミリオン）を上限とする

補助を行い、施設運営を通じて高齢者へのサ

ービスを行っています。 

介護保険制度を使わずに、地域で見守りや社

会とのつながりが必要な高齢者等の生活を

総合的に支援します。 

介護予防、健康増進、趣味活動や仲間づくりの促進な

ど、高齢者や乳幼児親子の地域とのつながりが深まり、

生活の質の向上や住み慣れた地域で在宅生活を送れる

ことに寄与しています。 

地域健康クラブ 健康維持・増進と社会参加への動機づけ、仲

間づくりを目的として市内 18 か所で実施し

ている事業です。 

趣味活動や体操など数多くのメニューを実施してお

り、高齢者の健康維持、生きがい創出に寄与していま

す。 

シニア支え合い

ポイント制度 

協力施設・団体が定めた活動に参加した方に

対してポイントを付与し、獲得したポイント

を寄付やギフト券等に交換することができ

る制度です。 

説明会（登録受付を含む）は、会場とあわせてオンラ

インで実施するなど、新型コロナウイルス感染症にも

対応して実施しています。また、サポーター交流会を

通して、サポーター同士の交流の場を設けています。 

自殺未遂者、自死

遺族の方等への

支援に関する情

報提供 

自死遺族の方を含め、死後の手続きを行う遺

族の方に、行政手続きや分かち合いの会、相

談先について、リーフレットを配布し情報提

供を行います。 

遺族への支援として、死亡届を扱う市窓口にて、流産・

死産・新生児死などでお子さんを亡くされたご家族へ、

各種相談窓口を掲載した資料を提供しています。 

救急医療機関と

の連携 

救急医療機関に搬送された方の情報が入っ

た場合に、個別に対応を行います。 

各課のケースワーカーを中心に、救急医療機関に搬送

された方の情報が入り次第、個別対応を行っています。 
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基本施策５ 市民への周知・啓発 

事業 内容 取組み状況(平成 30(2018)年度～令和４(2022)年度) 

市民こころの健

康支援事業（出前

講座・テーマ講

座） 

・テーマ講座：東京都の自殺対策強化月間に

合わせて年２回、自殺防止に関する講演会

を開催します。 

・出前講座：メンタルヘルスに関する様々な

内容について、市内の各種団体・教育機関・

組織・グループなどからの要請に応じ、専

門の講師を派遣します。 

東京都の自殺対策強化月間に合わせ、年２回の市民向

けの講演会を開催しています。令和３（2021）年度は

動画配信を、令和４（2022）年度は会場開催と動画配

信を実施しました。 

また、市内の各種団体、教育機関・組織・グループな

どの要請を受けて開催する出前講座を年数回実施して

います。令和３（2021）年度は新型コロナウイルス感

染症の影響により、出前講座の実施を見合わせました。 

精神保健福祉啓

発事業 

精神保健福祉の普及啓発(精神保健福祉講演

会の開催)を実施します。 

年１回、講演会を開催しています。新型コロナウイル

ス感染症の影響により、令和３（2021）年度は動画配

信を、令和４（2022）年度は会場開催と動画配信を実

施しました。 

女性に対する暴

力をなくす運動 

国は毎年 11 月 12 日から 11 月 25 日(女性に

対する暴力撤廃国際日)までを「女性に対す

る暴力をなくす運動」期間としており、女性

の人権尊重のため、ＤＶ・デートＤＶ、セク

ハラ、売買春等女性に対する暴力の問題に関

する取組みや意識啓発を図ることを目的に、

講座やパネル展、関連図書展示等を実施しま

す。 

「女性に対する暴力をなくす運動」期間に、啓発講座

やパネル展示、関連図書展示を実施しています。 

ワーク・ライフ・

バランスの推進 

仕事と生活の調和の実現に向け、一人ひとり

の働き方や生き方を見直すため、講座・講演

会や男女平等推進情報誌『まなこ』等にてワ

ーク・ライフ・バランスやハラスメント防止

の周知・啓発を行います。 

講演会を実施したほか、「まなこ」に関連記事を掲載。

関連図書を男女平等推進センターに配架しています。 

市報、ホームぺー

ジの活用 

自殺対策に関する内容の周知と啓発を行う

ために、強化月間に合わせた取組みだけでな

く、常時、市報やホームページを活用します。 

市域内で自殺関連ワードがインターネット検索された

際に、こころのケアに関する地域の相談窓口・支援等

を掲載している市のサイト「生きることの支援」（自殺

対策関連ページ）を優先表示することにより、支援を

必要としている人が簡単かつ適切に支援情報にアクセ

スできる委託事業を行っています。 

自殺対策強化月

間キャンペーン 

自殺対策強化月間に合わせて年２回、自殺防

止に関する講演会を開催します。自殺対策強

化月間では、市役所ロビーにてパネル展示・

関連グッズ配布、中央図書館・武蔵野プレイ

ス・吉祥寺図書館において、自殺予防書籍の

紹介など、講演や展示、印刷物等による啓発・

周知を多面的に展開します。 

市民向けテーマ講座を年２回開催しています。各図書

館にて推薦図書コーナーを設置しています。市役所ロ

ビーにてパネル展示を実施しています。 

ＳＮＳを活用し

た周知・啓発事業 

市報やホームページに加え、平成 30（2018）

年９月から東京都が実施している LINE を活

用した自殺相談をはじめとする事業の周知

を行い、若年層に向けた周知・啓発を強化し

ます。 

東京都が実施している LINE を活用した自殺相談事業

をホームページに継続的に掲載しています。 
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事業 内容 取組み状況(平成 30(2018)年度～令和４(2022)年度) 

セミナーでの自

殺対策関連項目

の実施 

武蔵野商工会議所主催のセミナーで、１つの

項目として自殺対策関連内容の実施を依頼

し、市内民間事業者に周知・啓発を図ります。

また、武蔵野商工会議所において、市の自殺

対策関連事業の周知を行い、参加を促進しま

す。 

ー 

大学等連携事業

の検討 

市民こころの健康支援事業（出前講座）を、

大学をはじめとする教育機関などと連携し、

定期的に開催していくことを検討します。 

市民こころの健康支援事業（出前講座）を、大学をは

じめとする教育機関などと連携し、定期的に開催して

います。新型コロナウイルス感染症の影響により、令

和３年度は開催を中止しました。 

 

 

（２）前計画の目標値に対する実績の評価 
 

自殺対策に関する目標について、前計画目標値に対する達成状況は以下のとおりです。 

 

項目 

実績値 目標値 
目標値に対する 
実績の評価 平成 25（2013）～27（2015）年

の平均値 

令和元（2019）～３（2021）年 

の平均値 

令和４（2022）～６（2024）年

の平均値 

自殺死亡率※ 18.4 13.8 13.9 以下  

※ 自殺死亡率とは、人口 10万人当たりの自殺死亡者数。 

達成 
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第３章 計画の基本的な視点 

本計画では、第４期健康福祉総合計画及び健康福祉分野の各個別計画共通の基本理念である「武

蔵野市ならではの地域共生社会の実現」を踏まえるとともに、「自殺総合対策大綱」で示された基本

目標と４つの基本認識を基に、健康福祉分野の様々な施策を総合的・横断的に推進します。 

 

 

 

誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指す 

 

自殺対策の本質が生きることの支援にあることを改めて確認し、「誰も自殺に追い込まれること

のない社会の実現」を目指します。 

 

基本認識１ 

自殺は、その多くが追い込まれた末の死である 

自殺は、人が自ら命を絶つ瞬間的な行為としてだけでなく、人が命を絶たざるを得ない状

況に追い込まれるプロセスとして捉える必要があります。 

自殺に至る心理は、様々な悩みが原因で心理的に追い詰められ、自殺以外の選択肢が考え

られない状態に陥ることや、社会とのつながりの減少や生きていても役に立たないという役

割喪失感から、また、与えられた役割の大きさに対する過剰な負担感から、危機的な状態に

まで追い込まれてしまう過程と捉えることができます。 

自殺行動に至った人の直前の心の健康状態を見ると、大多数は、様々な悩みにより心理的

に追い詰められた結果、抑うつ状態にあったり、うつ病、アルコール依存症等の精神疾患を

発症していたりするなど、これらの影響により正常な判断を行うことができない状態となっ

ていることが明らかになっています。 

このように、自殺は、個人の自由な意思や選択の結果ではなく、「その多くが追い込まれ

た末の死」ということができます。このことを社会全体で認識するよう改めて徹底していく

必要があります。 

 

基本認識２ 

年間自殺者数は減少傾向にあるが、非常事態はいまだ続いている 

  全国の自殺者数は減少傾向にありますが、令和２（2020）年には新型コロナウイルス感染

症拡大の影響等で自殺の要因となり得る様々な問題が悪化したことなどにより、特に女性や

小中高生の自殺者数が増え、総数は 11 年ぶりに前年を上回りました。令和３（2021）年の

総数は令和２（2020）年から減少したものの、女性の自殺者数は増加し、小中高生の自殺者

数は過去２番目の水準となりました。また、主要先進７か国の中では我が国の自殺死亡率が

最も高く、年間自殺者数は依然２万人を超えており、非常事態はいまだ続いています。 

市においても、年間自殺死亡者数は減少と増加を繰り返しています。 

 

基 本 目 標 
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基本認識３ 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対策の推進 

社会全体のつながりが希薄化している中で、新型コロナウイルス感染症拡大により人との

接触機会が減り、それが長期化することで、人との関わり合いや雇用形態をはじめとした

様々な変化が生じています。その中で女性や子ども・若者の自殺が増加し、また、自殺につ

ながりかねない問題が深刻化するなど、今後の影響も懸念されているため、引き続き、新型

コロナウイルス感染症拡大の自殺への影響について情報収集・分析を行う必要があります。 

また、コロナ禍において、様々な分野でＩＣＴが活用される状況となりました。この経験

を生かし、今後、感染症の感染拡大が生じているか否かを問わず、必要な自殺対策を実施す

ることができるよう、ＩＣＴの活用を推進していきます。 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大下では、特に自殺者数の増加が続いている女性を含

め、無業者、非正規雇用労働者、ひとり親や、フリーランスなど雇用関係によらない働き方

の者に大きな影響を与えていると考えられることや、不規則な学校生活を強いられたり行事

や部活動が中止になったりすることなどによる児童生徒たちへの影響も踏まえて対策を講

じていく必要があります。 

 

基本認識４ 

地域レベルの実践的な取組を、ＰＤＣＡサイクルを通じて推進する 

  自殺対策が目指すのは、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」であり、自殺対策

基本法では、その目的として「国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現

に寄与すること」がうたわれています。つまり、自殺対策を社会づくり、地域づくりとして推進

することとされています。 
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第４章 施策の体系 
基本施策は、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現に向け、すべての市民に向けて実施

すべき施策です。 

市では、地域におけるネットワークの強化や自殺対策を支える人材の育成、相談支援事業の充実、

通いの場の充実や活動支援、生活困窮者支援に関する対策の推進などの生きやすさを育み寄り添う

支援とともに、相談窓口や自殺対策に関する講座・講演会、市民への周知・啓発を基本的な施策と

して掲げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本施策１ 

地域におけるネットワークの強化 

関係機関等が広く連携して自殺対策を推進できるよう、各種ネットワークの取組

みを強化するとともに、自殺対策を総合的に推進する庁内連携体制を強化しま

す。 

自殺対策を支える人材の育成 

生活上の困難や悩みに対して早期に気づくことができるよう、広く「気づき」のた

めの研修を行います。また、より専門的な支援が可能となるよう、庁内の専門職

等への研修を実施します。 

相談支援事業の充実 

こころの悩みを抱えている人、自殺を考えている人やその人に関わる人たちが、

必要な時に適切な相談をすることができるよう、相談支援事業の充実と各機関

の連携を強化します。 

生きやすさを育み寄り添う支援 

通いの場の充実や活動支援、生活困窮者支援に関する対策を推進するほか、自

殺未遂者、遺された人への支援に関する情報を提供し、生きやすさを育み寄り添

う支援を行います。 

市民への周知・啓発 

自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る危機」であり、危機に陥っ

た場合は誰かに援助を求めることが適当であるということが、社会全体の共通

認識となるように、積極的に普及啓発を行います。 

基本施策２ 

基本施策３ 

基本施策４ 

基本施策５ 
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第５章 施策の展開 
基本施策１ 地域におけるネットワークの強化 
 

 

 

●「こころの健康づくり庁内連携会議」（健康課）、「見守り・孤立防止ネットワーク連絡協議会」

（地域支援課）、「健康福祉総合計画・地域共生社会推進会議」（地域支援課）を開催し、自殺

総合対策計画の進捗管理を行っています。 

●様々な世代に応じた支援のため、「子育て支援ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）」

（子ども子育て支援課）、「保幼小中連携事業」（教育支援課）、「若者サポート推進連絡会議」

（児童青少年課）、「地域包括ケア推進協議会」（高齢者支援課）、「総合支援調整会議」（生活福

祉課）などを適時開催し、関係部署同士で情報共有、連絡調整を行っています。 

●「見守り・孤立防止ネットワーク連絡協議会」（地域支援課）を構築し、参加団体によるそれ

ぞれの通常業務のなかでの異変の発見・速やかな通報・相談窓口の周知の取組みに加え、ひと

り暮らし高齢者の増加や消費者被害、認知症、生活困窮者等の課題にも連携して対応していま

す。 

●多摩府中保健所が開催する「自殺対策担当者連絡会」にて、管内６市と保健所が実施している

自殺対策の取組みなどの情報共有を行っています。 

 

＜見守り・孤立防止ネットワーク連絡協議会＞ 参加団体（敬称略）令和５（2023）年８月現在 

東京都住宅供給公社 

独立行政法人都市再生機構（北多摩住まいセン

ター） 

公益財団法人東京都宅地建物取引業協会武蔵

野中央支部 

多摩新聞販売同業組合武蔵野支部 

東京ガス株式会社東京西支店 

東京電力パワーグリッド株式会社武蔵野支社 

武蔵野市シルバー人材センター 

武蔵野郵便局 

市内郵便局代表（武蔵野桜堤郵便局） 

武蔵野市水道部 

武蔵野市居宅介護支援事業者連絡協議会 

弁当宅配業者（宅配クック 123） 

弁当宅配業者（ワタミの宅食） 

ヤマト運輸株式会社 武蔵野主管支店、武蔵野

中央営業所 

生活協同組合コープみらい東久留米センター 

生活協同組合パルシステム東京 

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン 

イトーヨーカ堂 

武蔵野市商店会連合会 

第一生命株式会社 

明治安田生命保険相互会社 

東都生活協同組合 

東京ハイヤー・タクシー協会武三支部 

ＡＬＳＯＫ綜合警備保障株式会社 

武蔵野警察署 

武蔵野消防署 

市医師会 

市歯科医師会 

市薬剤師会 

市柔道整復師会 

武蔵野市民生児童委員協議会 

社会福祉法人武蔵野市民社会福祉協議会 

市内在宅介護支援・地域包括支援センター社

会福祉士会代表（高齢者総合センター在宅介

護・地域包括支援センター） 

武蔵野市 

（健康福祉部各課、防災安全部安全対策課、

子ども家庭部子ども子育て支援課（子ども家

庭支援センター）、都市整備部住宅対策課、

市民部産業振興課） 

現状 
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【各種ネットワークとの協働と庁内連携機関の強化】 

●市内には、課題やライフステージに対応して、「子育て支援ネットワーク（要保護児童対策地

域協議会）」（子ども子育て支援課）、「保幼小中連携事業」（教育支援課）、「若者サポート推進

連絡会議」（児童青少年課）、「見守り・孤立防止ネットワーク連絡協議会」（地域支援課）など

様々なネットワークがあり、引き続き関係機関との協働体制の維持、整備に努めます。 

拡「見守り・孤立防止ネットワーク連絡協議会」における定例会議を実施し、参加団体間で臨

機応変に連絡調整や情報共有を行うことができる体制の拡充を図ります。 

●基幹相談支援センター（障害分野）、基幹型地域包括支援センター（高齢分野）、子ども家庭支

援センター（子育て分野）など、各分野に設置しているネットワークの中心となる機関により、

円滑な連携を推進します。 

●庁内に設置している「こころの健康づくり庁内連携会議」において、自殺対策を含めた「ここ

ろの健康づくり」に関する事業や、各課が持つ相談機能についての情報交換、必要に応じて課

題の抽出や検討を行います。 

●健康福祉総合計画においては、「包括的相談支援体制の強化」を共通施策に掲げ、ネットワー

ク強化に向けて設置した総合支援調整会議により、分野横断的な課題の検討、相談のネットワ

ーク化を進めています。今後は、この取組みにおいても「誰も自殺に追い込まれることのない

社会」に向け、保健・医療・福祉・教育などの他機関・多職種の職員と連携を図ることで課題

解決のネットワークの強化を図ります。 

●今後も引き続き、市における健康福祉分野をはじめとする様々な協議体・会議体を活かし、

自殺対策に関する情報提供等を行います。 

  

今後の方向性 

新は「新規」の事業、拡は「拡充」する事業を表します。 
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ライフステージ 主要な施策と今後の方向性 

妊産婦・乳幼児の保護者 

（妊娠期～小学校就学前） 

 ●  母子保健分野では、妊娠期から乳幼児期において、孤立や育児不

安、産後うつなどの予防と早期発見、早期支援を強化するため医

療機関等との連携強化を図ります。 

 ●  子育て支援分野では、子育て支援ネットワーク（子ども家庭支援

センター）を中心に、児童虐待の防止や子育てに不安を持つ家庭

を支援していきます。 

子ども 

（小学校就学～18 歳未満） 

 ●  児童虐待、いじめや不登校、引きこもりの問題に対しては、子育

て支援ネットワーク（子ども家庭支援センター）、若者サポート

推進連絡会議（児童青少年課）、保幼小中連携事業（教育支援課）

があり、子どもとその家庭を引き続き支援していきます。 

若者 

（18歳～20・30歳代） 

 ●  若者サポート推進連絡会議（児童青少年課）は高校生世代から引

き続き、30 歳代ぐらいまでを対象に当事者とその家庭を支援す

るネットワークとして機能しています。 

 ● 必要に応じて生活困窮者自立支援制度の利用へとつないでいま

す。 

中高年 

（40・50歳代・60歳代前半） 

● 経済的困窮の課題を抱えている人だけでなく、社会的孤立や生き

づらさを含め、すべての相談を受け止める相談窓口体制、ネット

ワーク、連携を強化します。  

● 必要に応じて生活困窮者自立支援制度の利用へとつないでいま

す。 

高齢者 

（60 歳代後半～） 

 ● ひとり暮らしの高齢者や認知症高齢者の増加、消費者被害や生活

困窮の課題に対応するために、武蔵野市見守り・孤立防止ネット

ワーク連絡協議会（地域支援課）を設置し、民間事業者や関係機

関とも連携して取り組んでいます。 

 ● 高齢者分野においては、地域包括ケア推進協議会（高齢者支援課）

により、保健、医療、介護、福祉が連携したネットワークを構築

し、地域包括支援センターの適切な運営に努めています。 
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事業概要一覧 

 

事業名 事業概要 対象 担当課 

健康福祉施策推進審議会

（令和５（2023）年度「健

康福祉総合計画・地域共生

社会推進会議」より名称変

更） 

健康福祉総合計画や個別計画などの進捗管理に

加えて、保健、医療、福祉、教育など様々な分

野のサービスや地域の活動による支援が、相互

に連携して機能するための検討や調整を行いま

す。 

- 地域支援課 

こころの健康づくり庁内連

携会議 

こころの健康や自殺対策事業とその状況につい

て情報共有します。 
- 健康課 

子育て支援ネットワーク 

児童福祉法第 25 条の２の「要保護児童対策地

域協議会」にあたり、守秘義務の課せられたネ

ットワークの構築で、各機関から多くの情報を

集め、援助している家庭の状況や問題点を明確

にし、より有効な支援につなげます。 

- 

子ども子育て支援

課（子ども家庭支

援センター） 

保幼小中連携事業 

特別な支援を要する児童生徒等について、「就

学支援シート」や「学校生活支援シート」を活

用し、保育園・幼稚園・小学校・中学校等で情

報共有し、スムーズな移行を図ります。 

市内在住の未就

学児、児童生徒

及びその保護者 

教育支援課 

若者サポート推進連絡会議 

支援を必要とする若者に対して、関係部署が連

携しながら切れ目なく総合的に支援できるよ

う、会議を通じた情報交換や連絡調整を行いま

す。 

- 児童青少年課 

地域自立支援協議会 

地域における障害者等への支援体制に関する課

題等について協議し、障害者等の自立した地域

生活を支えるため、学識経験者、当事者、福祉

サービス事業者、関係行政機関の職員、公募市

民等をメンバーとした委員会を開催していま

す。 

親会のほかに個別テーマを定めた専門部会を設

定しています。 

- 障害者福祉課 

地域包括ケア推進協議会 

地域包括ケアを推進するため、介護保険被保険

者、学識経験者、医療関係者、介護保険事業

者、地域福祉関係者等により地域包括ケアの推

進に関する事項、地域包括支援センターの運営

に関する事項、地域密着型サービスに関する事

項の審議等を行います。 

主に市内在住の

65 歳以上の方 
高齢者支援課 

見守り・孤立防止ネットワ

ーク連絡協議会 

（「自殺対策に関する地域

連携会議体」に相当） 

参加団体（住宅供給系、サービス提供事業者

等）による業務のなかでの異変の発見・通報・

相談窓口の周知に加え、独居高齢者の増加や消

費者被害、認知症、生活困窮者等の課題にも連

携して対応します。 

- 
地域支援課 

 

総合支援調整会議 

福祉総合相談窓口を中心に庁内外の各相談機関

で把握した課題を解決するため、事例検証や情

報共有を行います。 

- 生活福祉課 
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基本施策２ 自殺対策を支える人材の育成 

 

 

●庁内相談窓口の職員や市の関係機関職員等を対象として、自殺に関する知識、精神疾患のある

方及び自殺念慮のある方への具体的な傾聴方法等について、ゲートキーパー研修（こころとい

のちの基礎研修）を実施してきました。 

●ホームヘルパーや相談支援専門員、ケアマネジャーを対象に、精神障害についての知識や支援

スキルを学習し、より適切な支援を行うため研修会を実施してきました。 

●市民こころの健康支援事業の一環として、市民向けに、メンタルヘルスについてのテーマ講座

や出前講座を行い、人材育成を行っています。 

●「気づき」にとどまらず自殺ハイリスク者へのサポートが可能となるような専門性の高いスキ

ルを身に付ける目的で「自殺危機初期介入スキル研究会」のワークショップに庁内専門職等２

名を毎年派遣しています。 

●精神疾患の一つであるうつ病は、全国的には約 15人に１人が一生のうちにかかるといわれて

おり、また、産後１か月時点での産後うつの者の割合については、令和３（2021）年度で 9.7％

となっています。そのため、うつ病等への理解を深めることが重要であり、幅広く啓発・人材

育成を図る必要があります。 

 

 

 

 

【「気づき」を促す研修の拡大と専門的人材の育成】 

●市民の相談を受ける機会のある職員が、自殺予防のために適切な対応をとれるよう、全職員を

対象に、「気づき」を主眼としたゲートキーパー研修（こころといのちの基礎研修）を実施し

ます。民生児童委員、健康づくり推進員等に対しても、引き続きゲートキーパー研修の案内を

していきます。 

拡ゲートキーパー研修において、学校での教職員の対応に特化したテーマを加えるなど、内容

及び対象者の拡充を図ります。 

●さらに庁内の専門職等に対しては、「気づき」にとどまらず、自殺ハイリスク者への伴走型の

サポートが可能となるよう専門的な知識等の研修として「庁内専門職向けスキルアップ研修」

に派遣し、専門性の高いスキルの向上を図ります。 

●精神保健福祉に関する支援者ホームヘルパーや相談支援専門員、ケアマネジャー等が専門的

な知識を学び、より適切な支援を行えるようにするため、「精神保健福祉研修」を実施します。 

●啓発を目的として行っている「市民こころの健康支援事業（テーマ講座）」について、「気づき」

のための人材育成の場としても実施するなど、市民への人材育成を行っていきます。 

 

  

現状 

今後の方向性 
新は「新規」の事業、拡は「拡充」する事業を表します。 
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ライフステージ 主要な施策と今後の方向性 

妊産婦・乳幼児の保護者 

（妊娠期～小学校就学前）  ● 現在実施している全職員を対象としたゲートキーパー研修を

自殺予防基礎研修と位置付けて実施します。 

 ● 庁内の専門職等に対しては、気づきにとどまらず、自殺ハイリ

スク者への伴走型のサポートが可能となるよう専門的な知識

等の研修として「庁内専門職向けスキルアップ研修」に派遣し、

専門性の高いスキルの向上を図ります。 

 ● 「市民こころの健康支援事業（テーマ講座）」を、「気づき」の

ための人材育成の場としても位置付けるなど、市民への人材育

成を行っていきます。 

子ども 

（小学校就学～18歳未満） 

若者 

（18歳～20・30歳代） 

中高年 

（40・50歳代・60歳代前半） 

高齢者 

（60 歳代後半～） 

 

事業概要一覧 
事業名 事業概要 対象 担当課 

ゲートキーパー研修 

 （名称：こころといのちの

基礎研修） 

庁内相談窓口の職員や市の関係機関職員等を対

象として精神疾患及び自殺に関する知識、精神

疾患のある方及び自殺念慮のある方への対応方

法について研修を実施することで、職員の対応

能力の向上を図るとともに、窓口相談や教育現

場での悩み、ＳＯＳに気づける人材養成を行い

ます。 

市職員、市関連団

体職員、民生児童

委員 

健康課 

人事課 

庁内専門職向けスキルアッ

プ研修 

「気づき」にとどまらず自殺ハイリスク者への

伴走型のサポートが可能となるような専門性の

高いスキルを身に付ける目的で「自殺危機初期

介入スキル研究会」のワークショップに庁内専

門職等２名を派遣します。 

市職員（専門職） 
健康課 

人事課 

市民向け人材育成研修 

市民こころの健康支援事業（テーマ講座）、出前

講座を、「気づき」のための人材育成の場として

位置付けるなど、市民への人材育成を行います。 

市民 障害者福祉課 

 

 

 

 悩んでいる人に気づき、声をかけてあげられる人のことです。「変化に気づく」「じっくりと耳

を傾ける」「支援先につなげる」「温かく見守る」という４つの役割が期待されていますが、そのう

ちどれか１つができるだけでも、悩んでいる方にとっては大きな支えになります。 

 

 

 

コラム 

ゲートキーパーとは？ 

参考：厚生労働省「誰でもゲートキーパー手帳（第二版）」 

気づき  

家族や仲間の変化に 
気づいて、声をかける 

傾聴  

本人の気持ちを尊重し、 
耳を傾ける 

つなぎ  

早めに専門家に相談 
するよう促す 

見守り  

温かく寄り添いながら、 
じっくりと見守る 
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基本施策３ 相談支援事業の充実 

 

 

●「市民こころの健康支援事業（相談支援）」（障害者福祉課）として、メンタルヘルスの問題（子

育て、職場、学校、高齢期問題等）を抱えた市民（本人、家族、友人等）からの相談を資格を

持った専門職が来所相談及び電話相談を受けています。 

●どこに相談したらよいか分からない市民や、ひきこもり、8050 問題など複合的な課題を抱え

る市民の相談窓口として「福祉総合相談窓口」（生活福祉課）を設置しています。 

●「女性総合相談・女性法律相談」（男女平等推進センター）として、女性が暮らしの中で抱え

る様々な悩みについて、女性の専門相談員や弁護士が相談を受けています。 

●妊婦面接、妊産婦訪問、マタニティ安心コール、乳幼児健康診査、乳幼児発達相談等を実施し、

妊娠期から一人ひとりに寄り添う支援を行っています。 

●こんにちは赤ちゃん訪問時、「エジンバラ産後うつ病質問票（ＥＰＤＳ）」を実施し、産後早期

のアセスメントを行っています。このことにより、産後うつ等を早期に発見し、支援につなげ

ています。 

●スクールソーシャルワーカーが市立小中学校を定期的に訪問し児童生徒の支援を行っていま

す。 

●在宅介護・地域包括支援センターにおいて、在宅介護などに関する様々な相談を受けていま

す。 

●子育てに悩んだ場合の相談先は「配偶者・親・親戚」が 68.5％と突出して多く、「知人・友人・

同僚・地域のサークル」が 18.7％と続いています。「保健センター」「病院」「市の窓口」など

は１割未満となっており、「誰(どこ)にも相談しない」は 1.5％となっています。 

 

【図表 16 子育てに悩んだ場合の相談先】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：武蔵野市妊娠届出書、乳幼児健診票等集計報告書（東京都出産応援事業のみ）（令和４（2022）年度）  

現状 

n=(343)  

配偶者・親・親戚

知人・友人・同僚・地域のサークル

保健所・保健センター

病院・診療所

区市町村の窓口

学校・幼稚園・保育所

子供家庭支援センター

児童相談所

地域の民生・児童委員

その他

誰（どこ）にも相談しない

68.5

18.7

5.5

1.7

1.7

1.2

0.6

0.3

-

0.3

1.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 (%)
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●悩みやストレスの相談先について、「家族・親族」「友人・知人」が圧倒的に多い一方で、「相

談できる相手はいない」は 13.0％となっています。 

●性別でみると、悩みやストレスを「相談できる相手はいない」割合や、悩みやストレスの解決

法が「ない」割合は、女性よりも男性のほうが割合が高くなっています。 

 

【図表 17 悩みやストレスについての相談先】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：武蔵野市市民の健康づくりに関するアンケート調査報告書（令和４（2022）年度） 

 

●こころの健康に関して期待する市の施策として「相談事業の充実」は 34.2％で２番目に多く

なっており、特に女性 20 歳代からのニーズが高くなっています。また、単身世帯からのニー

ズも高くなっています。 

 

【図表 18 こころの健康に関して期待する市の施策】 

 

 

 

 

 

 

 

出典：武蔵野市市民の健康づくりに関するアンケート調査報告書（令和４（2022）年度） 

情報提供の充実

相談事業の充実

健康講座等による啓発

その他

特になし

無回答

41.0

34.2

14.5

2.7

33.0

4.4

36.3

32.9

16.3

4.4

31.5

4.2

0 10 20 30 40 50

全体 n=(854)  

前回：平成28（2016）年 n=(802)  

(%)

家族・親族

友人・知人

職場の上司・同僚

医療機関

介護関係の従事者

学校・職場のカウンセラー

市の相談窓口・職員

障害者支援の従事者

民間の相談機関

インターネット上の相談窓口

民生・児童委員

その他

相談できる相手はいない

無回答

64.4

50.2

14.4

9.6

2.6

1.6

1.4

1.2

1.1

0.7

-

2.1

13.0

2.5

60.3

51.5

13.2

10.5

3.5

0.9

2.2

1.3

0.6

1.5

0.2

3.3

12.9

1.8

0 20 40 60 80

全体 n=(570)  

前回：平成28（2016）年 n=(544)  

(%)
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【様々な相談窓口の活用】 

●市民こころの健康支援事業（相談支援）において、資格をもった専門職が、メンタルヘルスに

関する相談を、本人からのみにとどまらず、家族や友人からも受け付けていきます。 

●どこに相談したらよいか分からない市民や、ひきこもり、8050 問題など複合的な課題を抱え

る市民の相談窓口として生活福祉課に設置している「福祉総合相談窓口」にて、困りごとや

生活の不安の解決に向けた支援を行います。 

●生活保護に至る前の段階から早期に支援を行うため、平成 27（2015）年４月の生活困窮者自

立支援法の施行に伴い、生活保護の対象となる方も含めた、生活困窮者に対する相談窓口と

して生活福祉課に設置している「生活困窮者総合相談窓口」にて、生活困窮者への支援を行

います。 

●「男女平等推進センター」において、女性が暮らしの中で抱える様々な悩みについて、女性の

専門相談員や弁護士が相談に応じる女性総合相談や女性法律相談を実施します。 

●障害者虐待に関する通報・相談窓口の設置として、「障害者虐待防止センター」を設置し、電

話での通報を 24時間受け付けます。 

●「基幹相談支援センター」において、難病を含む障害に対応した総合的な相談支援、相談支援

事業者への専門的な指導、助言、人材育成、ネットワーク構築などの事業を行います。 

●市内３か所に設置している「地域活動支援センター」において、障害のある方が生活するうえ

での相談を受け、日常生活の支援や当事者同士が交流できる場を提供していきます。 

新メンタルヘルスや精神保健に課題を抱える方に対しての相談支援体制（アウトリーチ含む。）

の強化に向けた検討を行います。 

新児童福祉法の改正を受け、子育て世代包括支援センター（母子保健）と子ども家庭総合支援拠

点（児童福祉）の組織を見直し、全ての妊産婦、子育て世帯、子どもへ一体的に相談支援を行

う「こども家庭センター」の設置を行い、相談支援等の取組みに加え、サポートプランの作成

や、地域資源の開拓を担うなどさらなる支援の充実強化を図ります。 

新児童発達支援センター、教育支援センターとの連携を進めるとともに、今後、保健センターの

増築及び複合施設整備にて、児童福祉、母子保健、療育、教育等に係る相談支援機能を設置し、

多機関の連携による包括的な相談支援体制を構築します。 

新令和５（2023）年４月に施行された武蔵野市子どもの権利条例の理念に基づき、子どもが身近

な場所での関係づくりを通じて気軽に話すことができる多様な相談の場づくりを進めるとと

もに、子どもの権利が侵害された場合の救済を行うことを目的とした「武蔵野市子どもの権利

擁護委員」を令和６（2024）年度中に設置し、子どもの最善の利益に基づく支援を行います。 

●介護を必要とする人の年齢や理由が多様化する中で、介護している方の負担軽減に向け、

様々な相談事業や家族介護支援事業など担い手を支える各取組みを行います。  

今後の方向性 

新は「新規」の事業、拡は「拡充」する事業を表します。 
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ライフステージ 主要な施策と今後の方向性 

妊産婦・乳幼児の保護者 

（妊娠期～小学校就学前） 

 ●  全ての妊婦・子育て家庭が安心して妊娠・出産・子育てができ

るよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応

じ、必要な支援につなぐ伴走型の相談支援を充実させ、経済的

支援を一体的に実施していきます。 

 ●  こんにちは赤ちゃん訪問事業、乳幼児健康診査では、乳幼児を

抱える保護者との接触機会を活用し、産後うつや育児不安の高

い保護者の早期発見と対応に努め、必要に応じて継続的な支援

を行っています。 

 ●  相談においては、子ども家庭支援センターで子育て総合相談、

ひとり親家庭相談などを実施し、支援が必要な家庭の相談に対

応しています。 

 ●  児童発達支援センターみどりのこども館相談部ハビットを中心

に、発達に課題のある子どもとその家庭に対する相談・支援を

行っています。 

子ども 

（小学校就学～18 歳未満） 

 ●  教育支援センターにおいて、子どもの教育上の悩みや心配事に

関する相談については、教育相談員（臨床心理士）が対面や電

話で受け付けています。 

 ●  学校においては、教育支援センターの派遣相談員や東京都のス

クールカウンセラーが子ども自身や保護者からの相談を受ける

とともに、子どもへの関わり方について教員から相談を受けて

います。 

 ●  さまざまな課題を抱えた児童生徒に対しては、スクールソーシ

ャルワーカーが当該児童生徒の置かれた環境へ働きかけたり、

関係機関等とのネットワークを活用したりするなどして、課題

解決を図っています。 

● 武蔵野市子どもの権利条例の理念に基づき、子ども自身が気軽

に相談できる環境整備を進めるために、全市的に子どもの権利

に関する周知・啓発を行うとともに、子どもの権利擁護委員の

令和６（2024）年度中の設置及び運営を行います。 

 ●  いじめ、不登校など、子どもたちを取り巻く多様な課題に対応

するため、学校・家庭・地域・関係機関の連携を進め、学校に

おける組織的な教育相談体制の一層の充実を図ります。 

 ●  特に、教育支援センターの派遣相談員制度や東京都のスクール

カウンセラー制度を活用し、学校におけるカウンセリング・学

級担任への助言・校内研修などを充実します。 

 ●  チャレンジルームやむさしのクレスコーレの不登校児童生徒 

   への支援を充実するとともに、教育相談員やスクールソーシャ

ルワーカーとの連携、家庭と子どもの支援員の活用により家庭

訪問や別室登校など早期支援を行います。 
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ライフステージ 主要な施策と今後の方向性 

若者 

（18歳～20・30歳代） 

● 地域包括ケア人材育成センターでは、介護の仕事に従事する方

の仕事に関する悩み・相談を受け付けています。解決に必要な

課題については、専門家や関係機関につなげています。 

●  うつ病や精神疾患により、支援が必要な場合には、基幹相談支

援センターで総合相談、専門相談に対応し、必要な支援機関に

つなげています。 

●  社会的な孤立や生きづらさを感じることがないよう、生活困窮

者総合相談窓口を通じて早期に生活困窮者支援へとつなげて

いきます。 

● 福祉総合相談やひきこもりサポート事業「それいゆ」では、ひ

きこもりの当事者やご家族の相談を受け付けています。家族セ

ミナーや講演会も行っています。 

●  家族を介護している方の負担軽減のため、市内在宅介護・地域

包括支援センターやデイサービスセンターにおいて、家族介護

者の交流の場の提供や、介護についての講座等を行っていま

す。 

中高年 

（40・50歳代・60歳代前半） 

高齢者 

（60 歳代後半～） 

 ●  だれもが住み慣れた地域で生活を継続できるよう、在宅介護・

地域包括支援センター、基幹型地域包括支援センターを中心

に、医療・介護・福祉関係者が連携して対応できる相談体制を

整えています。 

 ●  24 時間 365 日、専門職の相談員が対応する「なんでも電話相

談」、専門職等が週１回、決まった曜日・時間帯に電話での連絡

を行う「高齢者安心コール事業」により、ひとり暮らし高齢者

の孤立防止や安否確認を含めた、きめ細かな相談対応を実施し

ています。 

 ●  家族を介護している方の負担軽減のため、市内在宅介護・地域

包括支援センターやデイサービスセンターにおいて、家族介護

者の交流の場の提供や、介護についての講座等を行っていま

す。 

 ●  在宅介護・地域包括支援センターは、地域包括ケアシステムの

拠点として、小地域完結型の相談・サービス提供体制を継続し

ます。 
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事業概要一覧 

事業名 事業概要 対象 担当課 

市民こころの健康支援事業

（相談支援） 

メンタルヘルスの問題を抱えた市民（本人、家

族、友人等）からの相談を、資格を持った専門職

が来所相談及び電話相談で対応します。 

市民 障害者福祉課 

健康相談・健康なんでも相

談 

【健康相談】 

健康診断の結果票の見方や生活習慣病予防な

ど、健康状態や相談内容に応じて専門職が助言

等を行います。 

【健康なんでも相談】 

健康に関するさまざまな相談を電話で受け付け

ます。 

市民 健康課 

民生児童委員への相談 

地域住民の立場に立って相談に応じ、行政や専

門機関とのつなぎ役として関係機関と連携・協

力します。 

市民 地域支援課 

女性総合相談・女性法律相

談 

女性が暮らしの中で抱える様々な悩みについ

て、女性の専門相談員や弁護士が相談を受けま

す。 

市民 市民活動推進課 

にじいろ相談（性自認・性的

指向に関する相談） 

性自認・性的指向に関する悩みについて、家族や

友人との関係、職場や学校のことなど、専門の相

談員が相談を受けます。 

市民 市民活動推進課 

母

子

保

健

事

業   

妊婦面接（ゆりかごむ

さしの面接） 

専任の保健師などが面接をし、妊娠中の疑問や

不安に答えます。子育て中も地域で安心して生

活していけるよう、妊娠期から一人ひとりに寄

り添い地域とつなぐサポートを行います。転入

した妊婦にも市の子育て情報を提供します。 

妊婦 健康課 

育児相談（ベビーサロ

ン） 

月齢・年齢に応じた育児上の悩みや、健康上の問

題を解決できるよう、保健師をはじめとする専

門職が健康相談及び健康教育を行います。また、

孤立しがちな母子に対して、友達作りや情報交

換の場を提供し、育児の仲間づくり及び自主グ

ループの育成を図り、子育てを支援します。 

１か月健診終了後

～１歳未満の乳児 
健康課 

妊産婦訪問 

こんにちは赤ちゃん

訪問 

妊娠届、出生通知票により対象者を把握し、保健

師及び訪問指導員が妊産婦の健康保持と、新生

児の健康な発育のために訪問指導を行います。 

妊産婦、生後４か

月までの乳児 
健康課 

マタニティ安心コー

ル 

安心して赤ちゃんを迎えられるよう、出産・育児

に関することや市内での子育て支援に関して、

専任の保健師等が専用電話番号を通して直接相

談に応じます。相談直通電話。 

妊婦 健康課 

専門職による家庭訪

問・個別相談 

保健師等専門職が地区担当員として配置されて

おり、家庭訪問、面接、電話相談等により継続支

援を行います。 

乳幼児とその母親 健康課 

乳幼児健康診査 

児の健康保持及び増進のため、疾病等をもった

児を早期に発見し適切な保健指導を行います。 

①乳児健康診査（３～４か月児）（６・９か月児） 

②１歳６か月児健康診査 

③３歳児健康診査 

乳幼児とその母親 健康課 

乳幼児発達相談 
乳幼児の健康、発達に関する個別の相談に応じ、

必要な指導、助言を行います。 

乳幼児の発達につ

いて心配のある方 
健康課 
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事業名 事業概要 対象 担当課 

子ども家庭支援センター事

業 

子育て総合相談事業、児童虐待防止等の支援を

要する子育て家庭に対してのサポートを行いま

す。 

０～18 歳未満の子

どものいる家庭 

子ども家庭支援

センター 

ひとり親家庭支援事業 
母子・父子自立支援員がひとり親家庭の様々な

問題についての相談を受けます。 

０～20 歳未満の子

どものいるひとり

親家庭 

子ども家庭支援

センター 

教育支援センターの運営

（教育相談及び学校派遣相

談） 

子どもの教育上の悩みや心配事に関する相談

を、教育相談員（臨床心理士）が電話あるいは来

所形式で対応します。 

また、市立小中学校に週１回、教育相談員を「学

校派遣相談員」として派遣します。 

【電話・来所相談】 

幼児から 18歳程度

の子ども及びその

保護者 

【学校派遣相談】 

市内小中学校の児

童生徒及びその保

護者 

教育支援課 

スクールソーシャルワーカ

ー事業 

社会福祉等の専門的な知識や技術を有するスク

ールソーシャルワーカーが、さまざまな課題を

抱えた児童生徒に対し、当該児童生徒が置かれ

た環境へ働きかけたり、関係機関等とのネット

ワークを活用するなどして、課題解決への対応

を図ります。 

市内小中学校の児

童生徒及びその保

護者 

教育支援課 

障害者虐待防止センター事

業 

障害者虐待に関する通報・相談窓口を設置して

います。 

障害のある方及び

その家族等 
障害者福祉課 

基幹相談支援センター事業 

難病含む障害のある方の総合的な相談支援、相

談支援事業者への専門的な指導、助言、人材育

成、ネットワーク構築などの事業を行います。障

害者虐待防止センターの機能も兼ねています。  

障害のある方及び

その家族等 
障害者福祉課 

高

齢

者

総

合

相

談  

高齢者なんでも電話

相談 

高齢者の日常生活や介護に関する悩み・不安・疑

問など 24 時間 365 日、専門職の相談員がお話を

伺い、市のサービスや窓口を案内します。 

市内在住の高齢者

及びその家族 
高齢者支援課 

高齢者安心コール事

業 

主にひとり暮らし高齢者の孤立防止、安否確認

を目的として、専門職等が週１回、決まった曜

日・時間帯に電話での連絡を行います。 

市内在住で 65歳以

上のひとり暮らし

の方 

高齢者支援課 

在宅介護・地域包括支援セ

ンター 

在宅介護などに関するさまざまな相談を受け、

各種の介護支援サービスの情報提供・総合調整

を行います。市内に６か所開設されています。 

市内在住の 65歳以

上の方とその家族 
高齢者支援課 

家族介護支援事業 

家族を介護している方の負担軽減のため、市内

の在宅介護・地域包括支援センターやデイサー

ビスセンターにおいて、家族介護者の交流の場

の提供や、介護についての講座等を行います。 

高齢者を介護して

いる家族 
高齢者支援課 

介護従事者の悩み相談事業 

介護の仕事に関する悩み・相談の受付。法的な対

処が必要な場合は、専門家につなげます。 

※地域包括ケア人材育成センター事業の１つで

す。 

介護の仕事に従事

する方 
地域支援課 

地域活動支援センター事業 

障害のある方が生活するうえでの相談を受け、

日常生活の支援や当事者同士が交流できる場の

提供を行います。市内３か所に開設されていま

す。 

障害のある方及び

その家族等 
障害者福祉課 
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事業名 事業概要 対象 担当課 

生活困窮者総合相談窓口

（生活保護・生活困窮者） 

生活保護に至る前の段階から早期に支援を行う

ため、生活保護の対象となる方も含めた、生活困

窮者に対する相談窓口を「生活困窮者総合相談

窓口」として生活福祉課に設置しています。 

市民 生活福祉課 

福祉総合相談窓口 

ひきこもりや8050問題など多様かつ複合的な課

題を抱える市民の相談窓口です。福祉相談コー

ディネーターが内容や課題を一緒に整理し適切

な窓口へつないだり、関係機関と連携しながら

課題解決に向けた支援を行います。 

市民 生活福祉課 
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基本施策４ 生きやすさを育み寄り添う支援 

 

 

●全国の自殺者数は減少傾向が続いていましたが、令和２（2020）年及び令和４（2022）年に増

加に転じており、令和４（2022）年の自殺者数は、21,881 人となっています。市内の自殺者

数は平成 26（2014）年以降は微減傾向が続いており、令和４（2022）年の自殺者数は 18人と

なっています。 

●近年、特に全国的に小中高生の自殺者数の増加傾向が続いており、令和４（2022）年には、過

去最多の 514人となりました。 

●健康づくり、子育て支援、高齢者福祉、障害者福祉など様々な分野で、通いの場を充実させて

きました。 

●社会参加に向けて悩みをもつ若者に相談の場を提供する、若者サポート事業、ひきこもりサポ

ート事業を実施しています。 

●生活困窮者に対して、自立相談、住居確保、学習支援、就労準備支援、家計改善支援等様々な

角度から支援を行っています。 

●遺族への支援として、死亡届を扱う市窓口にて、流産・死産・新生児死などでお子さんを亡く

されたご家族へ、各種相談窓口を掲載した資料を提供しています。 

●自殺者のうち、自殺未遂歴がある方の割合は、東京都内では２割弱で推移しています。 

●令和２（2020）年に埼玉県が実施した「多様性を尊重する共生社会づくりに関する調査報告書」

では、自身を性的マイノリティと分類した方のうち「死ねたらと思った、または自死の可能性

を考えたことがある」と回答した方が 65.8％、また、同分類の方のうち「手段など具体的に

自殺について考えたことがある」と回答した方が 42.9％となっています。 

 

  

現状 
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【地域での通いの場の充実、活動への支援】 

●市では、健康づくり、子育て支援、高齢者福祉、障害者福祉などの様々な分野で、市民が主体

となる地域活動や通いの場を積極的に充実させます。 

●生きやすさを育み寄り添う支援を行うには地域とのつながりが大きな意味を持つことから、

今後も市民の主体的な活動による支え合いを支援します。 

 

【子ども・若者の自殺対策】 

●「困難やストレスに直面した児童生徒が、信頼できる大人に助けの声をあげられる」というこ

とを目標として、東京都教育委員会が推進する児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育を市

立小中学校で実施します。 

●今後も学校の教育活動全体を通じて、命の大切さを実感できる教育や心の健康の保持に係る

教育を計画的に実施していきます。 

新学校の長期休業時の自殺予防強化、タブレットの活用等による自殺リスクの把握やプッシュ

型支援情報の発信などの取組みを推進します。 

●東京都や特定非営利活動法人等が実施している LINE 相談やチャット相談など、若者も利用し

やすいようＩＣＴを活用した相談事業についてホームページ等で周知を図ります。 

 

【女性に対する支援の強化】 

●男女平等推進センターにおいて、女性が暮らしの中で抱える様々な悩みについて、女性の専門

相談員や弁護士が相談に応じる女性総合相談や女性法律相談を実施します。 

  拡妊産婦への支援の充実を図るため、全ての妊婦を対象としたゆりかごむさしの面接や出産・

子育て応援事業の実施、産後ケア事業の拡充等を推進します。 

 

【生活困窮者に対する支援の強化】 

●生活困窮者自立支援制度において、生活困窮者自立相談支援事業、生活困窮者住居確保給付金

支給事業、生活困窮者就労準備支援事業、生活困窮者家計改善支援事業、生活困窮者学習支援

事業を実施しています。これらの事業のうち、生活困窮者自立相談支援事業等の一部の事業に

ついて課題解決に向けて寄り添った支援を行うため、経験実績のある公益財団法人武蔵野市

福祉公社に委託し、伴走型のサポートを実施しています。 

●今後も生活困窮者支援として、生活困窮者自立相談支援事業をはじめとする各事業を推進し

ていきます。 

 

【救急医療機関との連携】 

●救急医療機関に搬送された方の情報が市（生活福祉課、高齢者支援課、障害者福祉課、健康課

など）に入った場合は、個別に対応しています。 

 

 

今後の方向性 

新は「新規」の事業、拡は「拡充」する事業を表します。 
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【自殺未遂者、自死遺族の方等への支援に関する情報提供】 

  ●自殺未遂者等への支援として、医療機関等の関係者に対して、東京都が行っている相談機関

や地域での相談窓口の情報提供を行います。 

  ●自死遺族の方を含め、死後の手続きを行う遺族の方に、行政手続きや分かち合いの会、相談

先について、情報提供を行います。また、遺族の方の気持ちに寄り添ったサービスのあり方

について検討を進めます。 

 

【障害児（者）施策における取組み】 

●障害児（者）への支援として、ライフステージや障害のある方の個別状況に応じて、障害者総

合支援法等に基づく様々な支援サービスを提供しています。 

●「武蔵野市障害者就労支援センターあいる」にて、障害のある方の就労に関する相談及び支援

を行います。 

 

【性的マイノリティの方等に対する支援の充実】 

●性自認・性的指向に関する悩みやそれに伴う家族や友人との関係、職場や学校への不安など、

専門の相談員による相談が受けられるにじいろ相談を実施します。 

●性的マイノリティの方を支援する団体についての情報を必要な人が得られるようにするとと

もに、必要に応じて支援団体と連携し、支援の輪を広げる取組みを実施します。 

●情報発信及び啓発（講座の開催等）を行い、市民や事業者等への理解促進を図ります。 

 

  

 
 

 

性の多様性に関する理解の増進が求められている現状を受け、性的マイノリティの方等の居場

所づくりとして交流会等を実施している団体や男女平等推進センターに性的マイノリティの

方の困りごとなどについてヒアリングを行いました。 

性的マイノリティの方の困りごと 

〇周囲から認識される性別や性的指向の不一致による精
神的苦痛、安心して話せる人がいないといった孤立か
ら自傷行為、希死念慮につながることも少なくない。 

〇身体的には女性だが、性自認や社会生活上の性別は男
性であるため、婦人科検診の受診をためらう。 

〇病院などでフルネームを呼ばれ、周りの人に性別のこ
とを気づかれてしまうのではと不安になった。 

困りごとに対してあると良い配慮 

〇性的マイノリティの子どもや保護者の声を紹介した、特定非営利活動法人虹色ダイバー

シティ発行の「にじいろ子育て手帳」などを参考に、困りごとを知ってほしい。 
〇性的マイノリティの方は、孤独感から心理的なサポートが必要なこともある。話を聞
いてもらえる場所があることが重要。 

〇受付で名前を呼ばれるとき、トイレ、更衣室を利用するときなど、性別がかかわる場
面では、周囲が気にならないような配慮があると良い。 

武蔵野市立男女平等推進センター 
ヒューマンあい 

 

ヒアリング 性的マイノリティの方への配慮 ヒアリング 
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ライフステージ 主要な施策と今後の方向性 

妊産婦・乳幼児の保護者 

（妊娠期～小学校就学前） 

 ●  「ゆりかごむさしの（母子保健事業）」により妊娠期から子育て

期まで保健師等の専門職が関わり、支援が必要な人が適切な支

援が受けられるよう、個々に合わせた支援を充実させます。 

 ●  こんにちは赤ちゃん訪問では、「エジンバラ産後うつ病質問票

（ＥＰＤＳ）」を活用し、産後うつの予防・早期発見・重症化予

防に努め、産後早期からの不安を軽減するための支援を行って

います。 

 ●  乳幼児健康診査や育児学級、子育て相談等を活用し、適切な情

報を適切な時期に提供し、子育ての見通しを伝え、子育てに対

する不安の軽減を行っています。 

 ●  子育て支援を行うとともに、子ども同士、親同士の交流を地域

に拡げることを目的として「子育てひろば事業」を実施してい

ます。 

 ●  妊娠、出産、子育てへの切れ目のない支援を構築するために、

プレママのひろば、あかちゃんのひろば、子育てひろば事業、

一時保育、利用者支援事業（基本型）などの事業を実施してい

ます。各事業では月齢・年齢に応じた育児上の悩みや健康問題

に専門職が対応するとともに、孤立しがちな子育て世代等に対

する友達づくりや情報交換、仲間づくりの場としての機能を果

たしています。 

 ●  一時保育、ショートステイ、産前・産後支援ヘルパー、ひとり

親家庭支援事業など、子育てに対する不安や負担を軽減する事

業を実施しています。 

 ●  生活する身近な地域での見守りも重要であるため、地域子育て

支援拠点やコミセン親子ひろばを利用してもらえるよう、周知

していきます。 

子ども 

（小学校就学～18歳未満） 

   ● 東京都教育委員会でＳＯＳの出し方に関する教育が進められ      

ています。 

  ● ＤＶＤ教材等を活用したＳＯＳの出し方に関する教育を実施

し、充実を図ります。 

 ●  各校のいじめ防止基本方針の点検と見直し、及び年３回アンケ

ートを実施し、いじめ防止に努めています。 

 ● 不登校など生活指導上の課題に対応するため、家庭と子どもの

支援員を配置し、学校と家庭が連携した対応を強化していま

す。また、不登校児童生徒が通所するチャレンジルームやむさ

しのクレスコーレでは、居場所支援や社会的自立を援助するた

めの支援を行っています。 

 ●  子どもの貧困の連鎖を防止するため、生活困窮世帯の児童生徒

に対し無料で学習の機会を提供することにより、基礎学力の定

着と高校進学及び高校中退防止を支援していきます。 

 ●  人とのつながりや「次のステップ」に踏み出す足がかりを求め

ている若者に、相談の場と安心して参加できる活動の場を提供

するため「若者サポート事業」を実施しています。個別相談を

しながら、学習や体験を通して自分の進路を探していく支援を

行うもので、ご家族や関係者など、本人以外からの相談も受け

付けています。 

● 武蔵野プレイス地下２階フロアは、青少年がさまざまな活動や

交流を通して社会との関わりを持つことができるよう、利用し

やすい居場所として設定しています。 
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ライフステージ 主要な施策と今後の方向性 

若者 

（18歳～20・30歳代） 

● 社会参加に向けて悩みをもつ若者とその家族を対象に、「ひきこ

もりサポート事業」を実施し、電話相談・来所相談・訪問相談

を行っています。また、コミュニケーションを目的として、フ

ットサルや社会参加体験のワークショップを開催するととも

に、家族セミナーやフォーラムを開催し、若者の社会参加を支

援しています。 

今後も、家族セミナーやフォーラムを求心力にして、家族に対

する支援とともに、居場所や参加プログラムにつなげていきま

す。「若者サポート事業」との連携を図りながら、地域資源との

連携により、地域のイベントや実習・アルバイト等の就労まで

の中間的な場を引き続き広げていきます。 

● 市の事業である「若者サポート事業」「ひきこもりサポート事業」

実施スペースに併設されている「むさしの地域若者サポートス

テーション（国事業）」や「ハローワーク（国事業）」「TOKYO は

たらくネット（東京都事業）」「東京しごとセンター（東京都事

業）」において、若者の就労を支援しています。ハローワークに

は全国に「わかもの支援コーナー」「わかもの支援窓口」が設け

られ、正規雇用を目指す若年者（おおむね 45 歳未満）を対象に

無料のサービスを行っています。 

今後も引き続き国や東京都の事業とも連携し、若い世代への就

労支援を行っていきます。 

● 直ちに就労が困難で生活に困窮した方を対象に就労準備支援事

業を実施し、必要な知識及び能力の向上を目的に、１年以内を

支援期間として、生活自立支援、社会自立支援又は就労自立支

援の訓練を行っています。 

    ● 本人の状態に応じた就労を実現するため、多様な就労形態の求

人開拓、定着フォローを行っていきます。 

  ● 福祉総合相談窓口ではひきこもりや 8050 問題などの相談を受

けています。 

● ひきこもりや生きづらさを抱える女性が参加できるひきこもり 

  女子会、ひきこもりママ会を他市区と広域事業で実施していま 

す。 

中高年 

（40・50歳代・60歳代前半） 

 ● 福祉総合相談窓口ではひきこもりや 8050 問題などの相談を受

けています。 

 ● ひきこもりや生きづらさを抱える女性が参加できるひきこも

り女子会、ひきこもりママ会を他市区と広域事業で実施してい

ます。 

 ●  今後も武蔵野商工会議所やハローワークとも連携し、就労支援

や職場でのメンタルヘルス対策に力を入れていきます。 

 ●  生活困窮者支援として、生活困窮者自立相談支援事業をはじめ

とする各事業を推進していきます。 
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ライフステージ 主要な施策と今後の方向性 

高齢者 

（60 歳代後半～） 

 ●  今後も、武蔵野市ならではの互助・共助の取組みを推進してい

きます。テンミリオンハウスやレモンキャブといった従来の地

域における互助・共助の取組みに加え、いきいきサロンやシニ

ア支え合いポイント制度などの推進によって、地域で支え合

い、安心して暮らせるまちづくりを進めます。 

 ●  いつまでもいきいきと健康に暮らしつづけられるよう、高齢者

が自ら健康でありつづけるための取組み（セルフケア）を支援

します。また、高齢者の主体的な活動や老人クラブ、シルバー

人材センターへの支援を通じて、健康増進や生きがいを高める

取組みも充実していきます。 

 ● 主に家族を介護している人を対象にした講座や教室等を開催

することで、介護技術や知識の習得にとどまらず、不安や悩み

を話す、情報交換するなどの機会を提供し、介護負担の軽減と

介護者の心身のリフレッシュを図り、家族介護者を支援しま

す。 
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事業概要一覧 

事業名 事業概要 対象 担当課 

母

子

保

健

事

業 

こうのとり学級 

妊婦とパートナーに対し、親となる心構えを伝

え、妊娠中の不安の解消を目的に実施し、孤立し

がちな母親同士の地域での仲間づくりも援助し

ます。 

初妊婦（16 週～31

週）及びそのパー

トナー 

健康課 

妊婦健康診査 

妊産婦及び乳児の死亡率の低下を図るととも

に、流・早産、妊娠高血圧症候群、子宮内胎児発

育遅延の防止等、母・児の障害予防を目的として

実施します。 

妊婦 健康課 

育児学級 

乳児期の離乳食や育児についての基本的な知識

の習得、育児経験や地域での交流の少ない母親

に対し交流の場を設けています。 

・ごっくん教室：離乳初期 

・もぐもぐ教室：離乳中期 

・かみかみ教室：離乳後期 

・１歳ごはん教室：離乳完了期 

概ね４か月から 10

か月の乳児とその

親 

健康課 

プレママのひろば 

妊娠５か月以上の妊婦を対象に、出産後の育児

がイメージできるように実際の赤ちゃんを見て

もらいながら、保育所職員と妊婦同士で交流す

るひろばを市内認可保育所等で実施します。 

妊娠５か月以上の

妊婦 
子ども育成課 

あかちゃんのひろば 

０歳～１歳３か月の赤ちゃんを子育てしている

方が集えるひろばで、保護者同士の交流、保育士

への相談、育児に役立つ情報提供の場です。市内

各保育所等で実施します。 

０歳～１歳３か月

の赤ちゃんを子育

てしている方 

子ども育成課 

子育てひろば事業 

公共施設等の地域の身近な場所で、乳幼児のい

る子育て中の親子の交流や育児相談、情報提供

等を実施します。 

子育て家庭の親と

その子ども（主と

して概ね３歳未満

の児童及び保護

者。施設によって

対象年齢は異な

る） 

子ども子育て支

援課 

利用者支援事業（基本型） 

子ども及びその保護者等、又は妊娠している方

が教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を

円滑に利用できるよう、身近な実施場所で情報

収集と提供を行い、必要に応じ相談・助言等を行

うとともに、関係機関との連絡調整等を実施し、

支援する事業です。 

子ども及びその保

護者等、又は妊娠

している方 

子ども子育て支

援課 

一時保育・一時預かり 

通院や仕事等で一時的に保育ができないとき

や、子育てから離れてリフレッシュしたいとき

などに保育施設で一時保育を実施します。一時

保育のほかに、幼稚園で行っている在園児対象

の預かり保育等があります。 

●一時保育：生後

３か月～未就学児

（施設による） 

●一時預かり（幼

稚園）：在園児 

●一時預かり（い

ずみのひろば）：生

後６か月～小学６

年生 

子ども育成課 
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事業名 事業概要 対象 担当課 

ファミリー・サポート・セン

ター事業 

子どもの預かり等の援助を受けたい方（ファミ

リー会員）と、子どもの預かり等の援助をしてく

ださる方（サポート会員）とが会員となり、相互

援助活動を行う会員組織です。センターのアド

バイザーが両会員のマッチング・調整等を行い、

活動を支援します。 

市民の方で、生後

６か月から小学校

６年生までのお子

さんがいる方 

子ども子育て支

援課 

障害児支援サービス 

児童福祉法等に基づき、障害児に以下の支援を

行います。 

・児童発達支援・医療型児童発達支援 

・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援 

・障害児相談支援 

18 歳未満 障害者福祉課 

みどりのこども館事業 

療育・相談のほか、各種福祉サービスの提供の援

助、調整を行い、障害児等及びその家族の福祉の

向上を図ります。 

18 歳未満 障害者福祉課 

児童生徒のＳＯＳの出し方

に関する教育 

特別の教科 道徳、学級活動（ホームルーム活

動）、保健（保健体育）等の学習と関連させ、Ｄ

ＶＤ教材等を活用したＳＯＳの出し方に関する

教育を実施します(各学校で年間１単位時間以

上実施します)。 

市立小中学校児童

生徒 
指導課 

いじめ防止対策事業 

各校のいじめ防止基本方針の点検と見直し、及

び年３回のアンケートを実施します。 

「武蔵野ガイダンスプログラム」等を活用し、人

間関係形成力を養います。 

市立小中学校児童

生徒 
指導課 

適応指導教室（チャレンジ

ルーム） 

不登校児童生徒を対象とした適応指導教室を設

置し、学校復帰や社会的自立に向けて学習や集

団活動などの指導・支援を行います。 

市内在住の小中学

校の児童生徒 
教育支援課 

若者サポート事業 

人とのつながりや「次のステップ」に踏み出す足

がかりを求めている若者に、相談の場と安心し

て参加できる活動の場を提供します。 個別相談

をしながら、学習や体験を通して自分の進路を

探していく支援を行います。 

概ね 15～18歳の武

蔵野市在住の方 

ご家族や関係者な

ど、本人以外から

の相談も受け付け

している。 

児童青少年課 

ひきこもりサポート事業 

社会参加に向けて悩みをもつ方とその家族を対

象に、電話相談・来所相談・訪問相談を行ってい

ます。コミュニケーションを目的として、フット

サルや社会参加体験のワークショップを開催し

ます。家族セミナーや講演会等を開催します。 

ひきこもりで悩ん

でいる概ね 15歳～

49 歳の方とその家

族 

生活福祉課  
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事業名 事業概要 対象 担当課 

生

活

困

窮

者

支

援 

生活困窮者自立相談

支援事業 

生活保護には至らない生活困窮者に対し、課題

の解決に向けて、本人の意思を尊重した支援計

画を作成し、関係機関と連携しながら定期的な

支援を行います。 

就労の状況、心身

の状況、地域社会

との関係性、その

他の事情により、

現に経済的に困窮

し最低限度の生活

を維持することが

できなくなるおそ

れがある方 

生活福祉課 

生活困窮者住居確保

給付金支給事業 

生活困窮者のうち、離職等により、現に賃借して

居住する住宅の家賃を支払うことが困難となっ

た方等に対し、求職活動中に住居の喪失を防止

するために、家賃相当額（上限額あり）の給付金

を有期で支給します。支給期間は原則３か月で

す。 

離職後２年以内で

あり、住宅を失っ

た方又は失うおそ

れのある方。収入・

資産、年齢要件あ

り。 また、ハロー

ワークでの就職を

目指した活動を行

うこと等の要件あ

り。 

生活福祉課 

生活困窮者学習支援

事業 

貧困の連鎖を防ぐため、対象児童生徒に対し無

料で学習の機会を提供することにより、基礎学

力の定着と向上及び高校進学・中退防止を支援

します。 

生活保護受給世

帯、児童扶養手当

受給世帯、生活困

窮世帯の小学校３

～６年生、中学校

１～３年生及び前

年度に事業を利用

した高校１年生～

３年生。収入・資産

要件あり。 

生活福祉課 

生活困窮者就労準備

支援事業 

「社会との関わりに不安がある」等すぐに就労

が困難な生活困窮者に対し、１年以内を支援期

間として、就労に必要な知識及び能力の向上の

ために、生活自立支援、社会自立支援又は就労自

立支援の訓練を行います。 

雇用による一般の

就業が困難な方。

収入・資産要件あ

り。 

生活福祉課 

生活困窮者家計改善

支援事業 

家計収支の均衡が取れていないなど、家計に問

題を抱える生活困窮者からの相談に応じ、家計

の視点から必要な情報提供や専門的な助言・指

導等を行うことにより、相談者自身の家計を管

理する力を高め、早期に生活が再生されること

を支援します。 

家計収支のバラン

スが崩れ、家計収

支の改善に関する

支援又は家計管理

能力を高める支援

を受ける必要があ

る方 

生活福祉課 

武蔵野プレイスＢ２青少年

活動支援 

武蔵野プレイス地下２階フロアには、青少年が

利用しやすく、さまざまな過ごし方のできる場

を設定し、活動を通して社会との関わりを持つ

ことができるように支援します。 

小学生～満 19歳以

下 

生涯学習スポー

ツ課 

日中一時支援事業 

障害のある方に、市と協定を結んだ障害福祉サ

ービス事業所において日中に活動の場を提供

し、社会に適応するための日常的な訓練や支援

を行います。 

概ね小学生以上～

65 歳未満 
障害者福祉課 

障害者福祉サービス 

障害者総合支援法に基づき、支援施設もしくは

サービス事業所への通所や、居宅を訪問するこ

とにより、障害のある方が入浴、排せつ及び食事

等に関する自立した日常生活を営むために必要

な訓練、生活等に関する相談及び助言、その他の

必要な支援を行います。                                                                                    

概ね 65 歳未満 障害者福祉課 
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事業名 事業概要 対象 担当課 

障害者就労支援事業 

障害のある方の職業相談、就職準備支援、職場定

着支援など社会的、経済的な自立を進めるため

に、ハローワーク、福祉施設、市の関係部署など

と連携を図り、企業への就労をサポートします。 

障害がある、又は

あると思われる方

（障害の種別・手

帳の有無は問わな

い）。 

就職を希望する

方、又はすでに就

職している方 

障害者福祉課 

障害者福祉センター事業 

障害のある方に対して、研修、相談、教養、スポ

ーツ・レクリエーション、機能回復訓練や障害者

相互の交流や地域、ボランティアとのふれあい

の場を提供することにより、障害者の自立や社

会参加を促進します。 

概ね 18 歳以上 65

歳未満 
障害者福祉課 

地域活動支援センター事業 

障害のある方が生活するうえでの相談を受け、

日常生活の支援や当事者同士が交流できる場の

提供を行います。市内３か所に開設されていま

す。 

概ね 18 歳以上 65

歳未満 
障害者福祉課 

重度心身障害児者在宅レス

パイト事業 

障害のある方の健康の保持及び保護者の介護負

担の軽減や休養を図るため、看護師等が自宅を

訪問し、医療ケア等を一定時間代替します。 

概ね 65 歳未満 障害者福祉課 

障害者ショートステイ事業 

障害のある方の保護者が病気等で緊急に介護が

できなくなった時や保護者の介護疲労等を取り

除くため、福祉施設等に一時入所を依頼します。

（保護者又は家族の病気・事故・冠婚葬祭等で介

護が受けられなくなった場合や、保護者の介護

疲労等を取り除くため、在宅の心身障害者が一

時的に施設を利用することにより、家庭生活の

安定と、障害者福祉の増進を図ります。） 

概ね 65 歳未満 障害者福祉課 

生

き

が

い

活

動

事

業 

いきいきサロン事業 

週１回以上、概ね 65 歳以上の高齢者を対象に、

介護予防のための健康体操等を含むプログラム

（２時間程度）を行う通いの場で、運営する地域

住民団体やＮＰＯ法人等に市が補助や支援を行

います。 

高齢者の社会的孤立感の解消と健康寿命の延伸

を図り、住み慣れた地域で在宅生活を送れるよ

うにすることを目的としています。 

概ね 65歳以上の市

民 
高齢者支援課 

テンミリオンハウス

事業 

地域の実情に応じた共助の取組みを行う市民団

体や特定非営利活動法人などに対して、年間

1000 万円（テンミリオン）を上限とする補助を

行い、施設運営を通じて高齢者へのサービスを

行っています。 

介護保険制度を使わずに、地域で見守りや社会

とのつながりが必要な高齢者等の生活を総合的

に支援します。 

主に市内在住の 65

歳以上の方（65 歳

未満の方も利用可

能） 

高齢者支援課 

地域健康クラブ 

健康維持・増進と社会参加への動機づけ、仲間づ

くりを目的として市内18か所で実施している事

業です。 

市内在住の 60歳以

上の方 
高齢者支援課 

シニア支え合いポイ

ント制度 

協力施設・団体が定めた活動に参加した方に対

してポイントを付与し、獲得したポイントを寄

付やギフト券等に交換することができる制度で

す。 

年度中に 65歳以上

に到達する市民 
地域支援課 
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事業名 事業概要 対象 担当課 

自殺未遂者、自死遺族の方

等への支援に関する情報提

供 

自死遺族の方を含め、死後の手続きを行う遺族

の方に、行政手続きや分かち合いの会、相談先に

ついて、リーフレットを配布し情報提供を行い

ます。 

- 
健康課 

市民課 

救急医療機関との連携 
救急医療機関に搬送された方の情報が入った場

合に、個別に対応を行います。 
- 

生活福祉課 

高齢者支援課 

障害者福祉課 

健康課等 
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基本施策５ 市民への周知・啓発 

 

 

●孤立や追いつめられている市民が必要な情報や支援にたどり着けるよう武蔵野市の自殺総合

対策に係る「生きることの支援」の情報等を集約したホームページを作成しました。 

●市報やホームページに加え、平成 30（2018）年９月から東京都が実施している LINE を活用し

た自殺相談等の周知を行い、若年層に向けた周知・啓発を強化するため、それら東京都の自殺

相談等をホームページに継続的に掲載しています。 

●ホームページ「生きることの支援」（自殺対策関連ページ）について、令和４（2022）年度よ

り検索連動型広告*を導入し、支援を必要としている人が簡単かつ適切に支援情報にアクセス

できる仕組みづくりを開始しました。 

 

 

 

 

●こころの健康に関する相談先や事業について、「知らない」が半数を超えています。 

 

【図表 19 こころの健康に関する相談先・事業の認知】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：武蔵野市市民の健康づくりに関するアンケート調査報告書より作成（令和４（2022）年度） 
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①市民こころの健康相談室

②こころの健康づくりに関する講演会

③こころの健康出前講座

⑧生活困窮に関する相談

⑨福祉総合相談窓口
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【検索連動型広告とは】 

市域内で自殺関連ワードがインターネット検索された際に、こころのケアに関する地域の相談窓口・

支援等を掲載している市のサイト「生きることの支援」（自殺対策関連ページ）を優先表示（広告）

することにより、支援を必要としている人が簡単かつ適切に支援情報にアクセスできる仕組み 
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●こころの健康に関して期待する市の施策として「情報提供の充実」が 41.0％で最も多くなっ

ており、女性 60～64歳、70歳以上からのニーズが高くなっています。 

 

【図表 20 こころの健康に関して期待する市の施策（再掲）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：武蔵野市市民の健康づくりに関するアンケート調査報告書（令和４（2022）年度） 

  

情報提供の充実

相談事業の充実
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179 

 

 

【様々な媒体を活用した周知・啓発】 

●自殺対策強化月間にあわせて年２回、自殺防止に関する講演会を開催しています。自殺対策強

化月間では、市役所ロビーにてパネル展示、関連グッズ配布、市報にて「自殺防止！東京キャ

ンペーン」の広報、中央図書館、武蔵野プレイス、吉祥寺図書館において、自殺予防関連書籍

コーナーの設置など、講演や展示、印刷物等による啓発・周知を多面的に実施していきます。 

●自殺対策に関する内容の周知・啓発を行うために、強化月間での取組みだけでなく、市報やホ

ームページに加え、ＳＮＳを活用して周知・啓発の強化を図ります。また、市内にとどまらず、

平成 30（2018）年９月から東京都が実施している LINE を活用した自殺相談をはじめとする事

業や全国において取り組まれている相談先機関の周知もあわせて行っていきます。 

●令和４（2022）年度より検索連動型広告を導入し、支援を必要としている人が簡単かつ適切に

ホームページの支援情報にアクセスできる仕組みづくりを開始しました。このようなＩＣＴ

を活用した効果的な周知・啓発の手法も検討していきます。 

●生活困窮者総合相談窓口は、多くの相談者が多様な課題を複合的に抱え、自尊感情を失いかけ

ていることを考慮し、生きることの阻害要因を減らすための相談支援を行っています。生活困

窮者総合相談窓口の案内チラシの全戸配布、名刺サイズの相談カードの市内各所での配布を

継続して実施していきます。 

●高齢者介護に関する総合相談窓口として、在宅介護・地域包括支援センターや基幹型地域包括

支援センターがあり、相談先の案内チラシの配布や、講座などでの情報提供を通じて、相談窓

口の周知を継続して行っています。 

 

【メンタルヘルスへの取組み】 

●メンタルヘルスに関するさまざまな内容について、市内の各種団体・教育機関・組織・グルー

プなどからの要請に応じ、専門の講師を派遣し、講座を実施しています。また、精神保健福祉

に関する普及啓発の講演会を年１回開催します。 

 

【男女平等の視点からの取組み】 

●市の男女平等推進拠点施設である男女平等推進センターでは、各種講座・講演会の実施や図書

の貸出、ＤＶやデートＤＶについての啓発や相談窓口の周知を行っています。 

●女性に対する暴力をなくす運動期間に関連講座や図書・パネル展示等を実施することにより、

ＤＶやデートＤＶ、性暴力、セクハラ、売買春など暴力の未然防止や早期発見につなげます。 

 

  

今後の方向性 

新は「新規」の事業、拡は「拡充」する事業を表します。 
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ライフステージ 主要な施策と今後の方向性 

妊産婦・乳幼児の保護者 

（妊娠期～小学校就学前） 

 ●  「ゆりかごむさしの」の取組みのなかで、「妊娠の届出をされる

方へ」のチラシにおいて妊娠期の不安への相談窓口を周知して

います。 

 ●  今後も「ゆりかごむさしの」の取組みを推進し、妊娠期から継

続しての家庭訪問や電話等を充実し、市民が安心して子育てで

きるよう努めていきます。 

子ども 

（小学校就学～18歳未満） 

 ●  学校の要請を受けて市民こころの健康支援事業（出前講座）を

開催しています。 

 ● 市立小中学校においては、いじめや不登校、その他生活上の

様々な問題や困った時の相談先として児童とその保護者が活

用できる相談先の一覧を配布しています。 

若者 

（18歳～20・30歳代） 

 ● ＳＮＳ（Facebook など）を活用することで、若年層に向けた周

知・啓発を強化します。 

 ●  仕事と生活の調和の実現に向け、一人ひとりの働き方や生き方

を見直すため、男女平等推進センターが実施する講座・講演会

や男女平等推進情報誌『まなこ』等にてワーク・ライフ・バラ

ンスやハラスメント防止の周知・啓発を行います。 

 ●  生活困窮者総合相談窓口について、案内チラシを全戸配布しま

した。また、名刺サイズの相談カードを市内各所で配布してい

ます。 

中高年 

（40・50歳代・60歳代前半） 

 ●  生活困窮者総合相談窓口について、案内チラシを全戸配布しま

した。また、名刺サイズの相談カードを市内各所で配布してい

ます。 

 ●  武蔵野商工会議所等のセミナーで、１つの項目として自殺対策

関連内容の実施検討を依頼し、市内民間事業者への周知・啓発

を目指します。 

● 個人だけではなく企業や職場等への啓発として、市内の事業所

が利用できるメンタルヘルスに関する出前講座の案内やスト

レスチェックの活用方法、産業保健サービスなどの周知を図り

ます。 

高齢者 

（60 歳代後半～） 
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事業概要一覧 

 

 

 

 

事業名 事業概要 対象 担当課 

市民こころの健康支援事業

（出前講座・テーマ講座） 

・テーマ講座：東京都の自殺対策強化月間に合

せて年２回、自殺防止に関する講演会を開催し

ます。                

・出前講座：メンタルヘルスに関する様々な内

容について、市内の各種団体・教育機関・組織・

グループなどからの要請に応じ、専門の講師を

派遣します。 

市民 障害者福祉課 

精神保健福祉啓発事業 
精神保健福祉の普及啓発(精神保健福祉講演会

の開催)を実施します。 
市民 障害者福祉課 

女性に対する暴力をなくす

運動 

国は毎年 11 月 12 日から 11 月 25 日(女性に対

する暴力撤廃国際日)までを「女性に対する暴力

をなくす運動」期間としており、女性の人権尊

重のため、ＤＶ・デートＤＶ、セクハラ、売買春

等女性に対する暴力の問題に関する取組みや意

識啓発を図ることを目的に、講座やパネル展、

関連図書展示等を実施します。 

市民 市民活動推進課 

ワーク・ライフ・バランスの

推進 

仕事と生活の調和の実現に向け、一人ひとりの

働き方や生き方を見直すため、講座・講演会や

男女平等推進情報誌『まなこ』等にてワーク・

ライフ・バランスやハラスメント防止の周知・

啓発を行います。 

市民 市民活動推進課 

市報、ホームページの活用 

自殺対策に関する内容の周知・啓発を行うため

に、強化月間にあわせた取組みだけでなく、常

時、市報やホームページを活用します。 

市民 健康課 

自殺対策強化月間キャンペ

ーン 

東京都の自殺対策強化月間にあわせて年２回、

自殺防止に関する講演会を開催します。自殺対

策強化月間では、市役所ロビーにてパネル展示・

関連グッズ配布、中央図書館・武蔵野プレイス・

吉祥寺図書館において、自殺予防書籍の紹介な

ど、講演や展示、印刷物等による周知・啓発を

多面的に展開します。 

市民 
障害者福祉課 

健康課 

ＳＮＳを活用した周知・啓

発事業 

市報やホームページに加え、平成 30（2018）年

９月から東京都が実施している LINE を活用し

た自殺相談をはじめとする事業の周知を行い、

若年層に向けた周知と啓発を強化します。 

市民 健康課 

セミナーでの自殺対策関連

項目の実施 

武蔵野商工会議所等のセミナーで、１つの項目

として自殺対策関連内容の実施検討を依頼し、

市内民間事業者への周知・啓発を目指します。 

民間事業者 
健康課 

産業振興課 
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第６章 目標値の設定 

国の自殺総合対策大綱においては、「令和８（2026）年までに、自殺死亡率を平成 27（2015）年と

比べて 30％以上減少させる」という数値目標が掲げられています。また、東京都も国にあわせて 30％

以上減少させることを目標としています。 

市においても、国、東京都の考え方に沿った形で目標を設定しますが、市の人口規模では数名の増

減でも自殺死亡率が大きく変動し得ることから、計画期間中の数値目標は、３年間平均値を用いて

以下のように設定します。 

 

 
令和６（2024）年から令和８（2026）年までの平均値を用いて、 

 

自殺死亡率を 12.8 以下に減少させる 

 

 

 

 

【図表 21 ３年間平均値を用いた数値目標】 

 実績値（基準値） 目標値 

平成 25～27 年 

（2013～2015 年） 

令和６～８年 

（2024～2026 年） 

令和９～11 年 

（2027～2029 年） 

自殺死亡率 18.4 12.8 12.8 以下を維持 

自殺死亡者数 26 人 18人 18 人以下を維持 

平成 25～27 年の 

実績値と比較した

減少率 

 30％減 30％減を維持 

 

 

 

【参考：国・東京都の目標値】 

 

国：令和８（2026）年までに自殺死亡率を平成 27（2015）年に比べ 30％以上減少させる 

平成 27（2015）年の自殺死亡率 18.5⇒13.0以下、自殺死亡者数 24,025 人⇒16,000人以下 

 
 

東京都：令和８（2026）年までに自殺死亡率を平成 27（2015）に比べ 30％以上減少させる 

平成 27（2015）年の自殺死亡率 17.4⇒12.2以下、自殺死亡者数 2,290人⇒1,600人以下

※令和９（2027）年～令和 11（2029）年の目標値については、必要に応じて計画の点検・評価の中で見直しを検討します。 

 

※自殺死亡率とは、人口 10 万人当たりの自殺死亡者数 

 



 

183 

第７章 計画の推進に向けて 

（１）計画の推進のために 

①計画の周知 

自殺対策は、自殺が個人の問題として捉えられるのではなく、その背景に様々な社会的要因が

あることを踏まえ、「生きることの阻害要因」の低減と「生きることの促進要因」の増加を目指し、

社会全体の取組みとして推進されることが求められています。 

本計画は、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指す」ことを最終目標としてい

ます。そのために、本計画を多くの市民に知ってもらえるよう、各種の地域ネットワーク等を活用

して周知していきます。 

 

②庁内連携の推進 

庁内では「こころの健康づくり庁内連携会議」において、自殺対策を含めた「こころの健康づく

り」に関する事業や、各課が持つ相談機能についての情報交換、課題の抽出や共有を行っていま

す。 

今後も引き続き、庁内での連携を推進していきます。 

 

③地域ネットワークの強化 

自殺対策は、保健、医療、福祉、労働、教育等の関係機関、警察や消防、地域で活動する様々な

団体など、広範囲にわたる連携と協力により、総合的な自殺対策として推進することが求められ

ています。 

今後はさらに、市内民間事業者や警察、消防、福祉団体等、庁外の関係団体を加えた地域と連携

する会議体について、既存の協議体・会議体への機能の付加等の可能性も含めて検討します。 

 

④国・東京都との連携 

自殺対策に関わる施策は、国や東京都の制度に基づき運営されているものが少なくありません。

国や東京都の新しい動向を注視しつつ、密接な連携を図りながら施策の推進に努めるとともに、

国や東京都に対し必要な要望を行っていきます。 

 

（２）計画の点検と評価 

計画策定後は各種施策の進捗状況を点検、評価し、その結果に基づいて改善していくことが必

要です。 

市においては、「こころの健康づくり庁内連携会議」を通じて庁内における進捗把握とともに点

検を行い、「庁外の関係団体を加えた地域と連携する会議体」において報告し、「健康福祉施策推進

審議会」において評価等を行います。 
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武蔵野市 

自殺総合対策計画 

事業の実施 

計画 

改善 

点検・評価 

評価等 

進捗状況の報告 

実施状況の点検 
 

＜図表 22 計画の点検と評価のイメージ＞ 

健康福祉施策推進審議会 

庁外の関係団体を加えた地域と連
携する会議体 

こころの健康づくり庁内連携会議 
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＜資 料 編＞ 
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１ 策定経過 
 

開催日 会議名等 協議内容等 

令和４(2022)年 11 月１日～11 月 25 日 
武蔵野市 市民の健康づくりに関するアンケート調査 

武蔵野市 妊娠届出書、乳幼児健診票等 集計 

令和５(2023)年 
５月 16 日 

専門部会 
（第１回） 

(1)武蔵野市第５期健康推進計画・食育推進計画・自殺総合対策計画
専門部会の公開・運営に関する確認について 

(2)武蔵野市第５期健康推進計画・食育推進計画・自殺総合対策計画
専門部会傍聴要領について 

(3)武蔵野市第５期健康推進計画・食育推進計画・自殺総合対策計画
策定スケジュールについて 

(4)実態調査等の概要について 
  ①市民の健康づくりに関するアンケート調査について 
  ②妊娠届出書、乳幼児健診票等集計について                          
(5)武蔵野市第４期健康推進計画・食育推進計画及び武蔵野市自殺総

合対策計画の目標値の達成状況について 
(6)武蔵野市第六期長期計画・調整計画の進捗状況について 
(7)近年の動向の整理について 

令和５(2023)年 
６月 29 日 

専門部会 
（第２回） 

(1)第１回専門部会に係る委員からの質問・意見に対する回答について 
(2)計画の位置づけについて 
(3)現行計画における施策の実施状況等について 
(4)武蔵野市第５期健康推進計画・食育推進計画・自殺総合対策計画策

定にあたっての論点について 

令和５(2023)年 
６月 29 日から 
７月 10 日まで 

健康づくり推
進員ヒアリン
グ 

(1)健康づくりに関心のない方に対して、特に効果的と感じた活動  
(2)健康づくりに関心のない方に対する、さらに効果的な工夫 
(3)今のところ健康であるために健診等を受けない方に対する働きかけ 
(4)健康づくりの情報収集時にスマホ・ＰＣを使わない方に対する工夫 
  などについてヒアリングを実施 

令和５(2023)年 
７月５日 

武蔵野市国際
交流協会（М
ＩＡ）ヒアリ
ング 
＜外国人への配慮の 
視点＞ 

(1)外国人住民への支援を行う中で受ける悩み相談について 
(2)健康上の悩みを持つ方への支援内容 
(3)外国人住民に対して市からどのような支援があると良いか 
(4)多言語対応可能な市内の医療機関の情報を持っているか 
  などについてヒアリングを実施 

令和５(2023)年 
７月 10 日 

男女平等推進
センターヒア
リング 
＜性的マイノリティの 
方への配慮の視点＞ 

(1)むさしのにじいろ相談の相談状況・相談内容 
(2)悩みに対し、どのような支援があると良いか 
(3)性的マイノリティの方に配慮している医療機関等に関する情報 
  などについてヒアリングを実施 

令和５(2023)年 
７月 11 日 

lag ヒアリン
グ 
＜性的マイノリティの 
方への配慮の視点＞ 

(1)活動内容について 
(2)心身の健康・食生活・妊娠・学齢期前までの子育て等に関する困りごと 
(3)困りごとに対し、どのような配慮があると良いか 
(4)性的マイノリティの方に配慮している医療機関に関する情報 
  などについてヒアリングを実施 

令和５(2023)年 
８月２日 

専門部会 
（第３回） 

(1)第２回専門部会に係る委員からの質問・意見について 
(2)関係者・関係団体へのヒアリング結果 
(3)武蔵野市第５期健康推進計画・食育推進計画・自殺総合対策計画策

定にあたっての論点について 
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令和５(2023)年 
９月４日 

専門部会 
（第４回） 

(1)第３回専門部会に係る委員からの質問・意見について                  
(2)武蔵野市第５期健康推進計画・食育推進計画・自殺総合対策計画 中

間のまとめ（素案）について 
(3)武蔵野市第５期健康推進計画・食育推進計画・自殺総合対策計画専

門部会 今後の予定 

令和５(2023)年 
10 月５日  

専門部会 
（第５回）  

(1)第４回専門部会に係る委員からの質問・意見について        
(2)武蔵野市第５期健康推進計画・食育推進計画・自殺総合対策計画 
 中間のまとめ（案）について  

令和５(2023)年 
11 月１日 

健康福祉施策
推進審議会・

合同部会 

(1)第４期健康福祉総合計画・各個別計画 中間のまとめ（案）について 
(2)健康福祉総合計画及び各個別計画策定 今後の予定について 

令和５(2023)年11月16日～12月17日「中間のまとめ」パブリックコメント 
意見提出：１件 

「中間のまとめ」市民意見交換会 
・令和５(2023)年12月３日（日）午後１時   武蔵野市役所会議室       参加者数：１名 
               午後３時   オンライン           参加者数：０名 
・令和５(2023)年12月11日（月）午後２時   武蔵野商工会館         参加者数：１名 
・令和５(2023)年12月15日（金）午後６時30分 武蔵野スイングレインボーサロン 参加者数：４名 

令和６(2024)年 
１月 30 日 

専門部会 
（第６回） 

(1)パブリックコメント・市民意見交換会実施報告について 
(2)中間のまとめに対する意見及び取扱い方針について 
(2)武蔵野市第５期健康推進計画・食育推進計画・自殺総合対策計画 
  答申（案）について 
(3)今後の予定について 

令和６(2024)年 
２月８日 

健康福祉施策
推進審議会・

合同部会 

(1)各個別計画 答申（案）の健康福祉施策推進審議会への報告 
(2)中間のまとめ 意見募集結果報告 
(3)パブリックコメント、市民意見交換会意見に対する取扱方針(案)

について 
(4)武蔵野市第４期健康福祉総合計画・第６期地域福祉計画・第２期

成年後見制度利用促進基本計画・再犯防止推進計画 答申（案）
について 

(5)今後の予定について 
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２ 武蔵野市 市民の健康づくりに関するアンケート調査の報告

（概要） 
 

１ 調査の概要 

◇調 査 目 的 武蔵野市健康推進計画・食育推進計画等の見直し（令和５（2023）年度）に
あたり、市民の健康づくりや食育に関する意識や関心、ニーズ等を把握し、
検討のための基礎資料とするため実施した。 

◇調 査 対 象 者 武蔵野市内に住所を有する 18 歳以上の市民 2,000 名（令和４（2022）年 10
月 1 日時点、無作為抽出） 

  ◇調 査 期 間 令和４（2022）年 11 月１日から 11 月 25 日まで 

 ◇回 収 状 況 配布数：2,000 件、回収数：854 件、回収率：42.7％（前回調査（平成 28

（2016）年）：40.1％）※郵送：27.4％、ＷＥＢ：15.3％ 

 ◇調 査 方 法 郵送配布－郵送・ＷＥＢ回収併用（督促を兼ねたお礼状を１回発送） 
 

２ 結果の概要                           ※前回・・平成 28（2016）年調査 

１）回答者属性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇回答者の性別は、「女性」が 55.3％、「男性」が 41.8％である。 

回答者の年齢は、30～59 歳で 50.2％と半数を占める。 

  
２）健康づくり全般 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

◇現在の健康状態は、『よい』（「よい」＋「まあよい」）が 80.6％である。 

◇健康づくりのために行っていることは、「食事・栄養に配慮」が 62.3％と最も多く、「十分な睡眠・

休養」(50.0％)、「定期的な運動」(49.8％)、「たばこを吸わない」(42.7％)と続いている。  

今回 N=854

前回 N=802

1.1

0.9

7.5

5.9 

12.5

14.7 

19.0 

19.8 

18.7

17.0 

8.8

8.6 

8.0 

11.3 

9.1

8.2 

14.9

13.6 

0.5

-

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

20歳未満 20～29歳 30～39歳 40～49歳

50～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳

75歳以上 無回答

○性別  

よい

まあよい

あまり よくない

よくない

無回答

19.4

61.2

15.8

2.3

1.2

17.6

63.1

16.3

2.6

0.4

0 10 20 30 40 50 60 70 (%)

今回 N=854 前回 N=802

男性

女性

その他

無回答

41.8

55.3

0.2

2.7

39.4

54.0

6.6

0 10 20 30 40 50 60 (%)

今回 N=854 前回 N=802

62.3 

50.0 49.8 
42.7 

35.4 34.2 32.9 
27.2 

19.1 

3.3 
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0.9 
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無
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(%) 今回 N=854 前回 N=802

○年齢 

○現在の健康状態 ○現在、健康づくりのために行っていること（複数回答） 問８ 問９ 

問１
（ 
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◇かかりつけの医師・歯科医師・薬剤師が、「いる（市内）」は医師が 49.3％、歯科医師が 54.3％、

薬剤師が 33.1％となっている。 

 

３）休養・こころの健康 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）喫煙の状況等              ５）飲酒の状況等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

前回

N=802

N=802

N=802

52.0 

52.5 

35.4 

12.1 

15.2 

5.6 

34.3 

29.1 

54.6 

1.6 

3.2 

4.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
今回

①かかりつけの医師 N=854

②かかりつけの歯科医師 N=854

③かかりつけの薬剤師（薬局） N=854

49.3

54.3

33.1

11.5

15.9

4.7

37.5

26.9

57.6

1.8 

2.8 

4.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

いる（市内） いる（市外） いない 無回答

吸っており、今後も
つづけたい
吸っているが、
できればやめたい
以前は吸っていたが、

今はやめた

吸った ことがない

無回答

6.4

3.6

27.9

57.8

4.3

7.8

4.7

29.3

56.5

1.8

0 10 20 30 40 50 60 (%)

今回 N=841 前回 N=795

常に感じている

時々 感じている

あまり 感じない

ほとんど 感じない

無回答

17.1

49.6

24.2

5.6

3.4

19.5

48.4

23.4

6.2

2.5

0 10 20 30 40 50 (%)

今回 N=854 前回 N=802

N=841 毎日

17.2%

週５～６日

6.5%

週３～４日

9.5%

週１～２日

13.2%
月１～２日

15.0%

飲まない・飲

めない
36.0%

無回答

2.5%

◇悩みやストレスを感じることがあるかでは、『感じ

ている』（「常に感じている」＋「時々感じている」）

が 66.7％である。 

◇現在の飲酒状況は、週１日以上飲酒する人は

46.4％で、うち「毎日」は 17.2％である。一

方、飲まない・飲めない人は 36.0％である。 

○悩みやストレスを感じることがあるか 

○現在の喫煙状況【20 歳以上の方のみ】 問 30 問 32 ○現在の飲酒状況【20 歳以上の方のみ】 

◇現在の喫煙状況は、非喫煙者が 85.7％で、

喫煙者は 10.0％である。 

 

問 27 

○かかりつけの医師・歯科医師・薬剤師の有無 問 10 
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６）日頃の食生活 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇朝ごはんを「ほぼ毎日食べている」は 76.2％、週に６日未満（「週に４～５日食べている」＋「週

に２～３日食べている」＋「ほとんど食べない」）は 23.0％である。 

◇朝食を食べない理由は、「食べる習慣がない」が 60.0％と最も多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食べる習慣がない

食欲がない

時間がない

その他

無回答

60.0

26.0

24.0

11.0

-

42.5

32.9

39.7

6.8

1.4

0 10 20 30 40 50 60 70 (%)

今回 N=100 前回 N=73

積極的に
購入している
どちらかと
いうと購入

わからない

購入して いない

無回答

8.9

23.9

41.0

24.9

1.3

8.6

24.2

37.9

28.2

1.1

0 10 20 30 40 50 (%)

今回 N=854 前回 N=802

ほぼ毎日
食べている
週に４～５日
食べている
週に２～３日

食べている

ほとんど食べない

無回答

76.2
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0.8
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4.5
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過ぎる
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(%) 今回 N=854 前回 N=802

農産物直売所等の充実

飲食店・食品店等と連携した取組み

食品の安全、安心に関する情報提供

学校、保育園、幼稚園での食育

正しい食の健康情報の提供

47.5

34.1

31.1

30.6

24.5

42.8

21.3

34.2

24.9

21.7

0 10 20 30 40 50 60 (%)

今回 N=854

前回 N=802

◇市内産の野菜を『購入している』（「積極的に

購入している」＋「どちらかというと購入し

ている」）は 32.8％である。 

◇食生活で問題と感じることは、「カロリーを

とり過ぎる」（35.5％）、「塩分をとり過ぎる」

（32.9％）、「野菜不足」（30.2％）が３割台

で続いている。 

◇健全で豊かな食生活のために市や地域に期待することは、「農産物直売所等の充実」が 47.5％と最も

多く、「飲食店・食品店等と連携した取組み」が 34.1％で続いている。 

問 12 ○朝食の摂取状況 ○朝食を食べない理由（複数回答） 問 12-1 

ほとんど食べない 

○市内産の野菜の購入状況 問 18 問 23 ○食生活で問題と感じること 
／上位５項目（複数回答） 

○健全で豊かな食生活のために市や地域に期待すること／上位５項目（複数回答） 問 24 
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７）健康診査等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※健康診査の内容をすべて含むもの 

 

◇過去１年間の健康診査や人間ドックの受診状況は、「職場や学校で受けている」が 41.7％と最も多

く、「市が行う健康診査を受けている」が 29.0％、「人間ドックを受けている」が 16.7％で続いて

いる。 

◇受けていない理由は、「定期的に通院し、かかりつけ医などで検査をしているから」が 23.7％で最も

多い。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇定期的な歯科健診を『受診している』（「自分で歯の健診を受けている」＋「市が行う歯科健診を受

けている」＋「職場や学校で受けている」）は 63.2％である。 

◇受けていない理由は、「今のところ歯や口に問題はないから」が 34.0％と最も多く、「時間がとれ

ないから」が 31.0％で続いている。 

職場や学校で
受けている
市が行う歯科健診を
受けている
自分で歯の健診を

受けている

受けて いない

無回答

1.4

9.3

52.5

31.4

5.5

3.2

8.9

48.0

38.5

1.4

0 10 20 30 40 50 60 (%)

今回 N=854 前回 N=802

今のところ歯や口に問題は

ないから

時間がとれないから

どの歯科医院がいいか

分からないから

面倒だから

虫歯・歯周病等が見つかる

のが怖いから

関心がないから

子ども連れで行きにくいから

実施場所が遠いから

その他

無回答

34.0

31.0

29.1

24.6

4.5

3.7

2.6

2.2

14.9

0.4

41.1

26.9

5.8

6.5

4.5

1.3

16.8

12.0

0 10 20 30 40 50 (%)

今回 N=268 前回 N=309

N=135

定期的に通院し、かかりつけ医

などで検査をしているから

今のところ健康だから

時間がとれないから

検査が嫌だから

心配な時はいつでも医療機関

を受診できるから

面倒だから

どの医療機関が良いか

わからないから

習慣がないから

23.7

20.0

20.0

17.8

17.0

16.3

15.6

14.1

0 10 20 30 (%)N=854

職場や学校で 受けている

市が行う健康診 査を受けている

人間ドック※を受けている

受けていない

無回答

41.7

29.0

16.7

15.8

2.2

0 10 20 30 40 50(%)

○過去１年間の健康診査や人間 
ドックの受診状況（複数回答） 

問 33 

受けていない 

○健康診査や人間ドックを受けていない
理由（上位８項目）（複数回答） 

問 33-1 

○歯科健診の受診状況 
 

問 38 問 38-2 ○歯科健診を受けていない理由（複数回答） 

受けていない 
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◇各種がん検診の認知・受診頻度は、いずれの検診においても「知っているが、受診したことはな

い」が４割台と最も多い。「定期的に受診している」は⑤子宮頸がん検診及び⑥乳がん検診で２割

台と他の検診より多くなっている。 

 

○受診しない理由／上位３項目（複数回答） 

 １位 ２位 ３位 

①胃がんｴｯｸｽ線検診 
人間ドックを受けているから

（24.6％） 
職場の検診を受けているから 

（20.9％） 
今のところ健康だから 

（18.2％） 

②胃がん内視鏡検診 
人間ドックを受けているから 

（21.0％） 

今のところ健康だから 

（19.0％） 
対象年齢でないから 

（17.4％） 

③肺がん検診 
人間ドックを受けているから 

（23.4％） 
職場の検診を受けているから 

（20.7％） 
今のところ健康だから 

（20.4％） 

④大腸がん検診 
人間ドックを受けているから 

（24.2％） 

今のところ健康だから 

（19.7％） 
職場の検診を受けているから 

（18.1％） 

⑤子宮頸がん検診 
今のところ健康だから 

（23.1％） 

検査が嫌だから 

（23.1％） 
職場の検診 

（16.8％） 

人間ドック

（16.8％） 

⑥乳がん検診 
対象年齢でないから 

（20.6％） 
今のところ健康だから 

（15.7％） 
人間ドックを受けているから 

（15.7％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇参加したい生活習慣改善講座は、「運動教室（軽い運動）」が 38.5％で最も多く、「料理や栄養、

食生活」が 28.0％で続いている。  

今回

①胃がんエックス線検診 N=854

②胃がん内視鏡検診 N=854

③肺がん検診 N=854

④大腸がん検診 N=854

⑤子宮頸がん検診 N=474

⑥乳がん検診 N=474

7.3

6.4

8.8

10.3

24.9

21.7

6.1 

6.7 

5.5 

8.0 

22.8 

18.8 

47.1 

45.1 

47.0 

44.0 

43.9 

47.0 

29.0 

33.4 

29.9 

29.3 

0.8 

4.4 

10.5 

8.4 

8.9 

8.4 

7.6 

8.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

定期的に受診している ときどき受診している

知っているが、受診したことはない 知らない

無回答

前回

N=802

N=802

N=433

N=433

6.4

8.1

21.5

11.3

3.4 

6.0 

19.9 

15.9 

55.0 

50.5 

45.7 

56.1 

21.6 

21.7 

4.2 

5.8 

13.7 

13.7 

8.8 

10.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（①該当なし）

（②該当なし）

38.5 

28.0 
23.7 

16.9 15.9 
12.4 12.3 12.1 11.4 

2.7 

20.7 

5.5 

19.1 17.6
13.6 13.3

4.0

18.0

6.0

0

10

20

30

40

50

運
動
教
室

（
軽
い
運
動

）

料
理
や
栄
養
、

食
生
活

睡
眠
・
休
養

高
血
圧
予
防

肥
満
予
防

糖
尿
病
予
防

お
口
の
健
康

脂
質
異
常
症

予
防

運
動
教
室

（
激
し
い
運
動

）

そ
の
他

受
け
た
く
な
い

無
回
答

(%) 今回 N=854 前回 N=802

○各種がん検診の認知・受診頻度 問 35 

知っているが、 
受診したことはない 

○参加したい生活習慣改善講座（複数回答） 問 34 
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８）感染症に関する危機管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇市が実施する新型コロナウイルスワクチン接種事業についての情報収集方法は、「市報」が 57.0％

で最も多く、「市から郵送されたお知らせ」が 40.6％、「市のホームページ」が 39.0％で続いてい

る。 

 

９）子育て支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇子育て家庭を支えるためにあるとよいと思う施策は、「妊娠期から子育て期の悩みを気軽に相談

できる」が 39.0％で最も多く、「親の帰りが遅くなる時等に子どもを預かる」が 29.5％で続いて

いる。 

 

10）市の健康づくり施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇市に重点的に取り組んで欲しい項目は、「出産・子育て支援」が 39.3％と最も多く、「生活習慣病

予防」、「身体活動・運動」が３割台、「休養・こころの健康」、「がん予防」、「栄養・食生活」が２

割台で続いている。  

57.0 

40.6 39.0 

12.3 
8.0 6.2 3.7 

0

10

20

30

40

50

60

市報 市から郵送された

お知らせ

市の

ホームページ

家族や友人、

知人から

かかりつけ医

等の医療機関

市の

公式ＳＮＳ

市報以外の

市の発行物

(%) N=854

○子育て家庭を支えるための施策／上位５項目（複数回答） 

○市に重点的に取り組んで欲しい項目（複数回答） 

39.3 

30.8 30.4 
27.5 25.6 

20.4 
15.8 

9.3 
6.7 

1.1 2.8 

11.4 

4.2 

34.5

27.3
32.9

20.6

27.4

17.1 16.5

23.6

0.9
3.7

11.3

3.1

0

10

20

30

40

50

出産・子

育て支援

生活習慣

病予防

身体活動

・運動

休養・

こころ

の健康

がん

予防

栄養・

食生活

歯の

健康

禁煙・

受動喫煙

熱中症

予防対策

アルコー

ル疾患

その他 特になし 無回答

(%) 今回 N=854 前回 N=802

問 48 

妊娠期から子育て期の悩みを気軽に相談できる

親の帰りが遅くなる時等に子どもを預かる

仲間づくりができる

妊娠期から子育て期の家庭の家事を支援する

妊娠期から子育て期に関する情報を提供する

39.0

29.5

22.8

19.8

18.7

48.3

32.7

23.8

13.8

19.7

0 10 20 30 40 50 (%)

今回 N=854 前回 N=802
問 44 

○市が実施する新型コロナウイルスワクチン接種事業についての情報収集方法／  
 上位７項目（複数回答） 

問 43 
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３ 武蔵野市 妊娠届出書、乳幼児健診票等 集計報告（概要） 
 
１ 調査の概要 

◇調 査 目 的 武蔵野市健康推進計画・食育推進計画等の見直し（令和５（2023）年度）

にあたり、妊婦及び乳幼児（保護者）の現状や意識を把握し、検討のための

基礎資料とするため実施した。 

 ◇調 査 対 象 者 妊婦、３～４か月児健診・１歳６か月児健診・３歳児健診を受診した乳幼

児の保護者 

  ◇調 査 期 間 令和３（2021）年４月から令和４（2022）年３月までの妊娠届出時、 

令和３（2021）年４月から令和４（2022）年３月までに実施された乳幼児健  

診時 

◇回 収 状 況 妊娠届出書：1,301件、乳幼児健診票：3,142件（３～４か月児：1,074件、

１歳６か月児：1,060件、３歳児：1,008件） 

  ◇調 査 方 法 妊娠届出書、乳幼児健診票等に記載された内容をもとに分析 
 

２ 結果の概要                          ※前回・・平成 28（2016）年調査 

１）妊婦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇職業は、「常勤」が 67.5％、「パート」が 8.9％で、勤務している人は 76.4％となっている。 

◇妊娠届出時年齢（母親）は、『30歳代』（「30～34歳」＋「35～39歳」）が 69.5％、『20歳代』

（「20～24歳」＋「25～29歳」）が 22.4％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇妊娠を知った時の気持ちは、『うれしかった』（「うれしかった」＋「予想外で驚いたがうれしか

った」）が 93.8％を占めている。  

常勤

パート

なし

その他

無回答

67.5

8.9

17.6

3.0

3.0

53.4

9.6

22.6

5.0

9.5

0 10 20 30 40 50 60 70 (%)

今回 N=1,301 前回 N=1,086

今回 N=1,301

前回 N=1,086

75.7

69.4

18.1 

19.8 

3.7 

4.5 

0.6 

0.1 

0.4 

0.1 

1.5

6.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

うれしかった 予想外で驚いたがうれしかった 予想外で驚き戸惑った

困った 何とも思わなかった 無回答

今回 N=1,301

前回 N=1,086

0.2

0.4

1.8

2.8

20.6

21.7

40.4 

38.2 

29.1

26.5

7.9

6.9

-

3.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

20歳未満 20～24歳 25～29歳 30～34歳

35～39歳 40歳以上 無回答

○職業 ○妊娠届出時年齢 

○妊娠を知った時の気持ち 
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２）乳幼児保護者 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇日常の育児の相談相手は、「夫婦で相談」が 57.0％と最も多く、「祖父母」が 24.2％で続いている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

今回 N=3,142

前回 N=2,359

57.0 

50.1 

24.2 

29.5 

9.5 

11.9 

0.3 

0.1 

2.5 

2.6 

0.3

0.2

0.8

0.6

2.5

3.0

3.0 

2.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

夫婦で相談 祖父母 知人・友人

保健師や助産師または医師 保育士や幼稚園の先生 インターネット

誰もいない その他 無回答

３～４か月児 今回 N=1,074

前回 N=813

１歳６か月児 今回 N=1,060

前回 N=803

３歳児 今回 N=1,008

前回 N=743

0.1

0.4

0.4

0.2

1.3

2.3

10.5

10.9

17.4

25.3

30.6

33.0

89.2

88.4

81.8

74.3

67.9

64.3

0.2 

0.2 

0.5 

0.1 

0.3 

0.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

いつも感じる 時々感じる 感じない 無回答

そう思う

どちらかといえば
そう思う
どちらかといえば

そう思わない

そう思わない

無回答

68.6

28.5

1.8

0.5

0.6

64.1

31.8

2.7

0.8

0.7

0 10 20 30 40 50 60 70 (%)

今回 N=3,142 前回 N=2,359

はい

いいえ

どちらとも いえない

無回答

85.8

3.4

10.7

0.1

81.5

3.9

13.8

0.7

0 20 40 60 80 100(%)

今回 N=1,074 前回 N=813

良好

やや良好

どちらともいえない

ややよくない

よくない

無回答

48.0

33.1

14.1

3.7

0.6

0.5

44.2

33.6

15.1

5.4

1.0

0.8

0 10 20 30 40 50 (%)

今回 N=3,142 前回 N=2,359

◇最近の心身の調子は、『良好』（「良

好」＋「やや良好」）が 81.1％で

ある。 

◇助産師や保健師等からの指導・ケアを十分に

受けた（「はい」）は 85.8％、一方、受けてい

ない（「いいえ」）は 3.4％である。 

◇育てにくさを『感じる』（「いつも感じる」＋「時々感じる」）

は３～４か月児で 10.6％であるが、子どもの成長につれて

育てにくさを感じている人が増え、３歳児では 31.9％とな

っている。 

◇この地域での子育て希望は、『そう思う』（「そ

う思う」＋「どちらかといえばそう思う」）が

97.1％である。 

○最近の心身の調子 

○日常の育児の相談相手 

○助産師や保健師等からの指導・ケアは 
 十分に受けることができたか 

○この地域で今後も子育てをしていきたいか 

○育てにくさを感じる 

※３～４か月児保護者のみ 
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４ 用語集 
 

 用語 説明 

あ

行 

ＩＣＴ（アイ・

シー・ティー） 

「Information and Communication Technology（情報通信技術）」の略で、情

報・通信に関する技術の総称。具体的には、インターネット、携帯電話・スマ

ートフォン、ＡＩ（人工知能）、ビッグデータ、ＩｏＴ（モノのインターネッ

ト）、クラウド等の技術があり、それらを活用したコンピュータ・ロボット・通

信等のソフトウェア、ＳＮＳ等のサービスを含める場合がある。近年は、ＩＣ

Ｔの推進に代わり、ＤＸという言葉が一般的に使われるようになった。 

アウトリーチ 支援が必要であるにも関わらず届いていない人に対し、行政や支援機関等が積

極的に働きかけて情報・支援を届けるプロセスのこと。 

医療的ケア児 日常生活及び社会生活を営むために、恒常的に医療的ケア（人工呼吸器による

呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為）を受けることが不可欠である児童。 

エジンバラ産

後うつ病質問

票（ＥＰＤＳ） 

産後うつ病のスクリーニング標のひとつ。過去１週間以内の精神状態につい

ての質問に答え、採点することで、母の状態を点数化して評価することがで

きる。 

ＳＮＳ（エス・

エヌ・エス） 

「Social Networking Service （ソーシャル・ネットワーキング・サービ

ス）」の略。インターネット上の会員制サービスの一種。友人・知人間のコミ

ュニケーションを円滑にする手段や、新たな人間関係を構築するための場を

提供する。個人に限らず企業や自治体の情報発信の手段としても広まってい

る。 

ＳＤＧｓ（エ

ス・ディー・ジ

ーズ） 

「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略。平成 27

（2015）年９月の国連サミットで採択された、貧困や不平等、格差、気候変

動など、様々な問題を根本的に解決し、世界中の全ての人が将来にわたって

より良い生活を送ることができるようにするための 17の国際目標。 

オーラルフレ

イル 

噛んだり、飲み込んだり、話したりするための口腔機能が衰えること。早期

の重要な老化のサインとされている。 

か

行 

北多摩南部二

次保健医療圏 

医療圏は、医療法で定められた、地域の実情に応じた医療を提供する体制を

確保するために、都道府県が設定する地域単位。北多摩南部は、武蔵野市、

三鷹市、府中市、調布市、狛江市、小金井市で構成される。 

クックパッド クックパッド株式会社の運営による、インターネット上で利用できる利用者か

らの投稿レシピを核とした日本最大のレシピサービス。武蔵野市では平成 28

（2016）年８月に「武蔵野市の公式キッチン」を開設した。 

ゲートキーパ

ー 

自殺対策においては、地域や職場、教育、その他様々な分野において、身近な

人の自殺のサインに気づき、その人の話を受け止め、必要に応じて専門相談機

関につなぐなどの役割が期待される人のこと。 

血清アルブミ

ン 

血清蛋白の 60～70％を占め、栄養状態の良い指標となる。 

血清総蛋白 血清中に含まれている各種の蛋白すべてを合わせたものの濃度。低栄養、体外

への喪失、肝疾患などで減少し、感染症、骨髄腫などで増加する。 

健康格差 雇用や所得、家庭環境といった社会経済状況、喫煙習慣、飲酒習慣、運動習慣

といった生活様式、大気汚染、水質汚染といった生活環境等の違い等により生

じると考えられている、健康状態や健康の質の差のこと。「健康日本２１（第三

次）」では、その格差の縮小を目指している。 

健康日本 21 全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現に向け、国

民・企業・団体が健康増進の観点から理想とする社会を目指す国民健康づくり

運動のこと。 

公益財団法人

武蔵野健康づ

くり事業団 

市民の健康の保持増進と福祉の向上、ならびに地域社会の発展に寄与するこ

とを目的として、武蔵野市、(一社)武蔵野市医師会、横河電機株式会社の三

者の協力により昭和 62(1987)年 10月に設立された公益財団法人。 
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 用語 説明 

国民健康保険

データベース

システム（ＫＤ

Ｂシステム） 

国民健康保険の保険者等から委託を受けて、国民健康保険団体連合会及び国民

健康保険中央会において、データを共同処理するもの。医療費・特定健康診査

情報等のデータを全国・東京都・同規模保険者間で比較できる。 

検索連動型広

告 

あらかじめ指定したサイトのコンテンツと関連性の高い検索キーワードに対

して、広告のタイトルを自動的に生成して配信する広告のこと。 

子育て支援ネ

ットワーク 

児童福祉法第 25 条の２の「要保護児童対策地域協議会」にあたり、本市にお

いては武蔵野市児童虐待の防止及び子育て家庭への支援に関する条例に基づ

き設置される。守秘義務の課せられたネットワークの構築で、各機関より多く

の情報を集め、援助している家庭の状況や問題点を明確にし、より有効な支援

につなげている。 

子育てひろば

ネットワーク 

市内で子育てひろばを運営している子育て支援団体（グループ）、子育て支援

拠点や子育て支援に関わる専門施設、行政機関が所属する。 

国民皆歯科健

診 

生涯を通じた歯科健診のこと。「経済財政運営と改革の基本方針 2023」には、

国民皆歯科健診に向けた取組みの推進が記載された。国民全員の定期的な歯

科健診の機会の確保に向けた制度の検討が進められている。 

さ

行 

災害拠点病院 東京都の区分によると、主に重症者の収容・治療を行う病院のこと。基幹災害

拠点病院、地域災害拠点中核病院及び地域災害拠点病院として、都が指定する

病院。市内では、武蔵野赤十字病院がこれにあたる。 

災害拠点連携

病院 

災害拠点病院を除く救急告示を受けた病院等のうち都が指定する病院。主に中

等症者や容態の安定した重症者の治療・収容を行う。市内では武蔵野陽和会病

院、吉祥寺南病院がこれにあたる。 

産後うつ 産後、急激な身体生理機能の変化と分娩後の精神的負担、直面する育児への不

安などが相互に作用し発症する精神障害。強い不安や焦燥感、過剰な心配、自

信喪失など。重症化すると軽快まで１年以上かかることもあり、治療のため、

早期発見と周囲のサポートが重要となる。 

三次救急 初期救急、二次救急では対応が不可能な重篤疾患や多発外傷に対する医療。 

自殺企図 首つり、リストカット、大量服薬など様々な手段により、実際に自殺を企て

ること。 

自殺総合対策

大綱 

おおむね５年を目途に見直すこととされる、政府が推進すべき自殺対策の指

針で、令和４年 10月、「自殺総合対策大綱～誰も自殺に追い込まれることの

ない社会の実現を目指して～」が閣議決定された。 

自殺未遂 自殺とは自ら自分の生命を絶つ行為だが、死に至らなかった場合、自殺未遂

といわれる。自殺未遂者は自殺者の 10倍以上存在すると考えられている。 

自助グループ 何らかの生活課題や問題を抱えた人たちが、相互に支え合い、その問題など

を乗り越えようとする集団のこと。 

初期救急 入院治療の必要がなく、外来で対処しうる帰宅可能な軽症患者に対応する救

急医療。一次救急ともいう。 

食育リーダー 市内の公立小中学校において食育を推進する人。各校では食育リーダーを中

心とした食育推進チームを組織するとともに、食育を教育課程に適切に位置

付け食に関する指導を充実させている。 

食品ロス 食べられるのに捨てられてしまう食品のこと。 

健やか親子 21 平成 13（2001）年から開始した、すべての子どもが健やかに成長していくうえ

での健康づくりの出発点であり、次世代を担う子ども達を健やかに育てるため

の基盤となる母子の健康水準を向上させるための国民運動計画のこと。平成 27

（2015）年度からは、令和６（2024）年度までの第２次期間である。 

３Ｒ（スリーア

ール） 

ごみを減らすための取組みで、ごみそのものを「減らす（Reduce＝リデュー

ス）」、ゴミになるまで「繰り返し使う（Reuse＝リユース）」、分別して資源とし

て「再利用する（Recycle＝リサイクル）」の英語の頭文字をとったもの。 
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 用語 説明 

生活困窮者自

立支援制度 

生活困窮者自立支援法に基づき、平成 27（2015）年より施行された、経済的に

困窮し最低限度の生活を維持することができなくなるおそれがある方へ包括

的な支援を行う制度のこと。 

生活習慣病 生活習慣が原因で発症すると考えられる疾患のこと。偏った食生活、運動不足

（身体活動量の不足）、喫煙、過度の飲酒やストレスなどの生活習慣が重なる

ことで、発症するリスクが高まる。生活習慣病には、心臓疾患、脳卒中、糖尿

病、高血圧症、脂質異常症などがあげられる。 

性的マイノリ

ティ 

「出生時に判定された性別と性自認が一致し、かつ性的指向は異性」というパ

ターンに当てはまらない人々は、性的マイノリティあるいはＬＧＢＴなどと呼

ばれる。 

(がん検診にお

ける) 

精度管理 

検診が正しく行われているかを評価し、不備な点を改善すること。その評価の

指標としては死亡率が最もふさわしいが、検診が死亡率に与えた影響が判明す

るには相当の時間を要する。そのため、ここでは、主に精検受診率(検診で要精

密検査と判定された方が適切な医療につながったかどうか)等を評価基準と

し、この指標の向上を目指すものとする。 

摂食嚥下 食物が認知され、口腔、咽頭、食道を経て胃に至るまでのすべての過程をいう。

摂食嚥下障害とは、この一連の動作に障害があること。 

た

行 

第４次食育推

進基本計画 

生涯を通じた心身の健康を支える食育、持続可能な食を支える食育、「新たな

日常」やデジタル化に対応した食育の推進を３つの重点事項として、ＳＤＧｓ

の考え方を踏まえつつ、食育を総合的かつ計画的に推進していくための国の計

画。 

(がん検診にお

ける) 

対象人口率 

がん検診対象年齢の全人口のうち、区市町村実施のがん検診対象者となる人の

割合。職場や人間ドック等で受診機会がある人と、入院や療養中等で検診を受

診できない人を除いた値である。東京都が５年に１度調査を実施し、がん種毎

に定めている。 

地域包括ケア

システム 

高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援を目的に、可能な限り住み慣れた地域

で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるようにするための

地域の包括的な支援・サービス提供体制のこと。本市では、こうした包括的な

支援・サービス提供体制の構築にあたり、地域の様々な主体が関わるという特

徴を踏まえ、「武蔵野市におけるまちぐるみの支え合いの仕組みづくり」と言

い換えている。 

低出生体重児 生まれた時の体重が 2,500 グラム未満の新生児のこと。 

デートＤＶ 恋人同士の間で起こる暴力のこと。殴る・蹴るといった暴力だけでなく、ひど

い言葉で傷つけることや交友関係を制限すること、避妊に協力しないことなど

も含まれる。 

テンミリオン

ハウス 

地域の実情に応じた市民等の「共助」の取組みに対し、市が年間 1,000万（ten-

million） 円を上限とした運営費補助等の活動支援を行う。現在、市内に７か

所開設されている。 

特定健康診査 平成 20（2008）年から始まった 40歳～74歳の被保険者を対象とするメタボリ

ックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目した健康診査のこと。40歳代から

増える生活習慣病や循環器疾患を早期に発見することを目的として実施して

いる。 

特定保健指導 特定健康診査結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善によ

る生活習慣病の予防効果が多く期待できる方等を対象に実施される保健指導

のこと。 

な

行 

二次救急 入院治療や手術を必要とする重症患者に対応する救急医療。 

は

行 

8050問題 ひきこもりの子とその親が高齢化し、50 代の中高年のひきこもりの子の生活

を 80 代の後期高齢者である親が支えるケースが増えている、という社会問題

のこと。 
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 用語 説明 

ＢＣＰ（ビー・

シー・ピー） 

「Business Continuity Plan（事業継続計画）」の略。災害時に行政自らも被

災し、人、物、情報等利用できる資源に制約がある状況下において、優先的に

実施すべき業務を特定するとともに、業務の執行体制や対応手順、継続に必要

な資源の確保等をあらかじめ定める計画。 

ＢМＩ（ビー・

エム・アイ） 

「Body Mass Index（ボディ・マス・インデックス）」の略で、体重（ｋｇ）÷

身長（ｍ）÷身長（ｍ）で計算された数値のこと。日本肥満学会では、22を標

準とし、18.5未満を低体重（やせ）、25以上を肥満としている。過度の肥満は、

糖尿病、脂質異常症、高血圧症、心臓病、胆石症、脂肪肝、関節炎などの病気

になりやすく、手術のときの危険も大きくなる。 

病院機能（病院

の医療機能） 

医療機関がその有する病床（一般病床及び療養病床）において担っている医療

機能。高度急性期（急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密

度が特に高い医療を提供する機能）、急性期（急性期の患者に対し、状態の早期

安定化に向けて、医療を提供する機能）、回復期（急性を経過した患者への在宅

復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能）、慢性期（長期にわ

たり療養が必要な患者を入院させる機能）に分かれる。 

フードバンク 品質に問題がないにもかかわらず、賞味期限が近いなどの理由から市場に流

通できなくなった食品を企業等から寄付を受け、食に困っている人へ無償で

提供する事業。 

ひきこもり 様々な要因の結果として社会的参加（義務教育を含む就学、非常勤職を含む

就労、家庭外での交遊など）を回避し、原則的には６か月以上にわたって概

ね家庭にとどまり続けている状態（他者と交わらない形での外出をしていて

もよい）を指す現象概念。 

フレイル 加齢とともに、心身の活力（運動機能や認知機能等）が低下し、複数の慢性

疾患の併存などの影響もあり、生活機能障害が起きたり、要介護状態となっ

たり、疾病等の重症化を招くなど、心身の脆弱化が出現するが、一方で、適

切な介入・支援により、生活機能の維持向上が可能な状態のことを指す。 

HbA1c（ヘモグ

ロビンエーワ

ンシー） 

赤血球中のヘモグロビンにブドウ糖（血糖）が結合したものをいい、過去１

～２か月の平均的な血糖の状態を示している。 

ボディイメー

ジ 

人間が身体について持つイメージのこと。または身体に対してその人が持つ

意識的または無意識的な認識のこと。 

ま

行 

民生児童委員 民生委員は、民生委員法に基づき厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公

務員で、児童福祉法に定める児童委員を兼ねる。自らも地域住民の一員として、

担当する区域において、住民の生活上のさまざまな相談に応じ、行政をはじめ

適切な支援やサービスへの「つなぎ役」としての役割を果たすとともに、高齢

者や障害者世帯の見守りや安否確認、子どもたちの見守り、子育ての不安や妊

娠中の心配ごとなどの相談対応・支援等を行っている。 

武蔵野市地域

医療構想（ビジ

ョン）2017 

高齢化の進行による在宅医療のニーズや子育て世代の医療ニーズが高まって

いく中、地域医療の課題と取り組むべき事項を整理したもの。地域医療の充実

に向け「市民の生命と健康を守る病院機能の充実」、「市民の在宅療養生活を支

える仕組みづくり」、「地域包括ケアと在宅医療の推進のための人材確保及び育

成」についての基本的な考え方と課題解決を図るための今後の方向性を示して

いる。 平成 29（2017）年５月策定。 

メタボリック

シンドローム 

肥満、特に内臓に脂肪が蓄積した肥満が原因となり、様々な疾患が引き起こさ

れる状態のこと。これらの疾患は高血圧症、脂質異常症、糖尿病などひとつひ

とつの症状は軽くても、複合すると心筋梗塞や脳梗塞のリスクが急激に増大す

ることから注目されている。診断基準の必須項目として腹囲があり、男性 85セ

ンチ以上、女性 90センチ以上がメタボリックシンドローム診断のカギとなる。 
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 用語 説明 

メンタルヘル

ス 

心の健康、精神面における健康のこと。多様化、複雑化する社会で、精神的な

悩みを持ち、苦しむ人が急増している。身体の健康増進とともに、心の健康を

保つための支援が求められている。 

や

行 

ゆりかごむさ

しの 

市の母子保健事業の愛称。全ての子どもが健やかに育つことを目的として、妊

娠期から子育て期まで、家族に寄り添う支援を行う。妊娠中でも子育て中でも

安心して地域で暮らせるよう、関係機関と連携しながら必要なサービスを実施

する。 

ら

行 

ライフステー

ジ 

人間が生まれてから死ぬまでの期間を象徴的な生活段階で区分けしたもの。本

計画では乳幼児期・学齢期・壮年期・高齢期など、一定の期間ごとに区分けし

ている。 

ＬＩＮＥ（ライ

ン） 

ＬＩＮＥヤフー株式会社が運営する大手ＳＮＳサービスのこと。スマートフォ

ンやタブレット、パソコンなどを利用し、ユーザー同士が無料で、メッセージ

のやり取りや音声通話、ビデオ通話などを行うことができる。 

ロコモティブ

シンドローム

（運動器症候

群） 

骨・関節・筋肉などが衰えて一人で立ったり歩いたりすることが困難になり、

介護が必要となる危険性の高い状態のこと。 
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５ 武蔵野市健康福祉施策推進審議会設置条例 
   

 （設置） 

第１条 武蔵野市（以下「市」という。）における健康及び福祉に関する施策を推進するために必要な事項を調

査し、及び審議するため、武蔵野市健康福祉施策推進審議会（以下「審議会」という。）を設置する。 

 （所管事項） 

第２条 審議会は市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、及び答申する。 

 (1) 地域福祉、高齢者福祉、介護保険、障害者（児）福祉、保健医療、健康増進及び食育推進に係る計画の

策定及び評価に関する事項 

 (2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

２ 審議会は、前項に掲げる事項に関して、市長に意見を述べることができる。 

 （組織） 

第３条 審議会は、次に掲げる委員15人以内で組織し、市長が委嘱する。 

 (1) 学識経験者 

 (2) 地域福祉、高齢者福祉、介護保険、障害者（児）福祉、保健医療、健康増進、食育推進等の関係者 

 (3) 公募による市民 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者 

 （任期） 

第４条 委員の任期は３年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。 

 （専門部会） 

第５条 市長は、必要に応じて審議会に専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会は次に掲げる委員で組織する。 

 (1) 第３条の委員のうちから市長が指名する者 

 (2) 専門部会における調査及び審議のため市長が必要と認め、委嘱する者 

 （報酬） 

第６条 委員の報酬は、武蔵野市非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（昭和36年２月武

蔵野市条例第７号）に定めるところによる。 

 （委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （武蔵野市非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正） 

２ 武蔵野市非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を次のように改正する。 

  次の表中、改正後の欄にのみ下線が引かれた部分については、それぞれ対応する説明の欄に掲げる

改正を行う。 

改正前 改正後 説明 

 （目的及び適用範囲） 

第１条 この条例は、別に条例で定める

 （目的及び適用範囲） 

第１条 この条例は、別に条例で定める
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ものを除き、非常勤職員（次に掲げる

職員その他の非常勤の職を占める職

員（地方公務員法（昭和25年法律第

261号。以下「法」という。）第22条の

２第１項第２号に掲げる職員及び法第

28条の５第１項に規定する短時間勤

務の職を占める職員を除く。）をいう。

以下同じ。）に支給する報酬、費用弁

償及び期末手当について定めること

を目的とする。 

 (1)から(21)まで （略） 

 

 

 (22)から(63)まで （略） 

 

別表第２（第３条関係） 

日額で定める報酬額 

職名 
 

報酬額 

財産価格審議会の委員から民生委

員 推 薦 会 の 委 員 ま で 

 （略） 

  

  

 

 

 

国民健康保険運営協議会の委員か

ら 選 挙 立 会 人 ま で 

 （略） 

 備考 （略） 

ものを除き、非常勤職員（次に掲げる

職員その他の非常勤の職を占める職

員（地方公務員法（昭和25年法律第

261号。以下「法」という。）第22条の

２第１項第２号に掲げる職員及び法第

28条の５第１項に規定する短時間勤

務の職を占める職員を除く。）をいう。

以下同じ。）に支給する報酬、費用弁

償及び期末手当について定めること

を目的とする。 

 (1)から(21)まで （略） 

 (21)の２ 健康福祉施策推進審議会の委

員 

 (22)から(63)まで （略） 

 

別表第２（第３条関係） 

日額で定める報酬額 

職名 報酬額 

財産価格審議会の委員から民生委

員 推 薦 会 の 委 員 ま で 

 （略） 

  

  

健康福祉施策

推進審議会の

委員 

〃 12,000円 

国民健康保険運営協議会の委員か

ら 選 挙 立 会 人 ま で 

 （略） 

 備考 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

号の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項の追加 
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６ 武蔵野市健康福祉施策推進審議会設置条例施行規則 
 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、武蔵野市健康福祉施策推進審議会設置条例（令和４年12月武蔵野市条例第36号。以

下「条例」という。）の施行について、必要な事項を定めるものとする。 

 （用語） 

第２条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。 

 （審議会の会長及び副会長） 

第３条 審議会に会長及び副会長１人を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は審議会を代表し、会務を総括する。 

３ 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

 （審議会の会議） 

第４条 審議会の会議（以下この条において「会議」という。）は会長が招集する。ただし、会長及び副会長が

ともに選任されていないとき又は事故があるとき若しくは欠けているときの会議は、市長が招集する。 

２ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その説明又は意見を聞くこと

ができる。 

 （専門部会） 

第５条 専門部会の委員（以下「部会員」という。）は、各専門部会15人以内とする。 

２ 条例第５条第２項第２号の規定により市長が委嘱する委員は、次に掲げる者とする。 

 (1) 学識経験者 

 (2) 地域福祉、高齢者福祉、介護保険、障害者（児）福祉、保健医療、健康増進、食育推進等の関係者 

 (3) 公募による市民 

３ 前項の委員の任期は、委嘱の日から専門部会における調査及び審議が終了した日までとし、２年を超え

ないものとする。 

４ 第２項の委員は、専門部会にのみ出席する。 

 （準用） 

第６条 第３条及び第４条の規定は、専門部会について準用する。この場合において、同条中「審議会」とある

のは「専門部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「副会長」とあるのは「副部会長」と、「委員」とあるのは

「部会員」と読み替えるものとする。 

 （庶務） 

第７条 審議会の庶務は、健康福祉部地域支援課において処理する。ただし、専門部会の庶務は、市長が指定

する課において処理する。 

 （委任） 

第８条 この規則に定めるもののほか、審議会及び専門部会について必要な事項は、市長が定める。 

   付 則 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 
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７ 武蔵野市第４期健康福祉総合計画・第６期地域福祉計画専門

部会等設置要綱 
 

（設置） 

第１条 武蔵野市健康福祉施策推進審議会設置条例（令和４年12月武蔵野市条例第36号）第５条の規定に

基づき、武蔵野市（以下「市」という。）が策定する次の各号に掲げる計画について、当該各号に定め

る専門部会（以下「各専門部会」という。）を設置する。 

 ( 1 ) 武蔵野市第４期健康福祉総合計画（次号から第８号までに掲げる計画からなる市の健康及び福祉

分野に関する総合的な計画をいう。以下「健康福祉総合計画」という。） 武蔵野市第４期健康福祉

総合計画・第６期地域福祉計画専門部会 

 ( 2 ) 社会福祉法（昭和26年法律第45号）第107条の規定により定める武蔵野市地域福祉計画 前号に定

める専門部会 

 ( 3 ) 成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成28年法律第29号）第14条第１項の規定により定め

る武蔵野市成年後見制度利用促進基本計画  

第１号に定める専門部会 

 ( 4 ) 再犯の防止等の推進に関する法律（平成28年法律第104号）第８条第１項の規定により定める武蔵

野市再犯防止推進計画 第１号に定める専門部会 

 ( 5 ) 老人福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の８第１項及び介護保険法（平成９年法律第123号）

第117条第１項の規定により定める武蔵野市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画 武蔵野市高

齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画専門部会 

 ( 6 ) 障害者基本法（昭和45年法律第84号）第11条第３項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律（平成17年法律第123号）第88条第１項及び児童福祉法（昭和22年法律第164号）

第33条の20第１項の規定により定める武蔵野市障害者計画・第７期障害福祉計画・障害児福祉計画 

武蔵野市障害者計画・第７期障害福祉計画専門部会 

 ( 7 ) 健康増進法（平成14年法律第103号）第８条第２項及び食育基本法（平成17年法律第63号）第18条

第１項の規定により定める武蔵野市第５期健康推進計画・食育推進計画 武蔵野市第５期健康推進

計画・食育推進計画・自殺総合対策計画専門部会 

 ( 8 ) 自殺対策基本法（平成18年法律第85号）第13条第２項の規定により定める武蔵野市自殺総合対策

計画 前号に定める専門部会 

（幹事会） 

第２条 健康福祉総合計画の策定にあたり、庁内の推進体制として、幹事会を置く。 

２ 幹事会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。 

３ 幹事会に、座長及び副座長各１人を置く。 

４ 座長は健康福祉部長の職にある者をもって充て、副座長は健康福祉部地域支援課長の職にある者を

もって充てる。 

５ 幹事会の庶務は、健康福祉部地域支援課が行う。 

６ 前各号に定めるもののほか、健康福祉総合計画の策定における庁内の推進体制について必要な事項

は、市長が別に定める。 
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（ワーキングスタッフ） 

第３条 各専門部会は、各計画の策定に関する調査及び研究を行うため、必要があると認めるときは、ワ

ーキングスタッフを設置することができる。 

（庶務） 

第４条 各専門部会の庶務は、次の各号に掲げる専門部会の区分に応じ、当該各号に掲げる課が行う。 

 ( 1 ) 第１条第１号から第４号までに定める専門部会 健康福祉部地域支援課 

 ( 2 ) 第１条第５号に定める専門部会 健康福祉部高齢者支援課 

 ( 3 ) 第１条第６号に定める専門部会 健康福祉部障害者福祉課 

 ( 4 ) 第１条第７号及び第８号に定める専門部会 健康福祉部健康課 

２ 各専門部会全体の庶務は、健康福祉部地域支援課が行う。 

（その他） 

第５条 この要綱に定めるもののほか、各専門部会について必要な事項は、市長が別に定める。 

   付 則 

１ この要綱は、令和５年４月17日から施行する。 

２ この要綱は、令和６年３月31日限り、その効力を失う。 

 

別表（第２条関係） 

健康福祉部長 

 健康福祉部保健医療担当部長 

健康福祉部地域支援課長 

健康福祉部生活福祉課長 

健康福祉部高齢者支援課長 

健康福祉部高齢者支援課相談支援担当課長 

健康福祉部障害者福祉課長 

健康福祉部健康課長 

健康福祉部健康課地域保健調整担当課長 

健康福祉部健康課新型コロナウイルスワクチン接種担当課長 

健康福祉部保険年金課長 

公益財団法人武蔵野市福祉公社常務理事兼事務局長 

公益財団法人武蔵野健康づくり事業団保健センター改修・経営改善担当課長 

公益社団法人武蔵野市シルバー人材センター事務局長 

社会福祉法人武蔵野市民社会福祉協議会事務局長 

社会福祉法人武蔵野事業推進担当副参事 
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武蔵野市第５期健康推進計画・食育推進計画・自殺総合対策計画専門部会ワーキン

グスタッフ名簿 

 

氏 名 職 

田中 博徳 健康福祉部保健医療担当部長兼健康課長 

寺井 一弘 健康課地域保健調整担当課長 

國保 博敬 健康福祉部健康課課長補佐 

曽我 宣之 健康福祉部健康課課長補佐 

片山 稔子 健康福祉部健康課健康増進係長 

谷 まりこ 健康福祉部健康課母子保健係事業調整担当係長 

梅澤 陽子 健康福祉部健康課母子保健係主査 

藤野 かおり 健康福祉部健康課管理係主任 

飯田 紀子 健康福祉部健康課健康増進係主任 

坂本 花子 健康福祉部健康課健康増進係主任 

窪田 綾子 健康福祉部健康課母子保健係主任 

虻川 奈央 健康福祉部健康課管理係主事 
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８ 武蔵野市第５期健康推進計画・食育推進計画・自殺総合対策

計画専門部会 委員名簿 
 

  任期 令和５（2023）年４月 22日から令和６（2024）年３月 31日 

◎部会長 〇副部会長（正副部会長を除き五十音順） 

 

 

 氏 名 職名等 選任区分 

１ ◎ 北 島  勉 杏林大学総合政策学部教授 学識経験者 

２ 〇 川 南 公 代 
元武蔵野大学看護学部准教授 

学校法人武蔵野大学しあわせ研究所 客員研究員 
学識経験者 

３ 青 木 滋 夫 公募委員 公募による者 

４ 大 岩 ひ ろ み 武蔵野市民生児童委員協議会第二地区副会長 福祉関係者 

５ 大 田 静 香 
公益社団法人東京都助産師会三鷹・武蔵野地区

分会武蔵野市助産師会会長 
保健医療関係者 

６ 小 俣 裕 子 
公益財団法人武蔵野健康づくり事業団 

事務局長 
健康増進関係者 

７ 河 西 あ か ね 東京都多摩府中保健所地域保健推進担当課長 保健医療関係者 

８ 菅 野 淳 子 一般社団法人武蔵野市薬剤師会副会長 保健医療関係者 

９ 倉 島 公 明 
一般財団法人武蔵野市給食・食育振興財団 

常務理事兼事務局長 
食育振興関係者 

 10 中 嶋 建 一 郎 武蔵野市立第一中学校校長 教育関係者 

11 野 口 弘 之 特定非営利活動法人ミュー理事長 福祉関係者 

12 

長 谷 川 ひ と み 
（令和５年６月 27日まで） 

一般社団法人武蔵野市医師会副会長 保健医療関係者 
林  良 寛 
（令和５年６月 28日から） 

13 原  純 也 
日本赤十字社武蔵野赤十字病院医療技術部 

栄養課長 
保健医療関係者 

14 宮 原 隆 雄 公益社団法人東京都武蔵野市歯科医師会会長 保健医療関係者 
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